
　制　　定 

9 一部改正

9 11 一部改正

一部改正平 成 30 年 ７ 月

平 成 30 年 11 月　一部改正

令 和 元 年 ７ 月　一部改正
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８．契約図面

　　契約図面とは、契約時に設計図書の一部として、契約書に添付されている図面をいう。
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3 工事費積算

　設計図書の他に交付する「工事費積算参考資料」とは、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な

見積に資するための資料であり、契約書第１条でいう設計図書ではない。従って、「工事費積算

参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を

十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段につい

て、受注者の責任において定めるものとする。なお、「工事費積算参考資料」の有効期限は、本

工事の入札（見積）日までとする。
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1－7 

２．技術者の変更 

（１）受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において発注者との協議

により、主任技術者及び監理技術者（以下技術者等という）を変更できるものとする。

変更については、下記を満足することを条件とする。 

① 死亡、傷病、退職等、真にやむを得ない場合。

② 受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延

長された場合。

③ 橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行

する時点

（２）途中交代を認める際の現場対応は、以下のとおりとする。

① 交代後の技術者等に求める資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び

工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。

② 技術者等の交代に際し、継続的な業務が遂行できるよう、新旧の技術者等を７日以上の間重

複配置することを求め、適切な引継を確保するものとする。ただし、死亡、傷病の場合は除

く。

３．監理技術者 

受注者は、専任の監理技術者について建設業法第27条の18第１項の規定による監理技術者資格

者証（以下「資格者証」という。）の交付を受けており、かつ監理技術者講習を過去５年以内に受

講した者のうちから、これを選任するものとし、資格者証及び監理技術者講習修了証の写しを現

場代理人等選任通知書に添付して発注者に提出するものとする。 

４．工場製作後に現場施工（据付作業含む）を伴う工事 

受注者は、当該工事に配置する監理技術者等が、工場製作と現場施工（据付作業含む）で異な

る場合、工場製作時及び現場施工（据付作業含む）時のそれぞれに従事する監理技術者等を第１

編 1-1-5第１項施工計画書に記載しなければならない。 

５.現場代理人等通知書

受注者は、現場代理人等選任通知書を工事契約締結時に発注者に提出しなければならない。

６．技術者の専任・兼任 
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（１）技術者の専任

受注者は、請負金額3,500万円（建築工事にあっては、7,000万円）以上の場合、主任技術者

（監理技術者）は、工事現場ごとに専任の者でなければならない。ただし、工場製作などにあっ

ては、監理技術者制度運用マニュアル（国土交通省通知 平成28年度12月19日付け 国総建第

349号）によるものとする。 

（２）技術者の兼任

受注者は、請負金額500万円以上3,500万円未満（建築工事にあっては請負金額が1,500万円以上

7,000万円未満）の県発注公共工事（応急工事等に係るものを除く）において、１人の主任技術者

（監理技術者）が兼任できる工事数は、２件以下とする。ただし、請負金額の合計が3,000万円（建

築工事のみの場合にあっては6,000万円）以下の場合はこの限りではない。 
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1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録

１．コリンズ（CORINS）の登録

受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事

実績情報サービス（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作

成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督員にメール送信し、監督員の確認を

受けたうえ、受注時は契約締結後15 日（土曜日、日曜日、祝日等（三重県の休日を定める条例

（平成元年三重県条例第２号）第１条に規定する休日（以下「休日等」という。））を除く）以

内に、登録内容の変更時は変更があった日から15 日（休日等を除く）以内に、完了時は工事完了

後、15 日（休日等を除く）以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

なお、完了時の登録は完成認定日以降とすることを原則とする。 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督員にメール送信される。

なお、変更時と工事完成時の間が15 日間（休日等を除く）に満たない場合は、変更時の登録を

省略できる。 

また、本工事の完成後において訂正または削除する場合においても同様に、コリンズから発注

  者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録しなければならない。 
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５．支援技術者 

受注者は、設計図書で建設コンサルタント等に委託した、支援技術者の配置が明示された場合

には、以下の各号によらなければならない。なお、委託先及び工事を担当する支援技術者につい

ては、特記仕様書に定めがない場合、監督員から通知するものとする。 

（１）受注者は、支援技術者が監督員に代わり、現場に臨場し、立会等を行う場合には、その業

務に協力しなければならない。又、書類（計画書、報告書、データ、図面等）の提出に際し、

説明を求められた場合はこれに応じなければならない。

（２）支援技術者は、契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否

等を行う権限は有しないものである。ただし、監督員から受注者に対する指示、通知又は連絡

等を支援技術者を通じて行うことがある。

また、受注者が監督員に対して行う報告、通知又は連絡は支援技術者を通じて行うことが

できる。

（３）監督員からの受注者に対する指示、通知又は連絡等が支援技術者を通じて行われた場合は、

監督員から直接指示、通知又は連絡等があったものと同等である。 

1-1-9 工事用地等の使用

１．維持・管理

受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意を

もって維持・管理するものとする。 

２．用地の確保 

設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用

地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上受注者が必

要とする用地とは、営繕用地（受注者の現場事務所、宿舎、駐車場）及び型枠または鉄筋作業場

等専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。 

３．第三者からの調達用地 

受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用したときは、その土地等の所有者との

間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければなら

ない。 

４．用地の返還 

受注者は、第１項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定めまたは監督員の指示

に従い復旧の上、速やかに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要

求した場合も速やかに発注者に返還しなければならない。 

５．復旧費用の負担 

発注者は、第１項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは受注

者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負

代金額から控除するものとする。この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注

者に異議を申し立てることができない。 

６．用地の使用制限 

受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。 

７．地権者の了承 

受注者は、用地付近又は官民境界付近に接して工事を行う場合には、地権者の了承を得て着手

しなければならない。 

８．損傷時の処置 

受注者は、官民境界付近に構造物を施工し、民地側を踏荒し又は民地側の構造物等に損傷を与

えた場合には、別途条件を明示された場合を除き、復旧しなければならない。 
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1-1-10 工事の着手等

受注者は、契約を履行しようとするとき発注者に工事着手届を提出した上で、特記仕様書に定め

のある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める工事始期日以降30日以内に、工事着手

しなければならない。 

1-1-11 工事の下請負

１．下請負の要件

受注者は、下請負に付する場合には、以下の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならな

い。 

（１）受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。

（２）下請負者は、建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。

（３）下請負者が三重県建設工事等入札参加資格者名簿に登録されている場合には、三重県建設

工事等資格（指名）停止措置要領に基づく資格（指名）停止期間中でないこと。
（４）下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。なお、下請契約を締結するときは、

適正な額の請負代金での下請契約の締結に努めなければならない。 

（５）下請負者は、「三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱」の別表－１に掲げる要件に該当し

ない者であること。 

（６）下請負者は、契約書第７条の２に基づく社会保険等の届出義務を履行していること。ただ

　　し、当該届出の義務がない者はこの限りでない。

　２．下請負通知書 

受注者は、下請負に付する場合には、部分下請負通知書を監督員に提出しなければならない。 

1-1-12 施工体制台帳

第１項の受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負者を含む）及び第１項の受注者の専門技

術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及

び社印の入った名札等を着用させなければならない。 
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１．一般事項

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合、国土交通省令及び「施工体制台

帳に係る書類の提出について」（平成27年3月30日付け国官技第325号、国営整第292号、平成27年

3月27日付け国港技第123号、平成27年3月16日付け国空安保第763号、国空交企第643号）（以下

「施工体制台帳に係る書類の提出について」という）に従って記載した施工体制台帳を作成

し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出しなければならない。なお、「施工体

制台帳に係る書類の提出について」の別紙実施要領で規定する「３．記載すべき内容（注２）中

の「施工体制台帳の作成等について」（平成7年6月20日付け建設省経建発第147号）を参考とす

るとあるのは、「「施工体制台帳の作成等について（通知）」（平成31年3月29日付け国土建第499

～500号）」と読み替えるものとする。 

２．施工体系図 

第１項の受注者は、国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の提出について」に従っ

て、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約

の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所

に掲げるとともにその写しを監督員に提出しなければならない。 

なお、施工体系図に記述する工事内容は、契約図書の工種区分との対比がわかりやすいように

記述すること。ただし、詳細になりすぎないように留意する。 

３．名札等の着用 
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受注者は、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建設事務次官通達 平成５年１月12日）」を遵

守して災害の防止を図らなければならない。 

受注者は、土木工事安全施工技術指針（国土交通大臣官房技術審議官通達、平成29年３月31日 　）

建設機械施工安全技術指針（国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工

承諾を得るものとする。 

７．安全巡視 

受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安

全を確保しなければならない。 

８．標示板の設置 

受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に、工事名、工

期、発注者名、受注者名及び工事内容等を記載した標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示

板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督員の承諾を得て省略

することができる。 

なお、標示板の記載にあたっては、工事に関する情報をわかりやすく記載するものとし、図1-1-2

を参考とする。 

また、記載内容については、工事内容に応じて、道路工事現場における標示施設等の設置基準

について（昭和37年8月30日付け 道発372号 道路局長通達、最新改正平成18年3月31日付け 国道

利37号・国道国防第205号）、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について

（平成18年3月31日付け 国道利38号・国道国防第206号 道路局路政課長、国道･防災課長通達）、

河川工事等の工事看板の取扱いについて（令和元年5月28日付け 国水環第10号・国水治第22号・

国水保第5号・国水海第3号 水管理・国土保全局河川環境課長、治水課長、保全課長、海岸室長通

達）によるものとする。 
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受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所または作

13．現場環境改善 

　受注者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施

工しなければならない。また、影響が生じるおそれがある場合、または影響が生じた場合には直

ちに監督員へ連絡し、その対応方法等に関して監督員と速やかに協議しなければならない。ま

た、損傷が受注者の過失によるものと認められる場合、受注者自らの負担で原形に復元しなけれ

ばならない。

図1-1-2 標示板の例 
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監督員が、労働安全衛生法（平成30年７月改正 法律第78号）第30条第１項に規定する措置を講 

受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法（平成30年７月改

正 法律第78号）等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。 
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　受注者は本条第７項に基づき、安全巡視者を定め以下に上げる任務を遂行しなければならない。
（１）安全巡視者は、常に腕章等を着用して、その所在を明らかにするとともに、施工計画書の

内容、工事現場の状況、施工条件及び作業内容を熟知し、適時、作業員等の指導及び安全施
設や仮設備の点検を行い、工事現場及びその周辺の安全確保に努めなければならない。

5

６）その他安全に関する取組み

6
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受注者は、トンネル坑内作業にあたり表１－５に示すトンネル工事用建設機械を使用する場合

は、2011年以降の排出ガス基準に適合するものとして「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関

する法律施行規則」（平成28年11月11日経済産業省・国土交通省・環境省令第2号）16条第1項第

2号もしくは第20条第1項第2号に定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス対策

型建設機械指定要領（平成3年10月8日付建設省経機発第249号）」もしくは「第3次排出ガス対

策型建設機械指定要領（最終改訂平成23年7月13日付国総環リ第1号）に基づき指定されたトン

ネル工事用排出ガス対策型建設機械（以下「トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等」とい

う。）を使用しなければならない。

機 種 備 考

一般工事用建設機械

・バックホウ

・トラクタショベル（車輪式）・ブルドーザ

・発動発電機（可搬式）・空気圧縮機（可搬式）

・油圧ユニット（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベ

ースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動

の油圧ユニットを搭載しているもの；油圧ハンマ、バイ

ブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・

引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバ

ースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連

続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機）

・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ

・ホイールクレーン

ディーゼルエンジン（エンジン出力 7.5kW
以上 260kW 以下）を搭載した建設機械に限る。 
ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス

基準が定められている自動車で、有効な自動車

検査証の交付を受けているものは除く。

 

殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成29年5月改正法律第41号）」に基づく技術基準に適

合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付建設省

経機発第249号）」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（最終改正平成24年3月

23日付国土交通省告示第318号）」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領（最終改訂

平成23年7月13日付国総環リ第1号）」に基づき指定された排出ガス対策型建機械（以下「排出ガ

ス対策型建設機械等」という。）を使用しなければならない。



　  

令（平成29年4月21日改正　内閣府・国土交通省令第3号）、道路工事現場における標示施設等の

設置基準（建設省道路局長通知、昭和37年８月30日）、道路工事現場における標示施設等の設置

基準の一部改正について（局長通知 平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号）、道路

工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について（国土交通省道路局路政課長、国

道・防災課長通知平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号）及び道路工事保安施設設

置基準（案）（建設省道路局国道第一課通知昭和47年２月）に基づき、安全対策を講じなければ

ならない。 
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 　 施工計画書に記載
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受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令（平成26年５月28日改正政令第187

号）第３条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の２に基づ

く通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令（平成30年1月



(１)受注者は、建設機械、資材の運搬にあたり、道路法第47条第1項、車両制限令第3条におけ

る一般的制限値をこえる車両を通行させようとする場合は、運搬資機材毎に運搬計画（車

種区分、車両番号等、車両諸元及び積載重量、資材の積載限度数量、通行経路、許可証

の有効期限等の確認方法と確認頻度）を作成し、施工計画書に記載しなければならない。

(２)受注者は、運搬計画どおり運行していることを確認しなければならない。

また、確認を行った資料については、整理保管するとともに、監督員または検査員の要求

があった場合は速やかに提示しなければならない
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４日改正　政令第　1号）第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬すると

きは、道路交通法（平成30年6月改正　法律第41号 ）第  57条に基づく許可を得ていることを確認

しなければならない。 
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1-1-40 諸法令の遵守

１．諸法令の遵守

受注者は、当該工事に関する最新の諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法

令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示す通り

である。 

（１）地方自治法

（２）建設業法

（３）下請代金支払遅延等防止法

（４）労働基準法

（５）最低賃金法

（６）労働安全衛生法

（７）雇用保険法

（８）厚生年金保険法

（９）労働保険の保険料の徴収等に関する法律

（10）労働者災害補償保険法

（11）健康保険法

（12）中小企業退職金共済法

（13）作業環境測定法

（14）じん肺法

（15）建設労働者の雇用の改善等に関する法律

（16）職業安定法

（17）出入国管理及び難民認定法

（18）道路法

（19）道路交通法

（20）道路運送法

（21）道路運送車両法

（平成30年12月改正 法律第102号） 

（平成29年６月改正 法律第45号） 

（平成21年６月改正 法律第51号） 

（平成30年７月改正 法律第71号） 

 （平成24年４月改正 法律第27号） 

（平成30年７月改正 法律第78号） 

（平成30年７月改正 法律第71号） 

（平成30年７月改正 法律第71号） 

 （平成29年６月改正 法律第45号） 

（平成30年５月改正 法律第31号） 

（平成30年７月改正 法律第79号） 

（平成29年６月改正 法律第45号） 

（平成29年５月改正 法律第41号） 

   （平成30年７月改正 法律第71号） 

（平成30年７月改正 法律第71号） 

  （平成30年７月改正 法律第71号） 

  （平成30年７月改正 法律第71号） 

（平成30年３月改正 法律第 6号） 

  （平成30年６月改正 法律第41号） 

  （平成29年６月改正 法律第45号） 

  （平成29年５月改正 法律第40号） 

（22）土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法

（23）砂防法

（24）地すべり等防止法

（25）河川法

（26）河川法施行法

（27）海岸法

（28）港湾法

（29）港則法

（30）漁港法

（31）空港法

（32）漁業法

（33）漁港漁場整備法

（34）水産資源保護法

（35）下水道法

（36）航空法

（37）公有水面埋立法

（38）軌道法

（39）森林法

（40）環境基本法

（41）火薬類取締法

（平成26年６月改正 法律第69号） 

  （平成25年11月改正 法律第76号） 

  （平成29年６月改正 法律第45号） 

  （平成29年６月改正 法律第45号） 

  （平成11年12月改正 法律第160号） 

（平成29年６月改正 法律第45号） 

  （平成29年６月改正 法律第55号） 

（平成29年６月改正 法律第55号） 

  （平成26年６月改正 法律第55号） 

  （平成26年６月改正 法律第76号） 

  （平成30年７月改正 法律第75号） 

  （平成26年６月改正 法律第69号） 

  （平成26年６月改正 法律第69号） 

  （平成26年６月改正 法律第69号） 

  （平成29年６月改正 法律第45号） 

  （平成26年６月改正 法律第51号） 

（平成29年６月改正 法律第45号） 

（平成30年６月改正 法律第35号） 

（平成30年６月改正 法律第50号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 
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（平成29年６月改正 法律第45号） （42）大気汚染防止法

（43）特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律

（44）騒音規制法

（45）水質汚濁防止法

（46）湖沼水質保全特別措置法

（47）振動規制法

（48）廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（49）土壌汚染対策法

（50）農薬取締法

（51）毒物及び劇物取締法

（52）資源の有効な利用の促進に関する法律

（53）文化財保護法

（54）砂利採取法

（55）電気事業法

（56）消防法

（57）測量法

（58）建築基準法

（59）都市公園法

（60）電波法

（61）海上交通安全法

（62）海上衝突予防法

（63）航路標識法

（64）海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

（65）船員法

（66）船舶職員及び小型船舶操縦者法

（67）船員保険法

（68）船舶安全法

（69）自然環境保全法

（70）自然公園法

（71）有線電気通信法

（72）電気通信事業法

（73）工業用水道事業法

（74）水道法

（75）電気工事士法

（76）電気工事業の業務の適正化に関する法律

（77）電気用品安全法

（78）計量法

（79）製造物責任法

（平成29年５月改正 法律第41号） 

  （平成26年６月改正 法律第72号） 

  （平成29年６月改正 法律第45号） 

（平成26年６月改正 法律第72号） 

（平成26年６月改正 法律第72号） 

（平成29年６月改正 法律第61号） 

  （平成29年６月改正 法律第45号） 

（平成30年６月改正 法律第53号） 

  （平成30年６月改正 法律第66号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 

  （平成30年６月改正 法律第42号） 

  （平成26年６月改正 法律第69号） 

（平成30年６月改正 法律第41号） 

（平成30年６月改正 法律第67号） 

（平成29年５月改正 法律第41号） 

  （平成30年６月改正 法律第67号） 

   （平成29年５月改正 法律第26号） 

（平成30年５月改正 法律第24号） 

（平成21年７月改正 法律第69号） 

   （平成15年６月改正 法律第63号） 

（平成16年６月改正 法律第84号） 

 （平成29年６月改正 法律第45号） 

（平成30年６月改正 法律第41号） 

（平成30年６月改正 法律第59号） 

（平成29年６月改正 法律第52号） 

（平成29年５月改正 法律第41号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 

 （平成26年６月改正 法律第69号） 

（平成26年６月改正 法律第72号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 

（平成26年６月改正 法律第72号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 

（80）国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

（平成15年７月改正 法律第119号） 

（81）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

（平成26年６月改正 法律第55号） 

（82）公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

（83）貨物自動車運送事業法

（84）農地法

（平成26年６月改正 法律第55号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 



契約
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（85）公共工事の品質確保の促進に関する法律

（86）駐車場法

（87）技術士法

（88）所得税法

（89）著作権法

（90）警備業法

（平成26年６月改正 法律第56号） 

（平成29年５月改正 法律第26号） 

（平成26年６月改正 法律第69号） 

（平成30年６月改正 法律第41号） 

（平成30年７月改正 法律第72号） 

 （平成30年５月改正 法律第33号） 

（91）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

（平成30年６月改正 法律第67号） 

（92）行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

（93）地方税法

（平成30年６月改正 法律第41号） 

（平成30年３月改正 法律第 3号） 
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発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作権法（平成30年7月改正 法律第72号第2条第1

項第1号）に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するもの

とする。 

 



  

  

 

 

 

 

 

溶接及びエレクトロスラグ
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ただし、保管期間が長期にわたると品質が変動する可能性

　があるので、長期間貯蔵したセメントは使用してはならない。

　

 

　

　ただし、保管期間が長期にわたると品質が変動する可能性があるので、長期間貯蔵したセメント
　は使用してはならない。

 
ただし、保管期間が長期に

わたると品質が変動する可能性があるので、長期間貯蔵したセメントは使用してはならない。
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測定値を報告する 

測定値を報告する 



　 8  

 30  0

シリカ

    
    

シリカ

シリカ

シリカ

　 。

シリカ

シリカ

 

 
　　      

   

 

シリカ

��

��� ��� ��� 	 


��

��



��

��� ��� ��� 	 


��

��



（平成30年６月８日改正　政令第184号）
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日本道路協会  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事共通仕様書解説

日本道路協会  転圧コンクリート舗装技術指針（案） 

薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針 建設省 

建設省 薬液注入工事に係る施工管理等について 

日本薬液注入協会 薬液注入工法の設計・施工指針 

国土交通省 仮締切堤設置基準（案） 

環境省 水質汚濁に係わる環境基準について 

日本道路協会

日本道路協会

 防護柵の設置基準・同解説 

 杭基礎施工便覧 

全国特定法面保護協会 のり枠工の設計・施工指針 

（平成元年６月）

（平成26年12月一部改正）

（平成28年３月）

（平成28年12月）

（平成27年３月）

（平成25年10月） 

地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説 

日本道路協会 

日本道路協会

日本道路協会

日本道路協会

日本道路協会

日本道路協会

日本道路協会

日本道路協会

日本道路協会

日本道路協会

日本道路協会

道路土工－軟弱地盤対策工指針  

 道路土工要綱  

 道路土工－盛土工指針  

 道路土工－切土工・斜面安定工指針 

 道路土工－擁壁工指針  

 道路土工－カルバート工指針  

 道路土工－仮設構造物工指針  

 斜面上の深礎基礎設計施工便覧  

 舗装再生便覧  

 舗装施工便覧  

 鋼管矢板基礎設計施工便覧 

 （平成24年５月） 

（平成24年８月） 

 （平成21年６月） 

 （平成22年４月） 

 （平成21年６月） 

 （平成24年７月） 

 （平成22年３月） 

 （平成11年３月） 

（平成24年4月） 

（平成22年11月） 

 （平成18年２月） 

 （平成９年12月） 

日本道路協会 

日本道路協会 
日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

（平成29年11月） 

（平成27年３月）

（平成26年３月）

（平成19年６月）

（平成４年12月)

（平成２年11月）

（昭和49年７月）

（平成２年９月） 

道路橋示方書・同解説  (Ⅰ共通編)  （平成29年11月）
道路橋示方書・同解説  (Ⅱ鋼橋・鋼部材編） 　（平成29年11月） 
道路橋示方書・同解説 （Ⅳ下部構造編） 

鋼道路橋施工便覧 

鋼道路橋防食便覧  

舗装調査・試験法便覧 
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建設省  トンネル工事における可燃性ガス対策について  （昭和53年７月） 

建設労働災害防止協会 ずい道工事等における換気技術指針（換気技術の設計及び 

粉じん等の測定）   （平成24年３月） 

建設省  道路付属物の基礎について （昭和50年７月） 

日本道路協会 道路標識設置基準・同解説 （昭和62年１月） 

日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説   （昭和59年10月） 

建設省

建設省

 土木構造物設計マニュアル（案）[土工構造物・橋梁編]  （平成11年11月） 

 土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案） 

[ボックスカルバート・擁壁編]  （平成11年11月） 

厚生労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン 

国土交通省 

国土交通省 

建設省 

日本道路協会 

農林水産省 

農林水産省 

農林水産省 

農林水産省 

林野庁 （平成23年４月） 

治山治水協会 治山技術基準解説（関係各編） 

騒音障害防止のためのガイドライン 労働省 

厚生労働省 

土木学会  

手すり先行工法等に関するガイドライン 

コンクリート標準示方書（規準編）

（平成４年10月）

（平成21年４月）

（平成30年10月） 

日本道路協会 

（平成29年６月） 

土木構造物設計マニュアル（案）[樋門編]  　     （平成13年12月） 

土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案） 

（樋門編）（平成13年12月） 

（平成29年３月） 

（平成11年２月） 

（平成16年３月） 

道路土工構造物技術基準・同解説 

車両用防護柵標準仕様について 

車両用防護柵標準仕様・同解説 

土地改良事業計画設計基準（関係各編） 

土地改良事業標準設計（関係各編） 

土地改良事業計画指針（関係各編） 

土地改良事業設計指針（関係各編） 

林道技術基準 
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塗装仕上げをする場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。

（１）溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に

工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合受注者は、めっき面に燐酸塩処理な

どの下地処理を行わなければならない。 

（２）溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、めっき付着量を両面で275g/㎡以上とし、防錆を施さなけ

ればならない。ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプを使用する場合、内面を塗装その他

の方法で防蝕を施したものでなければならない。その場合受注者は、耐触性が前述以上であ

ることを確認しなければならない。 

（３）熱硬化性アクリル樹脂塗装仕上げの場合は、熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて、20μｍ

以上の塗装厚としなければならない。 

（４）受注者は、ガードケーブルのロープの素線に対しては、亜鉛付着量がJIS G 3525（ワイヤ

ロープ）で定めた300g/㎡以上の亜鉛めっきを施さなければならない。

（５）受注者は、支柱については、埋込み部分に亜鉛めっき後、黒ワニスを用いて内外面とも塗

装を行わなければならない。 

（６）ボルト・ナット（オートガードに使用するボルト・ナットを除く）については、（１）、（２）

により亜鉛めっきを施したものを用いるものとするが、ステンレス製品を用いる場合は、無

処理とするものとする。 

（７）鋼製材料の支柱をコンクリートに埋め込む場合（支柱を土中に埋め込む場合であって地表

面をコンクリートで覆う場合を含む）において、支柱地際部の比較的早期の劣化が想定され

る以下のような場所には、一般的な防錆・防食処理方法に加え、必要に応じて支柱地際部の

防錆・防食強化を図らなければならない。 

① 海岸に近接し、潮風が強く当たる場所

② 雨水や凍結防止剤を含んだ水分による影響を受ける可能性がある場所

③ 路面上の水を路側に排水する際、その途上に支柱がある場合

５.亜鉛めっき地肌のままの材料

亜鉛めっき地肌のままの場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。

（１）受注者は、ケーブル以外の材料については、成形加工後、溶融亜鉛めっきを施さなければ

ならない。 

（２）受注者は、めっき付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の場合JIS H 8641
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で防蝕を施さなければならない。その場合、耐蝕性は、前述以上とするものとする。 

３）受注者は、熱硬化性アクリル樹脂塗装以上の塗料を用いて、20μm以上の塗装厚で仕

上げ塗装しなければならない。

ただし、ｘ、ｙはJIS Z 8781-3（測色－第３部：CIE三刺激値）の色度座標である。 
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また、養生終了後は急激に温度を降下させてはなら

ない。

 

（５）受注者は、コンクリートの打込み後にコンクリート表面が早期の乾燥を受けて収縮ひび割

れが発生しないように、適切に仕上げなければならない。
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プレグラウトされたＰＣ鋼材を使用する場合は、以下の規定によるものとする。

（１）ＰＣ鋼材は、JIS G 3536（ＰＣ鋼線及びＰＣ鋼より線）に適合するものまたはこれと同等

以上の特性や品質を有するものとする。 

（２）使用する樹脂またはグラウトは、所定の緊張可能期間を有し、ＰＣ鋼材を防食するとと

もに、コンクリート部材とＰＣ鋼材とを付着により一体化しなければならない。 

（３）被覆材は、所定の強度、耐久性能を有しコンクリート部材と一体化が図られるものでなけ

ればならない。 

（４）プレグラウトされたＰＣ鋼材として（１）から（３）を使用して加工された製品は、所要

の耐久性能を有するものとする。 

ブロック組立ての施工については、以下の規定によるものとする。

（１）プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用にあたり材質がエポキシ樹脂系接着剤

で強度、耐久性及び水密性がブロック同等以上のものを使用するものとする。エポキシ樹

脂系接着剤を使用する場合は、室内で密封して保管し、原則として製造後６ヶ月以上経過

したものは使用してはならない。また、水分を含むと品質が劣化するので、雨天の時の作

業は中止しなければならない。これ以外の場合は、設計図書によるものとする。 

未硬化の接着剤の外観、粘度、可使時間、だれ最小厚さ、硬化した接着剤の比重、引張強

さ、圧縮強さ、引張せん断接着強さ、接着強さ、硬さ、特殊な条件下で使用する場合は、高

温時の引張強さ、水中硬化時の引張強さ、衝撃強さ、圧縮ヤング係数、熱膨張係数、硬化収

縮率、吸水率等について、必要に応じて試験を行い性能を確認しなければならない。 

なお、接着剤の試験方法は JSCE－H101－2013 プレキャストコンクリート用樹脂系接着剤

（橋げた用）品質規格（案）「コンクリート標準示方書・（規準編）」（土木学会、平成30年10

月）による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 
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（２）プレキャストブロックの接合面は、緩んだ骨材粒、品質の悪いコンクリート、レイタンス、

ごみ、油等を取り除かなければならない。 

（３）プレキャストブロックの連結にあたって、設計図書に示す品質が得られるように施工しな

ければならない。 

（４）プレキャストブロックを連結する場合に、ブロックの位置、形状及びダクトが一致するよ
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（６）ボルトの締付け機、測定器具などの検定は、下記に示す時期に行いその精度を確認しな
ければならない。
・軸力計は現場搬入直前に1回、その後は3ヶ月に1回検定を行う。
・トルクレンチは現場搬入時に1回、搬入後は1ヶ月に1回検定を行う。
・ボルト締付け機は現場搬入前に1回点検し、搬入後は3ヶ月に1回検定を行う。ただし、ト
ルシア形高力ボルト専用締付け機は検定の必要はなく、整備点検を行えばよい。

表３－６ 設計ボルト軸力（kN） 

セット ねじの呼び 設計ボルト軸力 

F8T 

B8T 

M20 133 

M22 165 

M24 192 

F10T 

S10T 

B10T 

M20 165 

M22 205 

M24 238 

S14T 
M22 299 

M24 349 
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（５）トルシア形高力ボルトの締付けボルト軸力試験は、締め付け以前に一つの製造ロットから

５組の供試セットを無作為に抽出し、行なうものとする。試験の結果、平均値は表３－７及

び表３－８に示すボルト軸力の範囲に入るものとする。 

（６）耐力点法によって締付ける場合の締付けボルト軸力は、使用する締付け機に対して一つの

製造ロットから５組の供試セットを無作為に抽出して試験を行った場合の平均値が、表３－

９に示すボルトの軸力の範囲に入るものとする。 

表３－９ 耐力点法による締付けボルトの軸力の平均値 

セット ねじの呼び 
１製造ロットのセットの締付け 
ボルト軸力の平均値（kN） 

F10T 

M20 

M22 

M24 

0.196σy ～ 0.221σy 

0.242σy ～ 0.273σy 

0.282σy ～ 0.318σy 

［注］σy：ボルト試験片の耐力（N/㎜2）（JIS Z 2241の４号試験片による） 

５.ボルトの締付け順序

受注者は、ボルトの締め付けを、連結板の中央のボルトから順次端部ボルトに向かって行い、

２度締めを行わなければならない。順序は、図３－３のとおりとする。 

なお、予備締め後には締め忘れや共まわりを容易に確認できるようにボルトナット及び座金に

マーキングを行わなければならない。

図３－３ ボルト締付け順序 

表３－７ 常温時（10～30℃）の締付けボルト軸力の平均値 

セット ねじの呼び 
１製造ロットのセットの締付け 
ボルト軸力の平均値（kN） 

S10T 

M20 

M22 

M24 

172～202 

212～249 

247～290 

S14T 
M22 

M24 

311～373 

363～435 

表３－８ 常温時以外（０～10℃、30～60℃）の締付けボルト軸力の平均値 

セット ねじの呼び 
１製造ロットのセットの締付け 
ボルト軸力の平均値（kN） 

S10T 

M20 

M22 

M24 

167～211 

207～261 

241～304 

S14T 
M22 

M24 

299～391 

349～457 
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① 塗膜厚測定値（５回平均）の平均値は、目標塗膜厚合計値の90％以上とするものとする。

② 塗膜厚測定値（５回平均）の最小値は、目標塗膜厚合計値の70％以上とするものとする。

③ 塗膜厚測定値（５回平均）の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の20％を越えないも

のとする。ただし、標準偏差が20％を超えた場合、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値よ

り大きい場合は合格とする。

④ 平均値、最小値、標準偏差のうち１つでも不合格の場合はさらに同数の測定を行い、当初

の測定値と合わせて計算した結果が管理基準値を満足すれば合格とし、不合格の場合は、

最上層の塗料を増し塗りして、再検査しなければならない。

（７）受注者は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に搬入し、塗料の品

質、製造年月日、ロット番号、色彩及び数量を監督員に提示しなければならない。

また、受注者は、塗布作業の開始前に出荷証明書及び塗料成績表（製造年月日、ロット番

号、色採、数量を明記）を確認し、記録、保管し、監督員または検査員の請求があった場合

は速やかに提示しなければならない。

3-3-34 かごマット工

１.一般事項

かごマットの構造及び要求性能については、「鉄線籠型護岸の設計・施工技術基準（案）」（国土

交通省、平成21年４月）（以下「鉄線籠型基準」という。）によるほか、契約図面及び以下による。 

また、受注者は納入された製品について底網・蓋網・側網及び仕切網毎に使用した線材の製造工

場名、製造年月日を記載した表示標、管理試験成績表及び公的機関等による品質試験結果表を保管
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ただし、蓋金網の端部ついては1.5回以上巻きとするが、リング方式でも良いものとする。また、

いかなる部位においても溶接は行ってはならない。 

６.連結方法

連結の方法はコイル式とし表３－12のとおりとする。また、側網と仕切網、流水方向の底網と

底網、外周部については、接続長の全長を連結するものとし、その他の部分は接続長１／２以上

（１本／ｍ）を連結すること。連結終了時のコイルは両端の線端末を内側に向けるものとする。 

表３－12 連結コイル線 

線径 コイル径
連結支点の 

間隔 
コイル長

５㎜ 50㎜以下 80㎜以下 

(高さ方向30cm) 
(その他50cm以上) 

50cm以上 

［注］コイル長の上段：（ ）書きは、かごの厚さ30cm規格の場合 
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表３－13 線材の品質管理試験の内容 



4 しなければならない
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周辺及び の乱れ 最小限に留める とも

、

杭の掘削・沈設速度は杭径や土質条件

によって異なるが、試験杭により確認した現場に適した速度で行う。

　なお、施工管理装置は、中掘り掘削・沈設及びセメントミルク噴出撹拌方式の根固部の築造

時、コンクリート打設方式の孔底処理に必要な施工管理項目について常時表示・記録できるもの

を選定する。
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また、一本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は、次に施工する杭も試験

杭として実施することで不足する情報を補足し、以降の杭施工に反映するものとする。
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受注者は、杭の施工を行うにあたり、JIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）7施

工7.4くい施工で、7.4.2埋込み工法を用いる施工の先端処理方法が、セメントミルク噴出撹拌

方式または、コンクリート打設方式の場合は、杭先端が設計図書に示された支持層付近に達し

た時点で支持層の確認をするとともに、確認のための資料を整備及び保管し、監督員の請求が

あった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。セ

メントミルクの噴出撹拌方式の場合は、受注者は、過度の掘削や長時間の撹拌などによって杭

先端周辺の地盤を乱さないようにしなければならない。



 

 

セメ

ントミルクを き なければならない

受注者は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接作業を行ってはならない。
　　風は、セルフシールドアーク溶接の場合には10m/sec以内、ガスシールドアーク溶接の場合
　　には2m/sec以内とする。ただし、作業が可能なように、遮へいした場合等には、設計図書に
　　関して監督員の承諾を得て作業を行うことができる。また、気温が５℃以下の時は溶接を　
　　行ってはならない。ただし、気温が－10～＋５℃の場合で、溶接部から100㎜以内の部分が
　　すべて＋36℃以上に予熱した場合は施工できる。 
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い。

　

深さ方向3m間隔程度で取り付けなければならない。特に杭頭部は、
位置がずれやすいことから鉄筋かご円周長に対して500～700mmの間隔で設置するものとする。
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また、一本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は、次に施工する杭も試験

杭として実施することで不足する情報を補足し、以降の杭施工に反映するものとする。
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受注者は、場所打杭工のコンクリート打込みにあたっては、トレミー管を用いたプランジャー

方式によるものとし、打込み量及び打込み高を常に計測しなければならない。これにより難い場

合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

また、受注者は、トレミー管下端とコンクリート立上り高の関係をトレミー管の位置、コンク

リート打込み数量より検討し、トレミー管をコンクリートの上面から打込み開始時を除き、２ｍ

以上入れておかなければならない。

受注者は、場所打杭工の杭頭処理に際して、杭の本体を損傷させないように行わなければなら

ない。また、受注者は、場所打杭工の施工にあたり、連続してコンクリートを打込み、レイタン

ス部分を除いて品質不良のコンクリート部分を見込んで設計図書に示す打上り面より孔内水を使

用しない場合で50㎝以上、孔内水を使用する場合で80cm以上高く打込み、硬化後、設計図書に示

す高さまで取り壊さなければならない。オールケーシング工法による場所打杭の施工にあたって

は、鉄筋天端高さまでコンクリートを打ち込み、硬化後、設計図書に示す高さまで取り壊すも

のとする。

受注者は、オールケーシング工法の施工におけるケーシングチューブの引抜きにあたり、鉄筋

かごの共上りを起こさないようにするとともに、引抜き最終時を除き、ケーシングチューブ下

端をコンクリートの上面から２ｍ以上コンクリート内に挿入しておかなければならない。 

20.鉄筋かご建込み時の孔壁崩壊防止

受注者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工法及び大口径ボーリ

ングマシン工法において鉄筋かごを降下させるにあたり、孔壁に接触させて孔壁崩壊を生じさせ

てはならない。

受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの組立てにあたっては、形状保持などのための溶接を

構造設計上考慮する鉄筋に対して行ってはならない。ただし、これにより難い場合には監督員と

協議するものとする。また、コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないように堅固なものとしな

ければならない。 

なお、鉄筋かごを運搬する場合には、変形を生じないようにしなければならない。 
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受注者は、中埋めコンクリートを施工するにあたり、作業室内の気圧を管理しながら、作業に

適するワーカビリティーの中埋めコンクリートを用いて、刃口周辺から中央へ向って打込み、打

込み後24時間以上、気圧を一定に保ち養生し、断気しなければならない。 
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第 1 編 共通編　第３章 一般施工 

込み位置にずれや傾斜が生じた場合には、鋼管矢板を引抜き、再度建込みを行わなければならな

い。 

14.頂部の処置

受注者は、鋼管矢板打込み後、頂部の処置については設計図書によるものとする。

15.継手部の処置

受注者は、鋼管矢板の継手管内は、ウォータージェットなどにより排土し、設計図書の定めに

よる中詰材を直ちに充填しなければならない。 

16.鋼管矢板掘削時の注意

受注者は、鋼管矢板の掘削を行うにあたっては、鋼管矢板及び支保等に衝撃を与えないように

しなければならない。 

17.中詰コンクリート打設前準備

受注者は、鋼管矢板本体部の中詰コンクリートの打込みに先立ち、鋼管矢板本体内の土砂等を

取り除かなければならない。 

18.中詰コンクリートの打設

受注者は、鋼管矢板基礎工の中詰コンクリートの打込みにおいては、材料分離を生じさせない

ように施工しなければならない。 

19.底盤コンクリートの打設前準備

受注者は、底盤コンクリートの打込みに先立ち、鋼管矢板表面に付着している土砂等の掃除を

行い、これを取り除かなければならない。 

20.頂版接合部材の溶接
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3-7-2 材料

１.適用規定

舗装工で使用する材料については、第１編 3-7-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の材料、3-7-4 コンクリート舗装

の材料の規定による。 

２.材料の品質

舗装工で以下の材料を使用する場合の品質は、設計図書によらなければならない。

（１）半たわみ性舗装工で使用する浸透用セメントミルク及び混合物 

（２）グースアスファルト混合物 
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表３－24 混合物の種類とｱｽﾌｧﾙﾄ量 

下層路盤に使用する粒状路盤材は、以下の規格に適合するものとする。

（１）下層路盤に使用する粒状路盤材は、粘土塊、有機物、ごみ等を有害量含まず、表３－25の

規格に適合するものとする。 

表３－25 下層路盤の品質規格 

m881158
テキストボックス
14
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調整鉄鋼スラグ、または、砕石、クラッシャラン、鉄鋼スラグ、砂、スクリーニングス等を

本項（２）に示す粒度範囲に入るように混合したものとする。これらの粒度調整路盤材は、

細長いあるいは偏平な石片、粘土塊、有機物ごみ、その他を有害量含まず、表３－26、表３

－27、表３－28の規格に適合するものとする。 

表３－26 上層路盤の品質規格 

表３－27 上層路盤の品質規格 
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表３－28 上層路盤の品質規格 



30

31

18

19

20

��

��� ��� ��� 	
��

���

��



3

24

25

26

31 32

27

32 33

��

��� ��� �� ��

21
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表３－32 マーシャル安定度試験基準値 
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表３－33 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の種類と粒度範囲 
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3-7-8 半たわみ性舗装工

１.改質ｱｽﾌｧﾙﾄ

受注者は、流動対策として改質ｱｽﾌｧﾙﾄを使用する場合には、第１編 2-10-1 一般瀝青材料の３

項に規定するセミブローンアスファルト（AC-100）と同等品以上を使用しなければならない。 

２.半たわみ性舗装工の施工

半たわみ性舗装工の施工については、第１編 3-7-7 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工の規定によるものとする。

３.浸透性ミルクの使用量

受注者は、半たわみ性舗装工の浸透性ミルクの使用量は、設計図書によらなければならない。

４.適用規定

受注者は、半たわみ性舗装工の施工にあたっては、「舗装施工便覧第９章 ９－４－１ 半たわみ

性舗装工」（日本道路協会、平成18年２月）の規定、「舗装施工便覧第５章及び第６章 構築路床・

路盤の施工及びｱｽﾌｧﾙﾄ・表層の施工」（日本道路協会、平成18年２月）の規定、「ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事

共通仕様書解説第10章 10－３－７ 施工」（日本道路協会、平成４年12月）の規定、「舗装再生便

覧第２章２-７施工」（日本道路協会、平成22年11月）の規定による。これにより難い場合は、監

督員の承諾を得なければならない。 
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3-7-10 透水性舗装工

１.透水性舗装工の施工

透水性舗装工の施工については、「舗装施工便覧第７章ポーラスアスファルト舗装工、第９章９

-３-２透水機能を有する舗装」（日本道路協会、平成18年2月）、第１編 3-7-7 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工の規

定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
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６.コンクリートの配合基準

コンクリート舗装で使用するコンクリートの配合基準は、表３－50の規格に適合するものとす

る。 

表３－50 コンクリートの配合基準 

粗骨材の 
最大寸法 

ス ラ ン プ 摘 要 

40㎜ 

2.5㎝または沈下度30秒を標準とする。 
舗設位置 

において 6.5㎝を標準とする。 
(特殊箇所のコンクリート版) 

〔注〕特殊箇所とは、設計図書で示された施工箇所をいう。 

７.材料の質量計量誤差

コンクリート舗装で使用するコンクリートの材料の質量計量誤差は１回計量分量に対し、表３

－51の許容誤差の範囲内とする。 
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表３－51 計量誤差の許容値 
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受注者は、コンクリート舗装の鉄網の設置にあたって、以下の各規定に従わなければならない。 

（１）受注者は、コンクリートを締固めるときに、鉄鋼をたわませたり移動させたりしてはなら

ない。 

（２）鉄網は、重ね継手とし、20cm以上重ね合わせるものとする。 

（３）受注者は、鉄網の重ねを焼なまし鉄線で結束しなければならない。 

（４）受注者は、鉄網位置により、コンクリートを上下層に分けて施工する場合は、下層コンク
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（９）注入目地材（加熱施工式）の品質は、表３－53を標準とする。 

表３－53 注入目地材（加熱施工式）の品質 

試験項目 低弾性タイプ 高弾性タイプ 

針入度（円鍵針） ６㎜以下 ９㎜以下 

弾性（球針） 
初期貫入量 0.5～1.5㎜ 

復 元 率 60％以上 

引 張 量 ３㎜以上 10㎜以上 

流 動 ５㎜以下 ３㎜以下 
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６.中層混合処理

（1）改良材は、セメントまたはセメント系固化材とする。

なお、土質等によりこれにより難い場合は、監督員と協議しなければならない。 

（2）施工機械は、鉛直方向に撹拌混合が可能な攪拌混合機を用いることとする。攪拌混合機とは、

アーム部に攪拌翼を有し、プラントからの改良材を攪拌翼を用いて原地盤と攪拌混合するこ

とで地盤改良を行う機能を有する機械である。

（3）受注者は、設計図書に示す改良天端高並びに範囲を攪拌混合しなければならない。

　なお、現地状況によりこれにより難い場合は、監督員と協議しなければならない。 

　施工後の改良天端高については、撹拌及び注入される改良材による盛上りが想定される場

合、工事着手前に盛上り土の処理(利用)方法について、監督員と協議しなければならない。 

７.薬液注入工法

受注者は、薬液注入工の施工にあたり、薬液注入工法の適切な使用に関し、技術的知識と経験

を有する現場責任者を選任し、事前に経歴書により監督員の承諾を得なければならない。 

８.施工計画

受注者は、薬液注入工の着手前に薬液注入工の施工計画書を監督員に提出するものとする。

3-8-9 固結工

１.撹拌

撹拌とは、粉体噴射撹拌、高圧噴射撹拌、スラリー撹拌及び中層混合処理を示すものとする。

２.配合試験と一軸圧縮試験
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９.薬液注入の採用

受注者は、薬液注入の採用に際しては、暫定指針（建設省通達）による調査を行わなければな

らない。 

10.地下埋設物に近接して薬液注入を行う場合の措置

受注者は、地下埋設物に近接して薬液注入を行う場合は、薬液注入の流出を防止するためゲル

タイムの調整等の措置を講じなければならない。

11.水質の監視

受注者は、地下水及び公共用水の水質の汚濁の恐れがある場合は、水質の状況を監視しなけれ

ばならない。 

12.施工の確認

受注者は、薬液注入が安全に施工されていることを常に確認しなければならない。

13.薬液注入工事前の確認事項

受注者は、薬液注入工事の着手前に以下について監督員の確認を得なければならない。

（１）工法関係 

① 注入圧

② 注入速度

③ 注入順序

④ ステップ長

（２）材料関係 

① 材料（購入・流通経路等を含む）

② ゲルタイム

③ 配合

14.適用規定

受注者は、薬液注入工を施工する場合には、「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定

指針」（昭和49年７月10日建設省官技発第160号）の規定による。 

15.施工管理等

受注者は、薬液注入工における施工管理等については、「薬液注入工事に係る施工管理等につい

て」（平成２年９月18日建設省大臣官房技術調査室長通達）の規定による。 

なお、受注者は、注入の効果の確認が判定できる資料を作成し、監督員または検査員の請求が

あった場合は速やかに提示しなければならない。 

第９節 工場製品輸送工 

3-9-1 一般事項

１.適用工種

本節は、工場製品輸送工として輸送工その他これらに類する工種について定める。

２.施工計画書

受注者は、輸送計画に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。

３.特殊車両申請等

受注者は、輸送に関する関係官公署への特殊車両申請等の手続きについては、輸送を行う前に

許可を受けておかなければならない。 

3-9-2 輸送工

１.部材発送前の準備

受注者は、部材の発送に先立ち、塗装等で組立て記号を記入しておかなければならない。

２.輸送中の部材の損傷防止

受注者は、輸送中の部材の損傷を防止するために、発送前に堅固に荷造りしなければならない。

なお、受注者は、部材に損傷を与えた場合は直ちに監督員に連絡し、取り替えまたは補修等の処

置を講じなければならない。 
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材料

，SM490Y，SM520，SBHS400，SM570及びSBHS500
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表３－55 溶接材料区分 

使用区分 

強度の同じ鋼材を 
溶接する場合 

母材の規格値と同等もしくはそれ以上の機械的性
質（じん性を除く）を有する溶接材料 

強度の異なる鋼材を 
溶接する場合 

低強度側の母材の規格値と同等もしくはそれ以上
の機械的性質（じん性を除く）を有する溶接材料 

じん性の同じ鋼材を 
溶接する場合 

母材の要求値と同等またはそれ以上のじん性を有
する溶接材料 

じん性の異なる鋼材を 
溶接する場合 

低じん性側の母材の要求値と同等またはそれ以上
のじん性を有する溶接材料 

耐候性鋼と普通鋼を 
溶接する場合 

普通鋼の母材と同等またはそれ以上の機械的性質、
じん性を有する溶接材料 

耐候性鋼と耐候性鋼を 
溶接する場合 

母材と同等またはそれ以上の機械的性質、じん性及
び耐候性鋼を有する溶接材料 
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なお、桁に鋼製巻尺を添わせる場合には、桁と同温度とみなせるため温度補正の必要はない。 
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ただし、二次部材については、除くものとする。 

なお、すでに過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験

をもつ工場では、その溶接施工試験報告書について、監督員の承諾を得た上で溶接施工試

験を省略することができる。 

１）SM570またはSMA570W、SM520及びSMA490Wにおいて１パスの入熱量が7,000J／㎜を超え

る場合

２）SBHS500、SBHS500W、SBHS400、SBHS400W、SM490Y及びSM490において、１パスの入熱量

が10,000J／㎜を超える場合。 

３）被覆アーク溶接法（手溶接のみ）、ガスシールドアーク溶接法（CO2ガスまたはArとCO2

の混合ガス）、サブマージアーク溶接法以外の溶接を行う場合 

４）鋼橋製作の実績がない場合

５）使用実績のないところから材料供給を受ける場合

６）採用する溶接方法の施工実績がない場合



mm
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表３－60－1の条
件を満たす場合に限り、
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表3-60-1 予熱温度の標準を適用する場合のPCMの条件 

（％） 

鋼 種 

SM400 SMA400W 
SM490 

SM490Y 

SM520 

SM570 

SMA490W 

SMA570W 

SBHS400 

SBHS400W 

SBHS500 

SBHS500W 
鋼材の 

板厚(mm) 

25以下 0.24以下 0.24以下 0.26以下 0.26以下 0.26以下 

0.22以下 0.20以下 25を超え50以下 0.24以下 0.24以下 0.26以下 0.27以下 0.27以下 

50を超え100以下 0.24以下 0.24以下 0.27以下 0.29以下 0.29以下 
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酸 棒  SBHS400
SBHS400W 
SBHS500
SBHS500W 

表3-60-2  PCM値と予熱温度の標準 

PCM（％） 溶接方法 
予熱温度（℃） 
板厚区分（mm） 

t≦25 25＜t≦40 40＜t≦100 

0.21 
SMAW 予熱なし 予熱なし 予熱なし 
GMAW,SAW 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

0.22 
SMAW 予熱なし 予熱なし 予熱なし 
GMAW,SAW 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

0.23 
SMAW 予熱なし 予熱なし 50 
GMAW,SAW 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

0.24 
SMAW 予熱なし 予熱なし 50 
GMAW,SAW 予熱なし 予熱なし 予熱なし 

0.25 
SMAW 予熱なし 50 50 
GMAW,SAW 予熱なし 予熱なし 50 

0.26 
SMAW 予熱なし 50 80 
GMAW,SAW 予熱なし 予熱なし 50 

0.27 
SMAW 50 80 80 
GMAW,SAW 予熱なし 50 50 

0.28 
SMAW 50 80 100 
GMAW,SAW 50 50 80 

0.29 
SMAW 80 100 100 
GMAW,SAW 50 80 80 
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注）検査手法の特性の相違により、検査長さの単位は放射線透過試験の30cmに対して、

超音波探傷試験では１継手の全線としている。 

も
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設計上許容される値
　

エアアークガウジング

ド
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外部きずの検査について、磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行う者は、それぞれの試験
の種類に応じたJIS Z 2305（非破壊試験－技術者の資格及び認証）に規定するレベル2以上
の資格を有していなければならない。なお、極間法を適用する場合には、磁粉探傷試験の
資格のうち、極間法に限定された磁粉探傷試験のレベル2以上の資格を有するものとする。
内部きずの検査について、放射線透過試験または超音波探傷試験を行う者は、それぞれの
試験の種類に応じてJIS Z 2305（非破壊試験技術者の資格及び認証）に基づく次の1)～3)
に示す資格を有していなければならない。

⑥

　
、溶接線全線を対象として 判定が困難な場合には、磁

  断面に考慮する 溶接 、十字溶接継手、Ｔ溶接継手、角溶接継手に関
　　しては、ビード表面にピットを発生させてはならない
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（14）仮組立て 

①受注者が、仮組立てを行う場合は、実際に部材を組み立てて行うこと（以下「実仮組立」

という。）を基本とする。

ただし、シミュレーション仮組立などの他の方法によって実仮組立てと同等の精度の

検査が行える場合は、監督員の承諾を得てこれに代えることができる。 

②受注者は、実仮組立てを行う場合、各部材が無応力状態になるような支持を設けなければ

ならない。ただし、架設条件によりこれにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協

議しなければならない。

③受注者は、実仮組立てにおける主要部分の現場添接部または連結部を、ボルト及びドリフ

トピンを使用し、堅固に締付けなければならない。

④受注者は、母材間の食い違いにより締付け後も母材と連結板に隙間が生じた場合、設計図

書に関して監督員の承諾を得た上で補修しなければならない。

⑤受注者は、設計図書に示された方法により仮組立て検査を実施しなければならない。

１）直接仮組立て検査を実施する場合

受注者は、仮組立て方法、計測方法等について施工計画書に記載し、監督員に提出す

るものとする。 

なお、直接仮組立てに替えて直接仮組立と同等の精度の検査が行えるシミュレーショ

ン仮組立て検査で実施する場合は、監督員と協議するものとする。

２）仮組立て検査を簡略化（省略）する場合

受注者は、仮組立て検査を簡略化（省略）する場合の方法について、施工計画書に記

載し監督員に提出するものとする。 

なお、仮組立て検査を実施しない場合は、土木工事施工管理基準（案）の出来形管理

基準及び規格値第３編２章第１２節３－２桁製作工及び第３編第２章第１３節１条橋梁

仮設工により管理するものとする。 

３）段階確認

（１）直接仮組立て検査を実施する場合は、仮組立て完了時に建設工事施工管理基準

（案）に基づき部材精度及び仮組立て精度の中間検査又は段階確認を受けなければ

ならない。 

また、シミュレーション仮組立て検査を行う場合は、部材精度の段階確認を受け

るものとするが、仮組立て精度の確認については資料の提出に代えることができる

ものとする。 



めっき 両面で275g/m2以上としなければならない。その場合、受注者は、

めっき 述  

硬

　

②受注者は、めっき付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の場合JIS H 8641
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土木学会  コンクリート標準示方書（施工編）

土木学会  コンクリート標準示方書（設計編）

土木学会  コンクリートのポンプ施工指針

（平成30年３月） 

（平成30年３月） 

（平成24年６月） 

国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について （平成14年７月31日） 

「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について（平成14年７月31日） 国土交通省 

土木学会  鉄筋定着・継手指針 （平成19年８月） 

(公社) 日本鉄筋継手協会 鉄筋継手工事標準仕様書ガス圧接継手工事（平成29年９月）

三重県   生コンクリートの取り扱いマニュアル        （平成31年７月）

機械式鉄筋定着工法技術検討委員会 機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン(案)

（平成28年7月）

流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会 流動性を高めた現場打ちコンクリート

の活用に関するガイドライン                （平成29年3月）

機械式鉄筋継手工法技術検討委員会 現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄

筋継手工法ガイドライン                                      （平成29年3月）

橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会 コンクリート構造物

における埋設型枠・プレハブ鉄筋に関するガイドライン （平成30年6月）
橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会 コンクリート橋のプ

レキャスト化ガイドライン                    （平成30年6月）

道路プレキャストコンクリート工技術委員会ガイドライン検討小委員会 プレキャスト

コンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン （平成31年1月） 
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　　ひび割れ調査の面積計上について、代表的な構造物について下図のとおりとする。

(５)調査結果の評価にあたっては、生コンクリート取り扱いマニュアル（三重県令和元年７

月）の「第３章２．ひび割れ調査結果の評価に関する留意事項」を参考にすること。

(６)ひび割れ調査結果が補修を必要とする場合は、監督員に報告すること。また、監督員は
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５－１現場打ち鉄筋コンクリート構造物におけるスランプ値の設定等について 

現場の鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコ

ンクリートの活用に関するガイドライン（平成29年3月）」を基本とし、構造物の種

類、部材の種類と大きさ、鋼材の配筋条件、コンクリートの運搬、打込み、締固め等

の作業条件を適切に考慮し、スランプ値を設定するものとする。 

受注者は設計図書のスランプ値を変更に際して、コンクリート標準示方書（施工編）

の「最小スランプの目安」等に基づき協議資料を作成し、監督員へ提出し協議するも

のとする。なお、品質確認方法については、監督員と協議するものとする。 

《対象工事》 

営繕関係を除く工事を対象とする。 

《対象構造物について》 

一般的な鉄筋コンクリート構造物※を対象とし、無筋コンクリート構造物や特殊

なコンクリートは対象外とする。 

※「一般的なコンクリート構造物」とは、表５－１に記載のあるコンクリート舗装工、

場所打ち杭等の水中コンクリート及びトンネル覆工、堤冠（砂防）等を除くものと

する。 

原則、従前のスランプが８ｃｍのものを対象とする。 
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5-5-3 配 合

受注者は、コンクリートの配合については、第１編 5-3-3 配合の規定による。 

5-5-4 材料の計量及び練混ぜ

１.計量装置

（１）各材料の計量方法及び計量装置は、工事に適し、かつ、各材料を規定の計量値の許容差内

で計量できるものでなければならない。なお、受注者は、各材料の計量方法及び計量装置に

ついて、施工計画書へ記載しなければならない。また、練混ぜに用いた各材料の計量値を記

録しておかなければならない。

（２）受注者は、材料の計量設備の計量精度の定期的な点検を行わなければならない。

なお、点検結果の資料を整備及び保管し、監督員または、検査員からの請求があった場合

は速やかに提示しなければならない 

２.材料の計量

（１）計量は、現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の試験は、JIS A

1111（細骨材の表面水率試験方法）若しくはJIS A 1125（骨材の含水率試験方法及び含水率

に基づく表面水率の試験方法）、JIS A 1802「コンクリート生産工程管理用試験方法－遠心力

による細骨材の表面水率の試験方法」、JIS A 1803「コンクリート生産工程管理用試験方法－

粗骨材の表面水率試験方法」または連続測定が可能な簡易試験方法、または監督員の承諾を

得た方法によらなければならない。なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は、骨

材を適切な時間吸水させて求めなければならない。 

（２）受注者は、第１編 5-3-3 配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都度、監

督員に協議しなければならない。 

(３)計量値の許容差は、１回計量分に対し、「表５－３ 計量の許容値の許容差」の値以下とす
る。

(４)連続ミキサを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする。その計量値の許容差

は、ミキサの容量によって定められる規定の時間当たりの計量分を質量に換算して、「表５－

３ 計量値の許容差」の値以下とする。 

なお、受注者は、ミキサの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時間当たりの計量分を

適切に定めなければならない。 

（５）受注者は、材料の計量値を自動記録装置により記録しなければならない。

表５－３ 計量値の許容差 
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鋼材

適切な時期に

　 契約
契約図面 性能を損なわないように、そ

 

、PC鋼材定着部背面等の常

　時引張応力が作用する断面を避け、 に が

　することを原則とする

　 の凹凸によるせん断キーで抵抗する方法や、差し筋等の鉄筋によって打継目を補強する方

　法等の対策を講ずることとする。また、これらの対策は、所要の性能を満足することを照査した

　　上で実施する
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７.目地

目地の施工は、設計図書の定めによるものとする。

８.伸縮目地

受注者は、伸縮目地の材質、厚、間隔は設計図書によるものとするが、特に定めのない場合は

瀝青系目地材料厚は１㎝、施工間隔10ｍ程度とする。 
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5-6-9 養生

１.一般事項

受注者はコンクリートの打込み後の一定期間を、硬化に必要な温度及び湿潤状態に保ち、有害

な作用の影響を受けないように、その部位に応じた適切な方法により養生しなければならない。 

２.湿潤状態の保持

受注者は、打ち込み後のコンクリートをその部位に応じた適切な養生方法により、一定期間は

十分な湿潤状態に保たなければならない。養生期間は、使用するセメントの種類や養生期間中の

環境温度等に応じて適切に定めなければならない。通常のコンクリート工事におけるコンクリー

トの湿潤養生期間は、表５－４を標準とする。

なお、中庸熱ポルトランドセメントや低熱ポルトランドセメント等の表５－４に示されてい

ないセメントを使用する場合には、湿潤養生期間に関して監督員と協議しなければならない。 
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5-7-3 加工

１.一般事項

受注者は、鉄筋の材質を害しない方法で加工しなければならない。

２.鉄筋加工時の温度

受注者は、鉄筋を常温で加工しなければならない。ただし、鉄筋をやむを得ず熱して加工する

時には、既往の実績を調査し、現地において試験施工を行い、悪影響を及ぼさないことを確かめ

た上で施工方法を定め、施工しなければならない。なお、調査・試験及び確認資料を整備及び保

管し、監督員または、検査員からの請求があった場合は速やかに提示しなければならない。 

３.鉄筋の曲げ半径

受注者は、鉄筋の曲げ形状の施工にあたり、設計図書に鉄筋の曲げ半径が示されていない場合

は、「 コンクリート標準示方書（設計編）本編第13章鉄筋コンクリートの前提、標準7編第2章鉄

筋コンクリートの前提」（土木学会、平成30年３月）の規定による。これにより難い場合は、監

督員の承諾を得なければならない。 

４.曲げ戻しの禁止

受注者は、原則として曲げ加工した鉄筋を曲げ戻してはならない。

５.かぶり

受注者は、設計図書に示されていない鋼材（組立用鉄筋や金網、配管など）を配置する場合は、

その鋼材等についても所定のかぶりを確保し、かつその鋼材等と他の鉄筋とのあきを粗骨材の最

大寸法の４／３以上としなければならない。 

5-7-4 組立て

１.一般事項

受注者は、鉄筋を組立てる前にこれを清掃し浮きさびや鉄筋の表面についたどろ、油、ペンキ、

その他鉄筋とコンクリートの付着を害するおそれのあるものは、これを除かなければならない。 

２.配筋・組立て

受注者は、配筋・組立てにおいて以下によらなければならない。

(1) 受注者は、契約図面に定めた位置に、鉄筋を配置し、コンクリート打設中に動かないよう十分

堅固に組み立てなければならない。なお、必要に応じて契約図面に示されたもの以外の組立用鉄

筋等を使用するものとする。

(2) 受注者は、鉄筋の交点の要所を、直径0.8mm以上の焼なまし鉄線、またはクリップ等で鉄筋が

移動しないように緊結し、使用した焼きなまし鉄線、クリップ等はかぶり内に残してはならない。

また、設計図書に特別な組立用架台等が指定されている場合は、それに従うものとする。

(3) 受注者は、鉄筋の配筋において、施工段階で必要となる形状保持や施工中の安全対策等を目的

として、組立て鉄筋，段取り鉄筋等の鉄筋やアングル等の仮設物を配置するが、これらをやむを
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得ず構造物本体に存置する場合、これらの仮設物において、設計の前提が成立することを事前に

確認しなければならない。 

受注者は、原則、継手を同一断面に集めてはならない。また、受注者は、継手を同一断面に集

めないため、継手位置を軸方向に相互にずらす距離は、継手の長さに鉄筋直径の25倍を加えた長

さ以上としなければならない。継手が同一断面となる場合は、継手が確実に施工でき、継手付近

のコンクリートが確実に充填され、継手としての性能が発揮されるとともに、構造物や部材に求

められる性能を満たしていることを確認しなければならない。 

４.継手構造の選定

受注者は、鉄筋の継手に圧接継手、溶接継手または機械式継手を用いる場合には、鉄筋の種類、

直径及び施工箇所に応じた施工方法を選び、その品質を証明する資料を整備及び保管し、監督員

または検査員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。 

５.継足し鉄筋の保護

受注者は、将来の継足しのために構造物から鉄筋を露出しておく場合には、損傷、腐食等から

これを保護しなければならない。 
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受注者は、圧接しようとする鉄筋の両端部は、（公社）日本鉄筋継手協会によって認定された鉄

筋冷間直角切断機を使用して切断しなければならない。自動ガス圧接の場合、チップソーをあわ

せて使用するものとする。ただし、すでに直角かつ平滑である場合や鉄筋冷間直角切断機により

切断した端面の汚損等を取り除く場合は、ディスクグラインダで端面を研削するとともに、さび、

油脂、塗料、セメントペースト、その他の有害な付着物を完全に除去しなければならない。 

５.圧接面のすきま

突合わせた圧接面は、なるべく平面とし周辺のすきまは２mm以下とする。

６.悪天候時の作業禁止

受注者は、降雪雨または、強風等の時は作業をしてはならない。ただし、作業が可能なように、

防風対策を施して適切な作業ができることが確認された場合は作業を行うことができる。 
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受注者は、温度ひび割れに制御が適切に行えるよう、実際の施工条件に基づく温度ひび割れの

照査時に想定した型枠の材料及び構造を選定するとともに、型枠を適切な期間存置しなければな

らない。 

表５－５ 寒中コンクリートの温度制御養生期間 

5℃以上の温度制御養
生を行った後の次の
春までに想定される
凍結融解の頻度 

養生 

温度 

ｾﾒﾝﾄの種類

普通ポルトランド 
ｾﾒﾝﾄ

早強ポルトランド 
セメント

混合ｾﾒﾝﾄ 
Ｂ種 

(1)しばしば凍結融
解を受ける場合

５℃ ９日 ５日 12日 

10℃ ７日 ４日 ９日 

(2) まれに凍結融解
を受ける場合

５℃ ４日 ３日 ５日 

10℃ ３日 ２日 ４日 

注：水ｾﾒﾝﾄ比が55%の場合の標準的な養生期間を示した。水ｾﾒﾝﾄ比がこれと異なる場合は適宜増減

する。 
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5-13-3 コンクリートの製造

１.一般事項

受注者は、所要の品質の水中不分離性コンクリートを製造するため、コンクリートの各材料を

正確に計量し、十分に練り混ぜるものとする。 

２.計量装置

計量装置は、第１編 5-5-4 材料の計量及び練混ぜの規定による。

３.材料の計量

（１）受注者は、各材料を１バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤

溶液は容積計量してもよいものとする。

（２）計量値の許容差は、１バッチ計量分に対し、「表５－６ 計量値の許容差（水中不分離性コ

ンクリート）」の値以下とするものとする。

表５－６ 計量値の許容差（水中不分離性コンクリート） 
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（１）受注者は、打設に先立ち、鉄筋、型枠、打込設備等が計画どおりに配置されていることを

確かめなければならない。 

（２）受注者は、コンクリートをコンクリートポンプまたはトレミーを用いて打ち込まなければ

ならない。 

（３）受注者は、コンクリートポンプを使用する場合、コンクリートの品質低下を生じさせない

ように行わなければならない。 

（４）受注者は、トレミーを使用する場合、コンクリートが円滑に流下する断面寸法を持ち、ト

レミーの継手は水密なものを使用しなければならない。

（５）受注者は、コンクリートの品質低下を生じさせないように、コンクリートの打込みを連続

的に行わなければならない。 

（６）受注者は、コンクリートを静水中で水中落下高さ50cm以下で打ち込まなければならない。

やむを得ず、流水中や水中落下高さが 50cmを超える状態での打込みを行う場合には、所要の

品質を満足するコンクリートが得られることを確認するとともに、設計図書に関して監督員

と協議しなければならない。 

（７）受注者は、水中流動距離を５ｍ以下としなければならない。 

（８）受注者は、波浪の影響を受ける場所では、打設前に、気象・海象等がコンクリートの施工

や品質に悪影響を与えないことを確かめなければならない。 
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国土交通省 

国土交通省 

仮締切堤設置基準（案） 

河川砂防技術基準（案）

国土開発技術研究センター 柔構造樋門設計の手引き 

国土交通省 

国土交通省 

機械工事共通仕様書（案）

機械工事施工管理基準（案）

（平成26年12月一部改正） 

　　　

　　　 （平成10年11月） 

　　　　（平成29年３月） 

　　　　（平成29年３月） 
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国土交通省  仮締切堤設置基準（案）    　　（平成26年12月一部改正） 
ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準（案）（基準解説編・設備計画マニュアル編）

日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）
日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）

（平成28年10月）
（平成29年11月）
（平成29年11月）

日本道路協会  道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編） 
9 11

日本道路協会 道路橋示方書・同解説   
土木学会  
国土交通省  
国土交通省  
日本道路協会　道路橋支承便覧            　 　　　　　　　　

機械工事施工管理基準（案）
機械工事塗装要領（案）・同解説  

３ ４
9 ３

22 ４

16 ４



鋼製排水管製作工の施工については、第１編 3-13-10 鋼製排水管製作工の規定による。
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「 共通 」（国土
交通省、平成29年3月）
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日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編） （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説 （Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編）

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 

日本道路協会 道路橋支承便覧  

土木学会  プレストレストコンクリート工法設計施工指針 

（平成29年11月） 

（平成29年11月）

（平成27年３月）

（平成16年４月） 

（平成３年３月） 

ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準（案）（基準解説編・設備計画マニュアル編）

（平成28年10月）

国土開発技術研究センター ゴム引布製起伏堰技術基準（案）   （平成12年10月） 

　国土交通省  仮締切堤設置基準（案）     　　　　　（平成26年12月一部改正） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編） （平成29年11月） 
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受注者は、可動堰本体工の施工にあたっては、「ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基

準（案）（基準解説編・設備計画マニュアル編）」（ダム・堰施設技術協会、平成28年10月）

及び、「ダム・堰施設技術基準（案）第7章 施工」（国土交通省、平成28年3月）の規定によ

る。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 
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　受注者は、固定堰本体工の施工にあたっては、「ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基
準（案）（基準解説編・設備計画マニュアル編）」（ダム・堰施設技術協会、平成28年10月）
及び、「ダム・堰施設技術基準（案）第7章 施工」（国土交通省、平成28年3月）の規定によ
る。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 
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受注者は、魚道工の施工にあたっては、「ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準（案）

（基準解説編・設備計画マニュアル編）」（ダム・堰施設技術協会、平成28年10月）及び、「ダ

ム・堰施設技術基準（案）第7章 施工」（国土交通省、平成28年3月）の規定による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。



「 　 」（日本道路協
会、平成16年4月）
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           30
　     
　 鋼橋・鋼部材   

             
砂防・地すべり技術センター　砂防ソイルセメント施工便覧

  29 11
  29 11
 
   （平成28年版）
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受注者は、法面の施工にあたって、「道路土工―切土工・斜面安定工指針 ３設計と施工」

（日本道路協会、平成21年６月）、「のり枠工の設計・施工指針第８章吹付枠工、第９章プレ

キャスト枠工、第10章現場打ちコンクリート枠工、第11章中詰工」（全国特定法面保護協会、

平成25年10月）、「グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説第７章施工」（地盤工学会、

平成24年５月）の規定による。これ以外の施工方法による場合は、施工前に設計図書に関して監

督員の承諾を得なければならない。
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ワイヤロープ及び金網

ワイヤロープ及び
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滑動しないよう定着しなければならない。 

２.ワイヤロープ及び金網の設置

受注者は、ワイヤロープ及び金網の設置にあたっては、初期張力を与えたワイヤロープにゆる

みがないように施工し、金網を設置しなければならない。 
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28 12 の規定
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（日本道路協会、昭和62年1月） 。
の を得なければならない。
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３.適用規定

受注者は、区画線工の施工にあたって、「道路標識・区画線及び道路表示に関する命令」、及び

第１編 ３－３－９ 区画線工の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければ

ならない。 
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平成28 ３
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工事 、防食、損傷等を受けないよ

うにこれらを保護しなければならない。
　なお、施工方法に関しては監督員の承諾を得なければならない。
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4-8-6 橋梁用防護柵工

（１）受注者は、橋梁用防護柵工の施工については、設計図書に従い、正しい位置、勾配、平面線

形に設置しなければならない。

（２）鋼製材料の支柱をコンクリートに埋め込む場合（支柱を土中に埋め込む場合であって地表面

をコンクリートで覆う場合を含む）において、支柱地際部の比較的早期の劣化が想定される

以下のような場所には、一般的な防錆・防食処理方法に加え、必要に応じて支柱地際部の防

錆・防食強化を図らなくてはならない。

① 海岸に近接し、潮風が強く当たる場所

② 雨水や凍結防止剤を含んだ水分による影響を受ける可能性がある場所

③ 路面上の水を路側に排水する際、その途上に支柱がある場合
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受注者は、ＰＣ鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1～4（一般用メートルねじ）

に適合する転造ねじを使用しなければならない。 

受注者は、ＰＣ鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1～4（一般用メートルねじ）

に適合する転造ねじを使用しなければならない。 
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現場

受注者は、計
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9 ６

                     
日本みち研究所　補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－ 

29 11

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン     29 11

厚生労働省 山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン

（平成30年１月）
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受注者は、自然条件の変化等により、支保工に異常が生じた場合は、工事を中止し、監督員

と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には応急措置をとった後、直ちにその

措置内容を監督員に連絡しなければならない。 

10.切羽監視責任者の配置

切羽監視責任者は、原則専任で配置するものとする。ただし、現場の状況によりこれにより難

い場合は、設計図書に関して監督員と協議し配置不要とすることができる。 



��

��� ��� ��� �	
������

��

���



��

��� ��� ��� �	
������

��

���

図６－２ 標示板の設置イメージ図 
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　                                                                29 11

日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編）

（平成29年11月） 

          29 11

      29 11  
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日本みち研究所　補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－ 

29 11

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン      29 11



「 」（日本

　道路協会、平成16年4月） 設計図書に関して

　監督員の承諾を得なければならない。     
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日本みち研究所　補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－ 

　  （平成29年11月） 
    日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン  　      （平成29年11月）
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日本道路協会 道路維持修繕要綱 

日本道路協会 舗装再生便覧 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 

日本道路協会 道路橋補修便覧 

日本道路協会 道路トンネル維持管理便覧（本体工編） 

日本道路協会 道路緑化技術基準・同解説 

（昭和53年７月）

（平成22年11月）

（平成19年６月）

（昭和54年２月）

（平成27年６月）

（平成28年３月） 
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日本道路協会　道路トンネル維持管理便覧（付属施設編） （平成28年11月）

日本みち研究所　補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－ 

（平成29年11月）

日本みち研究所　景観に配慮した道路附属物等ガイドライン  　      （平成29年11月）
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示

示 示

示

　　 示

示

示

（日本道路協会、昭和62年1月）
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受注者は、裏込め注入の施工にあたって、縦断方向の施工順序としては埋設注入管のうち標

高の低い側より、遂次高い方へ片押しで作業しなければならない。ただし、覆工コンクリート

の巻厚が薄く、注入材の偏りによって覆工コンクリートが変形し、新たなひび割れが発生す

るおそれのある場合には、左右交互にバランスのとれた注入順序とする。また、トンネル横

断面内の施工順序としては、下部から上部へ作業を進めるものとする。

なお、下方の注入管より注入するに際して、上部の注入孔の栓をあけて空気を排出するものと

する。 
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16-16-22-4 落橋防止

１.１.配筋状況の

受注者は、設計時に鉄筋探査器等により配筋状況が確認されていない場合は、工事着手前に鉄

筋探査器等により既設上下部構造の落橋防止装置取付部周辺の配筋状況の確認を実施し報告しな

ければならない。 
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（2012） 

（2016） 

（2009） 

（2018） 

（2015） 



沈澱
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（１）ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド（以下「ゴムバンド」という）は、良質のエチレン

プロピレン・ジエン類からなる三元重合体（ＥＰＤＭ）を主原料とし、配合剤を加えたものを

押出成型し、使用目的に適合するように加硫製造したもので、表４－４の物理試験の規定に適

合するものとする。



 
からなる三元重合

　　体  
　　

���

���� ����	
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適用試験規格

硬さ試験 　デュロメータ硬さ ＨＡ

　引張強さ ＭＰａ 8.8 以上

　伸び ％ 300 以上

　引張強さ変化率 ％ －10 以内

　伸び変化率 ％
＋ 5
－20

以内

　デュロメータ硬さの変化 ＨＡ
＋ 4

0
以内

JIS K 6259-1
（加硫ゴム及び熱可塑性ゴム
　－耐オゾン性の求め方
　静的オゾン劣化試験及び
　動的オゾン劣化試験）

静的オゾン劣化試験
目視で確認できる亀裂等の
異常があってはならない

引張試験

表４－４

項目 品質規定

65 ± 5

JIS K 6251
（加硫ゴム及び熱可塑性ゴム
　－引張特性の求め方）

JWWA K 156
（水道施設用ゴム材料）

促進老化試験



 74 鉛・クロムフリーさび止めペイント
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１．現場が狭小な場所に使用する鋼管は、WSP 070（急速埋設継手工法）のQ2形とし、 継手部の形

状については設計図書によるものとする。

２．内面塗装及び外面塗装は、第11編 4-5-1 第４項に準ずるものとする。
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軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用マグ溶接及びミグ溶接用ソリッ

　ドワイヤ

 

���

���� ����	
��� ��� ������

��

���



���

���� ����	
��� ��� ������

��

���

（４）溶接は溶接機を最適な条件に取付けてから連続作業で行わなければならない。やむを得ず溶

接を中断した場合は、スラグ、ほこり等を完全に除去清掃をしてから再開するものとする。

（５）気温が０℃以下の場合は、余熱（10～20℃）を行ってから溶接をしなければならない。

（６）溶接棒は、JIS Z 3211（軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒）の規格品を使用

するものとする。

（７）自動溶接に替えて一部手溶接を行う場合は、開先部の角度をアークエアガウジング又はグラ

インダ等で矯正するものとする。
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　 JWWA K 135  
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農林水産省農村振興局 （１）土地改良事業計画設計基準・設計「パイプライン」

（２）コンクリート標準示方書 （公社）土木学会 

（水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料） 

（水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装） 

（水道用ダクタイル鋳鉄管） 

（水道用ダクタイル鋳鉄異形管） 

 （長寿命形水道用ジョイントコ－ト） 

（３）JWWA K 139

（４）JWWA G 112

（５）JWWA G 113

（６）JWWA G 114

（７）WSP 012

（８）WSP 009

（９）WSP 002

  （水管橋外面塗装基準） 

（水道用塗覆装鋼管現場施工基準） 

（水道用塗覆装鋼管梱包基準） 

 （農業用プラスチック被覆鋼管） 

  （農業用プラスチック被覆鋼管テ－パ付き直管の製作・施工指針） 

（鋼製異形管）フィラメントワインディング成形管用 

 （ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装） 

 （Ｔ形ダクタイル鉄管接合要領書） 

 （Ｋ形ダクタイル鉄管接合要領書） 

 （Ｕ形、Ｕ－Ｄ形ダクタイル鉄管接合要領書） 

（フランジ形ダクタイル鉄管接合要領書）

（ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング）

（10）WSP 004

（11）WSP A-101

（12）WSP A-102

（13）FRPM-G-112

（14）JDPA Z 2010

（15）JDPA W 04

（16）JDPA W 05

（17）JDPA W 06

（18）JDPA W 07

（19）JIS A 5314

（20）JIS Z 3050

（21）JIS Z 3104

（22）JIS G 3443－1

（23）JIS G 3443－2

（24）JIS G 3443－3

（25）JIS G 3443－4

  （パイプライン溶接部の非破壊試験方法） 

  （鋼溶接継手の放射線透過試験方法） 

  （水輸送用塗覆装鋼管－第１部：直管） 

  （水輸送用塗覆装鋼管－第２部：異形管） 

 （水輸送用塗覆装鋼管－第３部：外面プラスチック被覆） 

 （水輸送用塗覆装鋼管－第４部：内面エポキシ樹脂塗装） 
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（公社）日本道路協会 道路橋示方書（Ⅰ共通編）・同解説 

（公社）日本道路協会 道路橋示方書（Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編）・同解説 

（公社）日本道路協会 道路橋示方書（Ⅴ耐震設計編）・同解説 

（公社）日本道路協会 

（公社）土木学会  

道路橋支承便覧 

プレストレストコンクリート工法設計施工指針 

（公社）日本道路協会 コンクリート道路橋設計便覧

（公社）日本道路協会 コンクリート道路橋施工便覧

（公社）日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 

（公社）日本道路協会 道路照明施設設置基準・同解説 

（公社）日本道路協会 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ工法によるﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄＴ桁道路橋設計施工指針

（公社）日本道路協会 道路橋の塩害対策指針（案）・同解説  

（公社）日本道路協会 舗装施工便覧 

（公社）日本道路協会 舗装調査試験法便覧 
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7-4-5 橋梁用防護柵工

１．受注者は、橋梁用防護柵工の施工については、設計図書に従い、正しい位置、勾配、平面線形

に設置しなければならない。

２．鋼製材料の支柱をコンクリートに埋め込む場合（支柱を土中に埋め込む場合であって地表面を

コンクリートで覆う場合を含む。）において、支柱地際部の比較的早期の劣化が想定される以下の

ような場所には、一般的な防錆・防食処理方法に加え、必要に応じて支柱地際部の防錆・防食強

化を図らなければならない。

（１）海岸に近接し、潮風が強く当たる場所

（２）雨水や凍結防止剤を含んだ水分による影響を受ける可能性がある場所

（３）路面上の水を路側に排水する際、その途上に支柱がある場合
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また、養生終了後は急激に温度を降下させてはならな
い。
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9-9-3 ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工

１．受注者は、コンクリートの施工について、次の事項に従わなければならない。

（１）主桁型枠製作図面を作成し、設計図書との適合を確認しなければならない

（２）桁の荷重を直接受けている部分の型枠の取り外しは、プレストレス導入後に行わなければ

ならない。その他の部分は、乾燥収縮に対する拘束を除去するため、部材に有害な影響を与

えないよう早期に実施するものとする。

（３）内部及び外部振動によってシースの破損、移動がないように締固めるものとする。

（４）桁端付近のコンクリートの施工については、鋼材が密集していることを考慮し、コンクリ

ートが鉄筋、シースの周囲、あるいは型枠のすみずみまで行き渡るように行うものとする。

（５）受注者は、コンクリートの打込み後にコンクリート表面が早期の乾燥を受けて収縮ひび割

れが発生しないように、適切に仕上げなければならない。
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　制　　定 

9 一部改正

9 11 一部改正

一部改正平 成 30 年 ７ 月

30 11 一部改正

令 和 元 ７ 一部改正





14-1

（２）３次元データによる出来形管理

土工において、３次元データを用いた出来形管理を行う場合は、管理

基準のほか、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土

工編）(案)」、「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領

（土工編）(案)」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出

来形管理要領（土工編）(案)」、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理

要領（土工編）(案)」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管

理要領（土工編）(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用

いた出来形管理要領（土工編）(案)」または「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた

出来形管理要領（土工編）(案)」の規定によるものとする。

　また、舗装工において、３次元データを用いた出来形管理を行う場合

は、管理基準のほか、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理

要領（舗装工事編）(案)」、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領

（舗装工事編）(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用い

た出来形管理要領（舗装工事編）(案)」または「ＴＳ（ノンプリズム方

式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）(案)」の規定によるものと

する。

　河川浚渫工においては、３次元データを用いた出来形管理を行う場合

は、基礎基準のほか、「音響測深機器を用いた出来形管理要領（河川浚

渫工事編）（案）」または「施工履歴データを用いた出来形管理要領

（河川浚渫工事編）（案）」の規定によるものとする。

　その他の工種において、３次元データを用いた出来形管理を行う場

合、上記に記載のない規定は、国土交通省ホームページ（http://

www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html）掲載

の該当する規定によるものとする。

　なお、ここでいう３次元データとは、工事目的物あるいは現地地形の

形状を３次元空間上に再現するために必要なデータである。

※３次元データを用いた出来形管理等を実施する上での技術基準類は国

土交通省のものを使用する。

� 2-1�

（３）適用除外

工事内容等により、本規格を適用することが不適当な場合は、特記仕様書に示すもの

とする。 
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 ℓ
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縁
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工
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測
　

定
　

項
　

目
規

格
値

矢
板

工
（
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定
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設
・
任

意
仮

設
は

除
く
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（
鋼

矢
板

）
（
軽

量
鋼

矢
板

）
（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
矢

板
）

（
幅

広
鋼

矢
板

）
（
可

と
う

鋼
矢

板
）

基
準

高
▽

±
5
0

設
計

値
以

上

基
準

高
は

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0
ｍ

）
に

つ
き

1
ヶ

所
、

延
長

4
0
ｍ

（
又

は
5
0

ｍ
）
以

下
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

変
位

は
、

施
工

延
長

2
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

2
5
ｍ

）
に

つ
き

1
ヶ

所
、

延
長

2
0
ｍ

（
又

は
2
5

ｍ
）
以

下
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

共 通 編

一 般 施 工

共 通 的 工 種
根

入
長

1
共 通 編

一 般 施 工

共 通 的 工 種
2

縁
石

工
（
す

り
つ

け
ブ

ロ
ッ

ク
）

段
差

 Ｈ

-
2
0
0

1
ヶ

所
／

１
施

工
箇

所
た

だ
し

、
「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
舗

装
工

事
編

）
（
案

）
」
の

規
定

に
よ

り
管

理
を

行
う

場
合

は
、

延
長

の
変

化
点

で
測

定
。

図
3
-
1

勾
配

 ｉ
（
フ

ラ
ッ

ト
形

以
外

の
場

合
の

み
）

設
計

値
以

下

設
計

値
以

下
-
2
0

全
箇

所
（
各

箇
所

３
測

点
）

3
縁

石
工

（
車

輌
乗

入
れ

ブ
ロ

ッ
ク

）

段
差

 Ｈ

設
計

値
以

下
-
2
0

（
但

し
、

特
殊

ブ
ロ

ッ
ク

は
除

く
）

勾
配

 ｉ
（
フ

ラ
ッ

ト
形

以
外

の
場

合
の

み
）

±
1
％

全
箇

所
（
各

箇
所

３
測

点
）

図
3
-
2

共 通 編

一 般 施 工

共 通 的 工 種
根

入
れ

長
設

計
値

以
上

-
3
0

+
3
0

-
2
0

1
ヶ

所
／

１
施

工
箇

所

-
3
0

基
礎

１
基

毎
。

基
礎

共 通 編

一 般 施 工

共 通 的 工 種

高
さ

 ｈ
-
3
0

パ
イ

プ
取

付
高

 Ｈ幅
 ｗ

（
Ｄ

）

高
さ

 ｈ
-
3
0

単
独

基
礎

1
0
基

に
つ

き
１

基
、

1
0
基

以
下

の
も

の
は

２
基

測
定

。
測

定
箇

所
は

１
基

に
つ

き
1
ヶ

所
測

定
。

防
止

柵
工

（
安

全
施

設
）

（
立

入
防

止
柵

）
（
転

落
（
横

断
）
防

止
柵

）
（
車

止
め

ポ
ス

ト
）

基
礎

節
条

3 3 3 3
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測
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項
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格
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3
11

2
5

1

11
3

2
5

2

3
11

2
5

3

11
3

2
7

1

1
3

1
3
4

2

共 通 編

一 般 施 工

共 通 的 工 種

仕
 上

 げ
 高

 さ
舗

装
面

に
対

し
 0

～
+
3

伸
縮

装
置

工
（
埋

設
型

ジ
ョ
イ

ン
ト
）

表
 面

 の
 凹

 凸
3

高
さ

に
つ

い
て

は
車

道
端

部
及

び
中

央
部

の
3
点

表
面

の
凹

凸
は

長
手

方
向

（
橋

軸
直

角
方

向
）
に

3
m

の
直

線
定

規
で

測
っ

て
凹

凸
が

3
m

m
以

下

高
さ

に
つ

い
て

は
車

道
端

部
及

び
中

央
部

付
近

の
3
点

を
測

定
。

表
面

の
凹

凸
は

長
手

方
向

（
橋

軸
直

角
方

向
）
に

3
m

の
直

線
定

規
で

測
っ

て
凹

凸
が

3
m

m
以

下

23

仕
上

げ
高

さ
舗

装
面

に
対

し
0
～

-
2

伸
縮

装
置

工
（ゴ

ム
ジ

ョ
イ

ン
ト
）

据
付

け
高

さ
±

3

±
3

3

歯
型

板
面

の
歯

咬
み

合
い

部
の

高
低

差

共 通 編

一 般 施 工

共 通 的 工 種

橋
軸

方
向

各
点

誤
差

の
相

対
差

3
高

さ
に

つ
い

て
は

車
道

端
部

、
中

央
部

に
お

い
て

橋
軸

方
向

に
各

３
点

計
９

点

表
面

の
凹

凸
は

長
手

方
向

(橋
軸

直
角

方
向

）
に

3
m

の
直

線
定

規
で

測
っ

て
凹

凸
が

3
m

m
以

下

歯
咬

み
合
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部

は
車

道
端

部
、

中
央

部
の

計
3
点

歯
咬

み
合

い
部

の
縦
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岸
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又
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岸
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 ℓ
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又
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縮
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仕
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ｍ
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又

は
5
0
ｍ

）
以

下
の

も
の

は
１

施
工
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ヶ
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工
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ｍ
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点
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又
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以

下
の

も
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＜
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Ｓ
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1
3

1
3
2

3
11

3
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塗
膜

厚

ａ
．

ロ
ッ

ト
塗

膜
厚

の
平

均
値

は
目

標
塗

膜
厚

合
計

値
の

9
0
％

以
上

ｂ
．

測
定

値
の

最
小

値
は

、
目

標
塗

膜
厚

合
計

値
の

7
0
％

以
上 ｃ
．

測
定

値
の

分
布

の
標

準
偏

差
は

、
目

標
塗

膜
厚

合
計

値
の

2
0
％

以
下

。
た

だ
し

、
測

定
値

の
平

均
値
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目

漂
塗

膜
厚

合
計

値
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き
い

場
合
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の
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な
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3
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- -
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0

共 通 編
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場
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工

共 通 編

一 般 施 工
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了

時
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定
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１

ロ
ッ

ト
の

大
き

さ
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５

０
０

㎡
と

す
る

。
１

ロ
ッ

ト
当

た
り

測
定

数
は

２
５

点
と

し
、

各
点

の
測

定
は

５
回

行
い

、
そ

の
平

均
値

を
そ

の
点

の
測

定
値

と
す

る
。

た
だ

し
、

1
ロ

ッ
ト
の

面
積
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2
0
0
㎡

に
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場

合
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1
0
㎡

ご
と

に
1
点

と
す

る
。

共 通 的 工 種
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さ
　

 ｔ
1
 ～

 ｔ
5

※
幅

　
 ｗ

1
　

ｗ
2

※
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さ
 　

ｈ
1
　

ｈ
2
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工
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▽

±
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0
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毎
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は

、
現

場
打

部
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の
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る
場

合

-
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-
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0
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工
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長
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0
ｍ

（
測

点
間

隔
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ｍ

の
場

合
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に

つ
き
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、
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（
又
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要

領
（
舗

装
工

事
編

）
（
案

）
」
の

規
定

に
よ

る
測

点
の

管
理

方
法

を
用

い
る

こ
と

が
で

き
る

。

共 通 編

一 般 施 工

共 通 的 工 種

幅
　

 ｗ
1
　

ｗ
2

-
5
0

深
さ

 ｈ
側

溝
工

（
暗

渠
工

）

基
準

高
▽

±
3
0

延
長

 Ｌ
-
2
0
0

-
3
0

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0

ｍ
）
に

つ
き

1
ヶ

所
、

延
長

4
0
ｍ

（
又

は
5
0
ｍ

）
以

下
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

共 通 編

一 般 施 工

共 通 的 工 種

厚
さ

　
ｔ 1

　
ｔ 2

-
2
0

幅
 ｗ

-
3
0

側
溝

工
（
現

場
打

水
路

工
）

基
準

高
▽

高
さ

　
ｈ

1
　

ｈ
2

延
長

 Ｌ

±
3
0

-
3
0

3 3 3 3節
条



�������

����

	

出

来
形

管
理

基
準

及
び

規
格

値
　

第
１

編
　

共
通

編
　

単
位

:㎜

編
章

枝
番

工
　

　
　

種
測

定
基

準
測

定
箇

所
摘

　
　

要
測

　
定

　
項

　
目

規
格

値

3
11

1

11
3

3
1

3
3

1
2

1

4
3

11 11
3

4

傾
斜

共 通 編

一 般 施 工

基 礎 工

根
入

長
設

計
値

以
上

既
製

杭
工

（
鋼

管
ソ

イ
ル

セ
メ

ン
ト
杭

）

基
準

高
▽

±
5
0

全
数

に
つ

い
て

杭
中

心
で

測
定

1
/
1
0
0
以

内

杭
径

 Ｄ
設

計
値

以
上

偏
心

量
 ｄ

1
0
0
以

内

共 通 編

一 般 施 工

基 礎 工

根
入

長

既
製

杭
工

（
既

製
コ

ン
ク

リ
ー

ト
杭

）
（
鋼

管
杭

）
（
Ｈ

鋼
杭

）

基
準

高
▽

偏
心

量
 ｄ

傾
斜

±
5
0

全
数

に
つ

い
て

杭
中

心
で

測
定

設
計

値
以

上

Ｄ
/
4
以

内
か

つ
1
0
0
以

内

1
/
1
0
0
以

内

共 通 編

一 般 施 工

基 礎 工

延
長

 Ｌ
基

礎
工

（
護

岸
）

（
プ

レ
キ

ャ
ス

ト
）

基
準

高
▽

-
2
0
0

±
3
0

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0

ｍ
）
に

つ
き

1
ヶ

所
、

延
長

4
0
（
又

は
5
0
ｍ

）
以

下
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
護

岸
工

編
）
（
案

）
」
の

規
定

に
よ

る
測

点
の

管
理

方
法

を
用

い
る

こ
と

が
で

き
る

。

共 通 編

一 般 施 工

基 礎 工

幅
 ｗ

基
礎

工
（
護

岸
）

（
現

場
打

）

基
準

高
▽

高
さ

 ｈ

延
長

 Ｌ

-
3
0

-
3
0

-
2
0
0

±
3
0

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0

ｍ
）
に

つ
き

1
ヶ

所
、

延
長

4
0
（
又

は
5
0
ｍ

）
以

下
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
護

岸
工

編
）
（
案

）
」
の

規
定

に
よ

る
測

点
の

管
理

方
法

を
用

い
る

こ
と

が
で

き
る

。

共 通 編

一 般 施 工

基 礎 工

厚
さ

 ｔ
1
  

ｔ2
一

般
事

項
（
切

込
砂

利
）

（
砕

石
基

礎
工

）
（
割

ぐ
り

石
基

礎
工

）
（
均

し
コ

ン
ク

リ
ー

ト
）

幅
 ｗ

延
長

 Ｌ

-
3
0

設
計

値
以

上

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0

ｍ
）
に

つ
き

1
ヶ

所
、

延
長

4
0
（
又

は
5
0
ｍ

）
以

下
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
各

構
造

物
の

規
格

値
に

よ
る

。
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節
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出
来

形
管

理
基

準
及

び
規

格
値

　
第

１
編

　
共

通
編

　

単
位

:㎜

編
章

節
条

枝
番

工
　

　
　

種
測

定
基

準
測

定
箇

所
摘

　
　

要
測

　
定

　
項

　
目

規
格

値

1
3

4
5

1
3

4
6

1
3

4
7

1
3

4
8

基
準

高
▽

±
5
0

全
数

に
つ

い
て

杭
中

心
で

測
定

設
計

径
（
公

称
径

）
-
3
0
以

上

設
計

値
以

上

1
/
1
0
0
以

内

1
0
0
以

内

共 通 編

一 般 施 工

基 礎 工

根
入

長

場
所

打
杭

工

偏
心

量
 ｄ

傾
斜

杭
径

 Ｄ

深
礎

工

基
準

高
▽

±
5
0

傾
斜

1
/
5
0
以

内

基
　

礎
　

径
　

Ｄ
設

計
径

（
公

称
径

）
以

上
※

全
数

に
つ

い
て

杭
中

心
で

測
定

※
ﾗ
ｲ
ﾅ

ｰ
ﾌ
ﾟﾚ

ｰ
ﾄの

場
合

は
そ

の
内

径
、

補
強

ﾘﾝ
ｸ
ﾞ

を
必

要
と

す
る

場
合

は
補

強
ﾘﾝ

ｸ
ﾞの

内
径

と
し

、
ﾓ

ﾙ
ﾀ
ﾙ

ﾗ
ｲ
ﾆ

ﾝ
ｸ
ﾞの

場
合

は
モ

ル
タ

ル
等

の
土

留
め

構
造

の
内

径
に

て
測

定
。

ケ
ー

ソ
ン

の
高

さ
 ｈ

共 通 編

一 般 施 工

基 礎 工

根
入

長
設

計
値

以
上

偏
心

量
 ｄ

1
5
0
以

内

-
2
0

3
0
0
以

内

-
5
0

-
5
0

-
1
0
0

共 通 編

一 般 施 工

基 礎 工

ケ
ー

ソ
ン

の
長

さ
 ℓ

ケ
ー

ソ
ン

の
壁

厚
 ｔ

オ
ー

プ
ン

ケ
ー

ソ
ン

基
礎

工

±
1
0
0

基
準

高
▽

偏
心

量
 ｄ

壁
厚

、
幅

、
高

さ
、

長
さ

、
偏

心
量

に
つ

い
て

は
各

打
設

ロ
ッ

ト
ご

と
に

測
定

ケ
ー

ソ
ン

の
壁

厚
 ｔ

-
2
0

偏
心

量
 ｄ

3
0
0
以

内

±
1
0
0

壁
厚

、
幅

、
高

さ
、

長
さ

、
偏

心
量

に
つ

い
て

は
各

打
設

ロ
ッ

ト
ご

と
に

測
定

ケ
ー

ソ
ン

の
幅

 ｗ

共 通 編

一 般 施 工

基 礎 工

ケ
ー

ソ
ン

の
長

さ
 ℓ

ケ
ー

ソ
ン

の
幅

 ｗ

ニ
ュ

ー
マ

チ
ッ

ク
ケ

ー
ソ

ン
基

礎
工

基
準

高
▽

ケ
ー

ソ
ン

の
高

さ
 ｈ

-
5
0

-
5
0

-
1
0
0
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出

来
形

管
理

基
準

及
び

規
格

値
　

第
１

編
　

共
通

編
　

単
位

:㎜

編
章

枝
番

種
工

　
　

　
測

定
基

準
測

定
箇

所
摘

　
　

要
測

　
定

　
項

　
目

規
格

値

1
9

3
1

1
3

3
11 11

3
3

2

基
準

高
▽

±
1
0
0

偏
心

量
 ｄ

3
0
0
以

内

共 通 編

一 般 施 工

基 礎 工

根
入

長
設

計
値

以
上

鋼
管

矢
板

基
礎

工

コ
ン

ク
リ

ー
ト
ブ

ロ
ッ

ク
工

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
積

み
）

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
張

り
）

基
準

高
▽

±
5
0

-
1
0
0

厚
さ

（
ブ

ロ
ッ

ク
積

張
）
 t

1
-
5
0

厚
さ

（
裏

込
）
 t

2

共 通 編

一 般 施 工

石 ・ ブ ロ 積ッ （ ）ク 張 工

法
長

 ℓ
ℓ 

＜
 ３

ｍ
-
5
0

ℓ 
≧

 ３
ｍ

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0

ｍ
）
に

つ
き

1
ヶ

所
、

延
長

4
0
ｍ

（
又

は
5
0
ｍ

）
以

下
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

厚
さ

は
上

端
部

及
び

下
端

部
の

2
ヶ

所
を

測
定

。
「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
護

岸
工

編
）
（
案

）
」
の

規
定

に
よ

る
測

点
の

管
理

方
法

を
用

い
る

こ
と

が
で

き
る

。

-
5
0

延
長

 Ｌ
-
2
0
0

共 通 編

一 般 施 工

石 ・ ブ ロ 積ッ （ ）ク 張 工

法
長

　
ℓ

延
長

 Ｌ
1
、

Ｌ
2

コ
ン

ク
リ

ー
ト
ブ

ロ
ッ

ク
工

（
連

節
ブ

ロ
ッ

ク
張

り
）

基
準

高
▽

±
5
0

-
1
0
0

-
2
0
0

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0

ｍ
）
に

つ
き

1
ヶ

所
、

延
長

4
0
ｍ

（
又

は
5
0
ｍ

）
以

下
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
護

岸
工

編
）
（
案

）
」
の

規
定

に
よ

る
測

点
の

管
理

方
法

を
用

い
る

こ
と

が
で

き
る

。

基
準

高
は

、
全

数
を

測
定

。
偏

心
量

は
、

１
基

ご
と

に
測

定
。

▽

節
条

4 5 5
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出
来

形
管

理
基

準
及

び
規

格
値

　
第

１
編

　
共

通
編

　

単
位

:㎜

章
枝

番
種

工
　

　
　

測
定

基
準

測
定

箇
所

摘
　

　
要

測
　

定
　

項
　

目
規

格
値

3
11

3
3

3
4

11 1
3

5
1

-
1
0
0

-
2
0
0

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0

ｍ
）
に

つ
き

1
ヶ

所
、

延
長

4
0
ｍ

（
又

は
5
0
ｍ

）
以

下
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
護

岸
工

編
）
（
案

）
」
の

規
定

に
よ

る
測

点
の

管
理

方
法

を
用

い
る

こ
と

が
で

き
る

。
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
工

（
天

端
保

護
ブ

ロ
ッ

ク
）

延
長

 Ｌ

基
準

高
▽

±
5
0

共 通 編

一 般 施 工

石 ・ ブ ロ 積ッ （ ）ク 張 工

幅
 ｗ

基
準

高
▽

ℓ 
≧

 3
ｍ

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0

ｍ
）
に

つ
き

1
ヶ

所
、

延
長

4
0
ｍ

（
又

は
5
0
ｍ

）
以

下
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

厚
さ

は
上

端
部

及
び

下
端

部
の

2
ヶ

所
を

測
定

。
「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
護

岸
工

編
）
（
案

）
」
の

規
定

に
よ

る
測

点
の

管
理

方
法

を
用

い
る

こ
と

が
で

き
る

。

-
2
0
0

共 通 編

一 般 施 工

石 ・ ブ ロ 積ッ （ ）ク 張 工

法
長

 ℓ
ℓ 

＜
 3

ｍ
-
5
0

緑
化

ブ
ロ

ッ
ク

工

共 通 編

一 般 施 工

石 ・ ブ ロ 積ッ （ ）ク 張 工

法
長

 ℓ
ℓ 

＜
 3

ｍ
-
5
0

ℓ 
≧

 3
ｍ

-
5
0

延
長

 Ｌ

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0

ｍ
）
に

つ
き

1
ヶ

所
、

延
長

4
0
ｍ

（
又

は
5
0
ｍ

）
以

下
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

厚
さ

は
上

端
部

及
び

下
端

部
の

2
ヶ

所
を

測
定

。
「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
護

岸
工

編
）
（
案

）
」
の

規
定

に
よ

る
測

点
の

管
理

方
法

を
用

い
る

こ
と

が
で

き
る

。

±
5
0

-
1
0
0

-
5
0

-
2
0
0

石
積

（
張

）
工

基
準

高
▽

厚
さ

（
石

積
、

石
張

）
 t

1

厚
さ

（
裏

込
）
 t

2

±
5
0

-
1
0
0

-
5
0

厚
さ

（
ブ

ロ
ッ

ク
）
 t

1

厚
さ

（
裏

込
）
 t

2
-
5
0

延
長

 Ｌ
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出
来

形
管

理
基

準
及

び
規

格
値

　
第

１
編

　
共

通
編

単
位

：
m
m

中
規

模
以

上
小

規
模

以
下

中
規

模
以

上
小

規
模

以
下

1
0
個

の
測

定
値

の
平

均
(
X
1
0
)

＊
面

管
理

の
場

合
は

平
均

測
定

値
の

平
均

測
定

基
準

測
定

箇
所

摘
　

要

規
　

格
　

値

枝
番

編
章

節
条

工
種

測
定

項
目

個
々

の
測

定
値

（
Ｘ

）

１ 共 通 編

３ 一 般 施 工

７ 一 般 舗 装 工

1
2

1
0

コ
ン

ク
リ

ー
ト

舗
装

工
（

転
圧

コ
ン

ク
リ

ー
ト

版
工

）

(
面

管
理

の
場

合
)

厚
さ

あ
る

い
は

標
高

較
差

-
3
2

-
4
.
5

平
 
坦

 
性

―

3
m
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ﾌ
ｨ
ﾙ
ﾒ
ｰ
ﾀ
ｰ

(
σ

)
2
.
4
m
m
以

下
直

読
式

(
足

付
き

)
(
σ

)
1
.
7
5
m
m
以

下

１
．

３
次

元
デ

ー
タ

に
よ

る
出

来
形

管
理

に
お

い
て

「
地

上
型

レ
ー

ザ
ー

ス
キ

ャ
ナ

ー
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
舗

装
工

事
編

）
（

案
）

」
、

「
地

上
移

動
体

搭
載

型
レ

ー
ザ

ー
ス

キ
ャ

ナ
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
舗

装
工

事
編

）
(
案

)
」

ま
た

は
「

Ｔ
Ｓ

（
ノ

ン
プ

リ
ズ

ム
方

式
）

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（

舗
装

工
事

編
）

（
案

）
」

に
基

づ
き

出
来

形
管

理
を

実
施

す
る

場
合

、
そ

の
他

本
基

準
に

規
定

す
る

計
測

精
度

・
計

測
密

度
を

満
た

す
計

測
方

法
に

よ
り

出
来

形
管

理
を

実
施

す
る

場
合

に
適

用
す

る
。

２
．

個
々

の
計

測
値

の
規

格
値

に
は

計
測

精
度

と
し

て
±

4
m
m
が

含
ま

れ
て

い
る

。
３

．
計

測
は

設
計

幅
員

の
内

側
全

面
と

し
、

全
て

の
点

で
標

高
値

を
算

出
す

る
。

計
測

密
度

は
１

点
／

m
2
（

平
面

投
影

面
積

当
た

り
）

以
上

と
す

る
。

４
．

厚
さ

は
、

直
下

層
の

標
高

値
と

当
該

層
の

標
高

値
と

の
差

で
算

出
す

る
。

５
．

厚
さ

を
標

高
較

差
と

し
て

評
価

す
る

場
合

は
、

直
下

層
の

目
標

高
さ

＋
直

下
層

の
標

高
較

差
平

均
値

＋
設

計
厚

さ
か

ら
求

ま
る

高
さ

と
の

差
と

す
る

。
こ

の
場

合
、

基
準

高
の

評
価

は
省

略
す

る
。

工
事

規
模

の
考

え
方

中
規

模
以

上
の

工
事

と
は

、
管

理
図

を
描

い
た

上
で

の
管

理
が

可
能

な
工

事
を

い
い

、
舗

装
施

工
面

積
が

2
,
0
0
0
㎡

以
上

と
す

る
。

小
規

模
以

下
の

工
事

と
は

、
管

理
結

果
を

施
工

管
理

に
反

映
で

き
る

規
模

の
工

事
を

い
い

、
同

一
工

種
の

施
工

が
数

日
連

続
す

る
場

合
で

、
舗

装
施

工
面

積
が

2
,
0
0
0
㎡

未
満

と
す

る
。

維
持

工
事

に
お

い
て

は
、

平
坦

性
の

項
目

を
省

略
す

る
こ

と
が

出
来

る
。

目
地

段
差

±
2

隣
接

す
る

各
目

地
に

対
し

て
、

道
路

中
心

線
及

び
端

部
で

測
定

。

72-17
�������

－ 60-17 －



72-18
�������

－ 60-18 －

出
来

形
管

理
基

準
及

び
規

格
値

　
第

１
編

　
共

通
編

単
位

：
m
m

中
規

模
以

上
小

規
模

以
下

中
規

模
以

上
小

規
模

以
下

1
0
個

の
測

定
値

の
平

均
(
X
1
0
)

＊
面

管
理

の
場

合
は

平
均

測
定

値
の

平
均

測
定

基
準

測
定

箇
所

摘
　

要

規
　

格
　

値

個
々

の
測

定
値

（
Ｘ

）

１
．

３
次

元
デ

ー
タ

に
よ

る
出

来
形

管
理

に
お

い
て

「
地

上
型

レ
ー

ザ
ー

ス
キ

ャ
ナ

ー
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
 
舗

装
工

事
編

）
（

案
）

」
、

「
地

上
移

動
体

搭
載

型
レ

ー
ザ

ー
ス

キ
ャ

ナ
ー

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（

舗
装

工
事

編
）

(
案

)
」

ま
た

は
「

Ｔ
Ｓ

（
ノ

ン
プ

リ
ズ

ム
方

式
）

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（

舗
装

工
事

編
）

（
案

）
」

に
基

づ
き

出
来

形
管

理
を

実
施

す
る

場
合

、
そ

の
他

本
基

準
に

規
定 す

る
計

測
精

度
・

計
測

密
度

を
満

た
す

計
測

方
法

に
よ

り
出

来
形

管
理

を
実

施
す

る
場

合
に

適
用

す
る

。

２
．

個
々

の
計

測
値

の
規

格
値

に
は

計
測

精
度

と
し

て
±

4
m
m
が

含
ま

れ
て

い
る

。

３
．

計
測

は
設

計
幅

員
の

内
側

全
面

と
し

、
全

て
の

点
で

標
高

値
を

算
出

す
る

。
計

測
密

度
は

１
点

／
m
2
（

平
面

投
影

面
積

当
た

り
）

以
上

と
す

る
。

４
．

厚
さ

は
、

施
工

前
の

標
高

値
と

オ
ー

バ
ー

レ
イ

後
の

標
高

値
と

の
差

で
算

出
す

る
。

５
．

厚
さ

を
標

高
較

差
と

し
て

評
価

す
る

場
合

は
、

オ
ー

バ
ー

レ
イ

後
の

目
標

高
さ

と
オ

ー
バ

ー
レ

イ
後

の
標

高
値

と
の

差
で

算
出

す
る

。

平
 
坦

 
性

―

3
m
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ﾌ
ｨ
ﾙ
ﾒ
ｰ
ﾀ
ｰ

(
σ

)
2
.
4
m
m
以

下
直

読
式

(
足

付
き

)
(
σ

)
1
.
7
5
m
m
以

下

１ 共 通 編

３ 一 般 施 工

７ 一 般 舗 装 工

1
7

オ
ー

バ
ー

レ
イ

工

(
面

管
理

の
場

合
)

厚
さ

あ
る

い
は

標
高

較
差

-
2
0

-
3

枝
番

編
章

節
条

工
種

測
定

項
目
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出

来
形

管
理

基
準

及
び

規
格

値
　

第
１

編
　

共
通

編
　

単
位

:㎜

章
編

枝
番

工
　

　
　

種
測

定
基

準
測

定
箇

所
摘

　
　

要

1
2

3
1 11

3
3

11
3

4
1

4
3

11
2

天
端

幅
 ｗ

-
3
0
0

「
施

工
履

歴
デ

ー
タ

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
表

層
安

定
処

理
・
中

層
地

盤
改

良
工

事
編

）
（
案

）
」
に

記
載

の
全

体
改

良
平

面
図

を
用

い
て

天
端

幅
w
、

天
端

延
長

L
を

確
認

（
実

測
は

不
要

）

天
端

延
長

 Ｌ
-
5
0
0

表
層

安
定

処
理

工
（
IC

T
施

工
の

場
合

）

基
準

高
▽

特
記

仕
様

書
に

明
示

施
工

延
長

1
0
ｍ

に
つ

き
、

１
測

点
当

た
り

５
点

以
上

測
定

。
共 通 編

一 般 施 工

地 盤 改 良 工

法
長

 ℓ
-
5
0
0

延
長

4
0
ｍ

毎
に

1
ヶ

所
の

割
で

測
定

。
基

準
高

は
、

道
路

中
心

線
及

び
端

部
で

測
定

。
厚

さ
は

中
心

線
及

び
端

部
で

測
定

。
「
施

工
履

歴
デ

ー
タ

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
表

層
安

定
処

理
等

・
中

層
地

盤
改

良
工

事
編

）
（
案

）
」
に

よ
る

管
理

の
場

合
は

、
全

体
改

良
範

囲
図

を
用

い
て

、
施

工
厚

さ
t、

天
端

幅
w
、

天
端

延
長

L
を

確
認

（
実

測
は

不
要

）
。

規
格

値
測

　
定

　
項

　
目

天
端

延
長

 Ｌ

天
端

幅
 ｗ

-
5
0
0

特
記

仕
様

書
に

明
示

基
準

高
▽

共 通 編

一 般 施 工

地 盤 改 良 工

表
層

安
定

処
理

工
（
サ

ン
ド

マ
ッ

ト
海

上
）

-
3
0
0

ｗ
、

（
Ｌ

）
は

施
工

延
長

4
0
ｍ

に
つ

き
1
ヶ

所
、

8
0
ｍ

以
下

の
も

の
は

１
施

工
箇

所
に

つ
き

3
ヶ

所
。

（
Ｌ

）
は

セ
ン

タ
ー

ラ
イ

ン
及

び
表

裏
法

肩
で

行
う

。

法
長

 ℓ

施
工

延
長

1
0
ｍ

に
つ

き
、

１
測

点
当

た
り

５
点

以
上

測
定

。

-
5
0
0

幅
 ｗ

延
長

 Ｌ

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0

ｍ
）
に

つ
き

1
ヶ

所
、

延
長

4
0
ｍ

（
5
0
ｍ

）
以

下
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

厚
さ

は
中

心
線

及
び

端
部

で
測

定
。

置
換

工

幅
 ｗ

±
5
0

-
5
0

-
1
0
0

-
2
0
0

路
床

安
定

処
理

工

±
5
0

基
準

高
▽

施
工

厚
さ

 ｔ

-
2
0
0

施
工

厚
さ

 ｔ
-
5
0

-
1
0
0

共 通 編

一 般 施 工

地 盤 改 良 工

共 通 編

一 般 施 工

地 盤 改 良 工

基
準

高
▽

延
長

 Ｌ

節
条

88 8 8
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出

来
形

管
理

基
準

及
び

規
格

値
　

第
１

編
　

共
通

編
　

単
位

:㎜

編
章

枝
番

工
　

　
　

種
測

定
基

準
測

定
箇

所
摘

　
　

要
規

格
値

測
　

定
　

項
　

目

1
5

3
1

3
11

6 7
1

3
1

8
全

本
数

11
3

9
1

杭
径

　
Ｄ

設
計

値
以

上

Ｄ
/
4
以

内

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0

ｍ
）
に

つ
き

1
ヶ

所
。

厚
さ

は
中

心
線

及
び

両
端

で
掘

り
起

こ
し

て
測

定
。

-
2
0
0

－

-
2
0
0

基
準

高
▽

±
1
0
0

設
計

値
以

上

延
長

 Ｌ

-
5
0

設
計

値
以

上

1
0
0
本

に
1
ヶ

所
。

1
0
0
本

以
下

は
2
ヶ

所
測

定
。

1
ヶ

所
に

４
本

測
定

全
本

数
。

計
器

管
理

に
か

え
る

こ
と

が
で

き
る

。

1
0
0
本

に
1
ヶ

所
。

1
0
0
本

以
下

は
2
ヶ

所
測

定
。

1
ヶ

所
に

４
本

測
定

。
た

だ
し

、
ペ

ー
パ

ー
ド

レ
ー

ン
の

杭
径

は
対

象
外

と
す

る
。

-
5
0

-
1
0
0

打
込

長
さ

 ｈ
設

計
値

以
上

-
1
0
0

位
置

・
間

隔
 ｗ

杭
径

 Ｄ

サ
ン

ド
ド

レ
ー

ン
、

袋
詰

式
サ

ン
ド

ド
レ

ー
ン

、
サ

ン
ド

コ
ン

パ
ク

シ
ョ
ン

パ
イ

ル
の

砂
投

入
量

延
長

 Ｌ

幅
 ｗ

共 通 編

一 般 施 工

地 盤 改 良 工
固

結
工

（
粉

体
噴

射
攪

拌
工

）
（
高

圧
噴

射
攪

拌
工

）
（
ス

ラ
リ
ー

攪
拌

工
）

（
生

石
灰

パ
イ

ル
工

）

深
度

　
ℓ

位
置

・
間

隔
ｗ

サ
ン

ド
マ

ッ
ト
工

共 通 編

一 般 施 工

地 盤 改 良 工

バ
ー

チ
カ

ル
ド

レ
ー

ン
工

（サ
ン

ド
ド

レ
ー

ン
工

）
（
ペ

ー
パ

ー
ド

レ
ー

ン
工

）
（
袋

詰
式

サ
ン

ド
ド

レ
ー

ン
工

）

締
固

め
改

良
工

（サ
ン

ド
コ

ン
パ

ク
シ

ョ
ン

パ
イ

ル
工

）

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0

ｍ
）
に

つ
き

1
ヶ

所
。

厚
さ

は
中

心
線

及
び

両
端

で
掘

り
起

こ
し

て
測

定
。

杭
に

つ
い

て
は

、
当

該
杭

の
項

目
に

準
ず

る
。

共 通 編

一 般 施 工

地 盤 改 良 工

施
工

厚
さ

 ｔ

幅
 ｗ

共 通 編

一 般 施 工

地 盤 改 良 工

基
準

高
▽

±
5
0

パ
イ

ル
ネ

ッ
ト
工

-
5
0

施
工

厚
さ

 ｔ

全
本

数

Ｌ
＝

ℓ1
－

ℓ2
ℓ1

は
改

良
体

先
端

深
度

ℓ2
は

改
良

端
天

端
深

度

※
余

長
は

、
適

用
除

外

1

２

節
条

8 8 8 8
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出

来
形

管
理

基
準

及
び

規
格

値
　

第
１

編
　

共
通

編
　

単
位

:㎜

編編
章

編
枝

番
工

　
　

　
種

測
定

基
準

測
定

箇
所

摘
　

　
要

規
格

値
測

　
定

　
項

　
目

2
11

3
9

1
3

1
1

5
1

3
1

1
1

5
2

1
3

1
1

3
5

1
3

1
1

5
4

共 通 編

一 般 施 工

地 盤 改 良 工

施
工

厚
さ

 ｔ
設

計
値

以
上

幅
 ｗ

設
計

値
以

上

延
長

 Ｌ
設

計
値

以
上

固
結

工

（
中

層
混

合
処

理
）

基
準

高
▽

設
計

値
以

上
1
,0

0
0
m

3
～

4
,0

0
0
m

3
に

つ
き

1
ヶ

所
、

又
は

施
工

延
長

4
0
m

(測
点

間
隔

2
5
m

の
場

合
は

5
0
m

)に
つ

き
1
ヶ

所
。

1
,0

0
0
m

3
以

下
、

又
は

施
工

延
長

4
0
m

(5
0
m

)以
下

の
も

の
は

1
施

工
箇

所
に

つ
き

2
ヶ

所
。

施
工

厚
さ

は
施

工
時

の
改

良
深

度
確

認
を

出
来

形
と

す
る

。
「
施

工
履

歴
デ

ー
タ

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
表

層
安

定
処

理
等

・
中

層
地

盤
改

良
工

事
編

）
（
案

）
」
に

よ
る

管
理

の
場

合
は

、
全

体
改

良
範

囲
図

を
用

い
て

、
施

工
厚

さ
t、

幅
w
、

延
長

L
を

確
認

（
実

測
は

不
要

）
。

設
計

深
さ

以
上

-
2
0
0

1
0
0

全
数

。

仮 設 工

土
留

・
仮

締
切

工
（
ア

ン
カ

ー
工

）

土
留

・
仮

締
切

工
（
連

節
ブ

ロ
ッ

ク
張

り
工

）

土
留

・
仮

締
切

工
（
Ｈ

鋼
杭

）
（
鋼

矢
板

）

-
1
0
0

延
長

　
Ｌ

1
 Ｌ

2

天
端

幅
 ｗ

-
1
0
0

法
長

 ℓ

共 通 編

一 般 施 工

仮 設 工

共 通 編

一 般 施 工

仮 設 工

±
1
0
0

配
置

誤
差

 ｄ

根
入

長
設

計
値

以
上

基
準

高
▽

基
準

高
は

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0
ｍ

）
に

つ
き

1
ヶ

所
。

延
長

4
0
ｍ

（
又

は
5
0

ｍ
）
以

下
の

も
の

は
、

１
施

工
箇

所
に

つ
き

2
ヶ

所
。

共 通 編

一 般 施 工

仮 設 工
土

留
・
仮

締
切

工
（
締

切
盛

工
）

共 通 編

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0

ｍ
）
に

つ
き

1
ヶ

所
、

延
長

4
0
ｍ

（
又

は
5
0
ｍ

）
以

下
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

１
施

工
箇

所
毎

。

基
準

高
▽

-
5
0

一 般 施 工

施
工

延
長

5
0
ｍ

に
つ

き
1
ヶ

所
。

延
長

5
0
ｍ

以
下

の
も

の
は

、
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

削
孔

深
さ

　
ℓ

法
長

 ℓ
-
1
0
0

節
条

8
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出

来
形

管
理

基
準

及
び

規
格

値
　

第
１

編
　

共
通

編
　

単
位

:㎜

章
条

節
編

枝
番

種
工

　
　

　
測

定
基

準
測

定
箇

所
摘

　
　

要
規

格
値

測
　

定
　

項
　

目

3
1

1
1

5
5

3
1

1
1

9

1
3

1
1

1
0

共 通 編

一 般 施 工

仮 設 工

土
留

・
仮

締
切

工
（
中

詰
盛

工
）

-
5
0

基
準

高
▽

施
工

延
長

5
0
ｍ

に
つ

き
1
ヶ

所
。

延
長

5
0
ｍ

以
下

の
も

の
は

、
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

基
準

高
は

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0
ｍ

）
に

つ
き

1
ヶ

所
。

延
長

4
0
ｍ

（
又

は
5
0

ｍ
）
以

下
の

も
の

に
つ

い
て

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

変
位

は
施

工
延

長
2
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

2
5
ｍ

）
に

つ
き

1
ヶ

所
。

延
長

2
0
ｍ

（
又

は
2
5
ｍ

）
以

下
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

-
2
0
0

基
準

高
▽

-
5
0

壁
体

長
 Ｌ

±
5
0

-
5
0

3
0
0

Ｄ
：
杭

径

変
位

基
準

高
は

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0
ｍ

）
に

つ
き

1
ヶ

所
。

延
長

4
0
ｍ

（
又

は
5
0

ｍ
）
以

下
の

も
の

に
つ

い
て

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

変
位

は
施

工
延

長
2
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

2
5
ｍ

）
に

つ
き

1
ヶ

所
。

延
長

2
0
ｍ

（
又

は
2
5
ｍ

）
以

下
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

連
壁

の
長

さ
 ℓ

Ｄ
/
4
以

内

基
準

高
▽

連
壁

の
長

さ
 ℓ

共 通 編

一 般 施 工

仮 設 工
変

位

地
中

連
続

壁
工

（
壁

式
）

共 通 編

一 般 施 工

仮 設 工

±
5
0

壁
体

長
 Ｌ

-
2
0
0

地
中

連
続

壁
工

（
柱

列
式

）



�������

����

	




�������

����

		
出

来
形

管
理

基
準

及
び

規
格

値
　

第
１

編
　

共
通

編
　

単
位

:㎜

編
章

枝
番

工
　

　
　

種
測

定
基

準
測

定
箇

所
摘

　
　

要
測

　
定

　
項

　
目

規
格

値

1
3

1
4

1
3

1
5

1
2

共 通 編

一 般 施 工

法 面 工 ( 共 通 )

ｔ 
≧

 5
ｍ

法
長

の
－

4
％

盛
土

法
長

ℓ

ｔ 
＜

 5
ｍ

植
生

工
（
種

子
散

布
工

）
（
張

芝
工

）
（
筋

芝
工

）
（
市

松
芝

工
）

（
植

生
シ

ー
ト
工

）
（
植

生
マ

ッ
ト
工

）
（
植

生
筋

工
）

（
人

工
張

芝
工

）
（
植

生
穴

工
）

切
土

法
長

ℓ

主
桁

を
全

数
測

定
。

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0

ｍ
）
に

つ
き

1
ヶ

所
、

延
長

4
0
ｍ

（
又

は
5
0
ｍ

）
以

下
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

た
だ

し
、

計
測

手
法

に
つ

い
て

は
、

従
来

管
理

の
ほ

か
に

「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
 土

工
編

）
（
案

）
」
、

「
T

S
（
ノ

ン
プ

リ
）
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
 土

工
編

）
（
案

）
 」

、
「
R
T

K
-
G

N
S
S
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
土

工
編

）
（
案

）
」
で

規
定

す
る

出
来

形
計

測
性

能
を

有
す

る
機

器
を

用
い

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

ほ
か

、
「
地

上
型

レ
ー

ザ
ー

ス
キ

ャ
ナ

ー
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
 土

工
編

）
（
案

）
」
、

「
地

上
移

動
体

搭
載

型
レ

ー
ザ

ー
ス

キ
ャ

ナ
ー

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
土

工
編

）
（
案

）
」
で

規
定

す
る

出
来

形
計

測
性

能
を

有
す

る
機

器
を

用
い

る
こ

と
が

で
き

る
。

ｔ 
≧

 5
ｍ

法
長

の
－

2
％

延
長

 Ｌ
-
2
0
0

１
施

工
箇

所
毎

。
た

だ
し

、
計

測
手

法
に

つ
い

て
は

、
従

来
管

理
の

ほ
か

に
「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
 土

工
編

）
（
案

）
」
、

「
T

S
（
ノ

ン
プ

リ
）
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
 土

工
編

）
（
案

）
 」

、
「
R
T

K
-
G

N
S
S
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
土

工
編

）
（
案

）
」
で

規
定

す
る

出
来

形
計

測
性

能
を

有
す

る
機

器
を

用
い

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

ほ
か

、
「
地

上
型

レ
ー

ザ
ー

ス
キ

ャ
ナ

ー
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
 土

工
編

）
（
案

）
」
、

「
地

上
移

動
体

搭
載

型
レ

ー
ザ

ー
ス

キ
ャ

ナ
ー

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
土

工
編

）
（
案

）
」
で

規
定

す
る

出
来

形
計

測
性

能
を

有
す

る
機

器
を

用
い

る
こ

と
が

で
き

る
。

-
1
0
0

ｔ 
＜

 5
ｍ

-
2
0
0

架
設

工
（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
橋

）
（
ク

レ
ー

ン
架

設
）

（
架

設
桁

架
設

）

架
設

工
支

保
工

（
固

定
）

（
移

動
）

架
設

桁
架

設
（
片

持
架

設
）

（
押

出
し

架
設

）

全
長

・
支

間
-

各
桁

毎
に

全
数

測
定

。
共 通 編

一 般 施 工

橋 梁 架 設 工

桁
の

中
心

間
距

離
-

一
連

毎
の

両
端

及
び

支
間

中
央

に
つ

い
て

各
上

下
間

を
測

定
。

そ
り

-

節
条
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88-1
出

来
形

管
理

基
準

及
び

規
格

値
　

第
１

編
　

共
通

編
　

単
位

:㎜

編
章

枝
番

工
　

　
　

種
測

定
基

準
測

定
箇

所
摘

　
　

要
測

　
定

　
項

　
目

規
格

値

3
1

1
5

2
2

植
生

工
（
植

生
基

材
吹

付
工

）
（
客

士
吹

付
工

）

法
長

 ℓ

ｔ 
＜

 5
ｍ

-
2
0
0

延
長

 Ｌ

共 通 編

一 般 施 工

法 面 工 ( 共 通 )

ｔ 
≧

 5
ｍ

法
長

の
－

4
％

厚
さ

 ｔ

ｔ 
＜

 5
ｍ

-
1
0

-
2
0
0

施
工

延
長

4
0
ｍ

に
つ

き
1
ヶ

所
、

4
0
ｍ

以
下

の
も

の
は

１
施

工
箇

所
に

つ
き

2
ヶ

所
。

た
だ

し
、

計
測

手
法

に
つ

い
て

は
、

従
来

管
理

の
ほ

か
に

「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
 土

工
編

）
（
案

）
」
、

「
T

S
（
ノ

ン
プ

リ
）
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
 土

工
編

）
（
案

）
 」

、
「
R
T

K
-
G

N
S
S
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
土

工
編

）
（
案

）
」
で

規
定

す
る

出
来

形
計

測
性

能
を

有
す

る
機

器
を

用
い

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

ほ
か

、
「
地

上
型

レ
ー

ザ
ー

ス
キ

ャ
ナ

ー
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
 土

工
編

）
（
案

）
」
、

「
地

上
移

動
体

搭
載

型
レ

ー
ザ

ー
ス

キ
ャ

ナ
ー

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
土

工
編

）
（
案

）
」
で

規
定

す
る

出
来

形
計

測
性

能
を

有
す

る
機

器
を

用
い

る
こ

と
が

で
き

る
。

施
工

面
積

2
0
0
㎡

に
つ

き
1
ヶ

所
、

面
積

2
0
0
㎡

以
下

の
も

の
は

、
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

検
査

孔
に

よ
り

測
定

。

ｔ 
≧

 5
ｍ

-
2
0

但
し

、
吹

付
面

に
凸

凹
が

あ
る

場
合

の
最

小
吹

付
厚

は
設

計
厚

の
5
0
％

以
上

と
し

、
平

均
値

は
設

計
厚

以
上

節
条

１
施

工
箇

所
毎

。
た

だ
し

、
計

測
手

法
に

つ
い

て
は

、
従

来
管

理
の

ほ
か

に
「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
 土

工
編

）
（
案

）
」
、

「
T

S
（
ノ

ン
プ

リ
）
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
 土

工
編

）
（
案

）
 」

、
「
R
T

K
-
G

N
S
S
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
土

工
編

）
（
案

）
」
で

規
定

す
る

出
来

形
計

測
性

能
を

有
す

る
機

器
を

用
い

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

ほ
か

、
「
地

上
型

レ
ー

ザ
ー

ス
キ

ャ
ナ

ー
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
 土

工
編

）
（
案

）
」
、

「
地

上
移

動
体

搭
載

型
レ

ー
ザ

ー
ス

キ
ャ

ナ
ー

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
土

工
編

）
（
案

）
」
で

規
定

す
る

出
来

形
計

測
性

能
を

有
す

る
機

器
を

用
い

る
こ

と
が

で
き

る
。
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� 76-2�

88-2
出

来
形

管
理

基
準
及
び
規
格
値
　
第
１
編
　
共
通
編
　

単
位
:㎜

編
章

節
条

枝
番

工
　
　
　
種

測
定
基
準

測
定
箇
所

摘
　
　
要

測
　
定
　
項
　
目

規
格
値

1
3

1
5

3

-
2
0
0

-
5
0

-
1
0

-
1
0
0

施
工

延
長

4
0
ｍ

に
つ

き
1
ヶ

所
、

4
0
ｍ

以
下

の
も

の
は

１
施

工
箇

所
に

つ
き

2
ヶ

所
。

定
断

面
に

凹
凸

が
あ

り
、

曲
線

法
長

の
測

定
が

困
難

な
場

合
は

直
線

法
長

と
す

る
。

た
だ

し
、

計
測

手
法

に
つ

い
て

は
、

従
来

管
理

の
ほ

か
に

「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
土

工
編

）
（
案

）
」
、

「
T

S
（
ノ

ン
プ

リ
）
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
 土

工
編

）
（
案

）
 」

、
「
R
T

K
-
G

N
S
S
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
土

工
編

）
（
案

）
」
で

規
定

す
る

出
来

形
計

測
性

能
を

有
す

る
機

器
を

用
い

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

ほ
か

、
「
地

上
型

レ
ー

ザ
ー

ス
キ

ャ
ナ

ー
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
土

工
編

）
（
案

）
」
、

「
地

上
移

動
体

搭
載

型
レ

ー
ザ

ー
ス

キ
ャ

ナ
ー

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
土

工
編

）
（
案

）
」
で

規
定

す
る

出
来

形
計

測
性

能
を

有
す

る
機

器
を

用
い

る
こ

と
が

で
き

る
。

延
長

 Ｌ

吹
付

工
（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
）

（
モ

ル
タ

ル
）

ℓ　
＜

 3
ｍ

2
0
0
㎡

に
つ

き
1
ヶ

所
以

上
、

2
0
0
㎡

以
下

は
2
ヶ

所
を

せ
ん

孔
に

よ
り

測
定

。

ｔ　
≧

 5
㎝

-
2
0

但
し

、
吹

付
面

に
凸

凹
が

あ
る

場
合

の
最

小
吹

付
厚

は
、

設
計

厚
の

5
0
％

以
上

と
し

、
平

均
厚

は
設

計
厚

以
上

。

法
長

 ℓ

ℓ　
≧

 3
ｍ

共 通 編

一 般 施 工

法 面 工 共 通（ ）

厚
さ

 ｔ

ｔ　
＜

 5
㎝

１
施

工
箇

所
毎

。
た

だ
し

、
計

測
手

法
に

つ
い

て
は

、
従

来
管

理
の

ほ
か

に
「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
 土

工
編

）
（
案

）
」
、

「
T

S
（
ノ

ン
プ

リ
）
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
 土

工
編

）
（
案

）
 」

、
「
R
T

K
-
G

N
S
S
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
土

工
編

）
（
案

）
」
で

規
定

す
る

出
来

形
計

測
性

能
を

有
す

る
機

器
を

用
い

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

ほ
か

、
「
地

上
型

レ
ー

ザ
ー

ス
キ

ャ
ナ

ー
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
 土

工
編

）
（
案

）
」
、

「
地

上
移

動
体

搭
載

型
レ

ー
ザ

ー
ス

キ
ャ

ナ
ー

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
土

工
編

）
（
案

）
」
で

規
定

す
る

出
来

形
計

測
性

能
を

有
す

る
機

器
を

用
い

る
こ

と
が

で
き

る
。
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編
章

節
条

枝
番

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
　
第
１
編
　
共
通
編
　

単
位
:㎜

工
　
　
　
種

測
定
基
準

測
定
箇
所

摘
　
　
要

測
　
定
　
項
　
目

規
格
値

1
3

1
9

2

1
2

4
1

掘
削

工

3
4

11

床
版

工

基
準

高
▽

±
2
0

鉄
筋

の
か

ぶ
り

設
計

値
以

上

基
準

高
は

、
1
径

間
当

た
り

2
ヶ

所
（
支

点
付

近
）

で
、

1
ヶ

所
当

た
り

両
端

と
中

央
部

の
3
点

、
幅

は
1

径
間

当
た

り
3
ヶ

所
、

厚
さ

は
型

枠
設

置
時

に
お

お
む

ね
1
0
㎡

に
1
ヶ

所
測

定
。

（
床

版
の

厚
さ

は
、

型
枠

検
査

を
も

っ
て

代
え

る
。

）

鉄
筋

の
有

効
高

さ
±

1
0

鉄
筋

間
隔

±
2
0

共 通 編

一 般 施 工

床 版 工
幅

 ｗ
0
～

＋
3
0

厚
さ

 ｔ
-
1
0
～

＋
2
0

1
径

間
当

た
り

3
断

面
(両

端
及

び
中

央
)測

定
。

1
断

面
の

測
定

箇
所

は
断

面
変

化
毎

1
ヶ

所
と

す
る

。

1
径

間
当

た
り

3
ヶ

所
(両

端
及

び
中

央
)測

定
。

1
ヶ

所
の

測
定

は
、

橋
軸

方
向

の
鉄

筋
は

全
数

、
橋

軸
直

角
方

向
の

鉄
筋

は
加

工
形

状
毎

に
2
m

の
範

囲
を

測
定

。
上

記
、

鉄
筋

の
有

効
高

さ
が

マ
イ

ナ
ス

の
場

合
±

1
0

共 通 編

土 工
河 川 ・ 海 岸 ・ 砂 防 土 工 等

法
長

 ℓ

掘
削

土
砂

の
最

大
粒

径
が

1
0
0

㎜
以

上
の

場
合

、
以

下
に

よ
る

こ
と

が
で

き
る

。
・
出

来
形

管
理

基
準

高
の

規
格

値
に

1
/
2
d
9
0

※
1

を
加

え
る

。
な

お
、

転
石

が
発

現
す

る
等

、
施

工
途

中
の

や
む

を
得

な
い

理
由

に
よ

り
規

格
値

を
満

足
で

き
な

い
場

合
は

、
監

督
員

と
協

議
し

、
範

囲
を

指
定

し
て

出
来

形
管

理
対

象
範

囲
か

ら
除

外
し

て
良

い
。

規
格

値
は

1
0
㎜

単
位

で
切

上
げ

と
す

る
。

※
1
　

d
9
0
：
累

積
分

布
の

お
け

る
9
0
％

粒
径

（
著

し
く

大
き

な
転

石
等

は
除

く
）
。

河
床

材
料

の
粒

径
調

査
は

簡
易

的
な

も
の

で
よ

い
。

・
出

来
高

管
理

設
計

数
量

以
上

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

。

ℓ　
＜

 5
ｍ

基
準

高
▽

±
5
0

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0

ｍ
）
に

つ
き

１
ヶ

所
、

延
長

4
0
ｍ

（
又

は
5
0
ｍ

）
以

下
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
２

ヶ
所

。
基

準
高

は
掘

削
部

の
両

端
で

測
定

。

た
だ

し
、

「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
土

工
編

）
（
案

）
」
ま

た
は

「
Ｒ

Ｔ
Ｋ

-
Ｇ

Ｎ
Ｓ

Ｓ
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
土

工
編

）
（
案

）
」

の
規

定
に

よ
り

測
点

に
よ

る
管

理
を

行
う

場
合

は
、

設
計

図
書

の
測

点
毎

。
基

準
高

は
掘

削
部

の
両

端
で

測
定

。

-
2
0
0

ℓ　
≧

 5
ｍ

法
長

-
4
%

基
準

高
▽

-
5
0

幅
　

ｗ
1
　

ｗ
2

-
1
0
0

共 通 編

土 工
河 川 ・ 海 岸 ・ 砂 防

土 工 等
法

長
 ℓ

ℓ　
＜

 5
ｍ

-
1
0
0

ℓ　
≧

 5
ｍ

法
長

-
2
％

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0

ｍ
）
に

つ
き

1
ヶ

所
、

延
長

4
0
ｍ

（
又

は
5
0
ｍ

）
以

下
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

基
準

高
は

各
法

肩
で

測
定

。

た
だ

し
、

「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
土

工
編

）
（
案

）
」
ま

た
は

「
Ｒ

Ｔ
Ｋ

-
Ｇ

Ｎ
Ｓ

Ｓ
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
土

工
編

）
（
案

）
」

の
規

定
に

よ
り

測
点

に
よ

る
管

理
を

行
う

場
合

は
、

設
計

図
書

の
測

点
毎

。
基

準
高

は
掘

削
部

の
両

端
で

測
定

。

盛
土

工

ℓ

33
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出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
　
第
１
編
　
共
通
編
　

単
位
:㎜

章
編

枝
番

種
工
　
　
　

測
定
基
準

測
定
箇
所

摘
　
　
要

測
　
定
　
項
　
目

規
格
値

11
4

2

111
4

5
4

11

4
5

11
Ｄ

ｄ
＝

ｄ
＝ 　
　　
　
n
-
１

基
準

高
▽

±
5
0

法
長

－
4
％

共 通 編

土 工
道 路 土 工

法
長

 ℓ

掘
削

工

ℓ　
＜

 5
ｍ

-
2
0
0

ℓ　
≧

 5
ｍ

施
工

延
長

4
0
ｍ

に
つ

き
１

ヶ
所

、
延

長
4
0
ｍ

以
下

の
も

の
は

１
施

工
箇

所
に

つ
き

２
ヶ

所
。

基
準

高
は

、
道

路
中

心
線

及
び

端
部

で
測

定
。

た
だ

し
、

「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
土

工
編

）
（
案

）
」
ま

た
は

「
Ｒ

Ｔ
Ｋ

-
Ｇ

Ｎ
Ｓ

Ｓ
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
土

工
編

）
（
案

）
」
の

規
定

に
よ

り
測

点
に

よ
る

管
理

を
行

う
場

合
は

、
設

計
図

書
の

測
点

毎
。

基
準

高
は

、
道

路
中

心
線

及
び

端
部

で
測

定
。

幅
 ｗ

-
1
0
0

-
1
0
0

幅
　

ｗ
1
　

ｗ
2

共 通 編

土 工
道 路 土 工

・ 4
法

長
 ℓ

ℓ　
＜

 5
ｍ

路
体

盛
土

工
路

床
盛

土
工

基
準

高
▽

ℓ　
≧

 5
ｍ

共 通 編

土 工
道 路 土 工

法
面

整
形

工
（
盛

土
部

）

厚
さ

　
ｔ

※
－

3
0

施
工

延
長

4
0
ｍ

に
つ

き
１

ヶ
所

、
延

長
4
0
ｍ

以
下

の
も

の
は

１
施

工
箇

所
に

つ
き

２
ヶ

所
。

基
準

高
は

、
道

路
中

心
線

及
び

端
部

で
測

定
。

た
だ

し
、

「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
土

工
編

）
（
案

）
」
ま

た
は

「
Ｒ

Ｔ
Ｋ

-
Ｇ

Ｎ
Ｓ

Ｓ
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
土

工
編

）
（
案

）
」
の

規
定

に
よ

り
測

点
に

よ
る

管
理

を
行

う
場

合
は

、
設

計
図

書
の

測
点

毎
。

基
準

高
は

、
道

路
中

心
線

及
び

端
部

で
測

定
。

-
1
0
0

±
5
0

法
長

－
2
％

Ｄ
 ：

 ｎ
本

間
の

長
さ

ｎ
 ：

 1
0
本

程
度

と
す

る
φ

：
 鉄

筋
径

工
事

の
規

模
に

応
じ

て
、

１
リ
フ

ト
、

１
ロ

ッ
ト
当

た
り

に
対

し
て

各
面

で
1
ヶ

所
以

上
測

定
す

る
。

最
小

か
ぶ

り
は

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
標

準
示

方
書

（
設

計
編

：
標

準
 7

編
2
章

 2
.1

）
参

照
。

た
だ

し
、

道
路

橋
示

方
書

の
適

用
を

受
け

る
橋

に
つ

い
て

は
、

道
路

橋
示

方
書

(Ⅲ
コ

ン
ク

リ
ー

ト
橋

・コ
ン

ク
リ
ー

ト
部

材
編

 5
.2

)に
よ

る
。

注
1
）
重

要
構

造
物

 か
つ

主
鉄

筋
に

つ
い

て
適

用
す

る
。

注
2
）
橋

梁
コ

ン
ク

リ
ー

ト
床

版
桁

（
Ｐ

Ｃ
橋

含
む

）
の

鉄
筋

に
つ

い
て

は
、

第
１

編
3
-
１

9
-
2
 床

版
工

を
適

用
す

る
。

注
3
）
新

設
の

コ
ン

ク
リ
ー

ト
構

造
物

（
橋

梁
上

・
下

部
工

お
よ

び
重

要
構

造
物

で
あ

る
内

空
断

面
積

2
5
㎡

以
上

の
ボ

ッ
ク

ス
カ

ル
バ

ー
ト
（
工

場
製

作
の

プ
レ

キ
ャ

ス
ト
製

品
は

全
て

の
工

種
に

お
い

て
対

象
外

）
）
の

鉄
筋

の
配

筋
状

況
及

び
か

ぶ
り

に
つ

い
て

は
、

「非
破

壊
試

験
に

よ
る

コ
ン

ク
リ
ー

ト
構

造
物

中
の

配
筋

状
態

及
び

か
ぶ

り
測

定
要

領
」
も

併
せ

て
適

用
す

る
。

施
工

延
長

4
0
ｍ

に
つ

き
1
ヶ

所
、

延
長

4
0
ｍ

以
下

の
も

の
は

１
施

工
箇

所
に

つ
き

2
ヶ

所
。

法
の

中
央

で
測

定
。

※
土

羽
打

ち
の

あ
る

場
合

に
適

用
。

平
均

間
隔

 ｄ

共 通 編

無 筋 、 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト

鉄 筋
か

ぶ
り

　
ｔ

組
立

て

±
φ

 か
つ

最
小

か
ぶ

り
以

上

±
φ

節
条

444

3

7
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出
来

形
管

理
基

準
及

び
規

格
値

　
第

１
編

　
共

通
編

単
位

：
m
m

章
編

枝
番

測
定

箇
所

摘
　

要

２
掘

削
土

砂
の

最
大

粒
径

が
1
0
0
㎜

以
上

の
場

合
、

以
下

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
。

・
出

来
形

管
理 個

々
の

計
測

値
お

よ
び

平
均

値
の

規
格

値
に

1
/
2
d
9
0

※
1
を

加
え

る
。

な
お

、
転

石
が

発
現

す
る

等
、

施
工

途
中

の
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

規
格

値
を

満
足

で
き

な
い

場
合

は
、

監
督

員
と

協
議

し
、

範
囲

を
指

定
し

て
出

来
形

管
理

対
象

範
囲

か
ら

除
外

し
て

良
い

。
規

格
値

は
1
0

㎜
単

位
で

切
上

げ
と

す
る

。
※

1
　

d
9
0
：

累
積

分
布

の
お

け
る

9
0
％

粒
径

（
著

し
く

大
き

な
転

石
等

は
除

く
）

。
河

床
材

料
の

粒
径

調
査

は
簡

易
的

な
も

の
で

よ
い

。

・
出

来
高

管
理

　
設

計
数

量
以

上
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

平
場

標
高

較
差

±
5
0

±
1
5
0

法
面

（
小

段
含

む
）

水
平

ま
た

は
標

高
較

差
±

7
0

±
1
6
0

平
均

値
個

々
の

計
測

値

１
．

３
次

元
デ

ー
タ

に
よ

る
出

来
形

管
理

に
お

い
て

「
地

上
型

レ
ー

ザ
ー

ス
キ

ャ
ナ

ー
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
土

工
編

）
（

案
）

」
、

「
空

中
写

真
測

量
（

無
人

航
空

機
）

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（

土
工

編
）

（
案

）
」

、
「

無
人

航
空

機
搭

載
型

レ
ー

ザ
ー

ス
キ

ャ
ナ

ー
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
土

工
編

）
（

案
）

」
、

「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（

土
工

編
）

（
案

）
」

、
「

Ｔ
Ｓ

（
ノ

ン
プ

リ
ズ

ム
方

式
）

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（

土
工

編
）

（
案

）
」

、
「

Ｒ
Ｔ

Ｋ
-

Ｇ
Ｎ

Ｓ
Ｓ

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（

土
工

編
）

（
案

）
」

、
ま

た
は

「
地

上
移

動
体

搭
載

型
レ

ー
ザ

ー
ス

キ
ャ

ナ
ー

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（

土
工

編
）

(
案

)
」

に
基

づ
き

出
来

形
管

理
を

面
管

理
で

実
施

す
る

場
合

、
そ

の
他

本
基

準
に

規
定

す
る

計
測

精
度

・
計

測
密

度
を

満
た

す
計

測
方

法
に

よ
り

出
来

形
管

理
を

実
施

す
る

場
合

に
適

用
す

る
。

２
．

個
々

の
計

測
値

の
規

格
値

に
は

計
測

精
度

と
し

て
±

5
0
m
m
が

含
ま

れ
て

い
る

。

３
．

計
測

は
平

場
面

と
法

面
（

小
段

を
含

む
）

の
全

面
と

し
、

全
て

の
点

で
設

計
面

と
の

標
高

較
差

ま
た

は
水

平
較

差
を

算
出

す
る

。
計

測
密

度
は

１
点

／
m
2
（

平
面

投
影

面
積

当
た

り
）

以
上

と
す

る
。

４
．

法
肩

、
法

尻
か

ら
水

平
方

向
に

±
５

c
m
以

内
に

存
在

す
る

計
測

点
は

、
標

高
較

差
の

評
価

か
ら

除
く

。
同

様
に

、
標

高
方

向
に

±
５

c
m
以

内
に

あ
る

計
測

点
は

水
平

較
差

の
評

価
か

ら
除

く
。

５
．

評
価

す
る

範
囲

は
、

連
続

す
る

一
つ

の
面

と
す

る
こ

と
を

基
本

と
す

る
。

規
格

値
が

変
わ

る
場

合
は

、
評

価
区

間
を

分
割

す
る

か
、

あ
る

い
は

規
格

値
の

条
件

の
最

も
厳

し
い

値
を

採
用

す
る

。

測
定

項
目

規
　

格
　

値
測

定
基

準

１ 共 通 編

４ 土 工

３ 河 川 ・ 海 岸 ・ 砂 防 土 工

２
掘

削
工

（
面

管
理

の
場

合
）

計
測

密
度

平
面

積
1点

／
m
2

天
端

部
の

計
測

点

法
面
部

の
計

測
点

小
段

平
場

節
条

種
工
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出
来

形
管

理
基

準
及

び
規

格
値

　
第

１
編

　
共

通
編

単
位

：
m
m

編
章

枝
番

　
測

定
箇

所
摘

　
要

測
定

項
目

規
　

格
　

値
測

定
基

準

２
３

１ 共 通 編

４ 土 工

３ 河 川 ・ 海 岸 ・ 砂 防 土 工

掘
削

工
（

水
中

部
）

（
面

管
理

の
場

合
）

平
均

値
個

々
の

計
測

値
１

．
３

次
元

デ
ー

タ
に

よ
る

出
来

形
管

理
に

お
い

て
「

音
響

測
深

機
器

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（

河
川

浚
渫

）
（

案
）

」
、

「
施

工
履

歴
ﾃ
ﾞ
ｰ
ﾀ
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
河

川
浚

渫
工

事
編

）
（

案
）

」
に

基
づ

き
出

来
形

管
理

を
面

管
理

で
実

施
す

る
場

合
、

そ
の

ほ
か

本
基

準
に

規
定

す
る

計
測

精
度

・
計

測
密

度
を

満
た

す
計

測
方

法
に

よ
り

出
来

形
管

理
を

実
施

す
る

場
合

に
適

用
す

る
。

２
．

個
々

の
計

測
値

の
規

格
値

に
は

計
測

精
度

と
し

て
±

1
0
0
m
m
が

含
ま

れ
て

い
る

。

３
．

計
測

は
平

場
面

と
法

面
の

全
面

と
し

、
す

べ
て

の
点

で
設

計
面

と
の

標
高

較
差

を
算

出
す

る
。

計
測

密
度

は
１

点
/
m
2
（

平
面

投
影

面
積

当
た

り
）

以
上

と
す

る
。

平
場

標
高

較
差

±
5
0

±
3
0
0

法
面

（
小

段
含

む
）

水
平

ま
た

は
標

高
較

差
±

7
0

±
3
0
0

３ 河 川 ・ 海 岸 ・ 砂 防 土 工

３
２

盛
土

工
（

面
管

理
の

場
合

）

天
端

標
高

較
差

-
5
0

-
1
5
0

法
面

4
割

＜
勾

配
標

高
較

差
-
5
0

-
1
7
0

法
面

4
割

≧
勾

配
（

小
段

含
む

）

平
均

値
個

々
の

計
測

値

１
．

３
次

元
デ

ー
タ

に
よ

る
出

来
形

管
理

に
お

い
て

「
地

上
型

レ
ー

ザ
ー

ス
キ

ャ
ナ

ー
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
土

工
編

）
（

案
）

」
、

「
空

中
写

真
測

量
（

無
人

航
空

機
）

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（

土
工

編
）

（
案

）
」

、
「

無
人

航
空

機
搭

載
型

レ
ー

ザ
ー

ス
キ

ャ
ナ

ー
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
土

工
編

）
（

案
）

」
、

「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（

土
工

編
）

（
案

）
」

、
「

Ｔ
Ｓ

（
ノ

ン
プ

リ
ズ

ム
方

式
）

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（

土
工

編
）

（
案

）
」

、
「

地
上

移
動

体
搭

載
型

レ
ー

ザ
ー

ス
キ

ャ
ナ

ー
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
土

工
編

）
(
案

)
」

ま
た

は
「

Ｒ
Ｔ

Ｋ
-
Ｇ

Ｎ
Ｓ

Ｓ
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
土

工
編

）
（

案
）

」
に

基
づ

き
出

来
形

管
理

を
面

管
理

で
実

施
す

る
場

合
、

そ
の

他
本

基
準

に
規

定
す

る
計

測
精

度
・

計
測

密
度

を
満

た
す

計
測

方
法

に
よ

り
出

来
形

管
理

を
実

施
す

る
場

合
に

適
用

す
る

。

２
．

個
々

の
計

測
値

の
規

格
値

に
は

計
測

精
度

と
し

て
±

5
0
m
m
が

含
ま

れ
て

い
る

。

３
．

計
測

は
天

端
面

と
法

面
（

小
段

を
含

む
）

の
全

面
と

し
、

全
て

の
点

で
設

計
面

と
の

標
高

較
差

を
算

出
す

る
。

計
測

密
度

は
１

点
／

m
2

（
平

面
投

影
面

積
当

た
り

）
以

上
と

す
る

。

４
．

法
肩

、
法

尻
か

ら
水

平
方

向
に

±
５

c
m
以

内
に

存
在

す
る

計
測

点
は

、
標

高
較

差
の

評
価

か
ら

除
く

。

５
．

評
価

す
る

範
囲

は
、

連
続

す
る

一
つ

の
面

と
す

る
こ

と
を

基
本

と
す

る
。

規
格

値
が

変
わ

る
場

合
は

、
評

価
区

間
を

分
割

す
る

か
、

あ
る

い
は

規
格

値
の

条
件

の
最

も
厳

し
い

値
を

採
用

す
る

。

標
高

較
差

-
6
0

-
1
7
0

※
た

だ
し

、
こ

こ
で

の
勾

配
は

、
鉛

直
方

向
の

長
さ

１
に

対
す

る
、

水
平

方
向

の
長

さ
Ｘ

を
Ｘ

割
と

表
し

た
も

の

１ 共 通 編

４ 土 工

天
端

小
段

計
測

密
度

平
面

積
1点

／
m
2

天
端

部
の

計
測

点

法
面
部

の
計

測
点

節
条

種
工
　
　
　



出
来

形
管

理
基

準
及

び
規

格
値

　
第

１
編

　
共

通
編

単
位

：
m
m

94-3
�������

－ 82-33 －

章
編編編

枝
番

工
測

定
箇

所
摘

　
要

測
定

項
目

規
　

格
　

値
測

定
基

準

平
場

標
高

較
差

±
5
0

±
1
5
0

法
面

（
小

段
含

む
）

水
平

ま
た

は
標

高
較

差
±

7
0

±
1
6
0

平
均

値
個

々
の

計
測

値

１ 共 通 編

４ 土 工

４ 道 路 土 工

２
２

掘
削

工
（

面
管

理
の

場
合

）

小
段

平
場

計
測

密
度

平
面

積
1点

／
m
2

天
端

部
の

計
測

点

法
面

部
の

計
測

点

節
条

種

１
．

３
次

元
デ

ー
タ

に
よ

る
出

来
形

管
理

に
お

い
て

「
地

上
型

レ
ー

ザ
ー

ス
キ

ャ
ナ

ー
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
土

工
編

）
（

案
）

」
、

「
空

中
写

真
測

量
（

無
人

航
空

機
）

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（

土
工

編
）

（
案

）
」

、
「

無
人

航
空

機
搭

載
型

レ
ー

ザ
ー

ス
キ

ャ
ナ

ー
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
土

工
編

）
（

案
）

」
、

「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（

土
工

編
）

（
案

）
」

、
「

Ｔ
Ｓ

（
ノ

ン
プ

リ
ズ

ム
方

式
）

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（

土
工

編
）

（
案

）
」

、
「

地
上

移
動

体
搭

載
型

レ
ー

ザ
ー

ス
キ

ャ
ナ

ー
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
土

工
編

）
(
案

)
」

ま
た

は
「

Ｒ
Ｔ

Ｋ
-
Ｇ

Ｎ
Ｓ

Ｓ
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
土

工
編

）
（

案
）

」
に

基
づ

き
出

来
形

管
理

を
面

管
理

で
実

施
す

る
場

合
、

そ
の

他
本

基
準

に
規

定
す

る
計

測
精

度
・

計
測

密
度

を
満

た
す

計
測

方
法

に
よ

り
出

来
形

管
理

を
実

施
す

る
場

合
に

適
用

す
る

。

２
．

個
々

の
計

測
値

の
規

格
値

に
は

計
測

精
度

と
し

て
±

5
0
m
m
が

含
ま

れ
て

い
る

。

３
．

計
測

は
平

場
面

と
法

面
（

小
段

を
含

む
）

の
全

面
と

し
、

全
て

の
点

で
設

計
面

と
の

標
高

較
差

ま
た

は
水

平
較

差
を

算
出

す
る

。
計

測
密

度
は

１
点

／
m
2
（

平
面

投
影

面
積

当
た

り
）

以
上

と
す

る
。

４
．

法
肩

、
法

尻
か

ら
水

平
方

向
に

±
５

c
m
以

内
に

存
在

す
る

計
測

点
は

、
標

高
較

差
の

評
価

か
ら

除
く

。
同

様
に

、
標

高
方

向
に

±
５

c
m
以

内
に

あ
る

計
測

点
は

水
平

較
差

の
評

価
か

ら
除

く
。

５
．

評
価

す
る

範
囲

は
、

連
続

す
る

一
つ

の
面

と
す

る
こ

と
を

基
本

と
す

る
。

規
格

値
が

変
わ

る
場

合
は

、
評

価
区

間
を

分
割

す
る

か
、

あ
る

い
は

規
格

値
の

条
件

の
最

も
厳

し
い

値
を

採
用

す
る

。

法
面

(
軟

岩
Ⅰ

)
(
小

段
含

む
）

水
平

ま
た

は
標

高
較

差
±

7
0

±
3
3
0
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要

測
定

項
目

規
　

格
　

値
測

定
基

準

２
平

均
値

個
々

の
計

測
値

１ 共 通 編

４ 土 工

４ 道 路 土 工

３ ４
路

体
盛

土
工

路
床

盛
土

工
（

面
管

理
の

場
合

）

天
端

標
高

較
差

±
5
0

±
1
5
0

法
面

（
小

段
含

む
）

標
高

較
差

±
8
0

±
1
9
0

天
端

小
段

計
測

密
度

平
面

積
1点

／
m
2

天
端

部
の

計
測

点

法
面

部
の

計
測

点

節
条

種
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１
．

３
次

元
デ

ー
タ

に
よ

る
出

来
形

管
理

に
お

い
て

「
地

上
型

レ
ー

ザ
ー

ス
キ

ャ
ナ

ー
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
土

工
編

）
（

案
）

」
、

「
空

中
写

真
測

量
（

無
人

航
空

機
）

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（

土
工

編
）

（
案

）
」

、
「

無
人

航
空

機
搭

載
型

レ
ー

ザ
ー

ス
キ

ャ
ナ

ー
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
土

工
編

）
（

案
）

」
、

「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（

土
工

編
）

（
案

）
」

、
「

Ｔ
Ｓ

（
ノ

ン
プ

リ
ズ

ム
方

式
）

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（

土
工

編
）

（
案

）
」

、
「

地
上

移
動

体
搭

載
型

レ
ー

ザ
ー

ス
キ

ャ
ナ

ー
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
土

工
編

）
(
案

)
」

ま
た

は
「

Ｒ
Ｔ

Ｋ
-
Ｇ

Ｎ
Ｓ

Ｓ
を

用
い

た
出

来
形

管
理

要
領

（
土

工
編

）
(
案

)
」

に
基

づ
き

出
来

形
管

理
を

面
管

理
で

実
施

す
る

場
合

、
そ

の
他

本
基

準
に

規
定

す
る

計
測

精
度

・
計

測
密

度
を

満
た

す
計

測
方

法
に

よ
り

出
来

形
管

理
を

実
施

す
る

場
合

に
適

用
す

る
。

２
．

個
々

の
計

測
値

の
規

格
値

に
は

計
測

精
度

と
し

て
±

5
0
m
m
が

含
ま

れ
て

い
る

。

３
．

計
測

は
天

端
面

と
法

面
（

小
段

を
含

む
）

の
全

面
と

し
、

全
て

の
点

で
設

計
面

と
の

標
高

較
差

を
算

出
す

る
。

計
測

密
度

は
１

点
／

m
2

（
平

面
投

影
面

積
当

た
り

）
以

上
と

す
る

。

４
．

法
肩

、
法

尻
か

ら
水

平
方

向
に

±
５

c
m
以

内
に

存
在

す
る

計
測

点
は

、
標

高
較

差
の

評
価

か
ら

除
く

。

５
．

評
価

す
る

範
囲

は
、

連
続

す
る

一
つ

の
面

と
す

る
こ

と
を

基
本

と
す

る
。

規
格

値
が

変
わ

る
場

合
は

、
評

価
区

間
を

分
割

す
る

か
、

あ
る

い
は

規
格

値
の

条
件

の
最

も
厳

し
い

値
を

採
用

す
る

。
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施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0
ｍ

）
に

つ
き

1
ヶ

所
、

延
長

4
0
ｍ

（
又

は
5
0

ｍ
）
以

下
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
護

岸
工

編
）
（
案

）
」
の

規
定

に
よ

る
測

点
の

管
理

方
法

を
用

い
る

こ
と

が
で

き
る

。

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0
ｍ

）
に

つ
き

1
ヶ

所
、

延
長

4
0
ｍ

（
又

は
5
0

ｍ
）
以

下
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
護

岸
工

編
）
（
案

）
」
の

規
定

に
よ

る
測

点
の

管
理

方
法

を
用

い
る

こ
と

が
で

き
る

。
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出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
　
第
６
編
　
道
路
編

単
位
:㎜

章
編

枝
番

種
工
　
　
　

測
定
箇
所

摘
　
　
要

9
2

66 6
4

2
6

踏
掛

版
工

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

）

（
ラ

バ
ー

シ
ュ

ー
）

（
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト
）

1
4

2
66 6

2
4

2
6

1
ヶ

所
／

1
施

工
箇

所
な

お
、

従
来

管
理

の
ほ

か
に

「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
舗

装
工

事
編

）
（
案

）
」
の

規
定

に
よ

る
測

点
の

管
理

方
法

を
用

い
る

こ
と

が
で

き
る

。

±
2
0

厚
さ

大
型

標
識

工
（
標

識
柱

工
）

大
型

標
識

工
（
標

識
基

礎
工

）

-
2
0
0

幅
 ｗ

1
 ｗ

2
-
3
0

±
3
0

±
2
0

高
さ

 ｈ
-
3
0

測
定
基
準

延
長

 Ｌ

舗 装

道 路 編道 路 編

舗 装
標 識 工

舗 装
標 識 工踏 掛 板 工

道 路 編道 路 編

舗 装
排 水 構 造 物 工

測
　
定
　
項
　
目

規
格
値

排
水

性
舗

装
用

路
肩

排
水

工

基
準

高
▽

±
3
0

施
工

延
長

4
0
m

(測
点

間
隔

2
5
m

の
場

合
は

5
0
m

)
に

つ
き

1
ヶ

所
、

延
長

4
0
m

(又
は

5
0
m

)以
下

の
も

の
は

1
施

工
箇

所
に

つ
き

2
ヶ

所
。

な
お

、
従

来
管

理
の

ほ
か

に
「
Ｔ

Ｓ
等

光
波

方
式

を
用

い
た

出
来

形
管

理
要

領
（
舗

装
工

事
編

）
（
案

）
」
の

規
定

に
よ

る
測

点
の

管
理

方
法

を
用

い
る

こ
と

が
で

き
る

。

1
ヶ

所
／

１
踏

掛
版

設
計

値
以

上

基
礎

１
基

毎

1
ヶ

所
／

1
基

設
置

高
さ

 Ｈ

ア
ン

カ
ー

長
±

2
0

±
2
0

中
心

の
ず

れ

各
部

の
厚

さ

各
部

の
長

さ

1
ヶ

所
／

１
踏

掛
版

1
ヶ

所
／

１
踏

掛
版

全
数

。

全
数

。

基
準

高
±

2
0

全
数

。

各
部

の
長

さ

-

節
条

5 7 9 9
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反応抑制対策
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スラッジ水の濃度は１回／日
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１）測定した単位水量が、配合
設計±15㎏/m3の範囲にある場
合はそのまま施工してよい。
２）測定した単位水量が、配合
設計±15を超え±20㎏/m3の範
囲にある場合は、水量変動の原
因を調査し、生コン製造者に改
善を指示し、その運搬車の生コ
ンは打設する。その後、配合設
計±15㎏/m3以内で安定するま
で、運搬車の３台毎に１回、単
位水量の測定を行う。
なお、「15kg/m3以内で安定す
るまで」とは、2回連続して
15kg/m3以内の値を観測するこ
とをいう。
３）配合設計±20㎏/m3の指示
値を越える場合は、生コンを打
込まずに、持ち帰らせ、水量変
動の原因を調査し、生コン製造
者に改善を指示しなければなら
ない。その後の配合設計±
15kg/m3以内になるまで全運搬
車の測定を行う。
なお、測定値が管理値または指
示値を超えた場合は１回に限り
再試験を実施することができ
る。再試験を実施した場合は２
回の測定結果のうち、配合設計
との差の絶対値の小さい方で評
価してよい。



種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

品質管理基準及び規格値

工　　種

1 セメン
ト・コン
クリート
(転圧コン
クリー
ト・コン
クリート
ダム・覆
工コンク
リート・
吹付けコ
ンクリー
トを除
く）

施
工
後
試
験

必
須

ひび割れ調査 スケールによる
測定

0.2㎜ 本数
総延長
最大ひび割れ幅等

高さが、５ｍ以上の鉄筋コンク
リート擁壁、内空断面積が２５
㎡以上の鉄筋コンクリートカル
バート類、橋梁上・下部工及び
高さが３ｍ以上の堰・水門・樋
門を対象（ただしいずれの工種
についてもプレキャスト製品及
びプレストレストコンクリート
は対象としない）とし構造物躯
体の地盤や他の構造物との接触
面を除く全表面とする。
フーチング・底版等で竣工時に
地中、水中にある部位について
は竣工前に調査する。
ひび割れ幅が0.2mm以上の場合
は、「ひび割れ発生状況の調
査」を実施する。

テストハンマーに
よる強度推定調査

JSCE-G 504-2013 設計基準強度 鉄筋コンクリート擁壁及びカル
バート類で行う。その他の構造
物については強度が同じブロッ
クを１構造物の単位とし、各単
位につき３ヶ所の調査を実施。
また、調査の結果、平均値が設
計基準強度を下回った場合と、
１回の試験結果が設計基準強度
の８５％以下となった場合は、
その箇所の周辺において、再調
査を５ヶ所実施。
材齢２８日～９１日の間に試験
を行う。

高さが、５ｍ以上の鉄筋コンク
リート擁壁、内空断面積が２５
㎡以上の鉄筋コンクリートカル
バート類、橋梁上・下部工及び
高さが３ｍ以上の堰・水門・樋
門を対象。（ただしいづれの工
種についてもプレキャスト製品
及びプレストレストコンクリー
トは対象としない。）また、再
調査の平均強度が、所定の強度
が得られない場合、もしくは
１ヶ所の強度が設計強度の８
５％を下回った場合は、コアに
よる強度試験を行う。
工期等により、基準期間内に調
査を行えない場合は監督員と協
議するものとする。

施
工
後
試
験

そ
の
他

コアによる強度試
験

JIS A 1107 設計基準強度 所定の強度を得られない箇所付
近において、原位置のコアを採
取。

コア採取位置、供試体の抜き取
り寸法等の決定に際しては、設
置された鉄筋を損傷させないよ
う十分な検討を行う。
圧縮強度試験の平均強度が所定
の強度が得られない場合、もし
くは１ヶ所の強度が設計強度の
８５％を下回った場合は、監督
員と協議するものとする。

微破壊・非破壊試
験による強度測定
調査

生コンクリートの
取り扱いマニュア
ルによる。

同左 同左 同左

非破壊試験による
配筋状態及びかぶ
り測定調査

生コンクリートの
取り扱いマニュア
ルによる。

同左 同左 同左

2 ガス圧接 外観検査 ・目視
圧接面の
研磨状況

　　たれ下がり
　　焼き割れ
　　等

・ノギス等に
よる計測

（詳細外観検査）
　　軸心の偏心
　　ふくらみ
　　ふくらみの

長さ
　　圧接部のずれ
　　折れ曲がり
　　等

施
工
前
試
験

必
須

　(次頁に続く)

�	
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熱間押抜法の場合

①ふくらみを押抜いた後の圧接面
に対応する位置の割れ、へこみが
ない
②ふくらみの長さが1.1倍以上。た
だし、SD490の場合は1.2倍以上
③鉄筋表面にオーバーヒートによ
る表面不整があってはならない。
④その他有害（著しい折れやボル
トによる締付け傷等）と認められ
る欠陥があってはならない。

熱間押抜法以外の場合
①軸心の偏心が鉄筋径（径が異な
る場合は、細い方の鉄筋）の1/5
以下。
②ふくらみは鉄筋径（径が異なる
場合は、細い方の鉄筋）の1.4倍
以上。ただし、両方又はいずれか
一方の鉄筋がSD490の場合は1.5倍
以上。
③ふくらみの長さが鉄筋径（径が
異なる場合は、細い方の鉄筋）の
1.1倍以上。ただし、両方又はい
ずれか一方の鉄筋がSD490の場合
は1.2倍以上。
④ふくらみの頂点と圧接部のずれ
が鉄筋径（径が異なる場合は、細
い方の鉄筋）の1/4以下
⑤折れ曲がりの角度が2°以下。
⑥片ふくらみの差が鉄筋径（径が
異なる場合は、細い方の鉄筋）の
1/5以下。
⑦垂れ下がり、へこみ、焼き割れ
が著しくない。
⑧その他有害と認められる欠陥が
あってはならない。

鉄筋メーカー、圧接作業班、鉄筋
径毎に自動ガス圧接の場合は各2
本、手動ガス圧接及び熱間押抜ガ
ス圧接の場合は各3本のモデル供
試体を作成し実施する。

・モデル供試体の作成は、実際の
作業と同一条件・同一材料で行
う。直径19mm未満の鉄筋について
手動ガス圧接、熱間押抜ガス圧接
を行う場合、監督員と協議の上、
施工前試験を省略することができ
る。
(1)SD490以外の鉄筋を圧接する場
合
・手動ガス圧接及び熱間押抜ガス
圧接を行う場合、材料、施工条件
などを特に確認する必要がある場
合には、施工前試験を行う。
・特に確認する必要がある場合と
は、施工実績の少ない材料を使用
する場合、過酷な気象条件・高所
などの作業環境下での施工条件、
圧接技量資格者の熟練度などの確
認が必要な場合などである。
・自動ガス圧接を行う場合には、
装置が正常で、かつ装置の設定条
件に誤りのないことを確認するた
め、施工前試験を行わなければな
らない。
(2)SD490の鉄筋を圧接する場合
手動ガス圧接、自動ガス圧接、熱
間押抜法のいずれにおいても、施
工前試験を行わなければならな
い。
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種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準　工工　

2 ガス圧接 施
工
後
試
験

必
須

外観検査 ・目視
圧接面の

研磨状況
　　たれ下がり
　　焼き割れ
　　等

・ノギス等に
よる計測

（詳細外観検査）
　　軸心の偏心
　　ふくらみ
　　ふくらみの

長さ
　　圧接部のずれ
　　折れ曲がり
　　等

・目視は全数実施する。
・特に必要と認められたものに
対してのみ詳細外観検査を行
う。

熱間押抜法の場合
①ふくらみを押抜いた後の圧接
面に対応する位置の割れ、へこ
みがない
②ふくらみの長さが1.1倍以上。
ただし、SD490の場合は1.2倍以
上
③鉄筋表面にオーバーヒートに
よる表面不整があってはならな
い。
④その他有害（著しい折れやボ
ルトによる締付け傷等）と認め
られる欠陥があってはならな
い。

熱間押抜法の場合
・規格値を外れた場合は下記に
よる。いずれの場合も監督員の
承諾を得る。
・①②③は、再加熱、再加圧、
押抜きを行って修正し、修正後
外観検査を行う。
・④は、再加熱して修正し、修
正後外観検査を行う。

超音波探傷検査 JIS Z 3062 ・各検査ロットごとに30ヶ所の
ランダムサンプリングを行い、
超音波探傷検査を行った結果、
不合格ヶ所数が１ヶ所以下の時
はロットを合格とし、２ヶ所以
上のときはロットを不合格とす
る。
ただし、合否判定レベルは基準
レベルより-24db感度を高めたレ
ベルとする。

超音波探傷検査は抜取検査を原
則とする。
抜取検査の場合は、各ロットの
30ヶ所とし、1ロットの大きさは
200ヶ所程度を標準とする。 た
だし、１作業班が１日に施工し
たヶ所を１ロットとし、自動と
手動は別ロットとする。

規格値を外れた場合は、下記に
よる。
・不合格ロットの全数について
超音波探傷検査を実施し、その
結果不合格となった箇所は、監
督員の承認を得て、圧接部を切
り取って再圧接し、外観検査及
び超音波探傷検査を行う。

3 既製杭工 材
料

必
須

外観検査（鋼管
杭・コンクリート
杭・H鋼杭）

目視 目視により使用上有害な欠陥
（鋼管杭は変形など、コンク
リート杭はひび割れや損傷な
ど）がないこと。

設計図書による。

施
工

必
須

外観検査（鋼管
杭）

JIS A 5525 【円周溶接部の目違い】
外径700㎜未満：
　　許容値２㎜以下
外径700㎜以上1016㎜以下：
　　許容値３㎜以下
外径1016㎜を超え2000㎜以下：
　　許容値４㎜以下

・外径700㎜未満：上ぐいと下ぐ
いの外周長の差で表し、その差
を2㎜×π以下とする。
・外径700㎜以上1,016㎜以下：
上ぐいと下ぐいの外周長の差で
表し、その差を3㎜× π以下と
する。
・外径1,016㎜を超え2,000㎜以
下：上ぐいと下ぐいの外周長の
差で表し、その差を4㎜×π以下
とする。

鋼管杭・コンク
リート杭・H鋼杭
の現場溶接
浸透探傷試験（溶
剤除去性染色浸透
探傷試験）

JIS Z 2343
-1,2,3,4

われ及び有害な欠陥がないこ
と。

原則として全溶接箇所で行う。
ただし、施工方法や施工順序等
から全数量の実施が困難な場合
は監督員との協議により、現場
状況に応じた数量とすることが
できる。 なお、全溶接箇所の
10％以上は、JIS Z 2343-
1,2,3,4により定められた認定技
術者が行うものとする。
試験箇所は杭の全周とする。

鋼管杭・H鋼杭の
現場溶接
放射線透過試験

JIS Z 3104 JIS Z 3104の３類以上 原則として溶接20箇所毎に１ヶ
所とするが、施工方法や施工順
序等から実施が困難な場合は現
場状況に応じた数量とする。な
お、対象箇所では鋼管杭を４方
向から透過し、その撮影長は
30cm/１方向とする。
（20箇所毎に１ヶ所とは、溶接
を20箇所施工した毎にその20箇
所から任意の１ヶ所を試験する
ことである。）

熱間押抜法以外の場合
・規格値を外れた場合は以下に
よる。いずれの場合も監督員の
承諾を得る。
・①は、圧接部を切り取って再
圧接する。
・②③は、再加熱し、圧力を加
えて所定のふくらみに修正す
る。
・④は、圧接部を切り取って再
圧接する。
・⑤は、再加熱して修正する。
・⑥⑦は、圧接部を切り取って
再圧接する。

熱間押抜法以外の場合
①軸心の偏心が鉄筋径（径が異
なる場合は、細い方の鉄筋）の
1/5以下。
②ふくらみは鉄筋径（径が異な
る場合は、細い方の鉄筋）の1.4
倍以上。ただし、両方又はいず
れか一方の鉄筋がSD490の場合は
1.5倍以上。
③ふくらみの長さが鉄筋径（径
が異なる場合は、細い方の鉄
筋）の1.1倍以上。ただし、両方
又はいずれか一方の鉄筋がSD490
の場合は1.2倍以上。
④ふくらみの頂点と圧接部のず
れが鉄筋径（径が異なる場合
は、細い方の鉄筋）の1/4以下
⑤折れ曲がりの角度が2°以下。
⑥片ふくらみの差が鉄筋径（径
が異なる場合は、細い方の鉄
筋）の1/5以下。
⑦垂れ下がり、へこみ、焼き割
れが著しくない。
⑧その他有害と認められる欠陥
があってはならない。

　(次頁に続く)
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種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　　種

9 転圧コン
クリート

そ
の
他

モルタルの圧縮強
度による砂の試験

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶
液の色が標準色液の色より濃い
場合。

骨材中の粘土塊量
の試験

JIS A 1137 細骨材：1.0%以下
粗骨材：0.25%以下

工事開始前、材料の変更時 観察で問題なければ省略でき
る。

硫酸ナトリウムに
よる骨材の安定性
試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10%未満
粗骨材：12%以下

寒冷地で凍結のおそれのある地
点に適用する。

セメントの物理試
験

JIS R 5201 JIS R 5210
（ポルトランドセメント）
JIS R 5211
（高炉セメント）
JIS R 5212
（シリカセメント）
JIS R 5213
（フライアッシュセメント）
JIS R 5214
（エコセメント）

工事開始前、工事中１回/月以上

ポルトランドセメ
ントの化学分析

JIS R 5202 JIS R 5210
（ポルトランドセメント）
JIS R 5211
（高炉セメント）
JIS R 5212
（シリカセメント）
JIS R 5213
（フライアッシュセメント）
JIS R 5214
（エコセメント）

練混ぜ水の水質試
験

上水道水及び上水
道水以外の水の場
合：
JIS A 5308附属書
C

懸濁物質の量：2g/l以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/l以
下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発
は30分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及
び28日で90％以上

工事開始前及び工事中１回/年以
上及び水質が変わった場合。

上水道を使用してる場合は試験
に換え、上水道を使用してるこ
とを示す資料による確認を行
う。

回収水の場合：
JIS A 5308附属書
C

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発
は30分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及
び28日で90％以上

工事開始前及び工事中１回/年
以上及び水質が変わった場合。
スラッジ水の濃度は１回／日

その原水は上水道水及び上水道
水以外の水の規定に適合するも
のとする。

そ
の
他

計量設備の計量精
度

水：±1％以内
セメント：±1％以内
骨材　：±3％以内
混和材：±2％以内
（高炉スラグ微粉末の場合は±
1％以内）
混和剤：±3％以内

工事開始前、工事中１回/６月以
上

・レディーミクストコンクリー
トの場合、印字記録により確認
を行う。

ミキサの練混ぜ性
能試験

バッチミキサの
場合：
JIS A 1119
JIS A 8603-1
JIS A 8603-2

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
コンクリート内のモルタル量

の偏差率：0.8％以下
コンクリート内の単骨材量の

偏差率：5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
コンクリート内空気量の偏差

率：10％以下
コンシステンシー(スランプ)

の偏差率：15％以下

工事開始前及び工事中１回/年以
上。

・小規模工種で１工種当りの総
使用量が50m3未満の場合は１工
種１回以上。または、レディー
ミクストコンクリート工場（JIS
マーク表示認証工場）の品質証
明書等のみとすることができ
る。

連続ミキサの
場合：
土木学会規準
JSCE-I 502-2013

コンクリート中のモルタル単位
容積質量差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量
の差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

細骨材の表面水率
試験

JIS A 1111 設計図書による 2回/日以上 レディーミクスコンクリート以
外の場合に適用する。

粗骨材の表面水率
試験

JIS A 1125 設計図書による １回/日以上 レディーミクスコンクリート以
外の場合に適用する。

　(次頁に続く)

材
料

(

Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー

ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ

ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー

ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く

)
製
造

(

プ
ラ
ン
ト

)
(

Ｊ

Ｉ

Ｓ

マ
ー

ク

表

示

さ

れ

た

レ

デ
ィ

ミ

ク

ス

ト

コ

ン

ク

リ
ー

ト

を

使

用

す

る

場

合

は

除

く

)

������
�	


�����



������

�����

�	




種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　　種

15 補強土壁
工

現場密度の測定
※右記試験方法
（3種類）のいず
れかを実施する。

最大粒径≦53㎜：
JIS A 1214

最大粒径＞53㎜：
舗装調査・試験法
便覧 [4]-185
突砂法

次の密度への締固めが可能な範
囲の含水比において、最大乾燥
密度の95％以上（締固め試験
（JIS A 1210）A・B法）もしく
は90％以上（締固め試験（JIS
A1210）C・D・E法）
ただし、JIS A 1210 C・D・E法
での管理は、標準の施工仕様よ
りも締固めエネルギーの大きな
転圧方法（例えば、標準よりも
転圧力の大きな機械を使用する
場合や１層あたりの仕上り厚を
薄くする場合）に適用する。
または、設計図書による。

500m3につき１回の割合で行う。
ただし、1,500m3未満の工事は1
工事当たり3回以上。
1回の試験につき3孔で測定し、3
孔の最低値で判定を行う。

・橋台背面アプローチ部におけ
る規格値は、下記の通りとす
る。
（締固め試験（JIS A 1210）C・
D・E法）
【一般の橋台背面】
平均92％以上、かつ最小90％以
上
【インテグラルアバット構造の
橋台背面】
平均97％以上、かつ最小95％以
上

または、
RI計器を用いた盛
土の締固め管理要
領（案）

次の密度への締固めが可能な範
囲の含水比において、1管理単位
の現場乾燥密度の平均値が最大
乾燥度密度の97％以上（締固め
試験（JIS A 1210）A・B法）も
しくは92％以上（締固め試験
（JIS A 1210）C・D・E法）。
ただし、JIS A 1210 C・D・E法
での管理は、標準の施工仕様よ
りも締固めエネルギーの大きな
転圧方法（例えば、標準よりも
転圧力の大きな機械を使用する
場合や１層あたりの仕上り厚を
薄くする場合）に適用する。
または、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理
単位｣)に分割して管理単位ごと
に管理を行うものとする。
路体、路床とも、1日の1層あた
りの施工面積を基準とする。管
理単位の面積は1,500㎡を標準と
し、1日の施工面積が2,000㎡以
上の場合、その施工面積を２管
理単位以上に分割するものとす
る。1管理単位あたりの測定点数
の目安を下表に示す。

・最大粒径＜100㎜の場合に適用
する。
・左記の規格値を満たしていて
も、規格値を著しく下回ってい
る点が存在した場合は、監督員
と協議の上で、（再）転圧を行
うものとする。
・橋台背面アプローチ部におけ
る規格値は、下記の通りとす
る。
（締固め試験（JIS A 1210）C・
D・E法）
【一般の橋台背面】
平均92％以上、かつ最小90％以
上
【インテグラルアバット構造の
橋台背面】
平均97％以上、かつ最小95％以
上

または、
「ＴＳ・ＧＮＳＳ
を用いた盛土の締
固め情報化施工管
理要領」による

施工範囲を小分割した管理ブ
ロックの全てが規定回数だけ締
め固められたことを確認する。
ただし、路肩から１ｍ以内と締
固め機械が近寄れない構造物周
辺は除く。

１．盛土を管理する単位（以下
「管理単位」）に分割して管理
単位毎に管理を行う。
２．管理単位は築堤、路体路床
とも１日の１層当たりの施工面
積は1,500㎡を標準とする。ま
た、１日の施工面積が2,000㎡以
上の場合、その施工面積を２管
理単位以上に分割するものとす
る。
３．１日の施工が複数層に及ぶ
場合でも１管理単位を複数層に
またがらせることはしないもの
とする。
４．土取り場の状況や土質状況
が変わる場合には、新規の管理
単位として取り扱うものとす
る。

16 吹付工 材
料

必
須

アルカリシリカ
反応抑制対策

生コンクリートの
取り扱いマニュア
ル

生コンクリートの取り扱い
マニュアルによる。

骨材試験を行う場合は、工事開
始前、工事中１回/６ヶ月以上及
び産地が変わった場合。

骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

設計図書による。 工事開始前、工事中１回/月以上
及び産地が変わった場合。

骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨
材、フェロニッケルスラグ細骨
材、銅スラグ細骨材の規格値に
ついては摘要を参照）

JIS A 5005（コンクリート用砕
砂及び砕石）
JIS A 5011-1（コンクリート用
スラグ骨材－第１部：高炉スラ
グ）
JIS A 5011-2（コンクリート用
スラグ骨材－第２部：フェロ
ニッケルスラグ骨材）
JIS A 5011-3（コンクリート用
スラグ骨材－第３部：銅スラグ
骨材）
JIS A 5011-4（コンクリート用
スラグ骨材－第４部：電気炉酸
化スラグ骨材）
JIS A 5021（コンクリート用再
生骨材Ｈ）

　(次頁に続く)
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施
工

必
須

面積

(㎡) 500 未満 500 以上 
1000 未満 

1000 以上 
2000 未満 

測定

点数 5 10 15 
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スラッジ水の濃度は１回／日
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１)測定した単位水量が、配合
設計±15㎏/m3の範囲にある場
合はそのまま施工してよい。
２)測定した単位水量が、配合
設計±15を超え±20㎏/m3の範
囲にある場合は、水量変動の原
因を調査し、生コン製造者に改
善を指示し、その運搬車の生コ
ンは打設する。その後、配合設
計±15㎏/m3以内で安定するま
で、運搬車の３台毎に１回、単
位水量の測定を行う。
なお、「15kg/m3以内で安定す
るまで」とは、2回連続して
15kg/m3以内の値を観測するこ
とをいう。
３）配合設計±20㎏/m3の指示
値を越える場合は、生コンを打
込まずに、持ち帰らせ、水量変
動の原因を調査し、生コン製造
者に改善を指示しなければなら
ない。その後の配合設計±
15kg/m3以内になるまで全運搬
車の測定を行う。
なお、測定値が管理値または指
示値を超えた場合は１回に限り
再試験を実施することができ
る。再試験を実施した場合は２
回の測定結果のうち、配合設計
との差の絶対値の小さい方で評
価してよい。



������

�����

�	




シリカ
反応抑制

������

�����

�	


スラッジ水の濃度は１回／日



������

�����

�	�

１)測定した単位水量が、配合
設計±15㎏/m3の範囲にある場
合はそのまま施工してよい。
２)測定した単位水量が、配合
設計±15を超え±20㎏/m3の範
囲にある場合は、水量変動の原
因を調査し、生コン製造者に改
善を指示し、その運搬車の生コ
ンは打設する。その後、配合設
計±15㎏/m3以内で安定するま
で、運搬車の３台毎に１回、単
位水量の測定を行う。
なお、「15kg/m3以内で安定す
るまで」とは、2回連続して
15kg/m3以内の値を観測するこ
とをいう。
３）配合設計±20㎏/m3の指示
値を越える場合は、生コンを打
込まずに、持ち帰らせ、水量変
動の原因を調査し、生コン製造
者に改善を指示しなければなら
ない。その後の配合設計±
15kg/m3以内になるまで全運搬
車の測定を行う。
なお、測定値が管理値または指
示値を超えた場合は１回に限り
再試験を実施することができ
る。再試験を実施した場合は２
回の測定結果のうち、配合設計
との差の絶対値の小さい方で評
価してよい。
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ひび割れ幅が0.2㎜以上の場合
は、「ひび割れ発生状況の調
査」を実施する。

シリカ
反応抑制
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スラッジ水の濃度は１回／日
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試験片の採取位置：「日本道路
協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ
鋼橋・鋼部材編20.8.4溶接施工
法　図-20.8.2衝撃試験片
試験片の個数：各部位につき３

「日本道路協会道
路橋示方書・同解
説」Ⅱ鋼橋・鋼部
材編20.8.6外部き
ず検査　20.8.7内
部きず検査の規定
による

・溶接方法は「日本道路協会道
路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋・
鋼部材編20.8.4溶接施工法　
図-20.8.1開先溶接試験溶接方法
による。
・なお、過去に同等もしくはそ
れ以上の条件で溶接施工試験を
行い、かつ施工経験をもつ工場
では、その時の試験報告書に
よって判断し、溶接施工試験を
省略することができる。
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試験片の形状：「日本道路協会
道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼
橋・鋼部材編20.8.4溶接　
図-20.8.3すみ肉溶接試験（マ
クロ試験）溶接方法及び試験片
の形状
試験片の個数：1

・溶接方法は「日本道路協会道
路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋・
鋼部材編20.8.4溶接施工法
図-20.8.3すみ肉溶接試験（マ
クロ試験）溶接方法及び試験
片の形状による。
・なお、過去に同等もしくはそ
れ以上の条件で溶接施工試験
を行い、かつ施工経験をもつ
工場では、その時の試験報告
書によって判断し、溶接施工
試験を省略することができる。

突合せ溶接継手
の内部欠陥に対
する検査

・「日本道路協会道路橋示方書・同
解説」 Ⅱ鋼橋・鋼部材編 表-解
20.8.6及び表-解20.8.7に各継手の強
度等級を満たす上での内部きず寸法
の許容値が示されている。なお、表-
解20.8.6及び表-解20.8.7に示されて
いない強度等級を低減させた場合な
どの継継手の内部きず寸法の許容値
は、「日本道路協会道路橋示方書・
同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部材編 8.3.2継
手の強度等級に示されている。

検査体制、検査方法を明確にし
た上で目視検査する。目視は全
延長実施する。ただし、判定が
困難な場合は磁粉探傷法または
浸透液探傷法を用いる。

断面に考慮する突合せ溶接継
手、十字溶接継手、Ｔ溶接継
手、角溶接継手には、ビード表
面にビットがあってはならな
い。その他のすみ肉溶接及び部
分溶込み開先溶接には、１継手
につき３個又は継手長さ１ｍに
つき３個まで許容するものとす
る。ただし、ビットの大きさが
１㎜以下の場合は、３個を１個
として計算するものとする。

「日本道路協会道路橋示方書・
同解説」 Ⅱ鋼橋・鋼部材編
20.8.6外部きず検査の規定によ
る

「日本道路協会道路橋示方書・同解
説」Ⅱ 鋼橋・鋼部材編 表解20.8.4
及び表-解20.8.5に各継手の強度等
級を満たすうえでのアンダーカット
の許容値が示されている。表-解
20.8.4及び表-解20.8.5に示されて
いない継手のアンダーカットの許容
値は、「日本道路協会道路橋示方
書・同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部材編
8.3.2継手の強度等級に示されてい
る。
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種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準

33 溶接工 外観検査（余盛高
さ）

設計図書による。
設計図書に特に仕上げの指定の
ない開先溶接は，以下に示す範
囲内の余盛りは仕上げなくてよ
い。余盛高さが以下に示す値を
超える場合は、ビード形状、特
に止端部を滑らかに仕上げるも
のとする。

ビード幅(B[mm])余盛高さ
(h[mm])　 B＜15　 　: h≦3
15≦B＜25 : h≦4
25≦B　  : h≦（4／25）・B

検査体制、検査方法を明確にし
た上で目視検査する。目視は全
延長実施する。

外観検査（アーク
スタッド）

・余盛り形状の不整：余盛りは
全周にわたり包囲していなけれ
ばならない。なお、余盛りは高
さ１㎜、幅0.5㎜以上
・割れ及びスラグ巻込み：あっ
てはならない。
・アンダーカット：鋭い切欠状
のアンダーカットがあってはな
らない。ただし、グラインダー
仕上げ量が0.5㎜以内に納まるも
のは仕上げて合格とする。
・スタッドジベルの仕上り高
さ：（設計値±２㎜）を超えて
はならない。

施
工

そ
の
他

ハンマー打撃試験 ハンマー打撃 われなどの欠陥を生じないもの
を合格。

外観検査の結果が不合格となっ
たスタッドジベルについて全
数。
外観検査の結果が合格のスタッ
ドジベルの中から１％について
抜取り曲げ検査を行なうものと
する。

・余盛が包囲していないスタッ
ドジベルは、その方向と反対の
15°の角度まで曲げるものとす
る。
・15°曲げても欠陥の生じない
ものは、元に戻すことなく、曲
げたままにしておくものとす
る。

38 土の含水比試験 JIS A 1203

土の湿潤密度試験 JIS G 0191

テーブルフロー試
験

JIS R 5201

土の一軸圧縮試験
　(改良体の強度)

JIS A 1216

土粒子の密度試験 JIS A 1202

土の粒度試験 JIS A 1204

土の液性限界・塑
性限界試験

JIS A 1205

土の一軸圧縮試験 JIS A 1216

土の圧密試験 JIS A 1217

土懸濁液のpH試験 JGS 0211

土の強熱減量試験 JGS 0221

深度方向の品質確
認（均質性）

試料採取器または
ボーリングコアの
目視確認

採取した試料のフェノールフタ
レイン反応試験による均質性の
目視確認

1,000m3～4,000m3につき1回の割
合で行う。
試料採取器またはボーリングコ
アで採取された改良体上、中、
下において連続されて改良され
ていることをフェノールフタレ
イン反応試験により均質性を目
視確認する。
現場の条件、規模等により上記
によりがたい場合は監督員の指
示による。

1.実施頻度は、監督員との協議
による。
2.ボーリング等により供試体を
採取する。

土の一軸圧縮試験
　(改良体の強度)

JIS A 1216 ①各供試体の試験結果は改良地
盤設計強度の85％以上。
②1回の試験結果は改良地盤設計
強度以上。
なお、1回の試験とは3個の供試
体の試験値の平均値で表したも
の

1,000m3～4,000m3につき1回の割
合で行う。
試験は改良体について上、中、
下それぞれ1供試体で1回とす
る。
現場の条件、規模等により上記
によりがたい場合は監督員の指
示による。

実施頻度は、監督員との協議に
よる。

施
工

必
須

中層混合
処理
※全面改
良の場合
に適用。
混合処理
改良体
（コラ
ム）を造
成する工
法には適
用しない

材
料

必
須

設計図書による。 当初及び土質の変化したとき。 配合を定めるための試験であ
る。

そ
の
他

設計図書による。 土質の変化したとき必要に応じ
て実施る。

有機質土の場合は必要に応じて
実施する
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　また、写真を映像と読み替えることも可とする。
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リズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを

用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた

出来形管理要領（土工編）（案）」、「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来

形管理要領（土工編）（案）」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた

出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用

いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出

来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領

（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形

管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管

理要領（舗装工事編）（案）」による出来形管理を行った場合には、出来形管理

写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか同要領の規定による。

　また、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領（案）」による品質

管理を行った場合には、品質管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基

準のほか、同要領の規定による。 

※３次元データを用いた出来形管理等を実施する上での技術基準類は国土交通

省のものを使用する。

（写真の省略） 

５．工事写真は次の場合に省略する。 

（１）品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備で

きる場合は、撮影を省略する。 

（２）出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管

理状況のわかる写真を工種ごとに１回撮影し、後は撮影を省略する。

（３）監督員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略す

　る。臨場時の状況写真は不要。

（写真の編集等） 

６．写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。ただし、デジタル工事写真

　の小黒板情報の電子的記入は、これに当たらない。

（撮影の仕様） 

７．写真の色彩やサイズは以下のとおりとする。 

(1) 写真はカラーとする

(2) 有効画素数は小黒板の文字が判読できることを指標とする。縦横比は

3：4 程度とする。 

（100 万画素程度～300 万画素程度＝1,200×900 程度～2,000×1,500 程度）
　映像と読み替える場合は、以下も追加する。
（3）夜間など通常のカメラによる撮影が困難な場合は、赤外線カメラを用

いる等確認可能な方法で撮影する。

������

（情報化施工及び3次元データによる施工管理） 

４．「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「ＴＳ（ノンプ



（４）撮影箇所一覧表に記載のない工種については監督員と写真管理項目を協

議のうえ取り扱いを定めるものとする。 

（整理提出） 

９．撮影箇所一覧表の「撮影頻度」に基づいて撮影した写真原本を電子媒体に格

納し、監督員に提出するものとする。 

 写真ファイルの整理及び電子媒体への格納方法（各種仕様）は「デジタル写

真管理情報基準」に基づくものとする。 

 なお、電子媒体で提出しない場合は、「フィルムカメラを使用した場合の写

真管理基準（案）国土交通省」に準拠する。 

（その他） 

10．撮影箇所一覧表の整理条件の用語の定義 

（１）代表箇所とは、当該工種の代表箇所でその仕様が確認できる箇所をいう。 

（２）適宜とは、設計図書の仕様が写真により確認できる必要最小限の箇所や

枚数のことをいう。 

（３）不要とは、「デジタル写真管理情報基準 国土交通省」に準拠し、写真管

理項目にある 「提出頻度写真」に該当しないことをいう。
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（撮影の留意事項） 

８．別紙撮影箇所一覧表の適用について、以下を留意するものとする。 

（１）「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督員の

指示により追加、削減するものとする。 

(２) 不可視となる出来形部分については、出来形寸法（上墨寸法含む）が確

認できるよう、特に注意して撮影するものとする。 

（３）撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図（撮影位置図、

平面図、凡例図、構造図など）を参考図として作成する。 

（4）フレームレートは、実速度で撮影する場合は、30fps程度を基本とする。

高倍速での視聴を目的とする場合は、監督員と協議の上、撮影時に必要

　な間隔でタイムラプス映像を撮影することができる。 
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撮　影　箇　所　一　覧　表

�������	


撮影項目 撮影頻度〔時期〕 提出頻度

着手前 全景又は代表部分写真 着手前1回〔着手前〕 着手前1枚

完成 全景又は代表部分写真 施工完了後1回〔完成後〕 施工完了後1枚
月１回

〔月末〕

〔施工中〕

創意工夫・社会性等に関
する実施状況が確認でき
るように適宜

〔施工中〕

１施工箇所に１回 代表箇所
〔施工前後〕 １枚

必要に応じて

〔発生時〕
ただし、「空中写真測量
（無人航空機）を用いた出
来形管理要領（土工編）
（案）」による場合は、撮
影毎に1回

〔発生時〕

ただし、「ＴＳ等光波方式
を用いた出来形管理要領
（土工編）（案）」、「Ｔ
Ｓ（ノンプリズム方式）を
用いた出来形管理要領（土
工編）（案）」、「ＲＴＫ
－ＧＮＳＳを用いた出来形
管理要領（土工編）
（案）」、「地上型レー
ザースキャナーを用いた出
来形管理要領（土工編）
（案）」、「無人航空機搭
載型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（土
工編）（案）」、「地上移
動体搭載型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要
領（土工編）（案）」によ
る場合は、計測毎に1回

〔発生時〕

不要

ただし、「空中写真測量
（無人航空機）を用いた
出来形管理要領（土工
編）（案）」による場合
は、写真測量に使用した
すべての画像（ICONフォ
ルダに格納）

ただし、「ＴＳ等光波方
式を用いた出来形管理要
領（土工編）（案）」、
「ＴＳ（ノンプリズム方
式）を用いた出来形管理
要領（土工編）
（案）」、「ＲＴＫ－Ｇ
ＮＳＳを用いた出来形管
理要領（土工編）
（案）」、「地上型レー
ザースキャナーを用いた
出来形管理要領（土工
編）（案）」、「無人航
空機搭載型レーザース
キャナーを用いた出来形
管理要領（土工編）
（案）」、「地上移動体
搭載型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理
要領（土工編）（案）」
による場合は、代表箇所
各１枚

各種類毎に1回

〔設置後〕

各種類毎に1回

〔設置後〕

各１回

〔作業中〕

実施毎に1回

〔実施中〕

各品目毎に1回

〔使用前〕

各品目毎に1回

各品目毎に1回

〔検査時〕

不可視部分の施工 適宜 適宜

不可視部分の施工 適宜

その都度    〔被災前〕

〔被災直後〕

〔被災後〕

被災状況
及び被災規模等

適宜

適宜

検査実施状況

監督員と協議事項

別添 撮影箇所一覧表（品質管理）に準じて撮影

全編共通
（第11編　
水道・工業
用水道編除
く）

被災状況災害

工事施工中

着手前・
完成

使用材料使用材料

品質管理

出来形管理

施工状況

実施状況資料
に添付する。

品質証明に添
付する。

出来形管理基準が
定められていない

形状寸法、使用数量、
保管状況

不要

別添 撮影箇所一覧表（出来形管理）に準じて撮影

品質証明
（JISマーク表示）

創意工夫・社
会性等に関す
る実施状況の
提出資料に添
付

各種標識類の
設置状況

施工中の写真

図面と現地との不一致
の写真

工種、種別毎に設計図
書、施工計画書に従い施
工していることが確認で
きるように適宜

適宜

工事打合簿に
添付する。

不要

不要

使用材料、仮設状況、
形状寸法

写真管理項目

不要

仮設(指定仮設)

安全管理
監視員
交通整理状況

全景又は代表部分の
工事進捗状況

編 摘　要区分

安全訓練等の実施状況

各種保安施設の
設置状況

安全管理

一致図面との不

不要
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撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度
番号 工種

写　真　管　理　項　目
摘　要

塩化物総量規制

コンクリートの圧縮強度試験 圧縮強度試験に
使用したコンク
リートの供試体
が、当該現場の
供試体であるこ
とが確認できる
もの。

スランプ試験

空気量測定

モルタルの圧縮強度試験

モルタルのフロー値試験

ロックボルトの引抜き試験 適宜

修正CBR試験

土の粒度試験

土の含水比試験

土の液性限界・塑性限界試験

現場密度の測定

土の一軸圧縮試験

CAEの一軸圧縮試験

含水比試験

現場密度の測定

温度測定

かきほぐし深さ

粒度

粒度

温度測定

水浸ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験

ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験

ﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞ試験

ｶﾝﾀﾌﾞﾛ試験

温度測定

現場透水試験

現場密度の測定

外観検査

再生アスファルト量

水浸ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験

ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験

ﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞ試験

外観検査

温度測定

現場密度の測定

粒度30 合材の種類毎に１回
[試験実施中]

不要

25 吹付けコンクリート
(NATM)

吹付コンクリートの初期強度 トンネル施工延長40mごとに1
回

配合毎に１回
[試験実施中]

品質に変化が認められた場合
[試験実施中]

26

不要

配合毎に１回
[試験実施中]

ロックボルト
(NATM)

アスファルト量抽出粒度分析試
験

コアによる強度試験 品質に異常が認められた場合
[試験実施中]

不要

路上再生路盤工
(施工)

材料毎に１回
[試験実施中]

路上表層再生工
(材料)

材料毎に１回
[試験実施中]

不要

不要

路上再生路盤工
(材料)

旧アスファルトの軟化点

プラント再生舗装工
(プラント)

排水性舗装工・透水性
舗装工
(舗設現場)

合材の種類毎に１回
[試験実施中]

29 排水性舗装工・透水性
舗装工
(プラント)

プラント再生舗装工
(舗設現場)

27

材料毎に１回
[試験実施中]

不要

旧アスファルト針入度28

路上表層再生工
(施工)

材料毎に１回
[試験実施中]

アスファルト量抽出粒度分析試
験
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撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度
番号 工種

写　真　管　理　項　目
摘　要

表面粗さ

ノッチ深さ

スラグ

上縁の溶け

平面度

ベベル精度

真直度

引張試験

型曲げ試験

衝撃試験

マクロ試験

非破壊試験

外観検査

曲げ試験

34 中層混合処理 テーブルフロー試験 適宜
[試験実施中] 不要

土の一軸圧縮試験 材質毎に１回
［試験実施中］ 不要

造園材料（客土） ｐH(H2O)［簡易ｐH計］

有害物質［電気伝導度（ECﾒｰ
ﾀｰ）］

造園材料（高木） 高さ

幹周

枝張

造園材料（中低木） 高さ

枝張

造園材料（特殊樹木） 高さ

幹周

枝張又は尺

地被類 茎長

芽立

36 木材の加圧式防腐処理方法

ｸﾚｵｿｰﾄ油、加工ﾀｰﾙ、ﾀｰﾙﾋﾟｯﾁ
（特記による）

木材の浸漬式防腐処理方法

含水率

保存処理剤浸度試験

突合せ継手の内部欠陥に対する
検査

ハンマー打撃試験 外観検査が不合格となったス
タッドジベルについて
[試験実施中］

32 ガス切断工 試験毎に１回
[試験実施中]

不要

33 溶接工 試験毎に１回
[試験実施中]

不要

在庫品切出 当初の物件で１枚
[切出時]※他は焼き増し 不要

外観検査 １僑に１回又は１工事に１回
［現物照合時］

機械試験 １橋に１回又は１工事に１回
［試験実施中］

31 工場製作工

35

樹種別、規格別に１回
[試験実施中]

樹種別、規格別に１回
[試験実施中]

樹種別、規格別に１回
[試験実施中]

樹種別、規格別に１回
[試験実施中]

材料毎に１回
[試験実施中]

不要

不要

不要

不要

木材

採取地毎に１回
[試験実施中] 不要

不要



�������	


�����

��



写真管理基準 （案）
出来形管理写真撮影箇所一覧表

293

－ 279 －

撮影項目 撮影頻度［時期］ 提出頻度
章編 節 条・工種

写真管理項目
摘要

1 共通 3 一般施工 8 地盤 2 路床安定処理工 施工厚さ ４０ｍに１回 代表箇所
改良工 幅 〔施工後〕 各１枚

3 置換工 置換厚さ 代表箇所
幅

40m又は1施工箇所に１回
〔施工後〕 各１枚

5 パイルネット工 厚さ 代表箇所
幅

40m又は1施工箇所に１回
〔施工後〕 各１枚

6 サンドマット工 施工厚さ 代表箇所
幅

40m又は1施工箇所に１回
〔施工後〕 各１枚

7 バーチカルドレーン工 打込長さ 代表箇所
出来ばえ

200㎡又は１施工箇所に１回
〔打込み前後〕 各１枚

杭径
（サンドドレーン工）
（ペーパードレーン工）
（袋詰式サンドドレーン工） 位置・間隔

200㎡又は１施工箇所に１回
〔打込後〕

8 締固め改良工 砂の投入量 全数量
（サンドコンパクションパイル工） 〔打込前後〕

9 固結工 位置・間隔 １施工箇所に１回 代表箇所
杭径 〔打込後〕 各１枚（粉体噴射攪拌工）

（高圧噴射攪拌工） 深度 １施工箇所に１回
〔打込前後〕（スラリー攪拌工）

（生石灰パイル工）
10 固結工 施工厚さ 代表箇所

（中層混合処理） 幅 各1枚
1,000m3～4,000m3につき1
回、又は施工延長40m(測点
間隔25mの場合は50m)につき
1回。
〔施工厚さ　施工中〕
〔幅　施工後〕

11 仮設工 5 土留・仮締切工 変位 代表箇所
（Ｈ鋼杭） 根入長

40m又は1施工箇所に１回
〔打込前〕 各１枚

（鋼矢板） 数量 全数量
〔打込後〕

土留・仮締切工 削孔深さ 1施工箇所に１回 代表箇所
（アンカー工） 〔削孔後〕 各１枚

配置誤差 1施工箇所に１回
〔施工後〕

法長 代表箇所土留・仮締切工
（連節ブロック張り工） 各１枚

２00m又は1施工箇所に１回
〔施工後〕
ただし、根入部は40mに１回

土留・仮締切工 天端幅 代表箇所
（締切盛工） 法長

250m又は1施工箇所に１回
〔施工後〕 各１枚

土留・仮締切工 出来ばえ 代表箇所
（中詰盛工）

250m又は１施工箇所に１回
〔施工後〕 各１枚

9 地中連続壁工（壁式） 連壁の長さ 代表箇所
変位

40m又は1施工箇所に１回
〔施工後〕 各１枚

10 地中連続壁工（柱列式） 連壁の長さ 代表箇所
変位

40m又は1施工箇所に１回
〔施工後〕 各１枚

22 法面吹付工 第1編 3-15-3 吹付工に準ずる

13 工場 1 鋳造費 製作状況 適宜 代表箇所

製作工 （金属支承工） 〔製作中〕 各１枚
（共通） （大型ゴム支承工）

仮設材製作工 原寸状況 代表箇所１橋に１回又は１工事に１回
〔原寸時〕 各１枚

製作状況 適宜
〔製作中〕

刃口金物製作工 刃口高さ １施工箇所に１回 代表箇所
外周長 〔仮組立時〕 各１枚

3 桁製作工 原寸状況 代表箇所
（仮組立による

１橋に１回又は１工事に１回
〔原寸時〕 各１枚

検査を実施する場合） 製作状況 適宜
（シミュレーション 〔製作中〕

仮組立検査を行う場合） 仮組立寸法
(撮影項目は適宜)

１橋に１回又は１工事に１回
〔仮組立時〕

原寸状況 代表箇所桁製作工
（仮組立検査を実施しない場合）

１橋に１回又は１工事に１回
〔原寸時〕 各１枚

製作状況 適宜
〔製作中〕

仮組立寸法 代表箇所桁製作工
（鋼製えん堤製作工（仮組立時）） (撮影項目は適宜)

１橋に１回又は１工事に１回
〔仮組立時〕 各１枚

4 検査路製作工 原寸状況 代表箇所１橋に１回又は１工事に１回
〔原寸時〕 各１枚

製作状況 適宜
〔製作中〕

※シミュ
レーショ
ン仮組立
検査の場
合は仮組
立寸法を
省略



写真管理基準 （案）

撮影項目 撮影頻度［時期］ 提出頻度

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編 章 節 条・工種
写真管理項目

摘要

1 共通 3 一般施工 13 工場 5 鋼製伸縮継手製作工 原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回 代表箇所
製作工 〔原寸時〕 各１枚
（共通） 製作状況 適宜

〔製作中〕
仮組立寸法 １橋に１回又は１工事に１回

〔仮組立時〕
6 落橋防止装置製作工 原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回 代表箇所

〔原寸時〕 各１枚
製作状況 適宜

〔製作中〕
7 橋梁用防護柵製作工 原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回 代表箇所

〔原寸時〕 各１枚
製作状況 適宜

〔製作中〕
8 アンカーフレーム製作工 仮組立寸法 １橋に１回又は１工事に１回 代表箇所

(撮影項目は適宜) 〔仮組立時〕 各１枚
9 プレビーム用桁製作工 原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回 代表箇所

〔原寸時〕 各１枚
製作状況 適宜

〔製作中〕
仮組立寸法 １橋に１回又は１工事に１回

〔仮組立時〕
10 鋼製排水管製作工 原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回 代表箇所

〔原寸時〕 各１枚
製作状況 適宜

〔製作中〕
11 工場塗装工 材料使用量 全数量 代表箇所

（塗料缶） 〔使用前後〕 各１枚
素地調整状況 部材別
（塗替） 〔施工前後〕
塗装状況 各層毎に１回

〔塗装後〕
14 橋梁 架設工 架設状況 架設工法が変わる毎に１回 代表箇所

架設工 （クレーン架設） 〔架設中〕 各１枚
（ケーブルクレーン架設）
（ケーブルエレクション架設）
（架設桁架設）
（送出し架設）
（トラベラークレーン架設）

15 法面工 2 植生工 材料使用量 １工事に１回 代表箇所
（共通） （種子散布工） 〔混合前〕 各１枚

（張芝工） 土羽土の厚さ 200m又は１施工箇所に１回
（筋芝工） 〔施工中〕
（市松芝工） 法長 200m又は１施工箇所に１回
（植生シート工・植生マット工） 〔施工後〕
（植生筋工）
（人工張芝工）
（植生穴工）
植生工 清掃状況 200m又は１施工箇所に１回 代表箇所
（植生基材吹付工） 〔清掃後〕 各１枚
（客士吹付工） ラス鉄網の 200m又は１施工箇所に１回

重ね合せ寸法 〔吹付前〕
厚さ(検測孔) 200㎡又は１施工箇所に１回

〔吹付後〕
法長 200m又は１施工箇所に１回

〔施工後〕
材料使用量 １工事に１回

〔混合前〕
3 吹付工 清掃状況 200m又は1施工箇所に１回 代表箇所

（コンクリート） 〔清掃後〕 各１枚
（モルタル） ラス鉄網の 200m又は1施工箇所に１回

重ね合せ寸法 〔吹付前〕
法長 200m又は1施工箇所に１回

〔施工後〕
厚さ(検測孔) 200㎡又は1施工箇所に１回

〔吹付後〕
4 法枠工 法長 200m又は１施工箇所に１回 代表箇所

（現場打法枠工） 幅 〔施工後〕 各１枚
（現場吹付法枠工） 高さ

枠中心間隔
法枠工 法長 200m又は１施工箇所に１回 代表箇所
（プレキャスト法枠工） 〔施工後〕 各１枚

6 アンカー工 削孔深さ １施工箇所に１回 代表箇所
〔削孔後〕 各１枚

配置誤差 １施工箇所に１回
〔施工後〕
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〈三重県が発注する公共工事における生コンクリートの取り扱いについて〉 

第１章 一般事項

 本マニュアルは、三重県がこれまで定めてきた生コンクリートに関する要領・要綱及び通知・

通達を整理するとともに、共通仕様書に関する運用を示すなど、共通仕様書を補完するものであ

る。

第２章 レディーミクストコンクリートの品質に関する取り扱い

１. 工場選定およびレディーミクストコンクリートを用いる場合の確認方法

共通仕様書「第１編第５章５-３-２ 第１項から第３項」に示される工場選定およびレディ

ミクミクストコンクリートを用いる場合の確認方法については、以下のとおりとする。

なお、JIS マーク表示認証製品を製造している工場を、以下「JIS 工場」と称し、JIS 工場で

ない工場を、以下「JIS 外工場」と称する。 
また、JIS 工場のうち、全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格

した工場を、以下「マル適工場」と称し、マル適工場でない工場を、以下「マル適外工場」と

称する。 

１-１ JIS 工場で、かつ、マル適工場を選定する場合

１-１-１ 工場の確認

受注者は、マル適工場であることを確認するとともに、マル適マーク又は監査の合

格証の写しを保管し、使用するまでに監督員に提示すること。

１-１-２ レディーミクストコンクリートの確認

（１）JIS マーク表示されたレディーミクストコンクリートを用いる場合

受注者は、共通仕様書「第１編第５章５-３-２ 第２項 JIS のレディーミクスト

コンクリート」前段に基づき対応すること。

（２）JIS マーク表示されないレディーミクストコンクリートを用いる場合

受注者は、共通仕様書「第１編第５章５-３-２ 第２項 JIS のレディーミクスト

コンクリート」後段に基づき対応すること。

なお、共通仕様書「第１編第５章５-３-２ 第２項 JIS のレディーミクストコン

クリート」に示される基礎資料とは、建設工事施工管理（案）における品質管理

基準及び規格値「セメント・コンクリート（転圧コンクリート・コンクリートダ

ム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く）」の「材料」にある「その

他（JIS マーク表示されたレディーミクストコンクリートを使用する場合は除く）」

に示される試験項目に関する資料をいう。

１-２ JIS 工場で、かつ、マル適外工場を選定する場合

１-２-１ 工場の確認

（１）JIS 工場の確認

受注者は、JIS 工場であることを確認するとともに、認証書の写しを保管し、使

用するまでに監督員に提示すること。

－1－
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（２）技術者の確認

① 技術者要件

技術者は、「コンクリート主任技士、コンクリート技士、技術士（コンクリ

ートに関する部門）、コンクリート診断士」のいずれかの資格者とし、「有資

格者が１名以上常駐し、品質管理に携わっていること」とする。 

なお、技術士の「コンクリートに関する部門」とは、建設部門（選択科目：

鋼構造及びコンクリート）、または、総合技術監理部門（選択科目：建設－鋼

構造及びコンクリート）をいう。 

② 技術者資格等の確認方法

受注者は、レディーミクストコンクリートを製造している工場に出向き、資

格証（登録者証も可）で本人確認を行い、資格証（登録者証も可）の写しを保

管し、使用するまでに監督員に提示すること。

（３）配合試験（圧縮強度試験を含む）に臨場

受注者は、施工に先立ち、あらかじめ配合試験に臨場し品質を確認するととも

に、品質管理データを使用するまでに監督員に提示すること。 

品質管理データとは、配合試験で実施した材料の計量、スランプ、空気量、塩

化物量、圧縮強度試験に関するデータをいう。 

ただし、すでに他工事（公共工事に限る）において使用実績がある場合は、配

合試験を行わず他工事（公共工事に限る）の配合表に代えることができる。 

この場合、レディーミクストコンクリートの種類は問わないが、捨てコンク

リート等呼び強度をもたない配合のものは対象としない。

また、他工事（公共事業に限る）の配合表は、レディーミクストコンクリー

トを使用する当該年度または前年度のものを有効とする。

（４）資料の提示

受注者は、以下の資料を整備および保管し、使用するまでに監督員に提示する

こと。 

① レディーミクストコンクリート配合計画書

② 材料に関する確認資料

材料に関する確認資料とは、表２－１に示す試験項目に関する資料をいう。 

１-２-２ レディーミクストコンクリートの確認

（１）JIS マーク表示されたレディーミクストコンクリートを用いる場合

受注者は、共通仕様書「第１編第５章５-３-２ 第２項 JIS のレディーミクスト

コンクリート」前段に基づき対応すること。

（２）JIS マーク表示されないレディーミクストコンクリートを用いる場合

受注者は、共通仕様書「第１編第５章５-３-２ 第２項 JIS のレディーミクスト

コンクリート」後段に基づき対応すること。

なお、共通仕様書「第１編第５章５-３-２ 第２項 JIS のレディーミクストコン

クリート」に示される基礎資料とは、建設工事施工管理（案）における品質管理

基準及び規格値「セメント・コンクリート（転圧コンクリート・コンクリートダ

ム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く）」の「材料」にある「その

他（JIS マーク表示されたレディーミクストコンクリートを使用する場合は除く）」

に示される試験項目に関する資料をいう。

１-３ JIS 外工場を選定する場合

受注者は、原則、JIS 工場から選定しなくてはならないが、JIS 工場が工事現場近

くに見当たらない場合に限り、監督員と協議のうえ、以下の条件を満たす工場から選

定すること。 
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１-３-１ 工場の確認

（１）技術者の確認

① 技術者要件

技術者は、「コンクリート主任技士、コンクリート技士、技術士（コンクリ

ートに関する部門）、コンクリート診断士」のいずれかの資格者とし、「有資

格者が１名以上常駐し、品質管理に携わっていること」とする。 

なお、技術士の「コンクリートに関する部門」とは、建設部門（選択科目：

鋼構造及びコンクリート）、または、総合技術監理部門（選択科目：建設－鋼

構造及びコンクリート）をいう。 

② 技術者資格等の確認方法

受注者は、レディーミクストコンクリートを製造している工場に出向き、資

格証（登録者証も可）で本人確認を行い、資格証（登録者証も可）の写しを保

管し、使用するまでに監督員に提示すること。

（２）配合試験（圧縮強度試験を含む）に臨場

受注者は、施工に先立ち、あらかじめ配合試験に臨場し品質を確認するととも

に、品質管理データを使用するまでに監督員に提示すること。 

品質管理データとは、配合試験で実施した材料の計量、スランプ、空気量、塩

化物量、圧縮強度試験に関するデータをいう。 

ただし、すでに他工事（公共工事に限る）において使用実績がある場合は、配

合試験を行わず他工事（公共工事に限る）の配合表に代えることができる。 

この場合、レディーミクストコンクリートの種類は問わないが、捨てコンク

リート等呼び強度をもたない配合のものは対象としない。

また、他工事（公共工事に限る）の配合表は、レディーミクストコンクリー

トを使用する当該年度または前年度のものを有効とする。

（３）資料の提示

受注者は、以下の資料を整備および保管し、使用するまでに監督員に提示する

こと。 

① レディーミクストコンクリート配合計画書

② 材料に関する確認資料

材料に関する確認資料とは、表２－１に示す試験項目に関する資料をいう。 

１-３-２ レディーミクストコンクリートの確認

受注者は、共通仕様書「第１編第５章５-３-２ 第３項 JIS 以外のレディーミク

ストコンクリート」に基づき対応すること。

なお、共通仕様書「第１編第５章５-３-２ 第３項 JIS 以外のレディーミクスト

コンクリート」に示される基礎資料とは、建設工事施工管理（案）における品質

管理基準及び規格値「セメント・コンクリート（転圧コンクリート・コンクリー

トダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く）」の「材料」にある「そ

の他（JIS マーク表示されたレディーミクストコンクリートを使用する場合は除

く）」に示される試験項目に関する資料をいう。
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試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

骨材のふるい分け試験 JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

設計図書による。 施工前１ヶ月以内および産地が変
わった場合。

骨材の密度及び吸水率
試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、
フェロニッケルスラグ細骨材、銅
スラグ細骨材の規格値については
摘要を参照）

施工前１ヶ月以内および産地が変
わった場合。

JIS A 5005（コンクリート用砕砂
及び砕石）
JIS A 5011-1（コンクリート用ス
ラグ骨材－第１部：高炉スラグ）
JIS A 5011-2（コンクリート用ス
ラグ骨材－第２部：フェロニッケ
ルスラグ細骨材）
JIS A 5011-3（コンクリート用ス
ラグ骨材－第３部：銅スラグ細骨
材）
JIS A 5011-4（コンクリート用ス
ラグ骨材－第４部：電気炉酸化ス
ラグ細骨材）
JIS A 5021（コンクリート用再生
骨材Ｈ）

粗骨材のすりへり試験 JIS A 1121
JIS A 5005

40%以下、舗装コンクリートは
35％以下
但し、積雪寒冷地の舗装コンク
リートの場合は25％以下

施工前１年以内および産地が変
わった場合。

骨材の微粒分量試験 JIS A 1103
JIS A 5005

粗骨材：1.0％以下
細骨材：コンクリートの表面がす
りへり作用を受ける場合3.0％以
下、その他の場合5.0％以下（砕
砂およびスラグ細骨材を用いた場
合はコンクリートの表面がすりへ
り作用を受ける場合5.0％以下そ
の他の場合7.0％以下）

施工前１ヶ月以内および産地が変
わった場合。

砂の有機不純物試験 JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合で
も圧縮強度が90%以上の場合は使
用できる。

施工前１年以内および産地が変
わった場合。

濃い場合は、JIS A 1142「有機不
純物を含む細骨材のﾓﾙﾀﾙ圧縮強度
による試験方法」による。

モルタルの圧縮強度に
よる砂の試験

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶液
の色が標準色液の色より濃い場
合。

骨材中の粘土塊量の試
験

JIS A 1137 細骨材：1.0%以下
粗骨材：0.25%以下

施工前１ヶ月以内および産地が変
わった場合。

硫酸ナトリウムによる
骨材の安定性試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10%以下
粗骨材：12%以下

施工前６ヶ月以内および産地が変
わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点
に適用する。

セメントの物理試験 JIS R 5201 JIS R 5210
（ポルトランドセメント）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213
（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

施工前１ヶ月以内

ポルトランドセメント
の化学分析

JIS R 5202 JIS R 5210
（ポルトランドセメント）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213
（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

施工前１ヶ月以内

練混ぜ水の水質試験 上水道水及び
上水道水以外の
水の場合：
JIS A 5308
附属書C

懸濁物質の量：2g/l以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/l以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は
30分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及
び28日で90％以上

施工前１年以内および水質が変
わった場合。

回収水の場合：
JIS A 5308
附属書C

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は
30分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及
び28日で90％以上

施工前１年以内および水質が変
わった場合。

・ただし、その原水は上水道水及
び上水道水以外の水の規定に適合
しなければならない。

表２－１　　材料に関する確認資料
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２. レディーミクストコンクリートの品質確認

２-１ JIS 工場が製造したレディーミクストコンクリートの品質確認

共通仕様書「第１編第５章５－３－２ 第２項 JIS のレディーミクストコンクリート」

における品質確認のため、受注者は使用材料確認表に使用する材料の内容を記載し（レ

ディーミクストコンクリート配合計画書等の品質証明資料は添付しなくてよい）監督員

に提出すること。 

 また、監督員は、レディーミクストコンクリート配合計画書等の品質証明資料につい

て受注者に提示を求め、品質や JIS マーク表示認証製品であるかを確認するとともに、

使用材料確認表に記載される内容と合致しているかを確認すること。 

２-２ JIS 外工場が製造したレディーミクストコンクリートの品質確認

共通仕様書「第１編第５章５－３－２ 第３項 JIS 以外のレディーミクストコンクリー

ト」における品質確認のため、受注者は使用材料確認表に使用する材料の内容を記載し、

レディーミクストコンクリート配合計画書等の品質証明資料とともに、使用するまでに

監督員に提出すること。

２-３ JIS 工場が製造した JIS マーク表示されないレディーミクストコンクリートの品質確認

JIS 工場から製造される以下の JIS マーク表示されないレディーミクストコンクリー

トについて、受注者は配合試験の臨場を省略することができる。

（１） C170kg/m3規格のレディーミクストコンクリート

（２） JIS マーク表示認証規格の製品であっても、出荷量が少量のため JIS マーク表示

されない製品で、当該工場からその旨の製品であることを確認できる書面を提

出されたレディーミクストコンクリート

３. レディーミクストコンクリートの品質検査

共通仕様書「第１編第５章５-３-２ 第４項（１）品質確認」、生コンクリート取り扱いマ

ニュアル「第２章５．５-４コンクリート試験報告書」、「第４章３．３-２（３）安全と認
められる骨材の使用」における「公的機関又は（一社）三重県建設資材試験センター等の試

験機関」の「等」にあたる試験機関は次の第三者試験機関とする。

（１） ＪＩＳ Ｑ 17025 に適合することを、認定機関によって、認定された試験機関

（２） ＪＩＳ Ｑ 17025 のうち該当する部分に適合していることを自らが証明している試

験機関であり、かつ、次のいずれかとする。

①中小企業近代化促進法（又は中小企業近代化資金等助成法）に基づく構造改善計

画等によって設立された共同試験場

②国公立の試験機関

③その他、これらと同等以上の能力のある機関

４. 他工事（公共工事に限る）の使用実績

共通仕様書「第１編第５章５-３-３ 第２項 配合試験」に示される他工事（公共工事に

限る）の配合表は、レディーミクストコンクリートを使用する当該年度または前年度のもの

を有効とする。

５. 水セメント比指定に伴う対応

５-１ 生コンクリートの発注

 受注者は例）の生コンクリート注文の際、そのコンクリートの種類が 18-8-40BB であ

ることに加え、水セメント比が 60％以下の指定があることも確実に伝え生コンクリート

製造工場に発注する。 
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５-２ 生コンクリートの受注

生コンクリート製造工場は生コンクリートの受注の際、生コンクリートの種類と水セ

メント比指定の有無を必ず確認する。

例）の場合、設計条件に適合する自工場の生コンクリートは、呼び強度「21」になる

ことを説明する。 

 納入書（伝票）記載は呼び強度「21」とし、表 2-2 に示すとおり設計条件を確認でき

るようにする。 

 例） ・注文を受けた生コンクリートの種類（設計条件）

18-8-40BB 水セメント比（W/C）：60％以下 の場合

・A工場の場合の呼び強度と水セメント比の関係

 粗骨材最大寸法：40mm ｾﾒﾝﾄの種類：BB

水セメント比(%) 呼び強度 
62 18 
58 21 
54 24 
51 27 

18-8-40 BBの水セメント比（W/C）は62％であり、設計条件の水セメント比（W/C）

を満足しておらず、W/Cを満足させるために配合の検討をする必要がある。 
W/Cを60％とした場合、対応する呼び強度は工場の関係式から19.5（上記表から比例配

分で算出した場合）となるが、この呼び強度はJIS規格には存在しない。このため、JI

S製品で、かつ、設計条件に適合する配合とするには、W/C＝60％以下の直近のW/Cに対

応する呼び強度をJIS規格に定めるものの中から選定することになる。以上のことから

、A工場ではW/Cは58％を採用することになり、その呼び強度は21となる。 
したがって、注文は18-8-40 BB W/C60％以下であるが、出荷は21-8-40 BB W/C5

8％とし、品質管理も21-8-40 BB W/C58％のものを対象に行う。 

＜ W/C:60% 呼び強度:19.5
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表２－２ レディーミクストコンクリート納入書（記入例）

レディーミクストコンクリート納入書

№ 

○○２４年 ４月 １日

○○建設㈱ 殿

製造会社名・工場名 ㈱△△生コン 

納 入 場 所  雲 出

運 搬 車 番 号    ３

納 入 時 刻

発 ８ 時 30 分

着 時 分

納 入 容 積  4.0 ｍ3 累 計 4.0 ｍ3

呼 び 方

ｺﾝｸﾘｰﾄの種類

による記号

呼び強度 ｽﾗﾝﾌﾟ又は

ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ

㎝

粗骨材の

最大寸法

㎜

セメント

の種類に

よる記号

普通 21 8 40 BB

配 合 表ａ） Kg/ｍ3 
ｾﾒﾝﾄ 混和材 水 細骨材

①

細骨材

②

細骨材

③

粗骨材

①

粗骨材

②

粗骨材

③

混和剤

①

混和剤

②

水ｾﾒﾝﾄ比 ％ 水結合材比 ％ 細骨材率 ％ ｽﾗｯｼﾞ固形分率 ％

備考 配合の種別：□標準配合 □修正標準配合 □計量読取記録から算出した単位量

□計量印字記録から算出した単位量 □計量印字記録から自動算出した単位量

１８－６０

荷受職員認印 出荷係認印 ○川

※ 備考欄の「１８―６０」は設計条件が 18N/mm2で水ｾﾒﾝﾄ比が 60%以下の発注であることを示す。
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５-３ 配合計画書

 配合計画書も５-２と同様に設計基準強度と指定水セメント比が識別できるものとす 

る。 

 水セメント比は「水セメント比の目標値の上限」の欄に記載し、設計基準強度は備考 

欄に明記する。記入例を表２－３に示す。 

表 ２－３ レディーミクストコンクリート配合計画書（記入例）

【途中省略】

水セメント比 ５８ ％ 水結合材比o) ％ 細骨材率 ％

備 考          設計基準強度 １８ N/mm2 
骨材の質量配合割合ｐ），混和剤の使用量については，断りなしに変更する場合がある。 

レディーミクストコンクリート配合計画書 № 

○○建設㈱ 殿  〇〇２４年 ４月 １日

製造会社・工場名 ㈱△△生コン 

配合計画者名  ○山△雄 

工 事 名 称  
所 在 地   
納 入 予 定 時 期      
本 配 合 の 適 用 期 間 a ) 

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ の 打 込 み 箇 所           

配 合 の 設 計 条 件

呼び方

コンクリートの

種類による記号
呼び強度

スランプ又は

スランプフロー

㎝

粗骨材の最大寸法

㎜
 セメントの種類

による記号
 

普通 ２１ ８ ４０ ＢＢ

指

定

事

項

セメントの種類 呼び方欄に記載 空気量 ％

骨材の種類 使用材料欄に記載 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄの単位容積質量 kg/ｍ3 
粗骨材の最大寸法 呼び方欄に記載 コンクリートの温度 最高･最低 ℃

ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応抑制対策の方法ｂ） 水ｾﾒﾝﾄ比の目標値の上限 ６０ ％

骨材のｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応性による区分 使用材料欄に記載 単位水量の目標値の上限 kg/ｍ3 
水の区分 使用材料欄に記載 単位ｾﾒﾝﾄ量の目標値の下限

又は目標値の上限

kg/ｍ3 

混和材料の種類及び使用量 使用材料及び配合表欄に記載 流動化後のスランプ増大量 ㎝

塩化物含有量 kg/ｍ3以下 
呼び強度を保証する材齢 日

使 用 材 料 ｃ)

セメント 生産者名 密 度

g/㎝3 
Na2Oeq 

ｄ）

％
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５-４ コンクリート試験報告書

 公的機関又は（一社）三重県建設資材試験センター等の試験機関で試験を実施する場 

合についても設計条件を識別できるようにする。 

試験依頼書に５－２と同様に備考欄に「１８－６０」と記入する。 

 試験機関は、依頼書備考欄の指定事項「１８－６０」を確認し、コンクリート試験報

告書備考欄には「設計強度１８ Ｗ/Ｃ６０％以下」と転記する。 

５-５ 発注の条件に適合するコンクリートの場合

５-１～５-４は出荷するコンクリートが発注の条件をそのままでは満足させることが

できないコンクリートの場合について説明したものであるが、発注の条件に適合するコ

ンクリートを出荷する場合についても水セメント比の指定の有無を識別する意味で５-

２の納入書（伝票）と５-４の試験依頼書およびコンクリート試験報告書については同

様の方法を採用するものとする。

なお、配合計画書を必要とする場合は、指定事項「水セメント比の目標値の上限」の

欄に指定水セメント比を記入する。 

一連の手順は図２－１のとおり
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図２－１ 水セメント比指定に伴う対応について（フロー） 

圧縮強度試験

提出

配合計画書 

呼び方 21-8-40 BB 
指定事項 

「水セメント比の上限値」 

 60 
備考欄 
設計基準強度 

 18N/mm2 と記入 

生コンの発注 

18-8-40 BB

指定水セメント比（W/C） 

60％以下

納入書（伝票）

 呼び方 21-8-40 BB 

備考欄

18－60 と記入

試験依頼書 

備考欄 

18－60 と記入

コンクリート試験報告書

18－60 を確認

備考欄 
設計強度 18 W/C60％以下 
と記入し識別 

受 注

《例》 

A 工場 

21-8-40 BB

W/C：58％ 

納入書（伝票）

 呼び方 18-8-40 BB 

備考欄

18－60 と記入

《例》 

B工場 

18-8-40 BB

W/C：60％ 

配合計画書 

呼び方 18-8-40 BB 
指定事項 

「水セメント比の上限値」 

 60 

提出
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第３章 コンクリート構造物の品質確保の調査について

１. 調査の報告

共通仕様書「第１編第５章５－３－１第２項品質確保の調査」の「１テストハンマーによ

る強度推定調査」「２圧縮強度試験による確認」「３ひび割れ発生状況の調査」「４微破壊

・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定」「５非破壊試験によるコンクリート構

造物中の配筋状態及びかぶり測定」の調査報告については、以下のとおりとする。

１-１ テストハンマーによる強度推定調査及び圧縮強度試験

構造物毎に別添様式－１により調査票を作成し、監督員に提出すること。 

１-２ ひびわれ発生状況の調査

構造物毎に別添様式－２により調査票を作成し、監督員に提出すること。 

１-３ 微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定調査

第７章７－２「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領（解説）

に定める様式により作成し、監督員に提出すること。 

１-４ 非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定調査

第８章８－２「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要

領（解説）に定める様式により作成し、監督員に提出すること。 

２. ひび割れ調査結果の評価に関する留意事項

２-１ 原因の推定方法

 原因の推定方法については、「コンクリートのひび割れ調査、補修、補強指針」（日

本コンクリート工学協会）で詳しく述べられており、これを参考にすると良い。 

 ひび割れの発生パターン（発生時期、規則性、形態）・コンクリート変形要因（収縮

性、膨張性、その他）・配合（富配合、貧配合）・気象条件（気温、湿度）を総合的に

判断して、原因を推定することができる。 

 また、「コンクリート標準示方書 〔維持管理編〕」（土木学会）においても、ひび割

れの発生原因の推定等について記述されているので、参考にされたい。 

２-２ 判断基準

 補修の要否に関するひび割れ幅については、「コンクリートのひび割れ調査、補修、

補強指針」に記載されている（表３－１）。施工時に発生する初期欠陥の例については、

「コンクリート標準示方書〔維持管理編〕」に示されている。 

 実際の運用にあたっては、対象とする構造物や環境条件により、補修、補強の要否の

判断基準は異なる。完成時に発生しているひび割れは、すべてが問題となるひび割れで

はない。例えば、ボックスカルバートなどに発生する水和熱によるひび割れに関しては、

ボックスカルバートの形状から発生することを避けられないひび割れであるが、機能上

何ら問題は無い。 

３. 調査に要する費用について

微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定調査及び非破壊試験によるコン

クリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定調査に要する費用は、積算基準等に基づき計上

するものとする。
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表３－１ 補修の要否に関するひび割れ幅の限度 

注：〈１〉その他の要因（大・中・小）とは、コンクリート構造物の耐久性及び防水性に及ぼす有害

性の程度を示し、下記の要因の影響を総合して定める。 
ひび割れの深さ・パターン、かぶりの厚さ、コンクリート表面被覆の有無、材料・配（調）

合、打ち継ぎなど。  
〈２〉環境とは、主として鉄筋の錆の発生条件の観点からみた環境条件。 

 ゆるやか：コンクリートの打ち込み及び初期養生中の短期間だけ普通の気象状態にさらさ

れる以外は、外気とか激しい腐食環境から完全にしゃ断されている状態。 
 中  間：気象条件の中庸な地方に建つ通常の構造物、激しい雨にさらされず、水に浸さ 

れている場合は氷結しないなどの状態、たとえば地中コンクリート及び連続的

に水中にあるコンクリート。 
 きびしい：激しい雨にさらされたり乾湿くり返しを受けたりする場合、湿っていて、かつ凍

結する場合、激しい露や腐食性ガスにさらされる場合、海水又は荒野の水にさら

されるか摩滅する状況にある場合。 

耐久性からみた場合 防水性から

みた場合 

環境 
きびしい 中間 ゆるやか － その他の要因 

区分 
（Ａ）補修を必要とす

るひび割れ幅

（㎜）

大 
中 
小 

0.4 以上 

0.4 以上 

0.6 以上 

0.4 以上 

0.6 以上 

0.8 以上 

0.6 以上 

0.8 以上 

1.0 以上 

0.2 以上 

0.2 以上 

0.2 以上 

（Ｂ）補修を必要とし

ないひび割れ

（㎜）

大 
中 
小 

0.1 以下 

0.1 以下 

0.2 以下 

0.2 以下 

0.2 以下 

0.3 以下 

0.2 以下 

0.3 以下 

0.3 以下 

0.05 以下 

0.05 以下 

0.05 以下 
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別添様式－１ 

テストハンマーによる強度推定調査票（1）

工 事 名

受 注 者 名

構 造 物 名 （工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称） 
現 場 代 理 人 名

主 任 技 術 者 名

整 理 技 術 者 名

測 定 者 名

位 置 測定NO 

構 造 物 形 式  
構 造 物 寸 法  
竣 工 年 月 日   年  月  日 
適 用 仕 様 書  
コンクリートの種類

コ ン ク リ ー ト の

設 計 基 準 強 度 N／㎟
コンクリートの

呼 び 強 度 N／㎟ 
海 岸 か ら の 距 離 海上、海岸沿い、海岸から 
周 辺 環 境 ① 工場、住宅・商業地、農地、山地、その他（ ） 
周 辺 環 境 ② 普通地、雪寒地、その他（ ） 

直 下 周 辺 環 境 河川・海、道路、その他（ ） 

構造物位置図（１／50000を標準とする） 
添付しない場合は 

（別添資料－○参照）と記入し、資料提出 
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テストハンマーによる強度推定調査票（2）
構造物名（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称） 

一般図、立面図等 
添付しない場合は 

（別添資料－○参照）と記入し、 
資料提出 
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テストハンマーによる強度推定調査票（3）
構造物名（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称） 

全景写真 
添付しない場合は 

（別添資料－○参照）と記入し、 
資料提出 
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テストハンマーによる強度推定調査票（4）
構造物名（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称） 

調 査 箇 所 ① ② ③ ④ ⑤ 
推 定 強 度 

（ N／㎟） 
反 発 硬 度 

 平 均 R= R= R= R= R=

打 撃 方 向 
（ 補 正 値 ） （  ） （  ） （  ） （  ） （  ） 
乾 燥 状 態 
（ 補 正 値 ） 

・乾燥

・濡れている

・乾燥

・濡れている

・乾燥

・濡れている

・乾燥

・濡れている

・乾燥

・濡れている

（  ） （  ） （  ） （  ） （ ） 
材 齢 
（ 補 正 値 ） 

日 日 日 日 日 
（  ） （  ） （ ） （  ） （  ） 

基 準 硬 度 Ro= Ro= Ro= Ro= Ro=

推定強度結果の最大値 
推定強度結果の最小値 
推定強度結果の最大値と最小値の差 

 N／㎟ 

 N／㎟ 

 N／㎟ 

参考：シュミットハンマーによる実施コンクリートの圧縮強度判定法指針（（社）日本材料学会） 
指定圧縮強度 F（N/㎟）=0.098×（－184+13×Ro（kg／cm2）） 

基準硬度   Ro=R+△R  反発硬度：R  補正値：△R 

補正値△Ｒ例（各シュミットハンマーにより確認すること） 
打撃方向 角度 +90° +45° －45° －90°

R=20 －5.4 －3.5 +2.5 +3.4

R=30 －4.7 －3.1 +2.3 +3.1

R=40 －3.6 －2.6 +2.0 +2.7

R=50 －3.1 －2.1 +1.6 +2.2

R=60 －2.3 －1.6 +1.3 +1.7

乾燥状態 乾燥 ±0 濡れている +5.0

材齢 日 10 20 28 

1.55 1.12 1.00

補正値△Ｒ例（各シュミットハンマーにより確認すること） 
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テストハンマーによる強度推定調査票（5）
構造物名（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称） 

強度測定箇所 
添付しない場合は 

（別添資料－○参照）と記入し、 
資料提出 
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テストハンマーによる強度推定調査票（6）
－コア採取による圧縮強度試験－ 

コンクリートの圧縮試験結果

材齢28日圧縮強度試験 １本目の試験結果 
同 ２本目の試験結果 
同 ３本目の試験結果 
同 ３本の平均値 

〔備考〕 
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 別添様式－２ 

ひび割れ調査票（1） 

工 事 名

受 注 者 名

構 造 物 名 （工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称） 
現 場 代 理 人 名

主 任 技 術 者 名

監 理 技 術 者 名

測 定 者 名

位 置 測定NO 

構 造 物 形 式  
構 造 物 寸 法  
竣 工 年 月 日   年  月  日 
適 用 仕 様 書  
コ ン ク リ ー ト の

種 類

コ ン ク リ ー ト の

設 計 基 準 強 度 N／㎟
コンクリートの

呼 び 強 度 N／㎟
海 岸 か ら の 距 離 海上、海岸沿い、海岸から 
周 辺 環 境 ①  工場、住宅・商業地、農地、山地、その他（ ） 
周 辺 環 境 ②  普通地、雪寒地、その他（ ） 

直 下 周 辺 環 境 河川・海、道路、その他（ ） 

構造物位置図（１／50000を標準とする） 
添付しない場合は 

（別添資料－○参照）と記入し、資料提出 
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ひび割れ調査票（2） 

構造物一般図 
添付しない場合は 

（別添資料－○参照）と記入し、 
資料提出 
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ひび割れ調査票（3） 

ひび割れ 有、 無 本数：１～２本、３～５本、多数 

ひび割れ総延長 約 m 

最大ひび割れ幅（○で囲む） 
0.2mm以下、0.3mm以下、 
0.4mm以下、0.5mm以下、 
0.6mm以下、0.8mm以下 

mm 

発生時期（○で囲む） 
数時間～１日、数日、数10日以上、不明 

規則性：有、 無 

形 態：網状、表層、貫通、表層or貫通 

方向：主鉄筋方向、直角方向、両方向 
鉄筋とは無関係 

－21－

370
生コンクリートの取り扱いマニュアル



ひび割れ調査票（4） 

ひび割れ発生状況のスケッチ図 
添付しない場合は 

（別添資料－○参照）と記入し、 
資料提出 
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ひび割れ調査票（5） 
構造物名（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称） 

ひび割れ発生箇所の写真 
添付しない場合は 

（別添資料－○参照）と記入し、 
資料提出 
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第４章 コンクリートの耐久性向上

１. 適用範囲

土木構造物に使用されるコンクリート及びコンクリート工場製品とする。ただし、仮設構

造物（建設後数年の内に撤去するもの）のように長期の耐久性を期待しなくともよい構造物

は適用除外とする。

なお、対象工種は下記のとおりとする。

１-１ コンクリート中の塩化物総量規制

鉄筋コンクリート構造物を対象とする。 

なお、現場打ちコンクリートで次に示すものは対象としない。 

（１）最大高さ１ｍ程度の鍬止擁壁、水路、側溝等のコンクリート断面積が小さく（１㎡以

下）連続している構造物

（２）コンクリート量が少なく形状が複雑な構造物及び道路照明、標識、防護柵の基礎等少 

量（１ｍ3以下）のコンクリート量で点在する構造物 
（３）鉄筋コンクリートとして設計されていない消波根固めブロック

１-２ アルカリシリカ反応抑制対策

全てのコンクリート構造物を対象とする。 

 なお、現場打ちコンクリートで前記のうち、（１）、（２）に示すものは対象としな

い。 

２. コンクリート中の塩化物総量規制

２-１ 塩化物総量の規制値

（１）鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材（シ

ース内のグラウトを除く）および用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許

容塩化物量（Ｃｌ-）は、0.30ｋｇ／ｍ3 以下とする。 

（２）プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材およびオートクレープ養生を

行う製品における許容塩化物量（Ｃｌ-）は 0.30ｋｇ／ｍ3以下とする。また、グラ

ウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の 0.08%以下としなければならな

い。

（３）アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれのある場合等は、試験結果から適宜定

めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量（Ｃｌ-）は 0.30ｋｇ／ｍ3 以下

とする。 

２-２ 現場における実施の方法

（１）現場でのコンクリートを製造・レディーミクストコンクリートを購入して使用する場

合、現場に搬入されたコンクリートについて本条２－３により測定、判定を行って使

用する。 
特に、フレッシュコンクリートの運搬時間等については、JIS A 5308（レディーミ

クストコンクリート）において規定されている値を超えないよう、工場の選定、運搬

計画、打設計画に留意しなければならない。

（２）コンクリート工場製品を使用する場合

プレキャスト製品を購入して使用する場合は、製造業者に工場での管理データや製

造時の検査表によって塩化物総量が規制値以下であったことを報告させ、適合してい

るものを使用するものとし、その記録を提出するものとする。

２-３ 試験

（１）塩化物量の試験はコンクリート打設前あるいは、グラウト注入前に行うものとする。 
（２）試験は、原則としてコンクリート打設場所で行う。ただし、やむを得ず、試験をコン
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クリート製造工場で行う場合は、現場技術者が立ち会うものとする。

（３）試験は、コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合は、午前に１回コンクリー

ト打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の 1/2 以下の場合は、午後の試

験を省略することができる。

（１試験の測定回数は３回とする）  

（４）試験結果の判定は、３回の測定の平均値が本条２－１に示す規制値以下であることを

もって、合格とする。 
なお、試験の結果不合格になった場合は、その運搬車のコンクリートの受け取りを

拒否するとともに、次の運搬車から、毎回試験を行い、それぞれの結果が規制値を下

回ることを確認した後、そのコンクリートを用いるものとする。ただし、この場合塩

化物総量が安定して規制値を下回る事が確認できれば、その後の試験は通常の頻度で

行ってもよいものとする。 

２-４ 測定器具および測定方法

（１）測定器具

 測定器は、その性能について（財）国土開発技術研究センターの評価を受けたもの

を用いるものとする。 
（２）容器、その他の器具

 測定に用いる容器その他の器具は、コンクリート中のアルカリ等に侵されずまた測

定結果に悪い影響を及ぼさない材質を有し、塩化物の付着等がないように洗浄した

後、表面の水分を取り除いた物を用いなければならない。 
（３）測定方法

①材料の採取

試料は、JIS A 1115（まだ固まらないコンクリートの試料採取方法）に従い必

要量を採取するものとする。 
②測定

 採取した試料は、さじ等を用いて十分かくはんした後、それぞれ測定に必要な量

を採り分ける。 
③コンクリート中の塩化物含有量の計算方法

 ３回の測定値の平均値と、示方配合に示された単位水量により、コンクリート中

の塩化物含有量を次式を用いて計算する。 
Ｃｗ＝Ｋ・Ｗｗ・ｘ／100

Ｃｗ：フレッシュコンクリート単位体積当たりの塩化物含有量 

（㎏／ｍ3、Ｃｌ-重量換算） 
Ｋ ：測定器に表示される換算物質の違いを補正するための係数 

（Ｃｌ-では、1.00、ＮａＣｌでは 0.607）
Ｗｗ：示方配合に示された単位水量（㎏／ｍ3） 

 ｘ ：３回の測定値の平均値 

（ブリージング水のＣｌ-またはＮａＣｌ換算塩化物濃度（％）） 
２-５ 測定記録

測定結果は別添様式－３により提出するものとする。また、測定値を後日確認できる

ように整理しておくものとする。なお、確認試料を保存できない場合には、計器の表示

部等を測定ごとにカラー写真撮影して提出するものとする。 

３. アルカリシリカ反応抑制対策

アルカリシリカ反応抑制対策について、一般的な材料の組み合わせのコンクリートを用い

る場合は次のとおりとする。なお、特殊な材料を用いたコンクリートや特殊な配合のコンク

リートについては別途検討を行う。
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３-１ 現場における対処の方法

（１）現場でコンクリートを製造して使用する場合

 現地における骨材事情、セメントの選択の余地等を考慮し、３－２検査・確認の方

法（１）～（３）のうちどの対策を用いるかを決めてからコンクリートを製造する。 
（２）レディーミクストコンクリートを購入して使用する場合

レディーミクストコンクリート生産者と協議して、３－２検査・確認の方法（１）

～（３）のうちどの対策によるものを納入するかを決めそれを指定する。なお、（１）、

（２）を優先する。

（３）コンクリート工場製品を使用する場合

 プレキャスト製品を使用する場合製造業者に３－２検査・確認の方法（１）～（３） 

のうちどの対策によっているのかを報告させ適しているものを使用する。 
３-２ 検査・確認の方法

（１）コンクリート中のアルカリ総量の抑制

試験成績表に示されたセメントの全アルカリ量の最大値のうち直近６ヶ月の最大

の値（Na2O 換算値％）／100×単位セメント量（配合表に示された値㎏／m3）＋

0.53×（骨材中の NaC1%）／100×(当該単位骨材量㎏／m3)＋混和剤中のアルカリ

量㎏／m3 が 3.0 ㎏/m3 以下であることを計算で確かめるものとする。防錆剤等使用

量の多い混和剤を用いる場合には、上式を用いて計算すればよい。なお、ＡＥ剤、Ａ

Ｅ減水剤等のように、使用量の少ない混和剤を用いる場合には、簡易的にセメントの

アルカリ量だけを考えて、セメントのアルカリ量×単位セメント量が 2.5 ㎏／m3 以

下であることを確かめればよいものとする。

（２）抑制効果のある混合セメント等の使用

 高炉セメントＢ種（スラグ混合比４０％以上）またはＣ種、もしくはフライアッシ

ュセメントＢ種（フライアッシュ混合比１５％以上）またはＣ種であることを試験成

績表で確認する。また、混和剤をポルトランドセメントに混入して対策をする場合に

は、試験等によって抑制効果を確認する。 
（３）安全と認められる骨材の使用

JIS A 1145 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（化学法）による骨材試験は、

工事開始前、工事中１回／６ヶ月かつ産地がかわった場合に信頼できる試験機関（注）

で行い、試験に用いる骨材の採取には受注者が立ち会うことを原則とする。また、

JIS A 1146 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（モルタルバー法）による骨材試

験の結果を用いる場合には、試験成績表により確認するとともに、信頼できる試験機

関（注）において、JIS A 1804「コンクリート生産工程管理用試験方法―骨材のア

ルカリシリカ反応性試験方法（迅速法）」で骨材が無害であることを確認するものと

する。この場合、試験に用いる骨材の採取には受注者が立ち会うことを原則とする。 
 なお、２次製品で既に製造されたものについては、受注者が立会い、製品に使用さ

れた骨材を採取し、試験を行って確認するものとする。フェロニッケルスラグ骨材、

銅スラグ骨材等の人工骨材及び石灰石については、試験成績表による確認を行えばよ

い。 
（注）公的機関又は（一社）三重県建設資材試験センター等の試験機関、人工骨材に

ついては製造工場の試験成績表でよい。 
３-３ 外部からのアルカリの影響について

３－２検査・確認の方法（１）（２）の対策を用いる場合には、コンクリートのアル

カリ量をそれ以上に増やさないことが望ましい。

そこで、下記のすべてに該当する構造物に限定して、塩害防止も兼ねて塗装等の塩分

　　浸透を防ぐための措置を行うことが望ましい。 

（１）既に塩害による被害を受けている地域で、アルカリシリカ反応を生じるおそれのある

　　骨材を用いる場合 
（２）３－２検査・確認の方法（１）（２）の対策を用いたとしても、外部からの影響を受
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け、被害を生じると考えられる場合 
（３）橋桁等、被害を受けると重大な影響を受ける場合

３-４ 記録の保存

受注者は、実施した対策及び検査・確認した結果を、受注者の責任と費用負担で整備

・保管し、監督員の要請があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出し

なければならない。
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第５章 レディーミクストコンクリート単位水量試験

１. 適用範囲

公共工事に使用するレディーミクストコンクリートの単位水量測定について、測定方法お

よび管理基準値等を規定する。

なお、対象構造物は、水中コンクリート、転圧コンクリート等の特殊なコンクリートを除

き、１日当たりコンクリート種別ごとの使用量が１００m3 以上施工するコンクリート構造物

を対象とする。

２. 測定機器

レディーミクストコンクリートの単位水量測定機器については、エアメータ法またはこれ

と同程度、あるいはそれ以上の精度を有する測定機器を使用することとし、施工計画書に記

載させるとともに、事前に機器諸元表、単位水量算定方法を監督員に提出するものとする。

また、使用する機器はキャリブレーションされた機器を使用することとする。

３. 品質の管理

受注者は、施工現場において、打込み直前（荷卸し時）のレディーミクストコンクリート

の単位水量を本マニュアルに基づき測定しなければならない。

４. 単位水量の管理記録

受注者は、測定結果をその都度記録・保管(別添様式例参照)するとともに、測定状況写真

を撮影・保管し、監督員の請求があった場合は延滞なく提示するとともに、工事完成届提出

時に提出しなければならない。

５. 測定頻度

単位水量の測定頻度は、以下による。

（１）２回/日(午前１回、午後１回)、または、重要構造物では重要度に応じて 100～150

ｍ3 ごとに１回。

（２）荷卸し時に品質の変化が認められたとき

なお、重要構造物とは、高さが５ｍ以上の鉄筋コンクリート擁壁（ただし、プレキャスト

製品は除く。）、内空断面が２５㎡以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部（た

だし、PC は除く。）、トンネル及び高さが３ｍ以上の堰・水門・樋門とする。 

６. 管理基準値及び測定結果との対応

６-１ 管理基準値

  現場で測定した単位水量の管理基準値は次のとおりとする。 

区分 単位水量（kg/ｍ3） 
管理値 配合設計±15kg/ｍ3 
指示値 配合設計±20kg/ｍ3 

注）配合設計の単位水量の上限は、粗骨材の最大寸法が 20～25mm の場合は 1
75kg/ｍ3。40mm の場合は 165 kg/m3を基本とする。

６-２ 測定結果と対応

（１）ａ 管理値内の場合

測定した単位水量が管理値内の場合は、そのまま打設してよい。 
（２）ｂ 管理値を超え、指示値内の場合

   測定した単位水量が管理値を超え指示値内の場合は、そのまま施工してよいが、

受注者は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善の指示をしなければなら

－29－

378
生コンクリートの取り扱いマニュアル



ない。 
その後、管理値内に安定するまで、運搬車の３台毎に１回、単位水量の測定を

行う。 
なお、「管理値内に安定するまで」とは、２回連続して管理値内の値を観測す

ることをいう。 
（３）ｃ 指示値を超える場合

 測定した単位水量が指示値を超える場合は、その運搬車は打込まずに持ち帰らせ

るとともに、受注者は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示しな

ければならない。 
その後の全運搬車の測定を行い、指示値内になることを確認する。更に管理値

内に安定するまで、運搬車の３台毎に１回、単位水量の測定を行う。なお、「管

理値内に安定するまで」とは、２回連続して管理値内の値を観測することをいう。 

なお、管理値または指示値を超える場合は、１回に限り再試験を実施することができ

る。再試験を実施した場合は２回の測定結果のうち、配合設計との差の絶対値の小さい

方で評価してよい。 
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図５－１ レディーミクストコンクリートの単位水量測定の管理フロー 
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図５－２ レディーミクストコンクリートの単位水量測定の管理図
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表５－２ レディーミクストコンクリート単位水量測定結果様式例 

(本様式は例でありその他必要事項があれば記載すること) 

工事番号 
工 事 名 
工事箇所 
受 注 者 

生コン製造者 

工 種 
コンクリートの種類（記号）

単位水量の上限値 kg/m 3 
【測定結果】(測定機器によるプリント出力があるものは、写しを添付すること) 

番 
号 

月日・時間 
(午前・午後) 

測定者 1回目 
(kg/m 3) 

2回目 
(kg/m 3) 

結果 
※ 

日打設 
量(m 3) 

1 印 ａ ｂ ｃ

2 印 ａ ｂ ｃ

3 印 ａ ｂ ｃ

4 印 ａ ｂ ｃ

5 印 ａ ｂ ｃ

6 印 ａ ｂ ｃ

※結果の欄は対応する記号に○をつける。
ａ：管理値内 
ｂ：管理値を超え、指示値以内 
ｃ：指示値を超える 

【対応報告】(結果が「ｂ」または「ｃ」の場合はその後の対応について記載する。) 

番  号 

・原因及び改善措置の状況について記載する。

・安定するまでの追加測定結果は、上記測定結果に準拠し別途作成する。
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第６章 日当たり打設量が小規模となるレディーミクストコンクリートの

品質管理基準（案）

セメントコンクリートの圧縮強度試験については「建設工事施工管理基準（案）」により、実

施しているところであるが、ＪＩＳマーク表示認証工場で生産する日当たり打設量が小規模（配

合種類別 50m3/日未満）となるレディーミクストコンクリートを使用する場合の品質管理について

は、下記基準による。

１. 圧縮強度試験

配合種類別に試験回数を決めるものとする。

（１）小規模工種は、１工種当たりの総使用量 50m3 以上でかつ日当たり打設量が 50m3 未満

の小規模な場合は、生コン工場の同一現場への出荷順に 50m3 程度でくくって（打設日

が違ってもかまわない）、１回以上の試験を行うものとする。

小規模工種以外は、日当たり打設量が 50m3 未満の小規模な場合は、生コン工場の同一

現場への出荷順に 50m3 程度でくくって（打設日が違ってもかまわない）、１回以上の

試験を行うものとする。

（２）打設量が少量で２週間かかっても 50m3 に満たない場合は、２週間で１回以上の試験を

行うものとする。ただし、小規模工種でかつ１工種当たりの総使用量が 50m3 未満の場

合を除くものとする。 

表 ６－１ ある生コン工場で出荷する場合の試験回数割りについて（例） 
出荷年月日

配合

4

/ 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 1 0 / 1 1 / 1 2 / 1 3 / 1 4 / 1 5 / 1 6 / 1 7 / 1 8 / 1 9 / 2 0 / 2 1 / 2 2 / 2 3 計

25-8-21BB  3 5 1 0 5 0 4 0 5 5 5 1 5 2 0 1 0 3 1 0 1 5 4 0 8 0 3 9 1 5 370

40-8-16BB  1 5 1 5 1 5 1 5 5 1 0 1 5 3 0 120

基礎ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ等 6 1 0 2 2 2 2 2 1 5 3 3 3 5 55

２. スランプ試験

１日１回以上（小規模工種でかつ１工種当たりの総使用量が 50m3 未満の場合を除く）

３. 空気量試験

１日１回以上（小規模工種でかつ１工種当たりの総使用量が 50m3 未満の場合を除く）

※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。

橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎等）、橋梁上部工（桁、床版、高欄等）、擁壁工（高
さ 1m 以上）、函渠工、樋門、樋管、水門、水路（内幅 2.0m 以上）、護岸、ダム及び堰、トン

ネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種 
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第 ７ 章　微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定

1. はじめに

　本要領は、微破壊・非破壊によるコンクリート構造物の強度測定を行うにあたり、受注

者の施工管理（品質管理）及び発注者の監督業務における実施内容を定めたものである。

2. 適用範囲

　新設のコンクリート構造物のうち、橋長30m以上の橋梁の、橋梁上部工事及び橋梁下部工

事を対象とする。ただし、工場製作のプレキャスト製品、重力式橋台及び仮設構造物は対

象外とする。（重力式橋台については、本庁事業課と協議のうえ、必要性を判断するこ

と。）

　なお、本要領によりコンクリート構造物の強度を測定する場合は、共通仕様書「第1編第

5章5‐3‐1第2項品質確保の調査」に基づいて行うテストハンマーによる強度推定調査を

省略することができるものとする。

3. 受注者の実施事項

3.1　試験法の選定

　「5.1(1)対象構造物に適用する試験法」に従い、対象構造物の対象部位に適用する試験法

を選定する。

　3.2　事前準備

(1) 設計諸元の事前確認

　受注者は、測定を開始する前に、測定位置の設計図及び既存資料より、測定対象のコンク

リート構造物の設計諸元（コンクリートに関する資料、構造物の形状、配筋状態など）を

事前に確認する。

(2) 強度測定計画書の作成

　受注者は、事前調査に基づき、測定方法や測定位置等を記載した、「微破壊・非破壊試験

によるコンクリート構造物の強度測定計画書」（以下、「強度測定計画書」という）を作成し、

監督員へ提出するものとする。

７－１　微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領
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(3) 検量線の作成（非破壊試験の場合のみ）

　超音波法及び衝撃弾性波法による非破壊試験については、圧縮強度推定において、

検量線（キャリブレーション）が必要であることから、円柱供試体を作製し、強度と推定

指標の定量的な関係を求める。

　検量線は、「７－２微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領（解説）」

に示す材齢において円柱供試体を用いた圧縮強度試験を実施することにより、作成する

こと。

　なお検量線は、「７－２微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領

（解説）」に示す方法において円柱供試体を用いた圧縮強度試験を実施することにより、

作成すること。

　3.3　非破壊試験の実施及び判定

　受注者は、「5.測定方法」に従い、コンクリート強度の測定を実施し、その適否について

判定を行うものとする。
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3.4 測定に関する資料の提出等

受注者は、本測定の実施に関する資料を整備、保管し、監督員からの請求があった場合

は、遅滞なく提示するとともに完成時に提出しなければならない。 

測定結果については、表 1 及び表 2 に示す内容を網羅した測定結果報告書を作成し、提出

するものとする。 

表 1 測定結果報告書に記載すべき事項（微破壊試験の場合） 

No. 報告内容 記載すべき事項 

1 構造物名称 工事名、測定対象構造物の概要など 

2 試験年月日 コンクリート打設日、試験実施日（試験材齢）

3 測定位置の概要（測定位置図） 試験体採取位置図 

4 測定者名※ 測定者名、講習会受講証明に係る書類 

5 使用コンクリート コンクリート示方配合、配合強度

6 測定結果 圧縮強度試験結果、 

コア供試体の外観・破壊状況（小径コアの場合）

7 判定結果 合否判定 

※外部供試体において、講習会受講者より指導を受けた者が測定した場合、指導を受けた「証明書」保有

者の氏名を併記するとともに、指導者の「証明書」のコピーを添付する。

表 2 測定結果報告書に記載すべき事項（非破壊試験の場合） 

No. 報告内容 記載すべき事項 

1 構造物名称 工事名、測定対象構造物の概要など 

2 測定年月日 コンクリート打設日、試験実施日（試験材齢）

3 測定位置の概要（測定位置図） 試験箇所位置図 

4 測定者名 測定者名、講習会受講証明に係る書類 

5 測定機器に係る資料 超音波装置の型式、製造番号、 

測定機器の校正記録 

6 使用コンクリート コンクリート示方配合、配合強度

7 検量線に係る資料 圧縮強度試験実施材齢、圧縮強度試験結果、 

検量線の関数式 

8 測定結果 音速に関する試験結果（探触子間隔、伝搬時間、

音速値など）、 

強度推定結果（測定材齢時の圧縮強度）、 

基準材齢（28 日）補正強度、 

構造体コンクリート強度（強度判定値） 

9 判定結果 合否判定 

微破壊・非破壊試験の流れを図 1及び図 2に示す。 
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図 1 微破壊試験の流れ 
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図 2 非破壊試験の流れ 
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4. 監督員の実施事項

4.1　採用する測定方法等の承諾

　監督員は、受注者から提出された強度測定計画書により、採用する測定方法や測定位置、

測定数量等を確認し、測定を実施する前に承諾するものとする。

　4.2　測定の立会及び報告書の確認

　監督員は、受注者が行う非破壊試験に対し、1工事につき1回以上立会するとともに、任意

の位置を選定（1箇所以上）し、受注者に非破壊試験を実施させ、測定結果報告書を確認する

ものとする。なお、本測定の実施に関する資料は、必要に応じて施工中に提示を求めること

ができる。
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部供試体」という）による試験を標準とする。なお、埋戻し等の工程に支障がない場

合には、「外部供試体」に替えて、「小径コア」による試験あるいは非破壊試験を実施

しても良い。 

2) 柱部・張出し部、桁部

完成後可視部分である、下部工柱部・張出し部及び上部工桁部は、非破壊試験であ

る超音波を用いた試験方法（以下、「超音波法」という）及び衝撃弾性波を用いた試験

方法（以下、「衝撃弾性波法」という）のいずれかの方法で実施することを標準とする。 

なお、非破壊試験による強度推定値が「5.5 判定基準」を満たさない場合には、

「小径コア」による試験を実施する。 

表 3 対象構造物の測定部位に適用する強度試験法 

対象構造物 測定部位 標準とする試験法 

橋梁上部工 桁部 
非破壊試験（超音波法又は、衝撃弾性波法） 

※非破壊試験において判定基準を満たしていない

場合には、小径コアによる試験を実施

橋梁下部工 柱部・張出し部 
非破壊試験（超音波法又は、衝撃弾性波法） 

※非破壊試験において判定基準を満たしていない

場合には、小径コアによる試験を実施

フーチング部
外部供試体による試験 

※工程等に支障がない場合には、小径コアによる

試験あるいは非破壊試験を実施してもよい

(1) 対象構造物に適用する試験法

1) フーチング部

完成後不可視部分となるフーチング部は、構造物の側面に設けた供試体（以下、「外

5.測定方法

5.1　試験法について
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(2) 試験法の採用条件等

強度測定に用いる各試験法は、表 4に示す条件を満たすものとする。

なお、採用する試験法については、事前にその試験方法に関する技術資料を添付して

監督員の承諾を得るものとする。 

表 4 試験法の採用条件等 

試験法 試験法の条件 

微 

破 

壊 

外部供試体 
・外部型枠の作成・設置・強度測定・強度補正方法について確立している方法を用

いること

小径コア 

・φ50mm 以下とし通常用いられているφ100mm コアに対する強度補正方法が確立し

ていること

・寸法効果が確認されている試験法であること

非 

破 

壊 

超音波法 
・コンクリート構造物の音速測定方法、強度推定方法が確立されていること

・φ100mm コア強度に対して、±15%程度の精度を有していること

衝撃 

弾性波法 

・コンクリート構造物の弾性波速度測定方法、強度推定方法が確立されていること

・φ100mm コア強度に対して、±15%程度の精度を有していること
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(3) 各試験法の留意点

「微破壊試験」と「非破壊試験」による測定における留意点を表 5に示す。 

表 5 各種強度試験法の留意点 

試験法 
補修の 

要否 

試験可能 

時期 

試験実施 

必要条件 

使用コンクリート 

の条件 
備 考 

微 

破 

壊 

外部供試体 

不要 

（美観等の

問題により

必要な場合

もあり） 

脱型直後 

から可能 

（注１） 

必要水平幅として

外部型枠寸法 

＋100mm 以上 

スランプ≧8cm

（注３） 

粗骨材最大寸法 

≦40mm 

外部型枠を設置す

る必要があるため

事前に発注者との

協議が必要 

小径コア 必要 

強度 

10N/mm2以上

より可能 

（注２） 

部材厚さとしてコ

ア直径の２倍以上

圧縮強度≦70N/mm2 

粗骨材最大寸法 

≦40mm 

鉄筋探査により鉄

筋がない位置を選

定 

非 

破 

壊 

超音波法 

不要 

脱型直後 

から可能 

（注１） 

必要幅として

1000mm 以上（探触

子設置間隔） 

特になし 

コンクリートの種

類ごとに事前に円

柱供試体を用いた

検量線の作成（圧

縮強度推定用）が

必要
衝撃 

弾性波法 

必要幅として

450mm 以上（探触

子・ハンマー間隔）

注１）測定精度を向上するため、可能な限りコンクリート材齢 28 日に近い時期に試験を実施することが望ましい

が、現場の工程に支障の及ばないよう材齢によらず、同日中に複数箇所の試験を行うことができる。 

注２）コンクリートの配合によるが、目安として打設日から１週間以降。 

注３）スランプ 8cm は購入時に指定する値であり、測定値は許容の下限値である 5.5cm 以上のコンクリートを使

用。 
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5.2  測定者

本測定の実施に際しては、各試験に固有の検査技術ならびにその評価法について十分な

知識を有することが必要である。このため、受注者は、測定者の有する技術・資格など

を証明する資料を常携し、監督員の求めに応じ掲示するものとする。 

5.3  測定回数

原則として打設回（以下、「打設ロット」という）ごとに測定を行うものとする。１打設ロ 

ット当たりの測定数を表 6 に示す。ただし、フーチング部、橋台部を除く構造部位について

は、以下のとおり測定数を縮減してよいものとする。

(1) 橋梁上部構造

１径間が４回以上の打設ロットで構成されている場合は，そのうち３回の打設ロットを抽

出し，測定を行う。

(2) 橋梁下部構造（橋脚（脚部、張出部））

１基あたり３断面（基部，中間部，張出部または天端部付近）の測定を行うことを標準と

する。ただし，柱部の高さが大きい場合は，適宜中間部の測定数を増やし，測定箇所の間

隔が15m 以上離れないように計画するものとする。

表 6 １打設ロット当たりの測定数 

試験法 １打設ロット当たりの測定数 

微
破
壊 

外部供試体 

・１打設ロットの測定に用いる外部供試体は１体とする。

ただし、１構造部位*1が１打設ロットで施工される場合には、

１構造部位あたり２供試体とする。

小径コア 

・１打設ロットの測定に用いる小径コアは２本とする。

ただし、１構造部位*1が１打設ロットで施工される場合には、

１構造部位あたり４本とする。

非
破
壊 

超音波法 

・原則として１打設ロット当たり、３測線とする。
衝撃 

弾性波法 

*1： ここで、構造部位とは以下のことをいう。

橋梁下部工： フーチング部、脚部（柱・壁部）、張出部 

橋梁上部工： 1 径間当たりの上部構造物 
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5.4  測定位置

(1) 測定位置の選定

測定位置は、図 3、図 4、図 5を参考として可能な限り対象構造物の異なる側面において

打設高さの中間付近を選定する。 

なお、試験回数や測定位置について、対象構造物の形状や構造により上記により難い場

合には、発注者と協議の上、変更してもよい。 

(2) 測定位置決定及び測定に際しての留意点

各測定方法において測定位置を決定する際には、表 7 の留意事項に配慮し決定するもの

する。 

表 7 測定位置決定及び測定に際しての留意点 

試験法 留意点 

微 

破 

壊 

外部供試体 

型枠取付け位置は、打設計画から高さの中間層の中央付近とし、仮設物との干渉が生じ

ないよう留意する。 

小径コア 

鉄筋位置を避けて採取することが必要であるため、配筋状態を把握する。 

非 

破 

壊 

超音波法 

鉄筋の影響を受けないよう、右図に示すように

鉄筋に対して斜めに測定する。 

衝撃 

弾性波法 

測線

（柱断面）

図 鉄筋に対する測線設定例
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(3) 測定箇所の配置例

図 3 橋梁上部工の測定位置（例） 

図 4 橋梁下部工の測定位置（例） 

側

面

図

（裏面）

断

面

図

（ ） （ ）

内側で測定してもよい

、 非破壊試験測定位置【凡例】

フーチング部 柱部、張出し部

外部供試体

（裏面）

打継目

打継目

柱部

張出し部

、 非破壊試験測定位置

側

面

図

断

面

図

【凡例】
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図 5 微破壊・非破壊試験の測定箇所配置図（例） 

表 8 微破壊・非破壊試験の測定箇所数（例） 

構造部位 試験法 
ｺﾝｸﾘｰﾄ

配合

打設 

ﾛｯﾄ数

供試体数 

又は測線数 

（箇所） 

上 

部 
工 

A1～P1 

非破壊試験 

36-8-25H 2 
3 

3  

P1～A2 36-8-25H 2 
3 

3  

下 

部 

工 

張出部 P1 30-8-25BB 1 3 

壁・柱部 

A1 

27-8-25BB

2 
3 

3  

P1 5 

3 

3  

3  

3  

3  

A2 1 3 

フーチング

部（注１）

A1 

微破壊試験 24-8-40BB

2 
(1) <2>

(1) <2>

P1 3 

(1) <2>

(1) <2>

(1) <2>

A2 1 (2) <4>

( )内は、外部供試体による試験の場合、< >内は、小計コアによる試験の場合の供試体数を示す。 

、 非破壊試験測定位置

外部供試体

B BA

A

A1橋台

打継目

打継目

打継目

A2橋台

打継目

P1橋脚

打継目

打継目

打継目

打継目

打
継

目

（裏面： ） （裏面： ）（裏面： ） （裏面： ） （裏面： ） （裏面： ）

打
継

目

A - A

B - B

測線

【凡例】

1
5
m
以
内

注１）フーチング部における微破壊試験による測定の供試体数について 
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5.5  判定基準

測定により得られたコンクリート構造物の強度の適否判定は、以下の表 9及び表 10 に示す

判定基準により行う。 

表 9 試験回数と判定基準（微破壊試験の場合） 

試験法 判定基準 

外部供試体 供試体の平均強度値※１≧設計基準強度（SL） 

かつ、個々の強度値(注1)≧設計基準強度の 85% (0.85SL) 

※１：１構造部位あたり 2供試体以上の平均とする。

小径コア コアの強度平均値※2≧設計基準強度（SL）

かつ、個々の強度値（注1）≧設計基準強度の 85% (0.85SL) 

※2：１構造部位あたり 4本以上の平均とする。

表 10 試験回数と判定基準（非破壊試験の場合） 

１打設ロットあたりの測線数 判定基準 

3 測線の場合 強度平均値≧設計基準強度（SL） 

かつ、個々の強度推定値≧設計基準強度の 85%（0.85SL） 

注 1）強度値は、試料の試験結果に測定方法に固有の補正等を加え、構造体のコンクリート強度に換算し

た値とする。 
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1.適用範囲

この解説は、７－１微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領 に基づく

強度測定試験に関する補足事項を参考にとりまとめたものである。

2.強度測定要領の解説事項

(1) 「測定要領 5.1 試験法について」について

「(2) 試験法の採用条件等 表 4」に示す各試験法により測定を行う場合、測定方法に関

する詳細事項は、下記の測定要領（案）を参考にすること。 

試験法 測定要領等 

微
破
壊
試
験 

外
部
供
試
体 

・ボス供試体による新設の構造体コンクリート強度測定要領（案）

［土木研究所］ 

・非破壊・局部破壊試験によるコンクリート構造物の品質検査に関する共同研究報告書（11）2008.3

・共同研究報告書 379 号

内
部
供
試
体
（
小
径
コ
ア
）

・小径コア試験による新設の構造体コンクリート強度測定要領（案）

［土木研究所］ 

・非破壊・局部破壊試験によるコンクリート構造物の品質検査に関する共同研究報告書（8）2007.3

・共同研究報告書 367 号

非
破
壊
試
験 

超
音
波
法 

・超音波試験 土研法による新設の構造体コンクリート強度測定要領（案）

［土木研究所］ 

・非破壊・局部破壊試験によるコンクリート構造物の品質検査に関する共同研究報告書（12）2008.3

・共同研究報告書 380 号

衝
撃
弾
性
波
法 

・衝撃弾性波試験 iTECS 法による新設の構造体コンクリート強度測定要領（案）

・衝撃弾性波試験 表面２点法による新設の構造体コンクリート強度測定要領（案）

［土木研究所］ 

・非破壊・局部破壊試験によるコンクリート構造物の品質検査に関する共同研究報告書（12）2008.3

・共同研究報告書 380 号

なお、最新の測定要領については（国研）土木研究所ＨＰを参照すること。 

(国研)土木研究所ＨＰ：

https://www.pwri.go.jp/jpn/results/offer/hihakai/conc-kyoudo.html 

７－２　微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領（解説）
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(2) 「測定要領 3.2 事前準備 (3)検量線の作成」について

検量線の求め方の詳細な方法については、上記(1)に示す各試験法の測定要領を参照する

こと。ただし、検量線作成における円柱供試体を用いた圧縮強度試験の実施材齢は、下表

を参考にすることができる。 

表 1(1)検量線作成における円柱供試体を用いた圧縮強度試験の実施材齢 

（現地測定の最長材齢が４週以下の場合） 

圧縮強度試験の実施材齢 

材齢１ 材齢２ 材齢３ 材齢４ 

普通セメント １週 ２週 ３週 ４週 

高炉セメントＢ種 １週 ２週 ３週 ４週 

早強セメント ３日 １週 ３週 ４週 

表 1(2) （現地測定の最長材齢が４週を上回る場合） 

圧縮強度試験の実施材齢 

材齢１ 材齢２ 材齢３ 材齢４ 

普通セメント １週 ２週 ４週 ４週以降、13 週までの任意の

１材齢（注１） 

高炉セメントＢ種 １週 ２週 ４週 ４週以降、13 週までの任意の

１材齢（注１） 

早強セメント ３日 １週 ４週 ４週以降、13 週までの任意の

１材齢（注１） 

注１）最終回の圧縮強度試験の実施材齢は、工事で実施する非破壊試験の測定

材齢を考慮し、適切な材齢を選択すること。 

(3) 「測定要領 5.2 測定者」について

測定要領における、「測定者の有する技術・資格などを証明する資料」とは、以下に示す

資料を指す。 

① 資格証明書

② 講習会受講証明書

③ その他

（参考）測定者の資格証明書（例） 

<外部供試体による試験> 

ボス供試体の作製方法及び圧縮強度試験方法(NDIS3424)講習会 受講証明書 

（一社）日本非破壊検査協会 

<小径コアによる試験> 

ソフトコアリングシステムの実施に関する講習会 受講証明書
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<超音波法>

（国研）土木研究所による講習会の受講証明書 

<衝撃弾性波法（iTECS 法）> 

（一社）iTECS 技術協会による講習会の受講証明書

<衝撃弾性波法（表面２点法）>

　（国研）土木研究所による講習会の受講証明書

(4) 「測定要領 4.2 測定の立会及び報告書の確認」について

測定要領における、「任意の位置を選定（１箇所以上）し、受注者に非破壊試験を実施さ

せ、測定結果報告書を確認する」とは、従来、完成検査時に検査員が現地測定の確認を

行っていたが、それに代わるものとして、受注者が実施する非破壊試験において、監督

員が測定箇所の中から任意の位置（１箇所以上）を選定し、測定結果に関して確認を行

うこととした。 

(5) その他

その他、具体的な方法については、「（解説）2.(1)」に示す各試験法の測定要領を参照す

ること。 

3.測定データの記入について

各工事における測定データの測定データ記入様式は、別紙-1 の様式によるものとする。 

なお、提出様式については下記のホームページに掲載している。 

ダウンロード先ＨＰ：http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou.html 

また、測定データ記入様式への記載の具体的方法については、別紙-2 の「測定データ記入

要領」を参考に行うこと。 
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微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定 

測定データ記入要領 

別紙－２
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1.調査票のシート構成

本調査票は、以下のシートで構成されています。

当該工事の工種に従い、該当するシートへ入力してください。 

当該工事に複数の工種が含まれる場合は、該当するシートの全てを入力してください。 

シート名

工 種 

橋梁下部工 

（フーチング部）

橋梁下部工 

（柱・壁部） 
橋梁上部工 

①共通記入 ○ ○ ○ 

②測定データ

（微破壊） 
○ 

③測定データ

（非破壊） 
○ ○  

④測定データ

（非破壊結果判定によ

る小径コア） 

適 宜※ 適 宜※ 

※非破壊試験結果の判定により、小径コア試験を実施した場合に入力してください。 

橋梁下部工のフーチング部で実施する小径コア試験については、「②測定データ（微破壊）」

シートへ入力してください。
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2.「①共通記入」シート

当該工事の事務所名および工事名を入力してください。

事務所名：直接入力して下さい 

工事名：直接入力して下さい 

記入シート：「①共通記入シート」 

共通記入シート

凡例)　　　選択： 　　記入：

○ 本票は、1工事毎に記入すること。

事務所名 三重県〇〇事務所

工事名 国道●●号　□□橋工事
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3.「②測定データ（微破壊）」シート

3.1  測定箇所略図、構造物名称およびコンクリート打設箇所番号（微破壊試験）

測定箇所を明示した測定位置配置図（側面図・断面図の略図、施工図などの活用も可）を貼

り付け、構造物名称およびコンクリート打設箇所番号を略図に明記してください。 

略図内の構造物名称およびコンクリート打設箇所番号は、下表の測定データ入力との整合を

図ってください。 

記入シート：「②測定データ（微破壊）」 
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3.2  測定対象、測定対象部位、試験法（微破壊試験）

各打設ロットにおける測定対象、測定対象部位および試験法を、入力（プルダウンメニュー

から選択）してください。 

記入シート：「②測定データ（微破壊）」 
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3.3  コンクリート配合、設計基準強度（微破壊試験）

各打設ロットにおけるコンクリート配合（呼び強度・セメント種類）および設計基準強度に

ついて入力してください。 

呼び強度（N/mm2）：直接入力して下さい 

セメント種類：プルダウンメニューから選択して下さい

設計基準強度（N/mm2）：直接入力して下さい 

記入シート：「②測定データ（微破壊）」 
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3.4  コンクリート打設体積、コンクリート打設日および試験実施日（微破壊試験）

各打設ロットにおけるコンクリート打設数量（m3）を入力してください。 

コンクリート打設日および試験実施日を入力（プルダウンメニューから選択）してください。

測定時の材齢（日）が自動算出されます。 

記入シート：「②測定データ（微破壊）」 
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3.5  微破壊試験による圧縮強度、円柱供試体の圧縮強度（微破壊試験）

各打設ロットにおける微破壊試験による圧縮強度測定の結果と、生コンクリート荷卸し地点

において作成される円柱供試体（φ100）の圧縮強度試験の結果を入力してください。 

微破壊試験による圧縮強度（N/mm2） 

：外部供試体による試験の場合は、１供試体ごとの強度値を各マスに直接入力し

て下さい 

：小径コアによる試験の場合は、コア１本ごとの強度値を各マスに直接入力して

　下さい

円柱供試体の圧縮強度（N/mm2） 

：３本の供試体による平均値を各マスに直接入力して下さい 

記入シート：「②測定データ（微破壊）」 

注：強度値は、試料の試験結果に測定方法に固有の補正等を加え、構造体のコンク
リート強度に換算した値とする
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3.6  試験結果判定（微破壊試験）

各打設ロットにおいて、測定データ表の入力が終了すると、判定に必要な情報が『試験判定

結果』の欄に自動出力され、試験結果の判定が表示されます。 

試験結果の判定に間違いないか確認してください。 

記入シート：「②測定データ（微破壊）」 

試験結果判定が 

表示されます 
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4.「③測定データ（非破壊）」シート

4.1  測定箇所略図、構造物名称およびコンクリート打設箇所番号（非破壊試験）

測定箇所を明示した測定位置配置図（側面図・断面図の略図、施工図などの活用も可）を貼

り付け、構造物名称およびコンクリート打設箇所番号を略図に明記してください。 

略図内の構造物名称およびコンクリート打設箇所番号は、下表の測定データ入力との整合を

図ってください。 

記入シート：「③測定データ（非破壊）」 
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4.2  測定対象、測定対象部位、試験法（非破壊試験）

各打設ロットにおける測定対象、測定対象部位および試験法を、入力（プルダウンメニュー

から選択）してください。 

測定時の分類について、『７－１微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定

要領 』の 「図 2 非破壊試験の流れ」での再試験の場合は、「再試験」を選択してください。 

記入シート：「③測定データ（非破壊）」 
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4.3  コンクリート配合、設計基準強度（非破壊試験）

各打設ロットにおけるコンクリート配合（呼び強度・セメント種類）および設計基準強度に

ついて入力してください。 

呼び強度（N/mm2）：直接入力して下さい 

セメント種類：プルダウンメニューから選択して下さい

設計基準強度（N/mm2）：直接入力して下さい 

記入シート：「③測定データ（非破壊）」 
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4.4  コンクリート打設体積、コンクリート打設日および試験実施日（非破壊試験）

各打設ロットにおけるコンクリート打設数量（m3）を入力してください。 

コンクリート打設日および試験実施日を入力（プルダウンメニューから選択）してください。

測定時の材齢（日）が自動算出されます。 

記入シート：「③測定データ（非破壊）」 
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4.5  測定測線数、非破壊試験による圧縮強度、円柱供試体の圧縮強度（非破壊試験）

各打設ロットにおける測定測線数および非破壊試験による圧縮強度推定の結果と、生コン

クリート荷卸し地点において作成される円柱供試体（φ100）の圧縮強度試験の結果を入力し

てください。 

測定測線数 

：１打設ロットにおける測定測線数をプルダウンメニューから選択して下さい 

非破壊試験による圧縮強度（N/mm2） 

：１測線ごとの推定結果（28 日換算強度）を各マスに直接入力して下さい 

円柱供試体の圧縮強度（N/mm2） 

：３本の供試体による平均値を各マスに直接入力して下さい 

記入シート：「③測定データ（非破壊）」 
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4.6  試験結果判定（非破壊試験）

各打設ロットにおいて、測定データ表の入力が終了すると、判定に必要な情報が『試験判定

結果』の欄に自動出力され、試験結果の判定が表示されます。 

試験結果の判定に間違いないか確認してください。 

記入シート：「③測定データ（非破壊）」 

試験結果判定が 

表示されます 
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5.「④測定データ（非破壊試験結果判定による小径コア）」シート

非破壊試験結果の判定により、小径コア試験を実施した場合の小径コア試験について入力し

てください。

詳細は、『７－１微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領』の 「図 2 

非破壊試験の流れ」を参照してください。 

 測定箇所略図および測定データ表は、「②測定データ（微破壊）」シートと同様の手順で入力

してください。 

また、試験結果判定についても同様に自動出力され、試験結果の判定が表示されます。 

試験結果の判定に間違いないか確認してください。 

記入シート：「④測定データ（非破壊結果判定による小径コア）」 

試験結果判定が 

表示されます 
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第 ８ 章　非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定

1. はじめに

　本要領は、コンクリート構造物内部の鉄筋の配筋状態及びかぶりを対象として探査装置を

用いた非破壊試験による測定を行うにあたり、受注者の施工管理（品質管理）及び発注者の

監督業務における実施内容を定めたものである。

2. 適用範囲

　新設のコンクリート構造物のうち、橋梁上部構造・下部構造及び重要構造物である内空断

面積25㎡以上のボックスカルバートを対象とする。ただし、工場製作のプレキャスト製品及

び仮設構造物は対象外とする。

3. 受注者の実施事項

3.1　試験法の選定

　「5.1(1)対象構造物に適用する試験法」に従い、対象構造物に適用する試験法を選定する。

　3.2　事前準備

(1) 設計諸元の事前確認

　探査試験を開始する前に、探査箇所の設計図及び完成図等の既存資料より、測定対象の

コンクリート構造物の設計諸元（形状、鉄筋径、かぶり、間隔等）を事前に確認する。

(2) 配筋状態及びかぶり測定計画書の作成

　受注者は、事前調査に基づき、測定方法や測定位置等を記載した、「非破壊試験によるコン

クリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定計画書」（以下、「配筋状態及びかぶり測定計画書」

という）を作成し、監督員へ提出するものとする。

　3.3　測定の実施及び判定

　受注者は、「5.測定方法」に従い、コンクリート構造物の配筋状態及びかぶりの測定を実施

し、その適否について判定を行うものとする。

　3.4　測定に関する資料の提出等

　受注者は、本測定の実施に関する資料を整備し、保管し、監督員から請求があった場合は、

遅滞なく提示するとともに完成時に提出しなければならない。

　測定結果については、表1に示す内容を網羅した測定結果報告書を作成し、測定後随時、

提出するものとする。

　鉄筋探査の流れを図1に示す。

８－１　非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領
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表 1 測定結果報告書に記載すべき事項 

※ 不合格時のみ報告する事項

注）電磁波レーダ法及び電磁誘導法以外の試験方法で測定を行った場合の報告書の記載事項については、監督

員と協議の上作成するものとする。 

種 別 
作成 

頻度 
報告すべき内容 添付資料 

工
事
概
要
及
び
測
定
装
置 

工
事
毎 

工事名称 

構造物名称 

測定年月日 

測定場所 

測定技術者 

（所属、証明書番号、署名） 

一定の技術を証明する資

料 

探査装置 

（名称、形状、製造番号、製造会社名、連絡先） 

探査装置の校正記録 ①校正記録

②略図

③写真

精
度
向
上
へ
向
け
た
補
正 

測
定
結
果 

補
正
毎 

電磁波レーダ法 比誘電率の算出を行った対象（測定箇所）

の形状、材質及び測定面状態 

測定結果 ①測定結果図

②結果データ

電磁誘導法 かぶり補正値の算出を行った対象の鉄筋

径、板の材質 

測定結果 ①測定結果図

②結果データ

測
定
結
果 

測
定
毎 

構造物の種類 

（橋梁下部工、橋梁上部工、ボックスカルバート工） 

測定対象の構造・構成及び測定箇所 測定箇所位置図 

（構造図に測定箇所を明
示し、箇所を特定する記
号を付した図） 

測定対象の配筋状態 配筋図、施工図等 

測定結果 

（測定箇所ごとの①設計値②許容誤差③最小かぶり④算出に用い
る比誘電率・かぶり補正値⑤測定値⑥適合の判定結果を一覧表に
するものとし、測定対象、測定箇所は、記号を付ける等の方法に
より試験箇所位置図と対応させる。） 

①測定結果図

②結果データ

③測定結果一覧表

④測定状況の写真

不合格箇所※ 

指摘事項※

（段階確認等において、監督員等に指摘された事項を記入するこ

と。） 

協議事項※

（監督員との協議事項等について記入すること） 
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図 1 鉄筋探査の流れ 

事 前 調 査 

「非破壊試験実施計画」を盛り込んだ 

配筋状態及びかぶり測定計画書の作成

　配筋状態及びかぶり測定計画書
　の提出 

測定結果の作成 

（規格値に適合していない場合は、 

対策についての協議結果を含む） 

比誘電率の算出 鉄筋間隔が設計かぶりの 1.5 倍以

下の場合、かぶり補正値の算出 

対策について協議 

NO NO 

対策について協議 

NO 

YES 

準 備

（基準線及び走査線の設定、測定面の処

理、探査装置の確認） 

測定箇所の選定、立案 

試験方法の選定
電磁誘導法 電磁波レーダ法 

鉄筋間隔の平均値
が表 5 の判定基準
に適合するか。 

YES
測定かぶりが表 5
の判定基準に適合
するか。 

不合格 合  格 

再調査（測定箇所付近の

他の 2 箇所で再調査） 

測定結果の提出 

（測定後随時） 

鉄筋探査 

（鉄筋位置の測定、

かぶりの測定） 

不合格 

測定範囲内の鉄筋の
本数が設計本数と同
一本数であるか。 

測定かぶりが表 5
の判定基準に適合
するか。 

YES YES

NO 

（かぶりの判定） （鉄筋位置の判定） 
判定項目の選定
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4. 監督員の実施事項

　4.1　採用する測定方法等の承諾

　（電磁誘導法及び電磁波レーダ法以外による試験法を採用する場合のみ）

　監督員は、受注者から提出された配筋状態及びかぶり測定計画書により、採用する試験法や

測定位置、測定数量等を確認し、測定を実施する前に承諾するものとする。

　4.2　測定の立会及び報告書の確認

　監督員は、受注者が行う非破壊試験に対し、1工事につき1回以上立会するとともに、任意

の位置を選定（1箇所以上）し、受注者に非破壊試験を実施させ、測定結果報告書を確認する

ものとする。なお、本測定の実施に関する資料は、必要に応じて施工中に提示を求めること

ができる。
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表 2 対象構造物の測定部位に適用する試験法 

対象構造物 標準とする試験法 

橋梁上部構造 電磁誘導法 

橋梁下部構造 電磁波レーダ法 

ボックスカルバート 電磁誘導法、電磁波レーダ法 

(2) 試験法の採用条件等

測定に用いる各試験法は、表 3 に示す性能を満たす測定装置を用いて行うものとする。

記録装置は、得られたデジタル又はアナログ出力を記録できるものとする。 

なお、電磁誘導法及び電磁波レーダ法以外で表 3 に示す性能を確保できる試験法によ

り実施する場合は、事前にその試験方法に関する技術資料を添付して監督員の承諾を得

るものとする。 

5.測定方法

5.1　試験法について

(1) 対象構造物に適用する試験法

1) 橋梁上部構造

橋梁上部構造は、電磁誘導法を使用することを標準とする。

2) 橋梁下部構造

橋梁下部構造は、電磁波レーダ法を使用することを標準とする。

3) ボックスカルバート

ボックスカルバートは、電磁誘導法または電磁波レーダ法を標準とする。
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表 3 探査装置の性能（電磁誘導、電磁波レーダ法共） 

種 別 項 目 要求性能（電磁誘導、レーダ共） 

基本性能 

対象となる鉄筋の種類 
呼び名 D10～D51（注１）を測定できるこ

と 

分解能 
距離 5mm 以下であること 

かぶり 2～3mm 以下であること 

測定精度 

間隔の測定精度 ±10mm 以下であること 

かぶりの測定精度 ±5mm 以下であること 

測定可能な 

鉄筋の間隔 

（中心間距離） 

電磁 

誘導法 

（注３）

設計かぶりが 

50mm 未満の場合 
75mm の鉄筋間隔が測定できること 

設計かぶりが 

50mm 以上の場合 

設計かぶり×1.5 の距離の鉄筋間隔が測

定できること 

電磁波 

レーダ法

設計かぶりが 

75mm 未満の場合 
75mm の鉄筋間隔が測定できること 

設計かぶりが 

75mm 以上の場合 

設計かぶりの距離の鉄筋間隔が測定でき

ること 

記録機能 データの記録 
・デジタル記録であること

・容量（注２）1日分の結果を有すること

注１）当該工事で使用する鉄筋径が探査可能であれば可 

注２）装置内の記録だけでなく、データをパソコンに転送、メモリーカードに記録できる機能などでも良い。 

注３）電磁誘導法における鉄筋間隔が設計かぶりの 1.5 倍以下の場合、「電磁誘導法による近接鉄筋の影響の補

正方法」の方法（(国研)土木研究所ＨＰ）により、近接鉄筋の影響についての補正を行う。 
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(3) 非破壊試験における留意点

非破壊試験による配筋状態およびかぶり測定における留意点を以下に示す。

1) 測定機器の校正

探査装置は、メーカー等により校正された機材を用い、測定者は使用に際して校正

記録を確認するものとする。 

2) 測定精度向上のための補正方法

a) 電磁誘導法におけるかぶり測定値の補正方法

電磁誘導法による測定では、鉄筋の配筋状態が異なると磁場の影響が異なるため、

かぶり測定値の補正が必要となる。したがって、実際の配筋状態によって補正値を

決定しておくものとする。（詳細については、別途、測定要領（解説）を参照するこ

と） 

b) 電磁波レーダ法における比誘電率分布の補正方法

電磁波レーダ法による測定は、測定対象物のコンクリートの状態（特に含水率の

影響が大きい）により比誘電率が異なることにより、測定に先立ち比誘電率分布を

求めるものとする。（詳細については、別途、測定要領（解説）を参照すること） 

表 4 補正測定が必要な条件及び頻度 

補正が必要な条件 

測定頻度 

配筋条件 
コンクリート

条件

電磁波レーダ法

における比誘電

率分布の補正 

含水状態が異なると考えられる部位ご

とに測定 

例えば、 

・コンクリート打設日が異なる場合

・脱型時期が異なる場合

・乾燥状態が異なる場合（例えば、南面

は日当たりがいいが、北面はじめじめ

している）など

配筋条件が

異なる毎に

測定 

現場施工条件を

考慮し、測定時の

コンクリート含

水率が同一とな

ると考えられる

箇所毎 

電磁誘導法にお

けるかぶり測定

値の補正 

鉄筋間隔が、設計かぶりの 1.5 倍以下の

場合 

配筋条件が

異なる毎に

測定 

－ 
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3) 測定面の表面処理

コンクリート構造物は測定が良好に実施出来るよう、コンクリート構造物の汚れ等

測定を妨げるものが存在する場合には、これらを除去する等、測定面の適切な処理を

行うこと。 

4) 電磁波レーダ法による測定時の留意点

電磁波レーダ法による測定の場合、以下の条件に該当する構造物は測定が困難とな

る可能性がある為、それらの対処法について検討しておくものとする。 

・鉄筋間隔がかぶり厚さに近いか小さい場合。

・脱型直後，雨天直後など，コンクリート内に水が多く含まれている場合。

・鉄筋径が太い場合。

また、電磁波レーダ法についてはコンクリートの材齢を１０日以上確保した上で

測定することが望ましく、現場の工程に支障の及ばない範囲において、コンクリート

の乾燥期間を可能な限り確保した上で測定を行うこと。
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(4) 測定手順

配筋状態の測定は、60cm×60cm 以上の範囲における鉄筋間隔、測定長さあたりの本数

を対象とするものである。 

コンクリート構造物中の配筋状態及びかぶりの探査は、走査線上に探査装置を走査す

ることによって行う。以下に基準線、走査線の設定から測定までの手順を示す。なお、

各段階において参照する図については、橋脚の柱部を想定して作成したものである。 

1) 基準線、走査線の設定及び鉄筋位置のマーキング

①探査面（コンクリート表面）の探査範囲（60cm×60cm 以上）内に予想される鉄筋の

軸方向に合わせて、直交する２本の基準線（Ｘ、Ｙ軸）を定めマーキングする。

②次に、基準線に平行にＸ軸、Ｙ軸それぞれ測定範囲の両端及び中央に走査線 3 ライ

ンを格子状にマーキングする。

③マーキングされた走査線上を走査することにより配筋状態の探査を行い、鉄筋位置

のマーキングを行う（図 2参照）。

図 2 配筋状態の測定（鉄筋位置のマーキング） 

測定範囲≧60cm

測定範囲

≧60cm

基準線（X軸方向）

基準線（Y軸方向）

測定範囲

走査線

走査線

走査線 走査線

走査線

走査線

×：鉄筋位置のマーキング
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2) 鉄筋位置の作図及びかぶり走査線の設定

鉄筋位置のマーキング 3 点を結び、測定面に鉄筋位置を示す。作図された鉄筋位置

により配筋状態を確認した後、かぶりの測定に際し、鉄筋間の中間を選定し、測定対

象鉄筋に直交する 3ラインのかぶり測定走査線を設定する（図 3参照）。 

図 3 鉄筋位置の作図及びかぶり走査線の設定 

3) かぶりの測定

かぶり測定走査線にて測定を行い、全ての測点の測定結果についての判定基準によ

り適否の判断を行う（図 4 参照）。 

　なお、かぶりの測定は、X 軸方向とY 軸方向それぞれについて、設設計上最外縁の鉄
筋を対象に行うこととする。 

図 4 かぶりの測定 

×：鉄筋位置のマーキ

ング

鉄筋位置 

かぶり測定走査線 

(鉄筋間の中間に設ける)

かぶり測定走査線 

(鉄筋間の中間に設ける) 

○：かぶり測点

(走査線に直交する鉄筋)

かぶり測定走査線 

（3 ライン。10 点程度は測定でき

るように走査線を設定する。） 

かぶり測定走査線 

（3 ライン。10 点程度は測定でき

るように走査線を設定する。） 
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5.2  測定者

本測定の実施に際しては、各試験に固有の検査技術ならびにその評価法について十分

な知識を有することが必要である。このため、受注者は、測定者の有する技術・資格

などを証明する資料を常携し、監督員の求めに応じ掲示するものとする。 

5.3  測定位置

(1) 測定位置の選定

測定位置は、以下の 1) ～3) を参考にして、応力が大きく作用する箇所や隅角部等施

工に際してかぶり不足が懸念される箇所、コンクリートの剥落の可能性がある箇所など

から選定するものとする。 

なお、測定断面数や測定範囲等について、対象構造物の構造や配筋状態等により上記

により難い場合は、発注者と協議の上変更してもよい。 

また、段階確認による非破壊試験の測定の省略については、「5.5 非破壊試験による

測定の省略について」を参照のこと。 

1) 橋梁上部構造

１径間当たり３断面（支間中央部および支点部近傍）の測定を行うことを標準とす

る。各断面における測定箇所は、図 5を参考に選定するものとする。 

図 5 橋梁上部構造の測定位置（例） 

断

面

図

Ｈ

1 .5Ｈ 1.5Ｈ

※支承の形状寸法等により支点部より1.5Hでは測定が困難な場合は、

極力、支点部から近い箇所で測定するものとする

側

面

図

（Ｔ桁橋の場合） （箱桁橋の場合）

※上下面の測定箇所は、幅員中央

付近の桁(1箇所のみ)とする

配筋状態及びかぶりの測定箇所

【凡例】

測定断面
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2) 橋梁下部構造

柱部は３断面（基部、中間部および天端部付近）、張出し部は下面２箇所の測定を行

うことを標準とする。各断面における測定箇所は、図 6を参考に選定するものとする。 

図 6 橋梁下部構造の測定位置（例） 

（中間部）

（天端部

付近）

（柱基部）

側 

面 

図 

断 

面 

図 

配筋状態及びかぶりの測定箇所

【凡例】

測定断面

・半円部の直径が小さい場合（2m

程度以下）、探査装置の形状に

より測定が困難な場合があ

る。 

・この場合、測定範囲の変更や

測定方法の改良等により対応

すること。

（小判形の場合） 

・柱部断面が円形の場合は、１

断面の測定箇所は直交する対

角線上の４面とする。

・直径が小さい場合（2m 程度以

下）、探査装置の形状により測

定が困難な場合がある。

・この場合、測定範囲の変更や

測定方法の改良等により対応

すること。

（円形の場合） 

配筋状態及びかぶりを測定すると

ともに“ℓ”を測定し、“ ℓ’ ”の概略

値（ℓから鉄筋径を引いた値）を求

める。 

（矩形の場合） ℓ 

あて木等 

ℓ’
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3) ボックスカルバート

１基あたり２断面の測定を行うことを標準とする。各断面における測定箇所は、図

7を参考に選定するものとする。 

図 7 ボックスカルバートの測定位置（例） 

5.4  判定基準

配筋状態及びかぶりの適否判定は、表 5により適否の判定を行うものとする。 

なお、判定を行う際の測定値は、単位は mm、有効桁数は小数点第 1位とし、小数点第 2位

を四捨五入するものとする。 

適否の判断において不良となった測点については、当該測点から鉄筋間隔程度離して両側

に走査線を設定し、再測定を行い適否の判断を行う。再測定において 1 測点でも不良となっ

た場合は、不合格とする。 

表 5 非破壊試験結果の判定基準 

項 目 判定基準 

配筋状態 

（鉄筋の測定中心間隔の平均値） 

規格値（＝設計間隔±φ）±10mm 

上記の判定基準を満たさなかった場合は、 

設計本数と同一本数以上であることで合格とする 

かぶり 

（設計値＋φ）×1.2 以下 かつ、 

下記いずれかの大きい値以上とする 

（設計値－φ）×0.8 又は、最小かぶり×0.8 

ここで、φ：鉄筋径 

注５） 

出来形管理基準による配筋状態及びかぶりの規格値（以下、規格値という）は、出来形管理基準にお

L

L/4 L/4

側

面

図

断

面

図 配筋状態及びかぶりの測定箇所

【凡例】

測定断面
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いて表 5 の様に示されている。コンクリート打設後の実際の配筋状態及びかぶりは、この「規格値」

を満たしていれば適正であるといえる。 

なお、「規格値」において、±φの範囲（ただし、かぶりについては最小かぶり以上）を許容してい

るが、これは施工誤差を考慮したものである（図 8 Ａ部分 参照）。 

注６） 

現状の非破壊試験の測定技術においては、実際の鉄筋位置に対して測定誤差が発生する。このため、

非破壊試験においては、測定誤差を考慮して判定基準を定めている。 

「判定基準」では、この測定誤差の精度を、鉄筋の測定中心間隔の平均値については±10 ㎜、かぶ

りについては±20％以内であるとして、「規格値」よりも緩和した値としている（図 8 Ｂ部分 参照）。 

図 8 かぶりの施工誤差及び測定誤差 

コンクリート表面

②施工誤差

－φの場合

①施工誤差

＋φの場合
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5.5  非破壊試験による測定の省略について

下部工柱部およびボックスカルバートにおける一部の断面については、測定箇所近傍の打

継目においてコンクリート打設前に鉄筋のかぶりを段階確認時に実測した場合は、非破壊

試験による測定を省略してもよいものとする。 

(1) 橋梁橋脚の柱部

橋脚の柱部 中間部については、近傍の打継目においてコンクリート打設前に主筋のか

ぶりを段階確認時に実測した場合、測定を省略してもよいものとする。（図(a)参照） 

(2) ボックスカルバート

側壁部については、近傍の打継目においてコンクリート打設前に主筋のかぶりを段階

確認時に実測した場合、測定を省略してもよいものとする。（図(b)参照） 

(a) 橋梁下部工 柱部

(b) ボックスカルバート

図 9 非破壊試験による測定の省略 

打継目

（中間部）

（天端部

付近）

（柱基部）

打継目

橋脚の柱部の中間部は、

近傍の打継目においてコ

ンクリート打設前に主筋

のかぶりを段階確認時に

実測した場合、非破壊試

験による測定を省略して

もよいものとする。 

側壁部は、近傍の打継目に

おいてコンクリート打設前

に主筋のかぶりを段階確認

時に実測した場合、非破壊

試験による測定を省略して

もよいものとする。 

配筋状態及びかぶりの測定箇所

【凡例】

測定断面

段階確認時に近傍の打継部においてかぶりを実測した場合に省略できる測定箇所
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1.適用範囲

この解説は、８－１非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領

に基づく配筋状態及びかぶり測定試験に関する補足事項をとりまとめたものである。

2.配筋状態及びかぶり測定要領の解説事項

(1) 「測定要領 5.1 試験法について (3) 非破壊試験における留意点」について

1)測定精度向上のための補正方法

a) 電磁誘導法におけるかぶり測定値の補正方法

研)土木研究所ＨＰ）によることとするが、双曲線法など実績のある方法を用いて

も良いものとする。 

なお、「電磁波レーダ法による比誘電率分布（鉄筋径を用いる方法）およびかぶり

の求め方」を有効に適用するには、横筋と縦筋の正確な位置とかぶりの測定が可能

であることが前提である。 

b) 電磁波レーダ法における非誘電率分布の補正方法

測定に先立ち比誘電率分布を求める必要がある。具体的方法については、「電磁波

レーダ法による比誘電率分布（鉄筋径を用いる方法）およびかぶりの求め方」（(国

実際の配筋状態による補正値の決定についての具体的方法は、「電磁誘導法による

近接鉄筋の影響の補正方法」（(国研)土木研究所ＨＰ）によることとする。 

2) 電磁波レーダ法による測定時の留意点

電磁波レーダ法による測定において、測定が困難となる可能性がある場合は、「電磁波

レーダ法による鉄筋の位置とかぶり測定が困難な場合の対処方法」（(国研)土木研究所ＨＰ）

を参照し、対処することとする。 

(2) 「測定要領 5.1 試験法について (4) 測定手順」について

通常の測定は、測定要領に記載されている、現場で鉄筋位置をマークし、所定の位置の

配筋状態、かぶり厚さを測定するようになっている（この方法を「鉄筋位置マーク法」と

呼ぶ）が、現場での測定時間を短縮するために、配筋状態を画像で記録することができる

装置の場合、配筋条件などによっては、縦・横メッシュ状（例えば 10cm メッシュ）に測線

を描いた透明シート（例えばビニール）を測定面に貼り、シートの線上を走査する「シー

ト測定方法」がある。

この方法については、「レーダ法におけるシート測定方法」（(国研)土木研究所ＨＰ）

によることとする。現場の状況、測定時間等を考慮して、使い分けることが肝要である。 

８－２　非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領（解説）
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(3) 「測定要領 5.2 測定者」について

測定要領における、「測定者の有する技術・資格などを証明する資料」とは、以下に示す

資料を指す。 

① 資格証明書

② 講その他

（参考）測定者の資格証明書（例） 

・コンクリート構造物の配筋探査技術者 資格証明書

（一社）日本非破壊検査工業会

(4) 「測定要領 4.2 測定の立会及び報告書の確認」について

測定要領における、「任意の位置を選定（１箇所以上）し、受注者に非破壊試験を実施さ

せ、測定結果報告書を確認する」とは、従来、完成検査時に検査員が現地測定を実施し

ていたが、それに代わるものとして、受注者が実施する非破壊試験において監督員が測

定箇所の中から任意の位置（１箇所以上）を選定し、測定結果に関して確認を行うこと

とした。 

(5) その他

その他、具体的な方法については、下記を参照すること。

(国研)土木研究所ＨＰ：http://www.pwri.go.jp/jpn/results/offer/conc-kaburi/conc-

kaburi.html

・電磁波レーダ法による比誘電率分布（鉄筋径を用いる方法）およびかぶりの求め方

・電磁波レーダ法による鉄筋の位置とかぶり測定が困難な場合の対処方法

・レーダ法におけるシート測定方法

・電磁誘導法による近接鉄筋の影響の補正方法
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3.測定データ記入様式

各工事における測定データの測定データ記入様式は、別紙-1 の様式によるものとする。

なお、提出様式については下記のホームページに掲載している。 

ダウンロード先ＨＰ：http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou.html 

なお、測定データ記入様式への記載の具体的方法については、別紙-2 の「測定データ記入要

領」を参考に行うこと。 
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非破壊試験によるコンクリート構造物の配筋状態及びかぶり測定 

測定データ記入要領 

別紙－２
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1 調査票の構成

本調査票は、以下のシートで構成されています。 

当該工事の工種に従い、該当するシートへ入力してください。 

当該工事に複数の工種が含まれる場合は、該当するシートの全てを入力してください。 

シート名
工 種 

橋梁上部工 橋梁下部工 ボックスカルバート工

①共通記入 ○ ○ ○ 

②測定データ

（橋梁上部・下部）
○ 

○ 

③測定データ

（ボックスカルバート） 
○

2 「①共通記入」シート

当該工事の事務所名および工事名を入力してください。  
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3 「②測定データ（橋梁上部・下部）」シート

3-1 測定箇所略図

測定箇所を明示した正面図・断面図の略図（施工図などの活用も可）を貼り付け、断面 No.（赤字）

と箇所 No.（青字）を略図に明記してください。 

略図内の断面 No.（赤字）と箇所 No.（青字）は、下表の測定データ入力との整合を図ってくださ

い。 
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3-2 測定箇所、測定手法、測定時の材齢

各測定箇所における測定対象、測定断面、測定手法、コンクリート打設日および試験実施日を入力

（選択）してください。 

測定時の材齢（日）は、自動算出されます。 

なお、測定断面で「その他」を選択した場合は、具体内容（具体的な断面名称）を入力してくだ

さい。 
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3-3 設計値、合否判定許容値

各測定箇所における設計値（鉄筋径、鉄筋間隔、かぶり）を入力（選択）してください。

入力が終了すると、合格判定許容値が自動算出されます。

最小かぶりについては、コンクリート標準示方書（構造性能照査編 9.2）を参照し、入力してくだ

さい。 

鉄筋間隔・かぶりにおける X 方向（主鉄筋）・Y 方向（配力筋）については、下図を参照してくだ

さい。 

方
向

①
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間
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方
向
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か
ぶ
り
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方
向
）
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⑤ 
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3-4 測定値

鉄筋間隔の測定値は、各走査線から得られる走査線毎の平均値をさらに平均とした数値を入力して

ください。 

かぶりの測定値は、各走査線から得られたかぶり値を配列し、走査線と鉛直方向のデータの平均値

をかぶりの測定値として入力してください。 

また、かぶりの概略値（ℓ’）についても、各測線から得られる値を平均して入力してください。 

鉄筋間隔・かぶりにおける X 方向（主鉄筋）・Y 方向（配力筋）については、下図を参照してくだ

さい。 

 かぶり測定時の分類については、『８－１非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及

びかぶり測定要領』の 「図 1鉄筋探査の流れ」での再調査の場合に「再調査」を選択してくださ

い。

鉄筋間隔・かぶりとも、測定データを入力すると合格判定許容値に対する合否判定が表示されます

ので、測定データの合否判定に間違いないか確認してください。

方
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4 「③測定データ（ボックスカルバート）」シート

測定箇所を明示した正面図・断面図の略図（施工図などの活用も可）を貼り付け、測定 No.（緑字）、

断面 No.（赤字）および箇所 No.（青字）を略図に明記してください。 

略図内の測定 No.（緑字）、断面 No.（赤字）および箇所 No.（青字）は、下表の測定データ入力と

の整合を図ってください。 

以下、測定データ表は、前述の「②測定データ（橋梁上部・下部）」シートと同様の手順で入力し

てください。 
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（
1
）

（
A

）

L
 /

 4
L
 /

 4

（
B

）

L

凡
例

：
▲

：測
定

位
置

一
点

破
線

 ：
測

定
断

面
実

線
　

　
：打

継
ぎ

目

(　
)：

箇
所

N
o
.

○
：

か
ぶ

り
測

点
(
走

査
線

に
直

交
す

る
鉄

筋
)

向
①④ ③ ②

走
査

線

間 隔 (Y 方 向 )

か ぶ り (Y 方 向 )

①
④

③
②

⑤

間
隔

(
X方

向
)

か
ぶ

り
(
X方

向
)

走 査 線

⑤

　
打

継
ぎ

目
に

お
い

て
、

　
段

階
確

認
（か

ぶ
り

測
定

）実
施

（
4
）

（
5
）

（
1
）

（
3
）

（
2
）
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第９章 附則

１．経過措置

「第２章 １．工場選定およびレディーミクストコンクリートを用いる場合の確認 

方法」の工場の確認に関する事項については、適用開始日を、平成２６年７月１日

からとする。
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＜
参

考
１

＞
　

レ
デ

ィ
ー

ミ
ク

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
品

質
検

査
項

目
の

試
験

頻
度

に
つ

い
て

工
種

規
模

日
当

た
り

打
設

量
が

5
0
m

3
以

上
（
配

合
種

類
別

）

日
当

た
り

打
設

量
が

5
0
m

3
未

満
（
配

合
種

類
別

）

日
当

た
り

打
設

量
が

5
0
m

3
未

満
（
配

合
種

類
別

）

日
当

た
り

打
設

量
が

5
0
m

3
以

上
（
配

合
種

類
別

）
日

当
た

り
打

設
量

が
1
0
0
m

3
以

上

工
場

の
種

類
JI

S
外

工
場

JI
S
工

場
※

2
JI

S
工

場
※

2
JI

S
外

工
場

JI
S
外

工
場

・
JI

S
工

場
※

2
JI

S
工

場
※

2
JI

S
外

工
場

単
位

水
量

測
定

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
ー

・
1
0
0
m

3
/
日

以
上

の
場

合
：
2
回

/
日

（
午

前
1
回

、
午

後
1
回

）
以

上
、

ま
た

は
重

要
構

造
物

の
場

合
は

重
要

度
に

応
じ

て
1
0
0
 m

3
～

1
5
0
m

3
ご

と
に

1
回

、
及

び
荷

卸
し

時
に

品
質

変
化

が
認

め
ら

れ
た

と
き

と
し

、
測

定
回

数
は

多
い

方
を

採
用

す
る

。

ス
ラ

ン
プ

試
験

・
1
工

種
1
回

以
上

の
試

験
・
1
工

種
1
回

以
上

の
試

験
、

ま
た

は
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
工

場
の

品
質

証
明

書
等

※
3
の

み
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

・
1
日

1
回

以
上

・
1
日

1
回

以
上

空
気

量
測

定

・
1
工

種
1
回

以
上

の
試

験
・
1
工

種
1
回

以
上

の
試

験
、

ま
た

は
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
工

場
の

品
質

証
明

書
等

※
3
の

み
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

・
1
日

1
回

以
上

・
1
日

1
回

以
上

圧
縮

強
度

試
験

・
1
工

種
1
回

以
上

の
試

験
・
1
工

種
1
回

以
上

の
試

験
、

ま
た

は
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
工

場
の

品
質

証
明

書
等

※
3
の

み
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

・
生

コ
ン

工
場

の
同

一
現

場
へ

の
出

荷
順

に
5
0
m

3
程

度
で

く
く

っ
て

（
打

設
日

が
違

っ
て

も
か

ま
わ

な
い

）
、

1
回

以
上

の
試

験
を

行
う

も
の

と
す

る
。

・
打

設
量

が
小

量
で

2
週

間
か

か
っ

て
も

5
0
m

3
に

満
た

な
い

場
合

は
、

2
週

間
で

1
回

以
上

の
試

験
を

行
う

も
の

と
す

る
。

・
生

コ
ン

工
場

の
同

一
現

場
へ

の
出

荷
順

に
5
0
m

3
程

度
で

く
く

っ
て

（
打

設
日

が
違

っ
て

も
か

ま
わ

な
い

）
、

1
回

以
上

の
試

験
を

行
う

も
の

と
す

る
。

・
打

設
量

が
小

量
で

2
週

間
か

か
っ

て
も

5
0
m

3
に

満
た

な
い

場
合

は
、

2
週

間
で

1
回

以
上

の
試

験
を

行
う

も
の

と
す

る
。

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

打
設

が
午

前
と

午
後

に
ま

た
が

る
場

合
は

、
午

前
に

１
回

コ
ン

ク
リ

ー
ト
打

設
前

に
行

い
、

そ
の

試
験

結
果

が
塩

化
物

総
量

の
規

定
値

の
1
/
2
以

下
の

場
合

は
、

午
後

の
試

験
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

（
１

試
験

の
測

定
回

数
は

３
回

と
す

る
）
試

験
の

判
定

は
３

回
の

測
定

値
の

平
均

値
。

・
5
0
m

3
ご

と
に

1
回

の
試

験

・
5
0
m

3
ご

と
に

1
回

の
試

験

・
5
0
m

3
ご

と
に

1
回

の
試

験

塩
化

物
総

量
規

制

※
３

　
品

質
証

明
書

等
と

は
、

JI
S
工

場
で

あ
る

認
証

書
、

配
合

計
画

書
、

納
入

書
、

当
該

試
験

の
製

品
検

査
報

告
書

で
あ

る
。

な
お

、
監

督
員

は
必

要
に

応
じ

、
工

程
管

理
日

報
や

計
量

記
録

等
の

提
出

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

※
４

　
小

規
模

工
種

と
は

、
以

下
の

工
種

を
除

く
工

種
と

す
る

。
橋

台
、

橋
脚

、
杭

類
（
場

所
打

杭
、

井
筒

基
礎

等
）
、

橋
梁

上
部

工
（
桁

、
床

版
、

高
欄

等
）
、

擁
壁

工
（
高

さ
1
m

以
上

）
、

函
渠

工
、

樋
門

、
樋

管
、

水
門

、
水

路
（
内

幅
2
.0

m
以

上
）
、

護
岸

、
ダ

ム
及

び
堰

、
ト
ン

ネ
ル

、
舗

装
、

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

工
種

及
び

特
記

仕
様

書
で

指
定

さ
れ

た
工

種

※
５

　
圧

縮
強

度
試

験
に

つ
い

て
は

、
荷

卸
し

時
に

テ
ス

ト
ピ

ー
ス

を
作

製
す

る
こ

と
。

そ
の

他
の

試
験

に
つ

い
て

は
、

荷
卸

し
時

に
試

験
を

実
施

す
る

こ
と

。

・
骨

材
に

海
砂

を
使

用
す

る
場

合
は

、
「
海

砂
の

塩
化

物
イ

オ
ン

含
有

率
試

験
方

法
」
（
JS

C
E
-
C

5
0
2
,5

0
3
）
ま

た
は

設
計

図
書

の
規

定
に

よ
り

行
う

。
・
対

象
構

造
物

は
、

生
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

取
り

扱
い

マ
ニ

ュ
ア

ル
　

第
４

章
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

耐
久

性
向

上
に

よ
る

。
・
用

心
鉄

筋
等

を
有

さ
な

い
無

筋
構

造
物

の
場

合
は

省
略

で
き

る
。

・
荷

卸
し

時
１

回
/
日

以
上

ま
た

は
構

造
物

の
重

要
度

と
工

事
の

規
模

に
応

じ
て

2
0
 m

3
～

1
5
0
m

3
ご

と
に

１
回

、
及

び
荷

卸
し

時
に

品
質

変
化

が
認

め
ら

れ
た

時
。

た
だ

し
、

道
路

橋
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
床

版
に

レ
デ

ィ
ー

ミ
ク

ス
ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
を

用
い

る
場

合
は

原
則

と
し

て
全

運
搬

車
測

定
を

行
う

。
・
道

路
橋

床
版

の
場

合
、

全
運

搬
車

試
験

を
行

う
が

、
ス

ラ
ン

プ
試

験
の

結
果

が
安

定
し

良
好

な
場

合
は

そ
の

後
ス

ラ
ン

プ
試

験
の

頻
度

に
つ

い
て

監
督

員
と

協
議

し
低

減
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

・
荷

卸
し

時
１

回
/
日

以
上

ま
た

は
構

造
物

の
重

要
度

と
工

事
の

規
模

に
応

じ
て

2
0
 m

3
～

1
5
0
m

3
ご

と
に

１
回

、
及

び
荷

卸
し

時
に

品
質

変
化

が
認

め
ら

れ
た

時
。

・
荷

卸
し

時
１

回
/
日

以
上

、
ま

た
は

構
造

物
の

重
要

度
と

工
事

の
規

模
に

応
じ

て
2
0
 m

3
～

1
5
0
m

3
ご

と
に

１
回

な
お

、
テ

ス
ト
ピ

ー
ス

は
打

設
場

所
で

採
取

し
、

1
回

に
つ

き
6
本

（
σ

7
・
・
・
3
本

、
σ

2
8
・
・
・
3
本

）
と

す
る

。
・
早

強
セ

メ
ン

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
必

要
に

応
じ

て
1
回

に
つ

き
3
本

（
σ

3
）
を

追
加

で
採

取
す

る
。

※
１

　
工

種
と

は
建

設
工

事
施

工
管

理
基

準
(案

)出
来

形
管

理
適

応
表

の
条

・
工

種
の

欄
に

記
載

さ
れ

る
工

種
で

あ
る

。

※
２

　
JI

S
工

場
と

は
、

JI
S
マ

ー
ク

表
示

認
証

製
品

を
製

造
し

て
い

る
工

場
で

あ
る

。

レ
デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー
ト
の
品
質
検
査
項
目
の
試
験
頻
度
に

つ
い
て
、
「
建
設
工
事
施
工
管
理
基
準
（
案
）
品
質
管
理
基
準
及
び
規
格
値
」
、
生
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
取
り
扱
い
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
耐
久
性
向
上
」
、
「
レ
デ
ィ
ー

ミ
ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
単
位
水
量
試
験
」
、
及
び
「
日
当
り
打
設
量

が
小
規
模
と
な
る
レ
デ
ィ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
品
質
管
理
基
準
（
案
）
」
に
記
載
さ
れ
る
内
容
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
を
下
表
に
示
す
。 JI

S
外

工
場

・
JI

S
工

場
※

2

日
当

た
り

打
設

量
が

5
0
m

3
未

満
（
配

合
種

類
別

）

―

小
規

模
工

種
以

外
※

４

打
設

量
等

小
規

模
工

種
※

４

1
工

種
当

り
総

使
用

量
が

5
0
m

3
以

上
※

1
1
工

種
当

り
の

総
使

用
量

が
5
0
m

3
未

満
※

1
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＜参考２＞ 工場選定およびレディーミクストコンクリートを用いる場合の確認方法について
（共通仕様書「第１編第５章５-３-２」第１項から第３項に関する規定の整理）

工場の種類 製品区分 工場の確認
レディーミクストコンクリート

の確認
工場及びレディーミクストコンク

リートの確認
備考

JIS製品
マル適マークまたは
監査の合格書の写しの提示

マル適マークまたは
監査の合格書の写しの提示

使用材料確認表の提出 使用材料確認表の提出

JIS認証書の写しの提示
（JIS製品の確認）

JIS認証書の写しの提示
（JIS製品の確認）

配合計画書の提示 配合計画書の提示

納入書の提示 納入書の提示

JIS外製品
マル適マークまたは
監査の合格書の写しの提示

マル適マークまたは
監査の合格書の写しの提示

使用材料確認表の提出 使用材料確認表の提出

示方配合表の提示
（配合試験に臨場）注２

示方配合表の提示
（配合試験に臨場）注２

配合計画書の提示 配合計画書の提示

基礎資料※４の提示 基礎資料※４の提示

納入書またはバッチごとの
計量記録の提示

納入書またはバッチごとの
計量記録の提示

JIS製品
JIS認証書の写しの提示
（JIS工場の確認）

JIS認証書の写しの提示
（JIS製品の確認）

JIS認証書の写しの提示
（JIS工場及びJIS製品の確認）

資格証（登録者証も可）の写し
の提示

資格証（登録者証も可）の写し
の提示

使用材料確認表の提出 使用材料確認表の提出

品質管理データ※３の提示
（配合試験に臨場）注１

品質管理データ※３の提示
（配合試験に臨場）注１

配合計画書の提示 配合計画書の提示 配合計画書の提示

材料に関する確認資料※５の
提示

材料に関する確認資料※５の
提示

納入書の提示 納入書の提示

JIS外製品
JIS認証書の写しの提示
（JIS工場の確認）

JIS認証書の写しの提示
（JIS製品の確認）

JIS認証書の写しの提示
（JIS工場及びJIS製品の確認）

資格証（登録者証も可）の写し
の提示

資格証（登録者証も可）の写し
の提示

使用材料確認表の提出 使用材料確認表の提出

品質管理データ※３の提示
（配合試験に臨場）注１

示方配合表の提示
（配合試験に臨場）注２

品質管理データ※３の提示
（配合試験に臨場）注１
示方配合表の提示
（配合試験に臨場）注２

配合計画書の提示 配合計画書の提示 配合計画書の提示

材料に関する確認資料※５
の提示

基礎資料※４の提示 基礎資料※４の提示
材料に関する確認資料※５
は、基礎資料※４に含まれる
内容である

納入書またはバッチごとの
計量記録の提示

納入書またはバッチごとの
計量記録の提示

JIS外工場 JIS外製品 資格証（登録者証も可）の写し
の提示

資格証（登録者証も可）の写し
の提示

使用材料確認表の提出 使用材料確認表の提出

品質管理データ※３の提示
（配合試験に臨場）注１

示方配合表の提示
（配合試験に臨場）注２

品質管理データ※３の提示
（配合試験に臨場）注１
示方配合表の提示
（配合試験に臨場）注２

配合計画書の提示 配合計画書の提出 配合計画書の提出

材料に関する確認資料※５
の提示

基礎資料※４の提出 基礎資料※４の提出
材料に関する確認資料※５
は、基礎資料※４に含まれる
内容である

バッチごとの計量記録や納入書
などの品質を確認、証明できる
資料の提示

バッチごとの計量記録や納入書
などの品質を確認、証明できる
資料の提示

材料の計量及び練混ぜの規定
に基づく資料
※ 共通仕様書「第１編 第５章
５-５-４」参照

材料の計量及び練混ぜの規定
に基づく資料
※ 共通仕様書「第１編 第５章
５-５-４」参照

※１　マル適工場とは、全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場をいう。

※２　JIS工場とは、JISマーク表示認証製品を製造している工場をいう。

※３　品質管理データとは、配合試験で実施した材料の計量、スランプ、空気量、塩化物量、圧縮強度試験に関するデータをいう。

※５　材料に関する確認資料とは、本マニュアル表２－１に示す試験項目に関する資料をいう。

注２　他工事（公共工事に限る）において使用実績があり、品質管理データがある場合は、配合試験を行わず他工事（公共工事に限る）の配合表に代えること
 ができる。（他工事（公共工事に限る）の配合表は、レディーミクストコンクリートを使用する当該年度または前年度のものを有効とする）

マル適工場
※１

マル適外工場
（JIS工場※２）

※４　基礎資料とは、建設工事施工管理（案）における品質管理基準及び規格値「セメント・コンクリート（転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート
・吹付けコンクリートを除く）」の「材料」にある「その他（JISマーク表示されたレディーミクストコンクリートを使用する場合は除く）」に示される試験項目に
関する資料をいう。

注１　他工事（公共工事に限る）において使用実績がある場合は、配合試験を行わず他工事（公共工事に限る）の配合表に代えることができる。（他工事（公
 共工事に限る）の配合表は、レディーミクストコンクリートを使用する当該年度または前年度のものを有効とし、レディーミクストコンクリートの種類は問わ

　 ないが呼び強度をもつ配合のものを対象とする）

参考－２

459
生コンクリートの取り扱いマニュアル
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様式について

(１)共通仕様書第１編により定められた様式（第１号様式～第１４号様式）の内、第１１号様式工事履
行報告書、第１４号様式電子媒体等納品書を除く様式は、国土交通省の様式を準用してもよい。

(２)建設工事施工管理基準（案）による様式１－１～様式５１－２については、国土交通省の様式を準
用してもよい。
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第
9
号

様
式

年
月

日

資
格

内
容

担
当

工
事

内
容

一
号

特
定

技
能

外
国

人
の

従
事

の
状

況
（

有
無

）
有

　
　

無
外

国
人

建
設

就
労

者
の

従
事

の
状

況
(
有

無
)

資
格

内
容

有
　

　
無

外
国

人
技

能
実

習
生

の
従

事
の

状
況

(
有

無
)

有
　

　
無

事
業

所
整

理
記

号
等

安
全

衛
生

責
任

者
名

安
全

衛
生

推
進

者
名

雇
用

管
理

責
任

者
名

現
場

代
理

人
名

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

主
任

技
術

者
名

専
　

任
非

専
任

雇
用

保
険

健
康

保
険

厚
生

年
金

保
険

厚
生

年
金

保
険

雇
用

保
険

加
入
　
　
未
加
入

適
用
除
外

加
入
　
　
未
加
入

適
用
除
外

健
康

保
険

加
入
　

　
未

加
入

適
用

除
外

住
所

保
険

加
入

の
有

無

事
業

所
整

理
記

号
等

健
康

保
険

元
請

契
約

加
入
　
　
未
加
入

適
用
除
外

健
康

保
険

厚
生

年
金

保
険

雇
用

保
険

自
年

月
日

至
年

月
日

契
約

日
年

月
日

　

健
康

保
険

等
の

加
入

状
況

営
業

所
の

名
称

健
康

保
険

等
の

加
入

状
況

厚
生

年
金

保
険

加
入
　
　
未
加
入

適
用
除
外

区
分

営
業

所
の

名
称

専
門

技
術

者
名

現
場

代
理

人
名

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

監
督

員
名

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

発
注

者
の

監
督

員
名

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

下
請

契
約

保
険
加

入
の

有
無

加
入

　
　

未
加

入
適

用
除

外

許
　

可
　

番
　

号
許

可
（

更
新

）
年

月
日

工
事

業

　
　

年
　

　
月

　
　

日
知
事
　
一
般

建
設

業
の

許
可

施
工

に
必

要
な

許
可

業
種

大
臣
　
特
定

大
臣
　
特
定

第
号

　
　

年
　

　
月

　
　

日
知
事
　
一
般

第
号

工
事

業

《
下

請
負

人
に

関
す
る
事
項
》

会
社

名
代

表
者

名

住
所

電
話

番
号

〒

（
T
E
L

-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
)

　
　

年
　

　
月

　
　

日

工
 
事

 
名

 
称

工
 
事

 
内

 
容

工
期

自
年

月
日

至
年

月
日

契
約

日
年

月
日

　

資
格

内
容

担
当

工
事

内
容

資
格

内
容

担
当

工
事

内
容

専
　

任
非

専
任

資
格

内
容

専
門

技
術

者
名

監
理

技
術

者
名

主
任

技
術

者
名

専
門

技
術

者
名

一
号

特
定

技
能

外
国
人

の
従

事
の

状
況

（
有

無
）

有
　

　
無

外
国

人
建

設
就

労
者

の
従

事
の

状
況

(
有

無
)

有
　

　
無

有
　

　
無

外
国

人
技

能
実

習
生

の
従

事
の

状
況

(
有

無
)

契
約

営
業

所

区
分

雇
用

保
険

建
設

業
の

許
可

許
　
可

　
業

　
種

施
工

体
制

台
帳

［
事

業
所

名
］

［
会

社
名

］

許
　

可
　

番
　
号

　
　

年
　

　
月

　
　

日

許
可

（
更

新
）

年
月

日

発
注

者
名

及
び

住
所

工
期

元
請

契
約

下
請

契
約

名
称

第
号

第
号

工
事

業

工
事

業

大
臣
　
特
定

知
事
　
一
般

大
臣
　
特
定

知
事
　
一
般

工
 
事

 
名

 
称

工
 
事

 
内

 
容
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A
E

A
E

A
E

A
E

A
E

A
E

A
E

A
E

A
E

A
E

A
E

A
E

A
E

A
E

A
E

A
E

A
E

A
E

A
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A
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A
E

A
E

A
E

A
E

A
E
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E

A
E

A
E

A
E

A
E

A
E

A
E

A
E

A
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A
E

A
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A
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A
E

A
E

A
E

A
E

A
E

A
E

A
E

A
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A
E

A
E
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E

A
E

A
E

A
E

A
E

A
E

A
E
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E

A
E

A
E

cm
 

2.
5c

m
 

� �

����

���



年
月

日

外
国

人
技

能
実

習
生

の
従

事
の

状
況

(
有

無
)

有
　

　
無

一
号

特
定

技
能

外
国

人
の

従
事

の
状

況
（

有
無

）

外
国

人
建

設
就

労
者

の
従

事
の

状
況

(
有

無
)

有
　

　
無

知
事
　
一
般

営
業

所
の

名
称

建
設

業
の

許
可

施
工

に
必

要
な

許
可

業
種

許
　

可
　

番
　

号

有
　

　
無

工
事

業
大
臣
　
特
定

第
号

注
文

者
と

の
契

約
日

資
格

内
容

担
当

工
事

内
容

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

専
門

技
術

者
名

安
全

衛
生

責
任

者
名

雇
用

管
理

責
任

者
名

加
入
　
　
未
加
入

適
用
除
外

一
号

特
定

技
能

外
国

人
の

従
事

の
状

況
（

有
無

）
有

　
　

無

大
臣
　
特
定

第
号

　
　

年
　

　
月

　
　

日

住
所

電
話

番
号

〒

（
T
E
L

-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
)

許
可

（
更

新
）

年
月

日

安
全

衛
生

責
任

者
名

雇
用

管
理

責
任

者
名

雇
用

保
険

健
康

保
険

等
の

加
入

状
況

保
険

加
入

の
有

無

健
康

保
険

厚
生

年
金

保
険

雇
用

保
険

再
下

請
負

業
者

及
び

再
下

請
負

契
約

関
係

に
つ

い
て

次
の

と
お

り
報

告
い

た
し

ま
す

。

会
社

名
代

表
者

名

工
事

業

工
期

自
年

月
日

至
年

月
日

契
約

日
年

月
日

　

工
 
事

 
名

 
称

工
 
事

 
内

 
容

　
　

年
　

　
月

　
　

日
知
事
　
一
般

安
全

衛
生

推
進

者
名

外
国

人
建

設
就

労
者

の
従

事
の

状
況

(
有

無
)

有
　

　
無

外
国

人
技

能
実

習
生

の
従

事
の

状
況

(
有

無
)

有
　

　
無

《
再

下
請

負
関

係
》

再
下

請
負

通
知

書

直
近

上
位

注
文

者
名

【
報

告
下

請
負

業
者

】

住
所

主
任

技
術

者
名

専
　

任
非

専
任

資
格

内
容

監
督

員
名

元
請

名
称

《
自

社
に

関
す

る
事

項
》

大
臣
　
特
定

知
事
　
一
般

大
臣
　
特
定

工
期

自
年

月
日

至
年

月
日

年
月

日
　

工
事

業

工
事

業

第
号

第
号

建
設

業
の

許
可

施
工

に
必

要
な

許
可

業
種

許
　

可
　

番
　
号

　
　

年
　

　
月

　
　

日

許
可

（
更

新
）

年
月

日

会
社

名

知
事
　
一
般

代
表

者
名

厚
生

年
金

保
険

雇
用

保
険

　
　

年
　

　
月

　
　

日

厚
生

年
金

保
険

雇
用

保
険

専
　

任
非

専
任

専
門

技
術

者
名

資
格

内
容

加
入
　

　
未

加
入

適
用

除
外

加
入

　
　

未
加

入
適

用
除

外

営
業

所
の

名
称

事
業

所
整

理
記

号
等

健
康

保
険

健
康

保
険

等
の

加
入

状
況

保
険

加
入

の
有

無

健
康

保
険

現
場

代
理

人
名

担
当

工
事

内
容

工
 
事

 
名

 
称

工
 
事

 
内

 
容

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

安
全

衛
生

推
進

者
名

加
入
　
　
未
加
入

適
用
除
外

加
入
　
　
未
加
入

適
用
除
外

加
入
　
　
未
加
入

適
用
除
外

事
業

所
整

理
記

号
等

健
康

保
険

厚
生

年
金

保
険

資
格

内
容

現
場

代
理

人
名

権
限

及
び

意
見

申
出
方

法

主
任

技
術

者
名
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第
1
1
号
様
式
 

工
事

履
行

状
況

報
告

書
 

 
令

和
 

 
年

 
 
月

 
 
日

 

監
督

員
 
あ

て
 

 
 
現

場
代

理
人

 
印

 
 
工

事
番

号
 

 
 

 
 

 
工

事
名 
 

 
 

 工
 

 
 

 
 

 
期

令
和

 
 
年

 
 
月

 
 
日

 
～

 
令

和
 

 
年

 
 
月

 
 
日

 

 
 
契

約
金

額
 

 
円

 
 
標
記
工

事
に
つ
い
て
、

 
 
月

分
の

工
事

履
行

状
況
報

告
を
提
出
し
ま
す
。

 

記
 

１
．
 工

程
調
書

 

 
 

 
 

工
種 

 
設

計
数

量
 

工
種
別
出
来

 

高
比
率

 
Ａ

 

工
種
別
設
計

 

換
算

率
 
Ｂ

 

設
計
総
体
に
対
す

る
比
率

 
 
Ａ
×
Ｂ

 
 

 
 

 
摘

要
 

 
 

 
 

合
計 

 

（
注

）
 
１
．
工

種
は

、
主

要
工

種
の

み
と
す
る
。

 
２
．
設

計
数

量
の

上
段

に
出

来
高

数
量

を
括

弧
で
記

載
す
る
こ
と
。

 
３
．
工

種
別

設
計

換
算

率
は

、
請

負
対

象
工

事
費

の
う
ち
、
直

接
工

事
費

に
共

通
仮

設
費

を
加

え
た
も
の

を
１
と
し
た
率

を
記

載
す
る
こ
と
。

 
４
．
総
合
工
程
表
に
は
、
計
画
（
点
線
）
実
績
（
実
線
）
を
区
分
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

 

 
 

 
 

 
監

督
員

 

 
２
．
工
程

図
表

 月
 

工
種

４
 

５
 

６
 

７
 

８
 

９
 

1
0
 

1
1
 

1
2 

１
 

２
 

３
 

計
 

 
 

計
 

 画
 

 
 

実
 

 績
 

３
．
総

合
工

程
表

 

出
来

高
%/

月
 

１
０
０

９
０

８
０

７
０

６
０

５
０

４
０

３
０

２
０

１
０ ０

m881158
長方形
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３．三重県建設副産物処理基準
昭和59年９月制定 

平成２年４月改定 

平成４年４月改定 

平成７年４月改定 

平成11年７月改定 

平成15年４月改定 

平成24年７月改定 

平成27年11月改定 

平成28年 7月改定 

平成31年４月改定 

第１条 目 的 

 この基準は建設工事の副産物である建設発生土と建設廃棄物の適正な処理等に係る総合的な対策

を発注者及び施工者が適切に実施するために必要な基準を示し、もって建設工事の円滑な施工の確保、

資源の有効な利用の促進及び生活環境の保全を図ることを目的とする。 

第２条 この基準に掲げる用語の意義は次による。 

(1) 建設副産物

「建設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られたすべての物品であり、その種類としては、

「工事現場外に搬出される建設発生土」、「コンクリート塊」、「アスファルト・コンクリート塊」、「建

設発生木材」、「建設汚泥」、「紙くず」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず（工作物の新

築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。）及び陶磁器くず」又はこれらのものが混合した「建

設混合廃棄物」などをいう。 

(2) 建設発生土

「建設発生土」とは、建設工事に伴い副次的に得られた土砂であり、廃棄物処理法に規定する廃

棄物には該当しない。（廃掃法施行令第２条） 

建設発生土には、 

① 土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの、

② 港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂（浚渫土）、その他これに類するものがある。

一方、「建設工事において発生する建設汚泥」は、廃棄物処理法上の産業廃棄物に該当する。 

 土砂と建設汚泥の区分については、次に示す環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄

物課長通知「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」（平成23年３月30日環廃産第

110329004号）によるものとする。 

【建設汚泥の取り扱い】 

 地下鉄工事等の建設工事に係る掘削工事に伴って排出されるもののうち、含水率が高く粒子が微細
な泥状のものは、無機性汚泥（以下「建設汚泥」という。）として取り扱う。また、粒子が直径74ミ
クロンを超える粒子をおおむね95％以上含む掘削物にあっては、容易に水分を除去できるので、ずり
分離等を行って泥状の状態ではなく流動性を呈さなくなったものであって、かつ、生活環境の保全上
支障のないものは土砂として扱うことができる。
泥状の状態とは、標準仕様ダンプトラックに山積みができず、また、その上を人が歩けない状態を

いい、この状態を土の強度を示す指標でいえば、コーン指数がおおむね200kN／㎡以下又は一軸圧縮
強度がおおむね50 kN／㎡以下である。 

しかし、掘削物を標準使用ダンプトラック等に積み込んだ時には泥状を呈していない掘削物であっ
ても、運搬中の練り返しにより泥状を呈するものもあるので、これらの掘削物は「汚泥」として取り
扱う必要がある。なお、地山の掘削により生じる掘削物は土砂であり、土砂は廃棄物処理法の対象外
である。 
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(3) 建設廃棄物

「建設廃棄物」とは、建設副産物のうち、廃棄物処理法第２条第１項に規定する廃棄物に該当す

るものをいい、一般廃棄物と産業廃棄物の両者を含む概念である。 

建設副産物と建設廃棄物の関係及び具体例は別紙１のとおりである。 

第３条 適用範囲 

この基準は、三重県が発注する建設工事から発生する建設副産物の処理に適用する。 

第４条 基本方針 

 発注者及び施工者は、「建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」、「三

重県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関す

る指針」及び「建設リサイクル推進計画2015（中部地方版）」並びに次の基本方針により、適切な役

割分担のもとに建設副産物に係る総合的対策を適切に実施しなければならない。 

(1) 建設副産物の発生の抑制に努めること。

(2) 建設副産物のうち、再使用をすることができるものについては、再使用に努めること。

(3) 建設副産物のうち、再使用がされないものは、再生利用に努めること。

(4) 建設副産物のうち、再使用及び再生利用がされないものは熱回収に努めること。

(5) 建設副産物のうち、前３号の規定による循環的な利用が行われないものについては、適正に処分

すること。なお、処分に当たっては、縮減することができるものについては縮減に努めること。 

第５条 原則化ルール 

 建設副産物の工事現場からの搬出にあたっては、以下の事項について、経済性に拘わらず実施する

ことを原則とする。 

○ コンクリート塊、アスファルト塊

・工事現場からの距離に拘わらず再資源化施設へ搬出する。

○ 建設発生木材（伐採根、伐採木を含む）

・原則として再資源化施設へ搬出する。

 ただし、工事現場から50㎞の範囲内に再資源化施設等がない場合または以下の(1)及び

(2)の条件を共に満たす場合は、再資源化に代えて縮減（中間処理施設での焼却）すること

ができる。 

(1) 工事現場から再資源化施設までの車両が通行できる道路が整備されていない場合で

あって、

(2) 縮減をするために行う運搬に要する費用の額が、再資源化施設までの運搬に要する費

用の額より低い場合

○ 建設汚泥

・工事現場から50㎞の範囲内に再資源化施設等がある場合は、再資源化施設へ搬出する。

・工事現場から50㎞の範囲内に再資源化施設等がない場合は、適正処理（最終処分）を行う。 

○建設発生土

・工事現場から50㎞の範囲内の他の工事現場等（公有地、民間建設工事を含む）へ搬出する。 

・工事現場から50㎞の範囲内の他の工事現場等（公有地、民間建設工事を含む）へ搬出でき

ない場合、民有地へ適正に処分する。
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第６条 各段階における計画書の作成等 

１．建設工事の計画段階においては、別紙２「リサイクル計画書（概略設計・予備設計）」を作成す

る。（設計業務の受注者等が作成） 

２．建設工事の設計段階においては、別紙３「リサイクル計画書（詳細設計）」を作成する。（設計業

務の受注者等が作成） 

３．建設工事の積算段階において、建設副産物の再資源化等ができない場合は、別紙５「リサイクル

阻害要因説明書」を作成する。（積算担当者が作成） 

４．建設工事の施工段階においては 

(1) 着手前

① 受注者は契約額が500万円以上の工事については、別紙６「再生資源利用計画書（実施書）」

及び別紙７「再生資源利用促進計画書（実施書）」を作成して、施工計画書に綴じ込んで監督

員に提出する。 

② 監督員は建設リサイクル法第10条の対象建設工事について、同11条の通知（別紙８）を行う。

(2) 工事中

① 受注者は建設副産物を工事現場から搬出する場合は廃棄物処理法に基づき産業廃棄物管理

表（紙マニフェストまたは電子マニフェスト）により、適正に処理されていることを確かめる

とともに監督員に提示する。 

(3) 完了後

① 受注者は JACICが運用する「建設副産物情報交換システム」に実績報告を入力する。

② 受注者はすみやかに別紙６「再生資源利用計画書（実施書）」及び別紙７「再生資源利用促進計

画書（実施書）」を作成し、監督員に提出する。 

③ 受注者は、建設リサイクル法第18条に基づき以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。 

・再資源化等が完了した年月日

・再資源化等をした施設の名称及び所在地

・再資源化等に要した費用

なお、書面は上記②を兼ねるものとする。 

第７条 建設発生土 

（搬出の抑制） 

１．建設工事の施工に当たり、適切な工法の選択等により、建設発生土の発生の抑制に努めるととも

に、その現場内利用の促進等により搬出の抑制に努めるものとする。 

（原則化ルール） 

２．三重県が発注する公共工事においては、建設発生土の利用について、次のとおり使用することを

原則とする。 

・工事現場から50㎞以内の他の公共工事から搬出される発生土がある場合には工事目的に要求さ

れる品質等を考慮したうえで、経済性に拘わらず利用する。 

（公共事業間の利用調整及び再利用推進） 

３．建設発生土の再利用等については、建設発生土情報交換システム（JACIC 運用）を使用して事前

に情報の入出力を行い、建設発生土を必要とする工事を担当する機関または建設発生土を搬出する

工事を担当する機関との調整に努め、次の方法によって建設発生土の有効利用を図るものとする。 

 なお、土質によっては、工法等を工夫し、再資源化施設の活用、必要に応じ土質改良を行うこと

等により建設発生土の再利用及び工事間流用を図るものとする。 
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［建設発生土の取り扱い］ 

建設発生土は以下に示す順序で処理するものとする。 

① 現場内流用（自ら利用）

② 50㎞以内の「他の公共工事」に流用（ストックヤードへの搬出入含む）

③ 50㎞以内の公有地へ適正に処分する。

④ 50㎞以内の「民間建設工事」に流用

⑤ 民有地へ適正に処分する。

［参考資料］ 

① 土質区分基準………………………………………………………別紙11 

② 適用用途標準………………………………………………………別紙12 

③ セメント及びセメント系固化剤を使用した改良土の

六価クロム溶出試験実施要領（案）……………………別紙13 

（積算上の注意事項） 

４．建設発生土の再利用に関する積算、手続き等に関して下記事項に留意するものとする。 

(1) 現場内流用ができない建設発生土については処分地を指定することを原則とし、処分地までの

実運搬距離を計上するものとする。 

この場合、特記仕様書に処分先及び運搬距離を明記する。 

(2) 設計時に処分地を指定することが困難な場合は、次により処理することができる。

① 建設発生土が100㎥未満のときは運搬距離を４㎞として計上する。なお、契約後、受注者が

実際に処分した処分地までの実運搬距離に増減を生じても変更処理をしないものとする。 

この場合、特記仕様書には、「自由処分」と明記し、運搬距離は記入しない。 

② 建設発生土が100㎥以上のときは、暫定的に運搬距離を８㎞で計上し、契約後、協議により

決定した処分地までの実運搬距離に変更契約を行うものとする。 

 この場合、特記仕様書には、「処分地未定につき相互協議する。暫定運搬距離８㎞」と明記す

ること。 

(3) 処分地における処分費の取り扱いは次のとおりとする。

① 自由処分の場合は、処理費は計上しない。

② 指定処分の場合は、処分地の地形上明らかに整地が必要な場合には、その費用を計上できる

ものとする。 

(4) 公的ストックヤードを利用する場合は特記仕様書に明記するものとする。

(5) 受注者は、民有地へ処分する場合は別紙14「建設発生土受入承諾書」を事前に得るものとする。

(6) 請負者は、建設発生土を搬出する場合は運搬車両１台毎に別紙15「建設発生土搬出伝票」を発

行し、搬出先、搬出土量等を把握する。 

第８条 建設廃棄物 

（排出の抑制） 

１．建設工事の施工に当たっては、資材納入業者の協力を得て建設廃棄物の発生の抑制を行うととも

に、現場内での再使用、再資源化及び再資源化したものの利用並びに縮減を図り、工事現場からの

建設廃棄物の排出の抑制に努めるものとする。 

（分別解体等及び再資源化等の実施） 

２．建設リサイクル法の対象建設工事の施工者は分別解体等及び再資源化等を行うものとする。 
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（処理の委託） 

３．元請け業者は、建設廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。処理を委託す

る場合には、次の事項に留意し、適正に委託しなければならない。 

(1) 廃棄物処理法に規定する委託基準を遵守すること。

(2) 運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それ

ぞれ個別に直接契約すること。 

(3) 建設廃棄物の排出にあたっては、産業廃棄物管理表（紙マニフェストの交付、または電子マニ

フェストの使用）により、最終処分（再生を含む）が完了したことを確認すること。

（積算上の留意点） 

４．積算者は積算時に以下のことに留意するものとする。 

(1) 再生資源化施設へ搬出する場合の積算は、運搬費及び処理費を計上する。

特記仕様書には特段の理由がある場合を除き処分先及び運搬距離は明示しないこと。 

(2) やむを得ず最終処分場へ搬出する場合は、運搬費及び処理費を計上する。特記仕様書には特段

の理由がある場合を除き処分先及び運搬距離は明示しないこと。 

第９条 再生資源及びリサイクル製品等の利用 

（原則化ルール） 

１．三重県が発注する公共工事においては、リサイクル製品の利用については次のとおり使用するこ

とを原則とする。 

２．再生砕石（ＲＣ－40）の品質規格 

再生砕石（ＲＣ－40）は、路盤発生材、アスファルトコンクリート発生材またはセメントコンク

リート発生材から製造された再生骨材や、それらの発生材でグリズリフィーダを通過した材料など

を単独もしくはこれらを混合したもの、および必要に応じて新規骨材を加えたもので、下記の品質

規格を満たすものとする。 

(1) 修正ＣＢＲ  30％以上 

(2) 塑性指数 ６以下 

(3) すりへり減量 50％以下 

○再生砕石

 工事目的に要求される品質等を考慮したうえで、工事現場から40㎞以内に再資源化施設が

ある場合には経済性にかかわらず再生砕石を利用する。 

○再生加熱アスファルト混合物

 工事目的に要求される品質等を考慮したうえで、工事現場から40㎞以内、且つ運搬時間1.5

時間以内に再資源化施設がある場合には経済性にかかわらず再生加熱アスファルト混合物を

利用する。 

○グリーン購入法に基づく特定調達物品等

知事が定める調達方針に基づき、環境物品等の調達を行うよう努める。 

○三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品

 県の公共事業にあっては、その性能、品質、数量、価格等について考慮し、優先的に使用

するよう努めなければならない。 

国、市町等の公共工事にあっては、できる限り使用するよう努めるものとする。 
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(4) 粒度範囲

ふるい目の開き（㎜） 粒度範囲（％） 

５３．０ １００ 

３７．５ ９５～１００ 

１９．０ ５０～８０ 

４．７５ １５～４０ 

２．３６ ５～２５ 

［注］再生骨材の粒度は、モルタルなどを含んだ破砕されたままの見かけの骨材粒度を使用する。 

 路盤以外に用いる場合も、上記品質規格に準拠したものを使用すること。 

(5) 異物の混入 金属片、内装材、木片などの異物を有害量含まない。 

(6) 受注者は、再生砕石（ＲＣ－40）を使用するにあたっては、上記(1)～(4)に関して材料の使用

前１年以内に実施した材料試験の成績表を事前に監督員に提出し、監督員の確認を受けるものと

する。 

＊詳細については、「舗装再生便覧」（平成22年11月（社）日本道路協会）を参照のこと。 

３．再生合材 

(1) 品質規格は（社）日本道路協会発行「舗装再生便覧」（平成22年11月）の規定によること。

(2) 適用工種は次のとおり

・再生資源が表層又は基層工の加熱アスファルト混合物の場合は、表層工又は基層工用の材料

・再生資源が加熱アスファルト安定処理混合物の場合は、上層路盤工用の材料

４．みえ・グリーン購入基本方針に基づく環境物品等 

・基本調達品目ごとに定められた調達目標値を満足するよう、使用に努めること。

５．三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品 

・県の公共事業にあっては、その性能、品質、数量、価格等について考慮し、優先的に使用するよ

う努めなければならない。

国、市町等の公共工事にあっては、できる限り使用するよう努めるものとする。

第10条 附則 

１．この基準は平成31年4月1日より適用する。 
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リサイクル阻害要因説明書

発 注 機 関 名 

工 事 名 

工 事 概 要 

Ⅰ．建設資材利用計画 

［ ］内；目標値、（ ）内；達成値 

再生資源利用率の目標値（100％）を達成できない理由 

土 砂 砕 石 アスファルト混合物 

（  ％） （  ％） （  ％） 

［  ％］ ［  ％］ ［  ％］ 

再生材の供給場所がない 

再生材の規格が仕様に適合しない 

その他（下の括弧内に記入） 

その他 

Ⅱ．建設副産物搬出計画・実績 

１．建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊 

［ ］内；目標値、（ ）内；達成値 

目標値を達成できない理由 

建設発生土 コンクリート塊 アスファルト・コンクリート塊 

（  ％） （  ％） （  ％） 

［  ％］ ［  ％］ ［  ％］ 

他に再利用できる現場がない 

再利用できる現場の要求する規格に適合し

ない 

有害物質が混入している 

再資源化施設がない 

その他（下の括弧内に記入） 

その他 

別紙５ 
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２．建設汚泥、建設発生木材、建設混合廃棄物 

［ ］内；目標値、（ ）内；達成値 

目標値を達成できない理由 

建設汚泥 建設発生木材 建設混合廃棄物 

（  ％） （  ％） （  ％） 

［  ％］ ［  ％］ ［  ％］ 

他に再利用できる現場がない 

再利用できる現場の要求する規格に適合し

ない 

有害物質が混入している 

再資源化施設がない 

その他（下の括弧内に記入） 

その他 

注） それぞれの品目で再生資源利用率、再資源化率及び再資源化・縮減率がそれぞれの目標値に達

しない場合（建設混合廃棄物については、再資源化・縮減率が０％の場合）は、該当品目の理由

の欄に○印をつける。 

 理由の欄に該当するものがない場合には、「その他」の欄に丸印を付け、下の括弧内に具体的

に記述する。 
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（670～671欠頁）

（80～81欠頁）

23.施工体制台帳に係る書類の提出について
平成27年3月30日付け国官技第325号、国営整第292号、
平成27年3月27日付け国港技第123号、平成27年3月16日
付け国空安保第763号、国空交企第643号
大臣官房技術調査課長、大臣官房営繕技術管理室から
地方整備局企画部長、各地方整備局営繕部長あて

「施工体制台帳に係る書類の提出について」の一部改正について

「施工体制台帳に係る書類の提出について」（平成１３年３月３０日付け国官技第７０号、

国営技第３０号）の一部を下記のとおり改正することとしたので、遺漏なきよう措置され
たい。

（別紙） 

施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領 

１．目的 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建設業法に基づく

適正な施工体制の確保等を図るため、発注者から直接建設工事を請け負った建

設業者は、施工体制台帳を整備すること等により、的確に建設工事の施工体制

を把握するとともに、受注者の施工体制について、発注者が必要と認めた事項

について提出させ、発注者においても的確に施工体制を把握することを目的と

する。 

２．対象工事 

工事を施工するために、下請契約を締結した工事。 

３．記載すべき内容 

（１）建設業法第二十四条の七第一項及び建設業法施行規則第十四条の二に掲

げる事項

（２）安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名

（３） 監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専

任している場合のみ）の顔写真

（４）一次下請負人となる警備会社の商号又は名称、現場責任者名、工期

（注１）提出様式は、別添 様式例を参考とする。 

（注２）施工体制台帳の作成方法等は「施工体制台帳の作成等について」（平

成７年６月２０日付け建設省経建発第１４７号）を参考とする。 

４．提出手続き 

主任監督員は、受注者に対し、施工体制台帳等を作成後、施工体制台帳に係

る書類を、工事着手までに提出させるものとする。また、施工体制に変更が生

じる場合は、そのつど、提出させるものとする。 

５．提出根拠 

・建設業法第２４条の７

・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第１５条

６．適用 

この要領は、平成２７年４月１日以降に契約する工事に適用する。 
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平成７年６月２０日 

建設省経建発第１４７号 

最終改正：平成３１年３月２９日 

国土建第４９９～５００号 

各地方整備局等建設業担当部長 

各都道府県建設業主管部局長  殿 

国土交通省土地・建設産業局建設業課長 

施工体制台帳の作成等について(通知) 

建設業法の一部改正する法律（平成６年法律第６３号）により、平成７年６月２９日

から特定建設業者に施工体制台帳の作成等が義務付けられ、また、公共工事の入札及び

契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号。以下「入札契約適正化

法」という。）の適用対象となる公共工事（以下単に｢公共工事｣という。）は、発注者

へその写しの提出等が義務付けられることとなった。さらに、建設業法等の一部を改正

する法律（平成２６年法律第５５号）により、平成２７年４月１日から、公共工事につ

いては、発注者から直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結する

場合には下請金額にかかわらず施工体制台帳の作成等が義務付けられることとなった。

このため、これらの的確な運用に資するため、施工体制台帳の作成等を行う際の指針を

下記のとおり定めたので、貴職におかれては、十分留意の上、事務処理に当たって遺漏

のないよう措置されたい。 

なお、貴管内の公共工事の発注者等関係行政機関及び建設業者団体にも速やかに関係

事項の徹底方を取り計らわれたい。 

記 

一 作成建設業者の義務 

  建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第２４条の

７第１項（入札契約適正化法第１５条第１項の規定により読み替えて適用さ

れる場合を含む。）の規定により施工体制台帳を作成しなければならない場

合における建設業者（以下「作成建設業者」という。）の留意事項は次のと

おりである。 

（１） 施工計画の立案
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施工体制台帳の作成等に関する義務は、公共工事においては発注者か

ら直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結したときに、

民間工事（公共工事以外の建設工事をいう。以下同じ。）においては発

注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の

総額が 4,000 万円（建築一式工事にあっては、6,000 万円）以上となった

ときに生じるものである。このため、特に民間工事については、監理技

術者の設置や施工体制台帳の作成等の要否の判断を的確に行うことがで

きるよう、発注者から直接建設工事を請け負おうとする特定建設業者は、

建設工事を請け負う前に下請負人に施工させる範囲と下請代金の額に関

するおおむねの計画を立案しておくことが望ましい。 

（２） 下請負人に対する通知

公共工事においては発注者から請け負った建設工事を施工するために

下請契約を締結したとき、民間工事においては下請契約の額の総額が

4,000 万円（建築一式工事にあっては、6,000 万円）に達するときは、 

① 作成建設業者が下請契約を締結した下請負人に対し、

ａ 作成建設業者の称号又は名称

ｂ 当該下請負人の請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け

負わせたときには法第２４条の７第２項の規定による通知（以下「再

下請負通知」という。）を行わなければならない旨 

ｃ 再下請負通知に係る書類（以下「再下請負通知書」という。）を

提出すべき場所 

の 3 点を記載した書面を交付しなければならない。 

② ①の a、b 及び c に掲げる事項が記載された書面を、工事現場の見や

すい場所に掲げなければならない。

上記①及び②の書面の記載例としては、次のようなものが考えられる。 

〔①の書面の文例〕

下請負人となった皆様へ 

今回、下請負人として貴社に施工を分担していただく建設工事につ

いては、建設業法(昭和２４年法律１００号)第２４条の７第１項の規定

により、施工体制台帳を作成しなければならないこととなっています。 

この建設工事の下請負人(貴社)は、その請け負ったこの建設工事を他

の建設業者を営むもの(建設業の許可を受けていないものを含みます。) 

に請け負わせたときは、 

イ 建設業法第２４条の７第２項の規定により、遅滞なく、建設業法

施行規則（昭和２４年建設省令第１４号。以下「規則」という。）

第１４条の４に規定する再下請負通知書を当社あてに次の場所まで

提出しなければなりません。また、一度通知いただいた事項や書類

に変更が生じたときも、遅滞なく、変更の年月日を付記して同様の

通知書を提出しなければなりません。

ロ 貴社が工事を請け負わせた建設業を営むものに対しても、この書

面を複写し交付して、「もしさらに他の者に工事を請け負わせたと

きは、作成建設業者に対するイの通知書の提出と、その者に対する
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この書面の写しの交付が必要である」旨を伝えなければなりません。 

  作成建設業者の商号 ○○建設(株) 

  再下請負通知書の提出場所 工事現場内 

建設ステーション／△△営業所 

〔②の書面の文例〕 

  この建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他の

建設業を営む者に請け負わせた方は、遅滞なく、建設業法施行規則

（昭和２４年建設省令第１４号）第１４条の４第１項に規定する再

下請負通知書を提出してください。一度通知した事項や書類に変更

が生じたときも変更の年月日を付記して同様の書類の提出をしてく

ださい。 

○○○建設（株

（３）下請負人に対する指導等

施工体制台帳を的確かつ速やかに作成するため、施工に携わる下請負人

の把握に努め、これらの下請負人に対し速やかに再下請通知書を提出する

よう指導するとともに、作成建設業者としても自ら施工体制台帳の作成に

必要な情報の把握に努めなければならない。 

（４）施工体制台帳の作成方法

施工体制台帳は、所定の記載事項と添付書類から成り立っている。その

作成は、発注者から請け負った建設工事に関する事実と、施工に携わるそ

れぞれの下請負人から直接に、若しくは各下請負人の注文者を経由して提

出される再下請負通知書により、又は自ら把握した施工に携わる下請負人

に関する情報に基づいて行うこととなるが、作成建設業者が自ら記載して

もよいし、所定の記載事項が記載された書面や各下請負人から提出された

再下請負通知書を束ねるようにしてもよい。ただし、いずれの場合も下請

負人ごとに、かつ、施工の分担関係が明らかとなるようにしなければなら

ない。 

  〔例〕発注者から直接建設工事を請け負った建設業者をＡ社とし、Ａ社が

下請契約を締結した建設業を営む者をＢ社及びＣ社とし、Ｂ社が下請契

約を締結した建設業を営む者をＢａ社及びＢｂ社とし、Ｂｂ社が下請契

約を締結した建設業を営む者をＢｂａ社及びＢｂｂ社とし、Ｃ社が下請

契約を締結した建設業を営む者をＣａ社、Ｃｂ社、Ｃｃ社とする場合に

おける施工体制台帳の作成は、次の 1)から 10)の順で記載又は再下請負通

知書の整理を行う。 

１）Ａ社自身に関する事項（規則第１４条の２第１項第１号）及び A 社

が請け負った建設工事に関する事項（規則第１４条の２第１項第２号） 

２）B 社に関する事項（規則第１４条の２第１項第３号）及び請け負っ

た建設工事に関する事項（規則第１４条の２第１項第４号）

３）Ba 社に関する･･･ 〔B 社が提出する再下請負通知書等に基づき記載

または添付〕 
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４）Bb 社に関する･･･ 〔B 社が提出する再下請負通知書等に基づき記載

または添付〕 

５）Bba 社に関する･･･〔Bｂ社が提出する

〕 〃

６）Bbb 社に関する･･･〔Bb 社が提出する

〃 〕 

７）C 社に関する事項（規則第１４条の２第１項第３号）及び請け負っ

た建設工事に関する事項（規則第１４条の２第１項第４号）

８）Ca 社に関する･･･ 〔C 社が提出する

〕 

〕 

〃

９）Cb 社に関する･･･ 〔C 社が提出する

〃

10）Cc 社に関する･･･ 〔C 社が提出する

〃    〕 

また、添付書類についても同様に整理して添付しなければならない。 

施工体制台帳は、一冊に整理されていることが望ましいが、それぞれの

関係を明らかにして、分冊により作成しても差し支えない。 

（５）施工体制台帳を作成すべき時期

施工体制台帳の作成は、記載すべき事項又は添付すべき書類に係る事実

が生じ、又は明らかとなった時（規則第１４条の２第１項第１号に掲げる

事項にあっては、作成建設業者に該当することとなった時）に遅滞なく行

わなければならないが（規則第１４条の５第３項）、新たに下請契約を締

結し下請契約の総額が(1)の金額に達したこと等により、この時よりも後に

作成建設業者に該当することとなった場合は、作成建設業者に該当するこ

ととなった時に上記の記載又は添付をすれば足りる。 

また、作成建設業者に該当することとなる前に記載すべき事項又は添付

すべき書類に係る事実に変更があった場合も、作成建設業者に該当するこ

ととなった時以降の事実に基づいて施工体制台帳を作成すれば足りる。 

（６）各記載事項及び添付書類の意義

施工体制台帳の記載に当たっては、次に定めるところによる。

A 社 1) 

C 社 7) B 社 2) 

Bb   Ba Cc   Cb  Ca 

社 10) 社 9)  社 8) 社 4) 社 3) 

Bbb  Bba 

社 6)  社 5) 
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① 記載事項（規則第１４条の２第１項）関係

イ 第１号イの「建設業の種類」は、請け負った建設工事にかかる建設業

の種類に関わることなく、特定建設業の許可か一般建設業の許可かの別

を明示して、記載すること。この際、規則別記様式第１号記載要領５の

表の（）内に示された略号を用いて記載して差し支えない。

ロ 第１号ロの「健康保険等の加入状況」は、健康保険、厚生年金保険及

び雇用保険の加入状況についてそれぞれ記載すること。

ハ 第２号イ及びへの建設工事の内容は、その記載から建設工事の具体的

な内容が理解されるような工種の名称等を記載すること。

ニ 第２号ロの｢営業所｣は、作成建設業者の営業所を記載すること。

ホ 第２号ホの「主任技術者資格」は主任技術者が法第７条第２号イに該

当する者であるときは「実務経験（指定学科・土木）」のように、同号

ロに該当する者であるときは「実務経験（土木）」のように、同号ハに

該当し、規則別表（２）に掲げられた資格を有するときは当該資格の名

称を、有しないときは「国土交通大臣認定者（土木）」のように記載す

る。また、「監理技術者資格」は、監理技術者が法第１５条第２号イに

該当する者であるときはその有する規則別表（２）に掲げられた資格の

名称を、同号ロに該当する者であるときは「指導監督的実務経験（土木）」

のように、同号ハに該当する者であるときは「国土交通大臣認定者（土

木）」のように記載する。

ヘ 第２号ホの「専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別」は、

実際に置かれている技術者が専任の者であるか専任の者でないかを記

載すること。

ト 第２号への「主任技術者資格」は、その者が法第７条第２号イに該当

する者であるときは「実務経験（指定学科･土木）」のように、同号ロ

に該当する者であるときは「実務経験（土木）」のように、同号ハに該

当し、規則別表（２）に掲げられた資格を有するときは当該資格の名称

を、有しないときは「国土交通大臣認定者（土木）」のように記載する。

チ 第２号トの「一号特定技能外国人、外国人技能実習生及び外国人建設

就労者の従事の状況」は、当該工事現場に従事するこれらの者の有無を

記載すること。

リ 第３号ロの「建設業の種類」は、例えば大工工事業の許可を受けてい

るものが大工工事を請け負ったときは「大工工事業」と記載する。この

際、規則別記様式第１号記載要領６の表の（）内に示された略号を用い

て記載して差し支えない。

② 添付書類(規則第１４条の２第２項)関係

イ 第１号の書類は、作成建設業者が当事者となった下請契約以外の下請

契約にあっては、請負代金の額について記載された部分が抹消されて

いるもので差し支えない。

ただし、公共工事については、全ての下請契約について請負代金の

額は明記されていなければならない。 

なお、同号の書類には、法第１９条各号に掲げる事項が網羅されて
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いなければならないので、これらを網羅していない注文伝票等は、こ

こでいう書類に該当しない。 

ロ 第２号の「主任技術者又は監理技術者資格を有することを証する書

面」は、作成建設業者が置いた主任技術者又は監理技術者についての

み添付すればよく、具体的には、規則第３条第２項又は規則第１３条

第２項に規定する書面を添付すること。

ハ 第３号の「主任技術者資格を有することを証する書面」は、作成建設

業者が置いた規則第１４条の２第１項第２号ヘに規定する者について

のみ添付すればよく、具体的には、規則第３条第２項に規定する書面

を添付すること。

（７）記載事項及び添付書類の変更

一度作成した施工体制台帳の記載事項または添付書類(法第１９条第１項

の規定による書面を含む。) について変更があったときは、遅滞なく、当該

変更があった年月日を付記して、既に記載されている事項に加えて変更後

の事項を記載し、又は既に添付されている書類に加えて変更後の書類を添

付しなければならない。 

変更後の事項記載についても、(4)に掲げたところと同様に、作成建設業

者が自ら行ってもよいし、変更後の所定の記載事項が記載された書面や各

下請負人から提出された変更に係る再下請負通知書を束ねるようにしても

よい。 

（８）施工体系図

施工体系図は、作成された施工体制台帳をもとに、施工体制台帳のいわ

ば要約版として樹状図等により作成の上、工事現場の見やすいところに掲

示しなければならないものである。 

ただし、公共工事については、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見や

すい場所に掲示しなければならない。 

その作成に当たっては、次の点に留意して行う必要がある。 

① 施工体系図には、現にその請け負った建設工事を施工している下請負人

に限り表示すれば足りる（規則第１４条の６第２号）。なお、｢現にその

請け負った建設工事を施工している｣か否かは、請負契約で定められた工

期を基準として判断する。

② 施工体系図の掲示は、遅くとも上記①により下請負人を表示なければな

らなくなったときまでには行う必要がある。また、工期の進行により表示

すべき下請負人に変更があったときには、速やかに施工体系図を変更して

表示しておかなければならない。

③ 施工体系図に表示すべき「建設工事の内容」(規則第１４条の６第１号

及び第２号)は、その記載から建設工事の具体的な内容が理解されるよう

な工種の名称等を記載すること。

④ 施工体系図は、その表示が複雑になり見にくくならない限り、労働安全

等他の目的で作成される図面を兼ねるものとして作成しても差し支えな

い。

（９）施工体制台帳の発注者への提出等
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作成建設業者は、発注者からの請求があったときは、備え置かれた施工

体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければならない。 

ただし、公共工事については、作成した施工体制台帳の写しを提出しな

ければならない。 

（１０）施工体制台帳の備置き等

施工体制台帳の備置き及び施工体系図の掲示は、発注者から請け負った

建設工事目的物を発注者に引き渡すまで行わなければならない。ただし、

請負契約に基づく債権債務が消滅した場合(規則第１４条の７。請負契約の

目的物の引渡しをする前に契約が解除されたこと等に伴い、請負契約の目

的物を完成させる債務とそれに対する報酬を受け取る債権とが消滅した場

合を指す。) には、当該債権債務の消滅するまで行えば足りる。 

（１１）法第４０条の３の帳簿への添付

施工体制台帳の一部は、上記(１０)の時期を経過した後は、法第４０条の

３の帳簿の添付資料として添付しなければならない。すなわち、上記(１０)

の時期を経過した後に、施工体制台帳から帳簿に添付しなければならない部

分だけを抜粋することとなる。このため、施工体制台帳を作成するときには、

あらかじめ、帳簿に添付しなければならない事項を記載した部分と他の事項

が記載された部分とを別紙に区分して作成しておけば、施工体制台帳の一部

の帳簿への添付を円滑に行うことが出来ると考えられる。 

二 下請負人の義務 

  施工体制台帳の作成等の義務は、作成建設業者に係る義務であるが、施工

体制台帳が作成される建設工事の下請負人にも次のような義務がある。 

（１）施工体制台帳が作成される建設工事である旨の通知

その請け負った建設工事の注文者から一(2)①の書面の交付を受けた場合

や、工事現場に一(2)②の書面が掲示されている場合は、その請け負った建

設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときに以下に述べるところに

より書類の作成、通知等を行わなければならない。 

（２）建設工事を請け負わせた者及び作成建設業者に対する通知

(1)に述べた場合など施工体制台帳が作成される建設工事の下請負人とな

った場合において、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け

負わせたときは、遅滞なく、 

① 当該他の建設業を営む者に対し、一(2)①の書面を交付しなければなら

ない。

② 作成建設業者に対し、(3)に掲げるところにより再下請負通知を行わな

ければならない。

（３）再下請負通知

① 再下請負通知は、規則第１４条の４に規定するところにより作成した書

面(以下｢再下請負通知書｣という。) をもって行わなければならない。再下

請負通知書の作成は、再下請負通知人がその請け負った建設工事を請け負

わせた建設業を営む者から必要事項を聴取すること等により作成する必

要があり、自ら記載をして作成してもよいし、所定の記載事項が記載され

た書面を束ねるようにしてもよい。ただし、いずれの場合も下請負人ごと
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に行わなければならない。 

② 再下請負通知書の作成及び作成建設業者への通知は、施工体制台帳が作

成される建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他の建設

業を営む者に請け負わせた後、遅滞なく行わなければならない。(規則第

１４条の４第２項)

  また、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が新たに下請契約

を締結した場合や下請契約の総額が一(1)の金額に達したこと等により、施

工途中で再下請負通知人に該当することとなった場合において、当該該当

することとなった時よりも前に記載事項又は添付書類に係る事実に変更

があった時も、再下請負通知人に該当することとなった時以降の事実に基

づいて再下請負通知書を作成すれば足りる。 

③ 再下請通知書に添付される書類は、請負代金の額について記載された部

分が抹消されているもので差し支えない。ただし、公共工事については、

当該部分は記載されていなければならない。

④ 一度再下請負通知を行った後、再下請負通知書に記載した事項または添

付した書類(法第１９条第１項の規定による書面)について変更があったと

きは、遅滞なく、当該変更があった年月日を付記して、既に記載されてい

る事項に加えて変更後の事項を記載し、又は既に添付されている書類に加

えて変更後の書類を添付しなければならない。

⑤ 作成建設業者に対する再下請負通知書の提出は、注文者から交付される

一(2)①の書面や工事現場の掲示にしたがって、直接に作成建設業者に提

出することを原則とするが、やむを得ない場合には、直接に下請契約を締

結した注文者に経由を依頼して作成建設業者あてに提出することとして

も差し支えない。

三 施工体制台帳の作成等の勧奨について 

  下請契約の総額が一(1)の金額を下回る民間工事など法第２４条の７第１項

の規定により施工体制台帳の作成等を行わなければならない場合以外の場合

であっても、建設工事の適正な施工を確保する観点から、規則第１４条の２か

ら第１４条の７までの規定に準拠して施工体制台帳の作成等を行うことが望

ましい。 

また、より的確な建設工事の施工及び請負契約の履行を確保する観点から、

規則第１４条の２等においては記載することとされていない安全衛生責任者

名、雇用管理責任者名、就労予定労働者数、工事代金支払方法、受注者選定理

由等の事項についても、できる限り記載することが望ましい。 

なお、｢施工体制台帳の整備について｣(平成３年２月５日付け建設省経構発

第３号)は、廃止する。 
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第 1 章 はじめに 

1．三重県 CALS 電子納品運用マニュアルについて

1)目  的 

三重県 CALS 電子納品運用マニュアル（以下「本マニュアル」という。）

は、三重県が行う電子納品について、三重県が準拠する各省庁の要領・

基準等に加え、三重県における独自の適用方法と要求事項を定め、もっ

て公共事業情報の有効な利活用を行うために統一的な電子化を図るこ

とを目的とする。 

2)適用範囲

本マニュアルは、県土整備部、農林水産部及び企業庁が所管する案件 

に適用する。 

なお、県土整備部営繕課が所管する案件については、受発注者間の協

議により本マニュアルの適用を決定する。 

3)準拠する基準等

準拠する要領・基準等は表１及び表２のとおりとする。 

なお、準拠する要領・基準等と本マニュアルに同内容の記述がある場

合は、本マニュアルの内容を優先するものとする。 

表１ 

部名等 準拠する要領・基準等 

県土整備部関係 国土交通省版に準拠する。 

県土整備部 

営繕課関係 
国土交通省<大臣官房官庁営繕部>版に準拠する。 

農林水産部関係 

国土交通省版に準拠する。 

ただし、農業農村整備事業については、農林水産省

農村振興局版の要領・基準（案）に準拠する。 

企業庁関係 国土交通省版に準拠する。 
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表２ 

監修等先 要 領・基 準 等 発行年月 

国
土
交
通
省

一般 

土木 

工事完成図書の電子納品等要領 H28.3 

土木設計業務等の電子納品要領 H28.3 

CAD 製図基準※1 H29.3 

デジタル写真管理情報基準 H28.3 

測量成果電子納品要領 H30.3 

地質・土質調査成果電子納品要領 H28.10 

電気 

工事完成図書の電子納品等要領 

電気通信設備編 
H28.3 

土木設計業務等の電子納品要領 

電気通信設備編 
H28.3 

CAD 製図基準 電気通信設備編 H29.3 

機械 

工事完成図書の電子納品要領 

機械設備工事編 
H28.3 

土木設計業務等の電子納品要領 

機械設備工事編 
H28.3 

CAD 製図基準 機械設備工事編 H29.3 

電子納品要領 機械設備工事編 

施設機器コード 
H28.3 

一般 

土木 

電子納品運用ガイドライン【土木工事編】 H30.3 

電子納品運用ガイドライン【業務編】 H30.3 

CAD 製図基準に関する運用ガイドライン H29.3 

電気 

電子納品運用ガイドライン 

【電気通信設備 工事編】 
H30.3 

電子納品運用ガイドライン  

【電気通信設備 業務編】 
H30.3 

CAD 製図基準に関する運用ガイドライン 

電気通信設備編 
H29.3 

機械 

電子納品運用ガイドライン 

機械設備工事編【工事】 
H30.3 

電子納品運用ガイドライン 

機械設備工事編【業務】 
H30.3 

CAD 製図基準に関する運用ガイドライン 

機械設備工事編 
H29.3 

機械設備保守点検業務の電子納品運用ガイドライン H28.3 

共通 
電子納品運用ガイドライン【測量編】 H30.3 

電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】 H30.3 
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表２ 

監修等先 要 領・基 準 等 発行年月 

国
土
交
通
省

大臣 

官房 

官庁 

営繕

部 

営繕工事電子納品要領 H30 版 

建築設計業務等電子納品要領 H30 版 

営繕工事写真撮影要領 H28 版 

官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン 【営繕工事編】 H30 版 

官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン 【営繕業務編】 H30 版 

港湾

局 

地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用 

ガイドライン【業務編】 
H30.4 

地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用 

ガイドライン【工事編】 
H30.3 

地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用 

ガイドライン【資料編】 
H30.4 

農
林
水
産
省
農
村
振
興
局

土木 

工事完成図書の電子納品要領(案） H23.3 

設計業務等の電子納品要領(案) H23.3 

測量成果電子納品要領(案） H26.3 

地質・土質調査成果電子納品要領(案） H24.3 

電子化図面データの作成要領(案) H23.3 

電子化写真データの作成要領(案) H23.3 

機械 
工事完成図書の電子納品要領(案） 機械設備工事編 H19.4 

設計業務等の電子納品要領(案) 機械設備工事編 H26.3 

電子化図面データの作成要領(案) 機械設備工事編 H26.3 

電気 
工事完成図書の電子納品要領(案） 電気通信設備編 H17.4 

設計業務等の電子納品要領(案) 電気通信設備編 H25.3 

電子化図面データの作成要領(案) 電気通信設備編 H25.3 

土木 
電子納品運用ガイドライン(案）【工事編】 H24.3 

電子納品運用ガイドライン(案）【業務編】 H24.3 

電子納品運用ガイドライン(案）【測量編】 H26.3 

電子納品運用ガイドライン(案）【地質・土質調査編】 H24.12 

電子化図面データ作成運用ガイドライン(案) H24.3 

機械 
電子納品運用ガイドライン(案）【機械設備工事編】 H26.3 

電子納品運用ガイドライン(案） 機械設備工事編 【業務】 H26.3 

電子化図面データ作成運用ガイドライン(案) 機械設備工事編 H26.3 

機械設備保守点検業務の電子納品運用ガイドライン(案） H26.3 

電気 
電子納品運用ガイドライン(案）【電気通信設備工事編】 H25.3 

電子納品運用ガイドライン(案）【電気通信設備業務編】 H25.3 

電子化図面データ作成運用ガイドライン(案) 電気通信設備編 H25.3 
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※1 CAD製図基準 H29.3に記載されている下記要領等は当面は適用しない。

・道路工事完成図等作成要領：国土交通省国土技術政策総合研究所

・道路基盤地図情報交換属性セット(案)：国土交通省国土技術政策総合研究所

・道路基盤地図情報製品仕様書 (案)：国土交通省国土技術政策総合研究所

最新情報参照先 

：国土交通省 http://www.cals-ed.go.jp/ 

：国土交通省 大臣官房官庁営繕部 

http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_cals_cals.htm 

：国土交通省 港湾局技術企画課  

http://www.ysk.nilim.go.jp/cals/index.htm 

：国土交通省「ICTの全面的活用」を実現する上での技術基準類 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html 

：農林水産省 農村振興局 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/nouhin_youryou/index.html 
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第 2 章 電子納品の基本的事項 

1．電子納品の基本的事項について

1)電子媒体

・電子納品において、成果品データは電子媒体に書き込むこととする。

電子媒体は、原則、改ざん防止のため一度しかデータの書き込みがで

きない CD-R または DVD-R を用いることとし、論理フォーマットは

CD-R の場合 Joliet とし、DVD-R の場合 UDF(UDF Bridge)とする。 

・データが大容量になる場合には、受発注者間の協議により BD-R の使

用を可とし、論理フォーマットは UDF2.6 とする。

・表示事項は電子媒体表面に直接印字するか、先がフェルトの油性ペン

等でディスクを傷つけないように直接書き入れることとし、ラベル

シール等の電子媒体への貼り付けは不可とする。

・データは 1 枚の電子媒体に格納することを基本とするが、容量が不足

し 1 枚の電子媒体に格納できず、複数枚の電子媒体に格納する場合は

以下の規則に従う。

①各電子媒体に何枚目／総枚数を明記する。

②何枚目の電子媒体であっても、工事管理ファイル（業務管理ファ

イル）を各電子媒体のルート直下に添付する。ただし、各工事管

理ファイル（業務管理ファイル）中のメディア番号は、各電子媒

体に明記してある「○枚目／総枚数」の番号と整合を取る。 

電子媒体記入例 

※１受発注者署名欄への署名

は、フルネームで署名する。 

※２受注者署名欄は、下表を

参考に、工種に応じて使い分

けること。 

※３発注者名は、発注機関の

名称を記入する。 

※１，２※１

○○○○ ○○○○

※３

Joliet 

201917002843100001 
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・電子媒体に記述する工事番号（業務番号）については、仕様書鑑の右下

端に記載の番号から空白及び「－」を詰めた 18 桁を記入する。

例)「2019 170028 431－00001」なら「201917002843100001」 

(半角数字) 

・電子媒体は品質の信頼性が高いものを使用すること。

・電子媒体は表面に印刷出来るものを使用すること。

2)紙による成果品

・電子化することが困難な資料等、やむを得ない場合は、受発注者間の協

議により紙媒体による納品も可とする。この場合、紙媒体による納品と

した理由を打ち合わせ簿等で確認すること。 

3)電子納品する範囲および電子データのファイル形式の確定

・工事または業務着手前に、予め電子化する書類の範囲およびファイル形

式を受発注者間で協議し確定しておくものとする。 

なお、電子化にあたっては、スキャニングによる無理な電子化は行わな

い。 

・ファイル形式は、受発注者間で同一の形式を使用することが望ましいが、

やむを得ず異なる形式を使用する場合は、相互で内容が完全に一致し

た状態で読めることを確認のうえ使用すること。 

4)電子媒体等の原本性の証明

・受発注者は、相互に電子媒体の内容を確認した後、原本性を証明するた

め、電子媒体の表面に直接署名を行うものとする。 

・発注者は、監督員(単数監督員制)又は専任監督員(複数監督員制)が署名

するものとする。

・受注者は、工事の場合は現場代理人とし、業務委託については調査・測

量業務は現場代理人、計画・設計・解析業務は管理技術者が署名するも

のとする。

・受注者は、電子媒体及び電子化できなかった書類の原本性を証明するた

め、電子媒体等納品書を作成し、署名・押印の上、電子媒体と共に発注

者へ納品するものとする。 
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工事の電子媒体等納品書記入例 委託業務の電子媒体等納品書記入例 

電子媒体等納品書ダウンロード先 

URL：http://www.pref.mie.lg.jp/common/06/ci600003649.htm 

三重県 HP＜まちづくり＜公共事業＜CALS/EC＜電子納品＜要領・基準等＜ 

令和元年７月版三重県 CALS 電子納品運用マニュアル ページ内に掲載 

5)ウイルス対策

成果品の電子納品時において、納品前には必ず以下の各項目に従って 

ウイルス対策を行う。

・納品すべき最終成果品が完成し、電子媒体に書き込んだ時点でウイル

スチェックを行う。

・ウイルス対策ソフトは信頼性が高く、ウイルス定義が常に最新のもの

を利用できるソフトウェアを利用する。 

・最近のウイルスも検出できるように、ウイルス対策ソフトは常に最新

のデータに更新(アップデート)したものを利用する。できるだけサ

ポート契約により自動的にアップデートが可能であることが望まし

い。 

・納品する電子媒体にはウイルスチェックに関する情報として以下を

記載する。

① 使用したウイルス対策ソフト名

② ウイルス(パターンファイル)定義年月日またはパターンファイ

ル名

③チェック年月日
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第 3 章 電子納品の詳細事項  

1．電子納品対象書類について

三重県における電子納品の対象書類は以下のとおりとする。 

ただし、第 1 章 1．3)の準拠する要領・基準等に示されているその他の書

類、成果品の電子納品を妨げるものではない。 

また、本マニュアルの記載例について特に記載がない場合、国土交通省の

要領・基準等に準拠して記載しています。 

1)公共工事の電子納品

工事関係の書類で電子納品の対象とするものは以下のとおり。 

(1)工事写真(PHOTO フォルダに格納)

(2)施工計画書(PLAN-ORG フォルダに格納)

(3)出来形品質管理資料(MEET-ORG フォルダに格納)

・測定結果総括表

・測定結果一覧表

・出来形品質管理図表

(4)完成図(DRAWINGF フォルダに格納)

(5)地質・土質調査結果(BORING フォルダに格納)

(6)ICT活用工事に適用する要領・基準等にもとづき作成した成果品

（ICON フォルダに格納）

※農林水産省の要領・基準（案）を使用する場合は、以下も納品するこ

と。 

(7)特記仕様書(DRAWINGS-SPEC フォルダに格納)

「三重県公共工事共通仕様書」及び「三重県建設工事実務必携」に記載のあ

る上記以外の書類については、当面の間、電子納品の対象としない。 

2)業務委託の電子納品

業務委託の書類で電子納品の対象とするものは以下のとおり。 

(1)成果品（報告書、図面、写真等）

(2)記録簿等

(3)リサイクル計画書(REPORT フォルダに格納)

(4)ICT 活用工事に適用する要領・基準等にもとづき作成した成果品

（ICON フォルダに格納）

※農林水産省の要領・基準（案）を使用する場合は、以下も納品する

こと。 

(5)特記仕様書(測量業務のみ対象(DOC フォルダに格納))
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「三重県業務委託共通仕様書」及び「三重県建設工事実務必携」に記

載のある上記以外の書類については、当面の間、電子納品の対象としな

い。 

3)電子納品の構成

以下に、土木工事における電子納品の構成例を示す。

INDEX_C.XML 

INDE_C05.DTD 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX_C.XML：工事完成図書の電子納品要領により格納する。 

INDE_C05.DTD：工事完成図書の電子納品要領により格納する。 

DRAWINGS：CAD 製図基準及び工事完成図書の電子納品要領により

格納する。 

MEET：工事完成図書の電子納品要領により格納する。 

PLAN：工事完成図書の電子納品要領により格納する。 

DRAWINGF：CAD 製図基準により格納する。 

BORING：地質･土質調査成果電子納品要領により格納する。 

PHOTO：デジタル写真管理情報基準により格納する。 

OTHRS：工事完成図書の電子納品要領により格納する。 

ICON：ICT 活用工事に適用する要領・基準類により格納する。 

・ファイル間でリンクや階層をもった資料（点検電子データ等）、データ容

量が大きい資料等を電子納品する場合など、データの格納方法が各電子

納品要領に依りがたいものについては、受発注者協議によりフォルダご

とファイルを圧縮し、各フォルダに格納する。 

圧縮ファイル形式は、発注者と協議し決定するなど格納方法を決定する。 

DRAWINGS (発注図フォルダ)：発注図データ(任意)、特記仕様書データ(任意)を格納する。 

MEET (打合せ簿フォルダ)：出来形品質管理資料のデータを格納する。 

PLAN (施工計画書フォルダ)：施工計画書データを格納する。 

DRAWINGF (完成図フォルダ)：完成図データを格納する。 

PHOTO (工事写真フォルダ)：工事写真及び参考図データを格納する。 

OTHRS (その他フォルダ)：上記以外のデータ、各工事独自データを格納す

る。

BORING (地質データフォルダ)：地質・土質調査の電子データファイルを格納する。 

工事管理ファイル：工事の基本情報(工事名,工期等)を記述する。 

ICON (i-con フォルダ)：ICT 活用工事に適用する要領・基準等に基づいて

作成された成果品を格納する。 
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2．電子媒体の提出部数について 

1)工事完成図書

完成図書 (正)：電子媒体 1 部 

(副)：電子媒体 1 部 

2)業務委託完成図書

完成図書 (正)：電子媒体 1 部 

(副)：電子媒体 2 部 

3)その他

・電子媒体は、記録面を保護するため、ケース（不織布製又はプラスチッ

ク製）に格納して提出することとする。

・電子化できなかった書類については、紙媒体により、必要な部数を納

品することとする。

・業務委託では電子媒体に加え、検査用として成果品の印刷物(A4 版簡

易ファイル、年度・業務名・完成年月・発注者名及び受注者名を明示、

図面は袋綴じ) 1 部を提出する。

なお、ICON フォルダに格納されたものは、印刷物から除くものとす

る。
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3．工事における発注図等の作成と提供について 

1)発注図の作成

図面への施工区間の明示について

・発注者は、旗上げ、ハッチング、暫定断面の補助線を用い、図面に施

工区間を明示する。

・変更回数が複数となった場合は、前回データは残さずに修正する。

・旗上げ、ハッチングは準拠する基準に基づくものとする。

・発注図作成時に明示した発注用レイヤの施工区間等を完成図に残す

場合は所定のレイヤに移動するものとする。

2)発注図等の提供

工事におけるデータの流れは、国土交通省「CAD 製図基準に関する

運用ガイドライン」(以下「CAD ガイドライン」という。)P49～第 3 編

土木工事編を参考に適用することとし、その詳細について以下に示す。 

(1)当初契約時におけるデータ提供

・発注者は、CAD ガイドライン P50「発注までの手順」に従い、設計

成果品図面から発注図を作成し、工事管理ファイル・図面管理ファ

イル・特記仕様書等データを加え、基準チェックを行ったうえで、

電子媒体に格納して受注者に提供する。 

・発注者は、設計成果品の業務管理ファイル(INDEX_D.XML)を元に

工事管理ファイル(INDEX_C.XML)を作成する。このとき工事管理

項目には、発注年度、工事番号、工事名称、工期、工事内容等必須

事項を入力する。

・発注者は、設計成果品の図面管理ファイル(DRAWING.XML)を元に

図面管理ファイル(DRAWINGS.XML)を作成する。 

(工事管理ファイル) 
INDEX_C.XML 

(図面管理ファイル) 
DRAWINGS.XML 

図面データを格納する 

特記仕様書等ｵﾘｼﾞﾅﾙﾃﾞｰﾀを格納する 

INDE_C05.DTD 

DRAW04.DTD 

DRAWINGS 

SPEC 

例 
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・発注図のファイル名、図面管理項目の図面ファイル名を付け替える。

(ライフサイクルを D から C、図面番号を再配番、改訂履歴を Z か

ら 0)

・特記仕様書等データを DRAWINGS の配下に作成した SPEC サブ

フォルダに格納する。（国土交通省基準使用時は任意とし、農林水産

省の要領・基準（案）を使用する場合は必須とする） 

(2)変更契約時におけるデータ提供

・発注者は、変更契約時に変更の無い図面を含めた変更契約図面一式

(廃棄図面は付けない)を、当初契約時と同様の方法で受注者に提供

する。

・変更図面のファイル名は、整理番号を変更回数として付け替える。 

例) 発注図面       第 1 回変更契約図面 

001C0PL0-平面図.P21 → 001C0PL1-平面図.P21 

(3)出来高設計時におけるデータ提供

・出来高設計図等データの提供方法(フォルダ構成、電子電子媒体等)

は受発注者間の協議により決定する。

・出来高設計図面のファイル名は、整理番号を受発注者間の協議によ

り任意のアルファベットなどを決定して付け替える。

例) 発注図面       第 1 回出来高設計図面 

001C0PL0-平面図.P21 → 001C0PLA-平面図.P21
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4．CORINS,TECRIS 等の登録番号・発注者コード番号について 

業務管理ファイル及び工事管理ファイルに記入する CORINS、TECRIS

等の登録番号及び発注者コード番号の取り扱いは下表のとおりとする。 

なお、工事管理項目の工事番号、業務管理項目の設計書コードは、仕様書

鑑の右下端に記載の番号から空白及び「－」を詰めた 18 桁を記入する。 

(入力例 201917002843100001 半角数字) 

登録項目 登録の有無 登録番号 発注者コード番号 

CORINS 
登録対象 登録データどおり CORINS コード表 

による。 登録対象外 0 を入力 

TECRIS 
登録対象 登録データどおり 

TECRIS コード表 

による 

登録対象外 0 を入力 

AGRIS 
登録対象 0 を入力 

登録対象外 0 を入力 

＊発注者コード番号は、準拠する要領・基準（案）等を所管する省庁のホームページよ

り、要領・基準（案）等の年版に合った CORINS、TECRIS 等それぞれのコード表

にて確認する。 

＊写真管理・納品支援ソフトには CORINS、TECRIS 等データの自動取り込み機能が

あるものがある。現在、CORINS、TECRIS 等データと XML の管理データではデー

タ表現(全角、半角等)が一部違うため、取り込み時に自動変換するソフトでないなど、

異なる場合には直接入力にて対応する。 

5．デジタル写真の電子データについて 

・写真の編集及び写真データの縮小(リサイズ)は認めない。よって、定め

られた解像度内となるよう、予めデジタルカメラの撮影モードを設定す

ること。

・デジタルカメラで撮影する際、デジタルズームは解像度が不足する恐れ

があるので使用しない。 

・トンネル内の暗所の撮影や水中写真等、現場条件によりデジタルカメラ

の撮影が適当でない場合は従来の銀塩方式のカメラを使用するものと

する。このとき、成果品として電子データ化する場合には、解像度に注

意するとともに写真編集との相違を受発注者間の協議で明確にしてお

く。 

・デジタル写真の解像度は、納品データの全体容量の増大をさけるため、

黒板の文字及び撮影対象が確認できることを指標とし 100～300 万画素

とする。 
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地質・土質調査成果電子納品要領で定めるボーリングコア写真について

は「少なくとも約 1mm以上の解像度の画質」を確保することとする。 

なお、黒板の文字が見えない場合は、適宜解像度を調整すること。 

また、写真を閲覧するためのビューアソフトなどは、格納しないこと。 

・デジタル工事写真の小黒板情報電子化について

デジタル工事写真の小黒板情報電子化を実施する際は、「CALS 様式 B_

デジタル工事写真_着手時」に使用する機器・ソフトウェア等（以降、

「使用機器」という。）を記載し監督員と協議すること。使用機器は、

三重県の写真管理基準（案）3.（2）撮影方法に示す項目の電子的記入

ができ、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト

（CRYPTREC 暗号リスト※１）に記載している技術を使用した信憑性

確認（改ざん検知機能）を有すること。また受注者は、納品時にチェッ

クシステム（信憑性チェックツール※２）又はチェックシステム（信憑

性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真

ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、

その結果を併せて監督員へ提出すること。 

※1（CRYPTREC 暗号リスト「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）

※2（信憑性チェックツール

「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」） 

6．PDF 形式のサイズについて 

・PDF ファイルの 1 ファイル当たり容量は 10MB 程度までとし、これを

超える場合は文章の構造単位(章ごと、節ごと)で分割する。

・報告書オリジナルファイルには画像データ等の外部参照機能(リンク貼

り付け)を用いない。また、PDF ファイルは基本的に A4 縦とするが、

A4 横及び A3 横サイズの原稿がある場合はそのまま変換してよい。

・スキャニング及びイメージから PDF ファイルを作成する場合は、出力

時に原稿データと同程度の精度を確保されるよう配慮すること。

7．CAD データファイルのフォーマットについて 

・CAD データファイルの納品時のフォーマットは SXF(P21)形式とする。

ただし、施工期間中の協議等で図面データのやりとりに使用するフォー

マットについては、容量の小さい SXF(SFC)、SXF(P2Z)、SXF(SFZ)を

用いても良い。

・納品する CAD データの SXF 形式のレベルとバージョンは、SXF レベ

ル 2Ver3.0 以上とし、ファイルサイズの軽減を踏まえ、事前協議で決定
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すること。ただし、受発注者間の協議等により SXF レベル 2Ver3.0 以

下で納品することも可能とする。 

・SXF レベル 2Ver3.0 以上で納品する場合の属性付加機構※による属性

セット方法については、「SXF仕様書(建設情報標準化委員会)」及び「属

性セット策定ガイドライン(建設情報標準化委員会)」等を参考に受発注

者で十分協議のうえ決定すること。 

※属性付加機構とは SXFVer.2.0 で定義される「図形要素(幾何情報)」ごと

に「属性(意味情報)」を付加するための汎用的な仕組みのこと。属性付加

機構には以下の三種類があり、SXF のバージョンにより使用方法が異な

るので注意すること。

・属性付加機構の種類と利用場面

種類 
利用場面 

備考 
レベル 2Ver.3.0 レベル 2Ver.3.1

属性ファイル用 

(ATRF) 

一つの図形に複

数の属性を付加

する場合 

受発注者協議に

より策定された

属性を付加する

場合 

図面ファイルとは別

に SAF ファイルが

作成され、属性情報

が書き込まれる 

単一属性用 

(ATRU) 

一つの図形に一

つの属性を付加

する場合 

背景色、等高線、

画像の属性を付

加する場合 

属性情報は図面ファ

イルに書き込まれる

文字フィーチャ用

(ATRS) 

文字に一つの属

性を付加する場

合 

表題欄の属性を

付加する場合 

属性情報は図面ファ

イルに書き込まれる

参考) 

オープン CAD フォーマット評議会(OCF)では SXF フォーマット入出力が適正

かどうかを判定する検定制度(OCF 検定)を実施している。下記 URL にて OCF 検

定に合格し認証を受けている CAD ソフトウェアの一覧を参照可能である。 

(参照先：http://www.ocf.or.jp/) 

CAD ソフトの選定においては製図方法の誤りを避けるため、OCF 検定認証の

可否、CAD 製図基準、要領等のレイヤーテンプレート、チェックツールの装備に

ついて確認する。 
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8．CAD ファイルについて 

1)ファイル名について(CAD 製図基準 H29.3より参考)

 

   

 

 

 

 

 

 

2)ラスタファイルの名称について

SXF レベル 2Ver2.0 で保存（出力）する場合

                   

例）土木設計業務において、図面番号が 001 の平面図（001D0PLZ-平面図.P21）で、1

枚のラスタファイルを格納する場合 

拡張子：半角英数大文字(ﾋﾟﾘｵﾄﾞ含め 4 文字) (P21) 

改定履歴：半角英数大文字 1 文字

(0～9、A～Y、最終は Z とする)

 

図面番号：半角数字 3 文字 (001～999) 

図面種類：半角英大文字 2 文字 (ex．平面図：PL)

 整理番号：(半角英数大文字 1 文字（0～9、A～Z)

 ライフサイクル(※2)：半角英大文字 1 文字

．拡張子 ○ ○○○ ○○○ ○ 

ユーザ定義領域（※１）：全角文字・半角英数大文字

（ハイフン含め 52文字以下)

－△△…△△

DRAWING.XML（図面管理ファイル） 

DRAW04.DTD 

001D0PLZ-平面図.P21（図面ファイル） 

001D0PLZ-平面図.TIF（ラスタファイル） 

nnnD0PLZ.P21（図面ファイル） 

DRAWING 
（図面フォルダ） 

※１ ：ユーザ定義領域(原則として、図面表題欄の図面名を記入)
※２ S(測量)：Survey  D(設計)：Design C(施工)：Construction M(維持管理)：Maintenance

※ 文字数合計で 64 文字以下

拡張子：半角英数大文字(ﾋﾟﾘｵﾄﾞ含め 4 文字) (TIF) 

改定履歴：半角英数大文字 1 文字 (0～9、A～

Y、最終は Z とする)

 

図面番号：半角数字 3 文字 (001～999) 

図面種類：半角英大文字 2 文字 (ex．平面図：PL)

 整理番号：半角英数大文字 1 文字 (0～9、A～Z)

 ライフサイクル：半角英大文字 1 文字

．TIF ○ ○○○ ○○○ ○ 

ユーザ定義領域：全角文字・半角英数大文字

（ハイフン含め 52文字以下)

 

－△△…△△ 

※文字数合計で 64 文字以下
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SXF レベル 2Ver3.0 以上で保存（出力）する場合 

例）土木設計業務において、図面番号が 003 の平面図（003D0PLZ-平面図.P21）で、4

枚のラスタファイルを格納する場合 

DRAWING.XML（図面管理ファイル） 

DRAW04.DTD 

001D0PLZ-位置図.P21（図面ファイル） 

002D0PLZ-一般図.P21（図面ファイル） 

003D0PLZ-平面図.P21（図面ファイル） 

DRAWING 
（図面フォルダ） 

003D0PLZ-平面図.SAF（SAFファイル） 

003D0PL1-平面図.TIF（ラスタファイル） 

003D0PL2-平面図.TIF（ラスタファイル） 

003D0PL3-平面図.TIF（ラスタファイル） 

003D0PL4-平面図.TIF（ラスタファイル） 

nnnD0PLZ-△△△.P21（図面ファイル） 

拡張子：半角英数大文字(ﾋﾟﾘｵﾄﾞ含め 4文字) (TIF、
JPG) 

ラスタファイル番号：半角数字 1 文字
(0～9、A～Y、最終は Z とする)

 

図面番号：半角数字 3 文字 (001～999) 

図面種類：半角英大文字 2 文字 (ex．平面図：PL) 

整理番号：半角英数大文字 1 文字 (0～9、A～Z) 

ライフサイクル：半角英大文字 1 文字

．TIF ○ ○○○ ○○○ ○ 

ユーザ定義領域：全角文字・半角英数大文字

（ハイフン含め 52文字以下)

 

－△△…△△

※文字数合計で 64 文字以下
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・ライフサイクル、整理番号、改定履歴は、下表のとおりとする。

・図面種類は該当工種のファイル名一覧を参照。ただし、用地調査等業

務は YO、工損調査業務は KOとする。(国土交通省準拠例：001S0YOZ-

用測量.P21、S0YO001Z.P21、 農林水産省準拠例：S0KO001Z.P21)

・図面番号は「001」からの連番とする。

＊注 測量業務等とは、測量業務、用地測量業務、用地調査等業務、工損

調査業務、地質・土質調査業務である。 

項  目 業務種別 付 番 

ライフサイクル

測量業務等 ＊注 S で作成。 

設計等業務 D で作成。 

公共工事発注者 C で作成。 

公共工事受注者 C で作成。 

整理番号 

測量業務等 ＊注 0 で作成。 

設計等業務 0 で作成。 

公共工事発注者 当初発注は 0、設計変更時は変更回数 

公共工事受注者 0 で作成。 

改訂履歴 

測量業務等 ＊注 Z で作成。 

設計等業務 Z で作成。 

公共工事発注者 0 で作成。 

公共工事受注者 

発注図の新規作成時は 0、修正時は修正

前に 1 を加算する。完成図は全て Z で作

成。 
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3)レイヤ名について

(CAD 製図基準より参考)

   

                                

ただし、発注図に使用する「発注用レイヤ」は以下のとおりとする。 

・図面オブジェクト、作図要素は該当工種の CAD製図基準で規定してい

るレイヤ名一覧を参照。 

ただし、用地調査等業務は図面オブジェクト、作図要素とも-YO、工

損調査業務は図面オブジェクト、作図要素とも-KO とし、1 レイヤ内

に作図する。(国土交通省準拠例：S-YO-YO-1 工区、農林水産省準拠

例：S-KO-KO) 

・責任主体は、下表のとおりとする。

・図面修正を行った場合は、修正したレイヤのみを該当の責任主体のレ

イヤ名に変更する。

項  目 業務種別 付 番 

責任主体 

測量業務等 ＊注 S で作成。 

設計等業務 D で作成。 

公共工事発注者 C で作成。 

公共工事受注者 C で作成。 

＊注 測量業務等とは、測量業務、用地測量業務、用地調査等業務、

工損調査業務、地質・土質調査業務である。 

□ □~□ □~□ － － □~□－ 
ユーザ定義領域：全角文字(122 文字以下)又は
半角英数大文字（245 文字以下）

作図要素：半角英数大 4 文字以下（ex.旗上げ 
：HTXT）（数値区分が 2 桁必要な場合は 5 
文字以下とする） 

図面オブジェクト：半角英大 3 文字（※1） 
（ex.主構造物:STR） 

責任主体：半角英大 1 文字 

（S:測量、D:設計、C:施工、M:維持管理） 

※１ 用地調査等業務、工損調査業務は 2 文字

※ 文字数合計で半角 256 文字以下

C ORD  － － □~□ － 
ユーザ定義領域：全角文字(122 文字以下)又は
半角英数大文字（245 文字以下）

作図要素：半角英数大 4 文字以下「発注用レイ 
ヤ」では使用しないのでハイフンが 2 個連続

図面オブジェクト：半角英大 3 文字

「ORD」固定

責任主体：半角英大 1 文字 「C」固定

旗上げレイヤの例 ：C－ORD－－旗上げ（ユーザ定義領域の省略も可能） 
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9．電子納品管理項目の場所情報入力方法について 

・境界座標は、世界測地系を標準とする。入力は、国土交通省の各要領の付

属資料「場所情報の記入方法」にて調査のうえ入力する。 

・三重県における場所情報入力の取扱いは、以下のとおりとする。

1)業務管理項目(INDEX_D.XML),工事管理項目(INDEX_C.XML)の場所情報入力

項目名 取扱い 備   考 

測
点
情
報

起点側測点- n 

ある場合 

は入力 

・測点がない場合は未入力

・m：小数第 1 位四捨五入整数止め

記入例)NO.20+15.570 の場合、

測点 n には 0020、測点 m には 016 と記入

起点側測点- m 

終点側測点- n 

終点側測点- m 

距
離
標
情
報

起点側距離標- n 

ある場合 

は入力 

・距離標がない場合は未入力

・m：小数第 1 位四捨五入整数止め

記入例)10.2km の場合、

距離標 n には 010、m には 200 と記入

起点側距離標- m 

終点側距離標- n 

終点側距離標- m 

境
界
座
標
情
報

西側境界座標経度 

必須 

記入例) 

緯度 34 度 43 分 37 秒 

経度 136 度 30 分 42 秒の場合、 

「0344337」,「1363042」と記入。 

東側境界座標経度 

北側境界座標緯度 

南側境界座標緯度 

※測点の「n」は測点番号、「m」は測点からの距離をメートルで記入。

距離標の「n」には起点側からの距離のキロメートル、「m」にはメートルを記入。 

2)測量情報管理項目(SURVEY.XML)の場所情報入力

項目名 取扱い 備   考 

区

域

情

報

西側境界座標経度 

条件付

き必須 

・「緯度経度、または平面直角座標のどち

らかまたは双方を記入」 

東側境界座標経度 

北側境界座標緯度 

南側境界座標緯度 

平面直角座標系 

条件付 

き必須 

・三重県は「06」

・任意座標の場合は「99」

西側境界平面直角座標 

・「緯度経度、または平面直角座標のどち

らかまたは双方を記入」 

東側境界平面直角座標 

北側境界平面直角座標 

南側境界平面直角座標 
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3)図面管理項目(DRAWING.XML)の場所情報入力

項目名 取扱い 備   考 

緯
度
経
度 

基準点情報緯度 条件付

き必須 

・「緯度経度、または平面直角座標のいず

れかを必ず記入」 基準点情報経度 

平
面
直
角
座
標

基準点情報平面直角

座標系番号 

条件付 

き必須 

・三重県は「06」

・任意座標の場合は「99」

基準点情報平面直角

座標 X 座標 ・「緯度経度、または平面直角座標のいず

れかを必ず記入」 基準点情報平面直角

座標 Y 座標 

＊平面直角座標による記入例(県庁) 

測地系：02 ※  

基準点情報平面直角座標系番号：06 

基準点情報平面直角座標 X 座標：-140652.572 

基準点情報平面直角座標 Y 座標：+46567.059 

※世界測地系 JGD2011 の場合「02」

4)地質情報管理項目(BORING.XML)の場所情報入力

項目名 取扱い 備   考 

ボーリング情報 
経度 

必須 ・ボーリング本数分「必須」
緯度 

＊平面直角座標・緯度経度の変換について 

平面図等の平面直角座標を緯度経度に変換し、境界座標に記入する場合

は、国土地理院が公開している変換プログラムをインターネット上で利用

することで可能。 

URL：http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/surveycalc/main.html 

＊境界座標の入力について 

国土地理院が公開しているプログラムをインターネット上で利用する

ことが可能。 

測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サービス 

URL：http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/rect/index.html 
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10．電子納品個別事項について 

1)公共工事の電子納品

(1)工事管理項目における請負者情報の受注者コードには、三重県の建設

工事等入札参加資格者名簿の建設業許可番号（8 桁）を記入する。

(2)DRAWINGF(完成図フォルダ)：工事目的物の完成状態を図面として

記録した「工事完成図」の図面データを格納する。

図面管理項目の「作成者名」及び CAD 図面の表題欄の「会社名」

については、受注者名を記入する。 

(3)出来形管理ソフト等による特定のソフトに依存したフォ－マットで

作成される電子データについては、汎用性のある形式で納品するもの

とし、その形式は受発注者間で協議して決定する。

(4)施工計画書及び出来形品質管理資料については、受発注者間で協議し

たうえで、オリジナルファイルから変換した PDF ファイルも納品可

とする。

(5)電子データが格納されていないフォルダは削除したうえで納品する。 

����

�����

���



2)業務委託の電子納品

(1)測量成果の電子納品要領にて納品される電子データのうち、原則、図

面は CAD データとし、DRAWING フォルダに格納する。

(2)測量成果電子納品要領における用地測量－測量成果－面積計算に格

納する面積計算書(数値データ)の納品フォーマットは、日本測量工業

会統一規格「SIMA 形式(拡張子：SIM)」とする。

(3)CAD データがファイル名一覧に該当しない場合は、受発注者間の協

議により類似工種等を準用し、図面管理項目の受注者説明文にファイ

ル名の付け方の簡単な概要を記述する。

また、レイヤ名一覧に該当しない場合は、受発注者間の協議により

類似工種等を準用し、同様に受注者説明文に概要を記述するか、新規

レイヤを追加し、図面管理項目の新規レイヤ(新規レイヤ名(略語)、新

規レイヤ(概要))を記述する。

例)道路詳細設計横断図準用法面部分のため、D-STR-STRA レイ 

ヤを追加

(4)測量成果の内、報告書等については SURVEY-DOC フォルダに格納

する。(ファイル名は SUVRP)

(5)測量・用地測量業務を含む場合、基準点については別途 EXCEL ファ

イルでも作成し(様式は基準点一覧表：三重県様式)、SURVEY-DOC に

格納する。(ファイル名は KIJYUN(半角英字))

(6)電子データが格納されていないフォルダは削除したうえで納品する。 

3)工事写真について

監督員が現場状況の把握等で必要と判断し、受注者に提出を求めた場

合は、工事写真の印刷物を提出しなければならない。 

印刷内容は監督員と受注者が協議して決定するものとする。 

注意事項:ファイル名はKIJUN:半角英数字とすること。当該ファイルの種別欄は基準点とする。
当該ファイルにおいても禁則文字は使用しない。

事業名 例:平成21年度国補通砂弟77分1号一級河川三重川水系三重川流域津川国補通常砂防工事

施工番号 例:200917002642100005
注意事項:施工番号については仕様書鑑右下端の番号のハイフン抜きとする。

座標系についてはローマ数字は使用せず、英数字で記入する。
用地測量の場合、４級に対する補助基準点の場合は５級相当と表記する。

点名 等級 種別 標識の種類 測地系種別 緯度:0.0001秒まで 経度:0.0001秒まで 座標系 座標X:0.001mまで 座標Y:0.001mまで

例:TB.1 1 基準点 金属鋲 世界測地系 33度00分00.0000秒 133度00分00.0000秒 6 3000.000m 3000.000m

基 準 点 一 覧 表
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第 4 章 電子納品の確認 

1．電子納品の確認手順について

1)着手時の確認手順

・受発注者間で、着手時において電子納品に必要な基本的な事項※1を確認

しておくこと。※2 

2)電子納品時の確認手順

・受発注者間で、電子納品時において電子納品に必要な基本的な事項※1を

確認しておくこと。※2

・受注者は、電子媒体作成時に電子納品確認※3 を行い、電子納品の基準

チェック結果を表示したものなどを印刷し、監督員に提出する。

・監督員は、電子媒体の受け取り時に電子納品確認を行う。

・監督員は、電子納品確認において修正事項を発見した場合は、受発注者

間の協議により、修正の要否を決定する。

・受注者は、受発注者間の協議により修正が必要となった場合は、修正を

行い監督員へ再提出する。

・監督員は、再提出された電子媒体の修正事項の確認を行ったうえで、

電子媒体に署名を行い受理する。

※1 基本的な事項とは、適用する基準・要領(案)や電子納品対象書類等、電子納

品チェックシートに記載されている事項である。 

※2 確認の手段として電子納品チェックシートを用いてもよい。

 電子納品チェックシートは、電子納品を円滑に行うために、工事や業務委託

の段階毎のチェック項目を記した様式であり、使用にあたっては 3)電子納品

チェックシートによる基本事項の確認を参照すること。

※3 電子納品確認は、以下の手順で行う。

①電子媒体の外観確認【目視確認】 

②電子納品の基準チェック(XML チェック等)【ソフトウェアによる確認】※

③電子納品の内容確認【ビューワを利用した目視確認】

※電子納品を確認する事ができる基準チェック用ソフトウェアについては、次

頁のとおり。

※4 ホームページよりダウンロードしたソフトウェアは最新版に更新されてい

る場合があるので検査前にも再確認すること。 

※5 小黒板情報の電子的記入を行ったデジタル写真に対して、チェックツール等

を利用し、信憑性確認（改ざん検知）を行うこととする。 
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【電子納品を確認する事ができる基準チェック用ソフトウェア】 

国土交通省版に準拠するもの→三重県電子納品チェッカー 

：三重県ホームページ「三重県 HP→まちづくり→公共事業→CALS/EC

→電子納品→要領・基準等」よりダウンロード可能※４

http://www.pref.mie.lg.jp/common/06/ci600003649.htm 

国土交通省<大臣官房官庁営繕部>に準拠するもの→ 

電子成果品作成支援・検査システム<官庁営繕関係> 

:国土交通省官庁営繕のホームページよりダウンロード可能 

http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html 

【小黒板情報電子化写真の信憑性確認ツール】 

：JACIC のホームページよりダウンロード可能※５ 

http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html 
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3)電子納品チェックシートによる基本事項の確認

(1)使用の流れ

↓ 

(2)基本的事項

・電子納品チェックシートは、段階毎に受注者にて記述可能な項目につ

いて記述し、受発注者間の協議に使用する。 

・電子納品チェックシートは標準仕様であるため、記述欄が不足する場

合は、適宜加工して使用する。 

(3)電子納品チェックシートの構成

・電子納品チェックシートは CALS 様式 1～7、A、B の 9 様式で構成

されており、業務種別により CALS 様式 1～7 より様式を選択し、納

品内容に図面があれば CALS 様式 A、写真があれば CALS 様式 B を

組み合わせる。(組み合わせ例参照)

CALS 様式 1 測量業務 

CALS 様式 2 用地測量業務 

CALS 様式 3 用地調査等業務 

CALS 様式 4 工損調査業務 

CALS 様式 5 地質・土質調査業務 

CALS 様式 6 設計業務等 

CALS 様式 7 公共工事 

CALS 様式 A CAD 製図 

CALS 様式 B デジタル工事写真 

①電子納品チェックシートを入手する。

測量・用地測量業務を含む場合は、基準点一覧表も入手する。

(「三重県 HP→まちづくり→公共事業→CALS/EC→電子納品→要領・基準

等→令和元年７月三重県 CALS電子納品運用マニュアル」

ホームページ http://www.pref.mie.lg.jp/common/06/ci600003649.htm

よりダウンロードする。)

② 電子納品チェックシートを使用して、段階毎に電子納品の打ち合わ

せを行い、決定事項を打ち合わせ簿に記述する。

電子納品チェックシートは打ち合わせ簿の添付資料とする。
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(組み合わせ例 1) 

道路詳細設計 

  CALS 様式 6 設計業務等 CALS 様式 A CAD 製図 

(設計なので納品図面有り) 

CALS 様式 B デジタル工事写真 

(現地踏査の写真が必要なので納品

に写真有り) 

(組み合わせ例 2) 

道路改良工事 

CALS 様式 7 公共工事 CALS 様式 A CAD 製図 

(工事なので納品図面有り) 

CALS 様式 B デジタル工事写真 

  (工事なので納品に写真有り) 
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第 5 章 検査時の対応方法

1．検査時の対応方法について

1)工事検査の場合

・電子納品物については、原則パソコンの画面上で確認する。

・監督員と検査員が事前調整の結果、発注機関以外の場所において電子

媒体で納品した資料を確認する場合は、受注者と調整のうえ、電源の

確保できる場所にて行う。

・電子化されていない書類については、従来どおり紙媒体で確認する。 

・電子媒体で納品した資料のうち、検査に必要と判断したものは、監督

員が用意する。

2)業務委託検査の場合

・成果品の内容確認については、受注者より提出された、成果品の印刷

物(A4 版簡易ファイル、年度・委託名・完成年月・発注者及び受注者

名を明記、図面は袋綴じ)により行う。ただし、成果品の印刷物はあく

まで参考資料とし、原本は電子媒体とする。

3)出来高検査及び中間検査について

・出来高検査及び中間検査については、途中成果の電子媒体にて検査を

行う。

・受注者は、電子媒体の途中成果 1 部を監督員に提出する。

・監督員は、検査後、受注者に途中成果を返却する。

・ラベルの表示事項の内、完成年月については予定月を記載し、括弧書

きで出来高検査又は中間検査の回数を記載する。

(出来高検査の例)平成 31年 3月(出来高第 1回)

(中間検査での例)平成 31年 4月(中間第 1回)

4)その他の事項

・電子納品確認検査用機器については、原則として発注者が用意する。 

・ただし、受発注者間の協議により、受注者の協力が可能な場合は受注

者が用意してもよい。
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第 6 章 その他の事項 

1．問い合わせ先

本マニュアルに関する問い合わせ先を以下に示す。

○ 三重県県土整備部、農林水産部、企業庁が発注する業務

三重県県土整備部 技術管理課 

〒514－8570 

三重県津市広明町 13 番地 

TEL.059-224-2208 FAX.059-224-3290 

Mail：cals@pref.mie.lg.jp 

○ 三重県県土整備部営繕課が発注する業務

三重県県土整備部 営繕課 

〒514-8570 

三重県津市広明町 13 番地 

TEL.059-224-2150 FAX.059-224-2111 

Mail：eizen@pref.mie.lg.jp 

改訂履歴 

このマニュアルは、平成 15 年 3 月 1 日から施行する。 

このマニュアルは、平成 15 年 11 月 1 日から施行する。 

このマニュアルは、平成 16 年 10 月 1 日から施行する。 

このマニュアルは、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

このマニュアルは、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

このマニュアルは、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

このマニュアルは、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

このマニュアルは、平成 21 年 11 月 1 日から施行する。 

このマニュアルは、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

このマニュアルは、平成 24 年 7 月 1 日から施行する。 

このマニュアルは、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

このマニュアルは、令和元年 7 月 1 日から施行する。
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25．河川工事等の工事看板の取扱いについて 

（令和元年５月２８日 国水環第１０号 国水治第２２号 国水保第５号 

国水海第３号） 

河川工事等の工事看板への記載にあたり、あらためて周辺住民等に対して工事に関する

情報をわかりやすく発信する取組を推進されるよう、貴管内各現場への周知徹底方よろし

くお願いする。

別添：工事看板の主な記載例 

基本例 ○○○ 防ぐため、○○を○○しています

○○○ 守るため、○○を○○しています

○○○ 点検するため、○○を○○しています

主な工種等 記載例 

築堤 洪水被害を防ぐため、堤防を整備しています 

河道掘削 洪水被害を防ぐため、土砂を撤去しています 

護岸 ○○○ 守るため、護岸を整備しています

堤防除草 堤防を点検するため、草を刈っています 

河川樹木伐採 洪水を防ぐ河川の流れを保つため、樹木を切っています 

法面補修 堤防強化のため、のり面を補修しています 

環境整備 安全に利用できるよう、○○を整備しています 

災害復旧 
壊れた護岸を直しています 

堤防を強くするため、○○を整備しています 

離岸堤 

人工リーフ 高波から海岸を守る施設を整備しています 

砂防堰堤 土砂災害を防ぐ、砂防堰堤を整備しています 

地すべり対策 
（排水ボーリング工） 

地すべり災害を防ぐため、地下水を抜いています 

※工事の目的をできるだけ簡潔に伝えるよう工夫願います

※なお、すでに運用いている記載例がある場合はその限りではありません

・主な工種等の記載に加え以下を記載する。

対象工事 記載内容 

「防災・減災、国土強靭化

のための３か年緊急対策」

に基づく工事 

国土 強
きょう

靭
じ ん

化
か

対策工事 
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